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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月９日

自 午前１１時００分

至 午前１１時 ８分

於 委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 中島 浩介 君

副 委 員 長 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１１時００分 開会 ―

【大場委員長】ただいまから総務委員会を開会

いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、中島廣義委員、松本委員

のご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和元年９月定例会におけ

る本委員会の審査内容を決定するための委員間

討議であります。

それでは、審査方法について、お諮りいたし

ます。審査の方法については、委員会を協議会

に切り替えて行いたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時００分 休憩 ―

― 午前１１時 ７分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これをもって本日の総務委員会を終了いたし

ます。お疲れさまでした。

― 午前１１時 ８分 閉会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月２４日

自 午前 ９時５８分

至 午後 ３時３１分

於 委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 伊藤 健一 君

首 席 監 察 官 福山 康博 君

首席参事官兼警務課長 山口 善之 君

広報相談課長兼総務課長 川本 浩二 君

会 計 課 長 佐藤 一春 君

装備 施設課 長 塩崎 裕三 君

監 察 課 長 杉本 正彦 君

教 養 課 長 久保 宗一 君

厚 生 課 長 矢竹 雅敏 君

留置 管理課 長 古賀 博文 君

生活 安全部 長 田尻 弘久 君

生活安全企画課長 平田 泰範 君

少 年 課 長 田川 佳幸 君

生活 環境課 長 江口麿貴一 君

サイバー犯罪対策課長 中村 敏弘 君

地 域 部 長 宮崎 光法 君

地 域 課 長 平戸 雄一 君

刑 事 部 長 羽田 敏雄 君

刑事 総務課 長 宮原 哲朗 君

捜査 第一課 長 中村 勝重 君

捜査 第二課 長 柴原 雅也 君

組織犯罪対策課長 平井 隆史 君

交 通 部 長 土井  隆 君

交通 企画課 長 松岡  隆 君

交通 指導課 長 植木  保 君

交通 規制課 長 三浦  寛 君

運転免許管理課長 黒﨑  誠 君

警 備 部 長 豊永 孝文 君

公 安 課 長 杉町  孝 君

警 備 課 長 多田 浩之 君

外 事 課 長 船場 幸夫 君

会 計 管 理 者 野嶋 克哉 君

会 計 課 長 福田 修二 君

物品 管理室 長 岩村 政子 君

出 納 室 長 櫻井  毅 君

監査 事務局 長 下田 芳之 君

監 査 課 長 田尾 康浩 君
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人事委員会事務局長 大﨑 義郎 君

職員 課 長 (参 事 監 ) 三田  徹 君

労働委員会事務局長(併任) 大﨑 義郎 君

調整 審査課 長 齋藤太紀雄 君

議会 事務局 長 木下  忠 君

次長兼総務課長 柴田 昌造 君

議 事 課 長 川原 孝行 君

政務 調査課 長 太田 勝也 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第 103号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第 2号）
（関係分）

第 116号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第 3号）
（関係分）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第 105号議案
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例（関係分）

第 117号議案
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛

行の禁止に関する条例

第 118号議案
長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する

条例

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・令和 2年度離島振興の促進に関する要望等の実
現について

・諫早市政策要望（諫早駅周辺整備事業への協力

と支援について 外）

・要望書（航空路線の安全確保について外）

・要望書（幹線道路網の整備促進について外）

・令和元年度長崎県の施策に関する要望・提案書

・要望書 令和元年度（長崎空港の運営民営化及

び 24時間化の実現について外）
・要望書令和元年度（長崎駅周辺で計画されてい

る各種事業の促進及び交流拠点施設利用者の

利便性向上について外）

・身体障害者福祉の充実に関する要望書

・長崎県庁舎跡地に所在する遺跡の発掘調査に関

する陳情書

・国に対し「2019年 10月からの消費税率 10％
への引き上げ中止を求める意見書」の提出を求

める陳情書

・韓国人観光客の激減対策に関する要望

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活用・

公開・整備に関する陳情書Ⅳ

・高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求め

る意見書

８、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開会 ―

【中島(浩)委員長】 おはようございます。
時間前ですけれども、ただいまから、総務委

員会及び予算決算委員会総務分科会を開会いた

します。

それでは、これより議事に入ります。
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今回、本委員会に付託されました案件は、第

105号議案「成年被後見人等の権利の制限に係
る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例のうち関係部分」外2件であります。
そのほか、陳情12件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することになっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分外1件でありま
す。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとにお手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

これより、警察本部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、7月の
人事異動に伴う新たな幹部職員について紹介が

ありますので、これを受けることにいたします。

【伊藤警務部長】警察本部警務部長の伊藤でご

ざいます。

本日出席をしております警察本部の幹部職員

の中で、本年7月12日付の人事異動で着任しま
した幹部職員をご紹介いたします。

（各幹部職員紹介）

以上でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。

【中島(浩)委員長】 それでは、これより審査に
入ります。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

警務部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【伊藤警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明をいたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分であります。
補正予算の内容についてご説明いたします。

令和2年度の債務負担を行うものについてご
説明いたします。

警察移動無線通信システム運用事業として、

警察無線機の更新に係る令和2年度に要する債
務負担として2億6,221万8,000円を計上いたし
ております。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。よろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんでしょうか。

【深堀委員】 おはようございます。今、説明い

ただいた予算議案でちょっと質問いたしますけ

れども、令和2年度に2億6,221万8,000円を計上
して、無線システムの運用事業を更新するとい

うことでありますけれども、これは各警察官の

方が使われている無線機だと思うんですが、台

数はどの程度なんでしょうか。

【佐藤会計課長】今回の警察無線機の更新につ

きましては、警察庁が全国警察の無線設備を国
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費で更新することに伴いまして、本県が運用し

ている約1,900台の警察無線機、このうち国費
配分分を除く570台を県費で更新するというも
のであります。

【深堀委員】 わかりました。そしたら、この2
億6,221万円というのは、県が負担する570台ぐ
らいの分と。それ以外の1,300台ぐらいは国費
で。だから、トータルでいけば1,900台ぐらい
を使っているんだけれども、そのうちの1,300
台は国で、県の負担がこれだけということなん

ですね。一括して更新をするわけですね。

で、その時に、今、現状使用しているわけで

すね。最近更新した機器もあると思うんですけ

れども、現状使われている機器の取扱いは、今

後どうなるんですか。

【佐藤会計課長】委員ご指摘の、この警察無線

機につきましては、順次更新という形ではなく

て、今の旧型機につきましては、平成17年度に
一括して更新をかけております。

それで、今回、警察庁のほうでは、全国警察

の無線機がやはり老朽化、暗号化の関係で、古

くなって機械の故障も頻発しているということ

もありまして、全国的に更新を進めていくとい

う計画になっております。一括して、今回更新

をかけるということです。

【深堀委員】一括して更新をかけるのはわかる

んですけれども、そこで今使っている1,900台
ぐらいのやつが除却といいますか、使われなく

なるわけですね。その物はどうするんですかと

いうことをお尋ねしているんですけれども。

【佐藤会計課長】この警察無線機につきまして

は、全国統一の周波数というのを使っておりま

すので、この計画が最終的に令和4年度に全国
警察の無線機の更新が完了する予定です。それ

までは旧型機を。長崎県警の分は、令和3年4月

1日から運用を開始しますけれども、全国的に
は令和4年度に切り替わる予定ですので、その
間は旧型機は保管する。

それと、その後につきましては、具体的方法

は、警察庁のほうが今検討を進めておりまして、

当然盗聴防止、この暗号化機能の流出を防ぐた

めには、その無線機本体を破壊の上、処分する

ことになろうかと考えております。

【深堀委員】 わかりました。県費で購入した、

今使っているのも大体600台ぐらいはあるわけ
ですね。でも、それも含めて、セキュリティー

の問題で一括して警察庁のほうで処理をする方

向だということなんですね。違いますか。

【佐藤会計課長】処分そのものは、長崎県のほ

うでやることになると思います。破壊の上です

ね。そこら辺ちょっとまだ未定な部分はあるん

ですけれども、最終的には県のほうで処分する

形になろうかと思います。

【深堀委員】わかりました。警察庁の指示でそ

ういう取扱いを、多分長崎になるけれども、一

括した処理をするということですね。

最後にしますけれども、県には県警察本部だ

けじゃなくて、物品管理簿ということで、一定

3万円以上の物を備品という取扱いにしてそれ
ぞれ管理をしている。これは全庁的な話ですけ

れども、当然この通信機器もそういった対象に

私はなると思うんですが、そういった管理簿の

取扱いをしっかりやられているのかどうか、そ

こだけ確認をして終わりたいと思います。

【佐藤会計課長】国費部分を除く県費部分につ

いては、県の物品管理にのっとって管理をして

おります。台帳もございます。（「関連」と呼

ぶ者あり）

【吉村委員】 関連です、この103号で。単年度
令和2年度で債務負担をわざわざ組まれるとい
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うことは、この導入時期についてちょっとお知

らせをいただきたい。なぜ債務負担を組まなけ

ればならないかというのが主な質問です。

【佐藤会計課長】 無線機更新につきましては、

全国警察が今、順次取り組んでいるところであ

ります。警察庁も含めて平成30年度から関東管
区とか、それぞれの管区ごとに順次整備を進め

ております。九州地区が今回、令和3年の4月1
日から運用を開始するということで、当初、令

和2年度の当初予算で計上を考えていたんです
が、最近になりまして、全国的にこの無線機の

発注が増加したことによって、メーカー側が納

期にかなり時間がかかるという話になりまして、

納期を考えると、令和2年度の当初予算ではち
ょっと間に合わないおそれが出てきたものです

から、急遽補正でお願いして債務負担行為をと

って、令和元年度内に契約までいけたらと考え

ております。

【吉村委員】 何でもですけれども、例えば、学

校の空調とかも、国は一遍にやれというが、現

場ではなかなか大変ですね。機材がなかったり、

工事する人がおらんやったり。そういうのと一

緒で、こういうのももうあらかじめ想定ができ

とったんじゃろうと思うわけですね。一括更新

ということであれば。前回が平成17年度でしょ
う。

そしたら、やっぱりそういうことがもう想定、

既にされるわけですから、そういう場合は債務

負担で組むというよりは、ちゃんと予定をして

予算で組むということのほうが普通の形かなと

思うんですけれども、そこら辺については、平

成31年の当初予算というところでは、まだ国の
予算がわからなかったということで組めなかっ

たという話になるわけですか、答弁をお願いし

ます。

【佐藤会計課長】委員ご指摘のとおり、当初は

令和2年度で十分納期的にも間に合うという判
断をしておりましたが、実際、各県整備が進ん

でいくうちに、平成31年の当初予算ではちょっ
と想定してなかったほどの納期のおくれが出る

可能性が出てくるということで、急遽、今回補

正をお願いしたところであります。

【吉村委員】 わかりました。

あと一点、国費で全部を見てもらえるという

ような最初の話を聞いた中で、いや、うち570
台は県でやらなければいけないと。ここら辺の

国の考え方というのは、平成17年も同じやった
んですか。

それと、その基本的な考え方というのはどの

ようになっておるのか、お知らせいただければ

ありがたいです。

【佐藤会計課長】警察庁の考え方につきまして

は、詳細については確認できておりませんが、

ただ、警察官の数、あるいは事案の大小によっ

て、県の規模によって、各県に対して警察庁が

配分を決めているところであります。

そして、各県とも、どうしても県の事情、そ

ういったところで、不足する分については、各

県とも県費のほうで対応せざるを得ないという

状況にあります。以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質問はございませ
んでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって、質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。
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予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分は、原案のとお
り可決することにご異議ございませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

議案を議題といたします。

警務部長より、総括説明をお願いいたします。

【伊藤警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明をいたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

条例議案1件であります。それでは、ご説明い
たします。

横長の総務委員会説明資料（追加1）、警察
本部の1ページ目をご覧願います。
第118号議案は、長崎県警察関係手数料条例

の一部を改正する条例であります。

この条例は、道路交通法の一部を改正する法

律の施行に伴い、道路交通法施行令で規定する

運転免許に関する手数料の標準額が一部改正さ

れることから、これに合わせた改正をしようと

するものであります。

本条例の施行期日は、「道路交通法施行令の

一部を改正する政令」の施行期日に合わせて、

令和元年12月1日を予定しております。
次に、横長の総務委員会説明資料、警察本部

の1ページ目をご覧願います。
これは、公用車による交通事故のうち、和解

が成立いたしました2件の合計108万4,965円を
支払うため、9月2日付で専決処分をさせていた

だいたものであります。この損害賠償金は、全

額保険から支払われることになっています。

公用車による交通事故を減少させるため、警

察学校の卒業を控えた学生に対する交通事故防

止研修会の開催や、各所属において安全運転指

導員等による運転訓練を実施するなど、再発防

止に取り組んでおります。

今後も引き続き、交通事故をはじめとする損

害賠償事案を起こすことがないよう、指導を徹

底してまいりますので、ご理解をお願い申し上

げます。

このほか、犯罪の一般概況について、ストー

カー及び配偶者等暴力事案の認知状況について、

特殊詐欺の被害防止対策について、暴力団対策

について、少年非行の概況について、生活経済

事犯の取締り状況について、交通事故の発生状

況について、縦長の総務委員会関係議案説明資

料に記載をしたとおりとなっております。

長崎県警察における障害者雇用につきまして

は、障害者を対象とした採用試験を導入し、本

年度1名を新規採用いたしました。引き続き、
計画的な採用と被雇用者の働きやすい環境整備

を進めているところであります。

障害者雇用率につきましては、昨年は1.51％
と法定雇用率2.5％を下回っていましたが、本年
6月1日時点では2.85％と法定雇用率を上回っ
ております。今後とも、障害者雇用の推進に積

極的に取り組んでまいります。

以上をもちまして警察本部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますよう、お願

い申し上げます。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより議案

に対する質疑を行います。

質疑はございませんでしょうか。
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【吉村委員】損害賠償の件ですが、2件あって、
1件目は警察が90％の過失割合と。なかなかつ
らさがあるんですが、この説明資料の中で、公

用車による事故を減少させるため、警察学校の

卒業を控えた学生に対する研修会の開催や、か

れこれと取り組んでおりますという文章が掲載

されておるんですが、これは6月定例会も、3月
定例会も、その前の12月定例会もおそらく同じ
言葉じゃなかったんじゃろうかなと思うわけで

すが、ちょっと時間がなかったんで調べており

ません。似たような言葉だったんだろうと思い

ます。これがずっと繰り返されるということに

ついては、やっぱりちょっと一言物を言うとか

ないといけないかなと。もう少し具体的に何か

この対策について、県警として取り組んでおら

れるとか、こういうことをやろうと計画されて

おられるとか、そういうことが具体的になけれ

ばいけないと思うわけですが、その点について

ご答弁をいただければと思います。

【杉本監察課長】委員ご指摘の公用車事故に対

する具体的な取組状況についてご説明をいたし

ます。

公用車の事故の分析結果を踏まえまして、原

因別で多い後退時の後方不確認を防止するため、

誘導員による後方誘導の徹底のほか、単独運転

時でも降車して死角になる部分等の安全確認を

徹底するよう努めているところであります。

事故の当事者別では、19歳以下の若年者が多
いことから、安全運転指導員による同乗指導の

ほか、自動車学校等を活用した実践的な訓練や

部外講話及び研修会等も開催をしております。

また、事故が増加する傾向にある人事異動後、

あるいは雨が長く続く梅雨期等には安全運転意

識を高めるための無線を活用したスポット一斉

指令も行っております。

先ほど読み上げにもありましたが、警察学校

の卒業を間近に控えた学生に対する交通事故防

止研修会の開催、それから、事故発生時には公

用車交通事故速報という教養資料を発出して、

事故原因等の情報共有なども行っております。

公用車を運転する全ての職員が、安全は全てに

優先するという意識のもと、安全運転をしっか

り徹底するよう、引き続き指導してまいりたい

と思います。

なお、講習会等につきまして、具体的に申し

上げれば、ストレス、疲労、プレッシャーなど

のヒューマンエラーを起こしやすい要因をマネ

ジメントすることにより、事故防止につなげよ

うという目的で、航空会社から講師を招いたク

ルー・リソース・マネジメント講習会を昨年3
月に開催をしております。

それから、運転時のいらいらや焦りのネガテ

ィブ感情をコントロールするための感情コント

ロールプログラムの研修会を昨年2回開催して
おります。それ以外にも、安全運転指導員の指

導能力の向上を目的とした運転技能の実践研修

会も適宜複数回実施をしております。

また、さらには事故防止を高めるための事故

に対する賞揚措置も行っております。例えば、

公用車事故が一定期間ゼロであった警察署に対

しては、署の規模ごとに基準を設けて、本部長

賞を授与したり、公用車事故防止対策や取組が

優秀と認められる警察署に対しては、本部長賞、

あるいは警務部長賞を授与するなど、賞揚措置

を講じて、職員の士気高揚にも努めているとこ

ろでございます。以上です。

【吉村委員】ぴしゃっと立て板に水を流すよう

な答弁といいますか、途中わからんやったです

ね。ヒューマンエラーのマネジメントの何とか

かんとかと、わかって言いよらすとかなと思う
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ぐらいですけど。それよりもやっぱり骨身にし

みるというか、そういうことをやっていただき

たい。そういうにじみ出るような答弁があると、

もっとうれしいんですが、あまりにも形がきち

っとでき上がりすぎというか…。

やっぱり今の答弁の中も、ほとんどこの3行
の資料の文章をもう少し広げて言うとるだけで、

具体性に欠けるというか…。

最後のほうに出てきましたが、各警察署でも

1年間無事故を続けようとか、無事故何日とか、
やられよるんだろうと思いますが、そういうの

をみんなで取り組んでいこうと、そういう共通

な意識を持つのが大事なんだろうと思います。

その後にやっぱり表彰があるからとか、何か賞

品があるからやるというのでは本当はいかんの

ですけれども、やっぱりやるためにはそういう

インセンティブも必要ではなかろうかなと。そ

ういうので取組を強化していってもらえればと

思うところです。

今9月ですから、次の12月の時には、ここの3
行がもう少し言葉の中身が変わるように頑張っ

ていただくようにお願いをしておきたいと思い

ます。以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はございません
でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって、討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。

第118号議案は、原案のとおり可決すること
にご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、第118号議案は、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【伊藤警務部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料についてご説明いたし

ます。

1,000万円以上の契約状況につきましては、
本年6月から8月までの実績は、資料に記載のと
おり12件となっております。このうち、随意契
約によるものはございませんでした。

以上をもちまして警察本部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はございませんで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、次に、議案外所
管事務一般について、ご質問はございませんで

しょうか。

【下条委員】 皆様お疲れさまでございます。

議案外で、私のほうから、本年度新設されま

したサイバー犯罪対策課についてお尋ねをした

いと思います。
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本年度新しく開設されましたサイバー犯罪対

策課、これまで各課別々で取り組まれていたサ

イバー犯罪について、1つの課として専属的に
対応しているということをお聞きしております。

非常に防犯の面で成果を期待しているんですけ

れども、そういった中で、6月の委員会のほう
でも少し触れさせていただきましたが、その後、

9月11日ですか、新聞等メディアのほうで発表
がされましたが、長崎県警サイバー犯罪対策課

で初の摘発という記事を拝見させていただきま

した。

9月11日、詐欺的メールを送付し、個人情報
を不正入手する、いわゆるフィッシング詐欺で

佐世保市内の40代女性が被害に遭われました
が、内容は後ほど詳しくやり取りをしたいと思

いますけれども、ドコモのｄアカウントという

ものを不正アクセスし、高額スマートフォン15
万円程度を不正購入した疑いということで、29
歳の中国人を逮捕したという記事が掲載をされ

ておりました。

そこで、まず大きな枠組みの中でご質問した

いんですけれども、県内におけるこういったサ

イバー犯罪の現状、特に問題になっているよう

な点をお尋ねいたします。

【中村サイバー犯罪対策課長】委員ご質問の件

でございますけれども、今、特に問題になって

おりますのが実在する大手企業を装ったショー

トメッセージ、電話番号で入ってくる分に関す

る相談、フィッシングというものも含みますが、

そういう相談が増加しております。

今申しましたフィッシングというのは、今言

ったような実在する企業などを装ったショート

メッセージを送って、不正なプログラム、ウイ

ルスに感染をさせてみたり、また偽のサイトに

その後誘導して、利用者のＩＤとかパスワード

を盗むといったようなものになっております。

その後、盗まれたＩＤとかパスワードを利用し

て商品を購入するといったような犯罪の被害に

つながっております。

このショートメッセージに関する相談といた

しましては、平成30年が133件、本年8月末で
263件と、増加している状況でございます。
【下条委員】ありがとうございます。フィッシ

ング詐欺というものが、特に問題になっている

と。さらに件数も昨年が133件だったものが、
今年は既に263件、約倍の数字になっていると
いうことですけれども、いわゆるこのフィッシ

ング詐欺について、フィッシング被害の相談の

中でも特に特徴といいますか、こういったこと

に気をつけていただきたいといいますか、県民、

市民の皆さんに注意していただきたいという点

がございましたら、教えていただきたいと思い

ます。

【中村サイバー犯罪対策課長】このようなフィ

ッシングといいますか、大手の企業を装ったシ

ョートメールの関係でございますけれども、最

近は大手の携帯電話会社、先ほどお名前も出て

おりましたようですが、そのあたりを騙ったシ

ョートメッセージを送って、商品を購入される

というふうな被害が目立つというか、割合が多

くなっております。

これにつきましては、やはり不審なメールは

開かないとか、通常ＩＤとか、パスワードを求

めるということもないと思いますので、そうい

うところはしっかり確認をしていただくとかい

った手段を取っていただければ防止にもつなが

るかなと考えるところでございます。

【下条委員】 ありがとうございます。

それでは、このフィッシングで今、中村課長

のほうからありましたけれども、その犯罪とし



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２４日）

- 11 -

て、スマートフォンがやはり多いということで

すね。

今回はじめて摘発されました29歳の中国人
女性ですが、佐世保市内に住まわれます40代の
女性の方に、ｄアカウントと呼ばれるいわゆる

ＮＴＴのポイントのところに不正にアクセスを

して、巧みにこういった個人情報を入手してい

るということになっております。

このｄアカウントのフィッシング詐欺につい

て、今現在お問合わせというか、相談というの

はありますか。

【中村サイバー犯罪対策課長】やはり今年に入

りまして、この手の相談というのが多くなって

おります。8月末の現在でございますけれども、
69件の相談、そして、被害が生じたのが50件、
約370万円の被害ということになっております。
【下条委員】ありがとうございます。それでは、

かなりの数、相談が来ているということですね。

では、このような大きな詐欺的な被害が予想

される中で、県警、特にサイバー対策課としま

しては、どのような対策を考えられているのか、

お尋ねいたします。

【中村サイバー犯罪対策課長】まず対策対応と

いうことでございますけれども、やはり各警察

署に相談というものが入りますので、その時点

で即報してもらって、サイバー犯罪対策課から

必要に応じて捜査員をすぐに派遣するという形

をとっております。また、捜査の状況に応じて

連携して捜査を推進いたしております。

そのような結果、先ほど委員がおっしゃられ

ましたようなフィッシングでの中国人逮捕とい

う形にもつながっておると思います。

また、この相談に関連した内容にも限りませ

んけれども、サイバー犯罪被害防止の講話、こ

れはサイバー犯罪対策課員とか、各警察署署員

が被害防止の意識啓発活動なども行っておりま

す。

また、7月1日から情報発信としてＬＩＮＥを
使っておりますけれども、ここにおきましても

被害防止の広報を行っております。

【下条委員】今、ＬＩＮＥのお話が出ましたけ

れども、このようないわゆるサイバー犯罪とい

うものは、特にユーザーが無知の状態でいろい

ろなものがわからずに、例えば、有名だったの

は、ある一部上場の物流会社さんのお名前が直

接出まして、それから荷物が届いているから、

ここに連絡してほしいということでアクセスを

したことから、どんどんやり取りがあって、不

正に情報を取られるということが問題になりま

したので、やはり私としても、こういった問題

を皆さんにお知らせをしていくツールというの

は非常に重要だと思います。

ＬＩＮＥを7月1日よりはじめられたという
ことなんですけれども、ここをもう少し内容も

含めて教えていただけないでしょうか。

【中村サイバー犯罪対策課長】 7月1日から、
情報発信のツールとして幅広い世代が利用する

というＬＩＮＥに、タイムラインという機能が

ございます。ここを利用して、サイバー犯罪の

被害防止などの情報発信を実施いたしておりま

す。

タイムラインとして投稿した記事は、友達登

録と言いますけれども、登録された方に公開を

していくという機能になっております。

現在の登録者は、設置後、概ね3カ月で約
1,500人となっております。これまで22回の情
報発信をいたしておりますので、あくまで単純

な平均をいたしましたら、4日に1回程度の割合
での情報発信ができておると考えております。

【下条委員】ありがとうございます。それでは、
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このＬＩＮＥでの情報発信は7月からというこ
とですから、まだ2カ月程度ですけれども、あ
る程度手応えはあるということですか。

それと、もしこれを今後どんどん発展させよ

うとしていく場合に、ＬＩＮＥも含めてどのよ

うな形で情報を配信してお知らせをしていくの

か、こういったものがありましたらお教えくだ

さい。

【中村サイバー犯罪対策課長】先ほど申しまし

たように、登録者が今約1,500人ということで
すので、やはりあらゆる機会を通じて周知して

登録者を増加させていこうという、まず、そこ

を考えていきたいとは思っております。

ただ、今、ＬＩＮＥでタイムラインを行って

おりますけれども、これについて今後、登録者

の増加も含めて、どのようなやり方がいいのか

とか、県民の皆さんのご意見とかありましたら、

そこも踏まえて、また、やり方など検討してい

きたいと考えております。

【下条委員】 ありがとうございます。

最後のご質問になりますけれども、県内には

長崎県立大学にサイバーセキュリティ科があっ

て、サイバーセキュリティーを教えている学科

は全国でほかにもあるんですけれども、このサ

イバーセキュリティーだけを専門に教えている

学科は、全国で唯一になります。こういったと

ころが長与町まなび野にあります。

こういった専門でやられている先生、そして、

今年はじめて4年制大学が卒業しますので、私
も取材に行って聞き取りをしまして、県警とど

うでしょうかというお話をしましたら、非常に

興味を持っている生徒もおられるということで

すから、こういった学校、また長崎大学も新し

い情報科が来年できますので、ぜひともそうい

ったところと連携をしていただきたいんですけ

れども、ちょっと私まだよくわかっていない情

報がありまして、サイバーセキュリティボラン

ティア事業というものを県警がされているとい

うことがあります。

ぜひとも、いろいろな形で交流をしながら、

対策に取り組んでいただきたいんですけれども、

この内容についてちょっとお聞かせいただけな

いでしょうか。

【中村サイバー犯罪対策課長】サイバーセキュ

リティボランティア事業、これは平成30年7月
から実施をしております。

内容といたしましては、インターネットを利

用した犯罪被害からの防止などを図るために、

小中学生のうちから、情報セキュリティー、ま

たモラル、これを理解していただこうと。それ

で、警察本部が委嘱した高校生、また、佐世保

高専の生徒が小中学校生に対して教養を行うと

いったような事業になっております。高校生な

どが小中学生を教えるというメリットとしては、

大人から話を聞くというよりも、既にインター

ネットが普及している時代に生まれている高校

生たちが知識も豊富ですし、また年齢も近いと

いうことで、受ける小中学生にしても、よりリ

アルな話として理解が深まって、教養の効果も

高まるのではないかと考えて事業をいたしてお

ります。

この事業につきましては、教育長とか、教育

関係のほうからも、小中学生が、年齢が近い高

校生などから教養を受けるということに対して

評価をされたり、協力をしたいといったような

声もあって好評な状況でございます。

昨年度は、佐世保高専など4校79名を委嘱し
ております。小中学校12校1,495人に対して教
養を実施している状況でございます。

【下条委員】ありがとうございます。サイバー



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２４日）

- 13 -

ボランティアということで、小中学校のお子さ

んたちにコミュニケーションを取っていく、連

携を取っていくということでした。今から、も

う来年度、5Ｇという通信回線が変わりまして、
本当にどんどん、このスマートフォン、インタ

ーネット関係のほうに、我々の経済であったり、

生活の流れが変わっていきます。

その中で、今の小中学生のお話は、インター

ネットの依存症対策とも関係してくるところで

あると思いますので、ぜひ依存症対策も含めて、

サイバーの特にセキュリティーの部分は発展の

スピードに比べて、残念ですけれども、やはり

非常に対策が遅れているというところがありま

すので、ぜひとも、この新設しました県警のサ

イバー犯罪対策課に防犯の面で活躍をしていた

だきますよう、長崎県市民の安全を守っていた

だきますよう、ご要望しまして、私のご質問に

させていただきます。ありがとうございました。

【川崎委員】おはようございます。新長崎警察

署の建設が順調に行っているということは伺っ

ておりますが、来年の3月いっぱいをもって、
稲佐署と長崎署が統合して新長崎署に移転をす

るということで進んでいると認識をいたしてお

ります。

たびたびお尋ねいたしますが、稲佐署、長崎

署を警察業務では使わないという方針は明確に

なっておりますが、いわゆる跡地の活用につい

ての検討状況についてお尋ねいたします。

【塩崎装備施設課長】委員のご質問にございま

した稲佐警察署は、来年、令和2年の4月には、
新しい長崎署に統合されまして閉庁する予定に

なっております。それに伴いまして、建物、そ

れから土地ともに、用途を廃止するという方針

で行っております。以降につきましては、まず

は県の他部局に、今後、建物付きで活用する計

画等、ご希望等はございませんかと照会を行い

ました。今のところ、県としては活用の予定は

ないという形でお伺いしております。

その後ですが、今後、建物につきましては、

建物内部の警察施設、もしくは警察を表示する

等の物品等を排除した段階で、建物を残した状

態で土地と建物の活用を何かすることがないか

ということで、国または地元の市町に利用購入

希望等の照会をかける予定でございます。それ

がもしないとした場合には、今後、公共事業に

利用される方はいないかという形で公募をかけ

ます。それでもないという形になりますと、一

般競争入札等に進め、最終的には売却という形

になるかと考えております。

この用途廃止につきましては、当方といたし

ましても、治安面であるとか、財政面であると

か、かなり検討を重ねてまいりまして、その結

果、今回のような方針になっているところでご

ざいます。

引き続き、我々としても、よりよい活用を望

んでいるところでございますが、現在の方針と

しては、今、ご説明したような状況でございま

す。ご理解をお願いします。

【川崎委員】確認ですけれども、稲佐署という

のが主語だったようですが、長崎署も移転しま

すから、昔の公会堂の横の長崎署も閉庁でしょ

う。と建物と土地もありますね。いま一度確認

です。長崎署はどうなりますか。

【塩崎装備施設課長】申し訳ありません。稲佐

署及び長崎警察署は同様でございます。

長崎署につきましては、建物についてはか耐

震性もない、老朽化しているということでござ

いますので、解体の予定でございます。以上で

す。

【川崎委員】先ほど進捗状況として、県に照会
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をかけたけれども、県の活用はないと。以降、

国及び市町に対して希望をかける予定というこ

とです。希望をかける予定ということは、まだ

かけられていないということですね。

長崎県庁跡地もそうですけれども、要は引っ

越した後は、あとはどうなるんだということ。

引っ越ししてすぐ着手するということでやって、

今もまだ結論が出ていないわけで、稲佐署だっ

て、まちの真ん中、長崎署もまちの真ん中、こ

ういった状況を長い間放置するということはい

かがかなと。県庁跡地の反省のもとに、県警も

速やかに取り組んでいただきたいと思うんです。

跡地の活用を検討する部署ではないと思いま

すので、そういったところにお任せをする手続

を速やかに行っていただきたい。ぜひそういっ

たところをお願いしたいんです。かける予定で

はなく、3月でしょう。もう半年したら移るわ
けで、そこまで見えている中において、いまだ

手続が進んでいないということについては、長

崎のまちづくりにもう少しお考えをきちんと示

して、前に進めていっていただきたいと考えま

すが、いま一度ご答弁をお願いします。

【塩崎装備施設課長】委員のご指摘にございま

したとおり我々としても、スピード感を持って

対応したいと思っております。

実は、県の他部局のほうに最初にお伺いをか

けたのは、規定もございますけれども、まずは

県の中でないかどうかということで、県につき

ましては、県の財産でもございますので、部内

の話でもございますから、ある程度の話をして

も照会をかけることで大体の流れがわかるかな

という形でかけておりました。

ただ、それ以外の国または市町に照会をかけ

る場合につきましては、あの建物自体がどうい

うふうな形になるのか、どこがどういうふうに

変わっていくのか、その辺もはっきりとした設

計がまだ未定の段階でもございます。設計につ

きましては、予算化の予定もしておりますので、

そこを明らかにした段階で、うちのほうとして

も、こうなります、こういうふうな形になりま

すから、利用希望等はございませんかという形

で、明確な形でお示しをしないと、国または市

町につきましては、曖昧な状態でご判断も難し

いかなということでございましたので、そこが

明らかになってからということで考えておりま

した。

よって、用途廃止後、確定した段階、稲佐署

が移った段階で照会をかける予定ということに

しておりました。（発言する者あり）

すみません、以降につきましては、今後また

検討して、スピード感を持って対応したいと考

えておりますので、よろしくお願いします。

【川崎委員】まさに最後のお言葉が大事で、も

う移るんでしょう、間違いなく。移るってわか

っていて、すぐ着手をするということについて

は、もう本当に一言で言えばスピード感ですが、

早期に今後の手続を進めていただいて、跡地の

有効活用をお願いしたいと。2年も3年も真っ暗
な状態で放置するということがないように、ス

ピード感を持ってよろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。昨今の社会的問題であ

ります、あおり運転について、いろいろなとこ

ろでご質問があっているかと思いますが、本当

に非常に許しがたい悪質なものが連日のように

報じられておりまして、実際死亡されるような

事件事故も起こっているわけで、許しがたい状

況。警察庁においても罰則を強化することも報

じられている状況ですが、まず、県内の発生状

況、そして被害等があれば、お知らせいただき

たいと思います。
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【植木交通指導課長】委員の質問にありました、

あおり運転につきましては、今のところ、あお

り運転という定義はありませんが、あおり運転

等でいろいろ通報があるんですけれども、その

ような通報があって、対象を止めて、そういう

行為があったものを確認したものについては平

成30年1月から統計を取っております。平成30
年中が50件ございました。そして、今年令和元
年8月末現在14件ということで、前年に比べま
すと若干減少している状況でございます。

【川崎委員】 これは、通報のレベルですね。よ

くテレビであっているような、実際、物を投げ

られたりとか、傷つけられたりとか、また人身

に被害をこうむったとか、そういったことは認

められますか。

【植木交通指導課長】実際にほとんどが通報が

あって止めてみても、行為が終わっております

ので、その時点での違反というのはなかなか認

定しにくいんですが、それでも、そこで暴行が

あったり、あるいは傷害があったり、あるいは

酒を飲んでいるとか、平成30年の50件のうち4
件、そういう事案がありました。今年になって

の14件のうちには、そのような事案はございま
せん。

【川崎委員】長崎県は報じられているほど件数

がないような感じではありますが、厳然たる事

実あっているということですので、この辺につ

いては社会問題、しっかりと捉えていただきな

がら、どういった対策を講じていけばいいのか

ということも今後ぜひ検討をしていただきたい

なと思います。

次に移ります。道路交通法の罰則強化のこと

でお尋ねいたしますが、携帯電話を運転中に使

用した時の罰則強化ということが報じられてお

ります。非常に危険であるということは十分認

識をしておりまして、このような強化につなが

っていっているんだろうと推測いたしますが、

まず、この罰則強化する背景。例えば、こうい

った重大な事故が発生していますよというよう

な、強化に至る背景についてお尋ねをいたしま

す。

【松岡交通企画課長】委員ご質問の背景につき

まして、詳細につきまして、現在のところ、こ

の場でお答えするのが難しいかなと思いますけ

れども、長崎県においては、携帯電話を使用す

る交通事故の発生状況は、8月末現在で発生件
数が23件で、前年同期プラス3件、死者数は0、
マイナス1人、負傷者数は43人でプラス19人と、
発生、負傷者数についてもやや増加傾向であり

ます。

そのような中、死亡事故は発生しておりませ

んが、自動車を運転しながらスマートフォン等

の注視や通話は、通話や画像注視に意識が集中

してしまい、周囲の危険を発見することができ

ず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交

通事故にもつながりかねないという認識を持っ

ておりますことから、交通指導取締りや運転者

への安全教育等を推進していこうと、現在考え

ております。以上でございます。

【川崎委員】ありがとうございます。死者はな

かったとはいえ、負傷者がいらっしゃるという

ことについては非常に残念でありますので、こ

の辺については自覚を持って取り組むというの

が一番大事なことかと思いますが、そもそも違

反であるわけですから、改めて云々ということ

はないんですけれども、より一層罰則が強化を

されることによって厳重に取締りますよという

ことを、12月からと報じられていますから、12
月からでしょう、もう少し周知といったことを

取り組んでいただきたいと思うんです。
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というのが、誤って認識をするというケース

がやっぱりあって、例えば、シートベルトは全

員装着をしなきゃいけないというのが規則とし

てありますけれども、後部座席は罰則規定がな

いので、それが誤って、後ろはしなくていいよ

うな、そんな認識が実はあってですね。そうじ

ゃないんですよ、ちゃんとしないといけないん

ですよということがやっぱり周知がきちんとな

されているかどうかの違いだと思うんですよ。

利用者が意識をしなければいけないということ

なんですが、そういったことで、こういう変換

点でもって、しっかりと皆様に認識をしていた

だいて、そして、交通安全の意識向上につなげ

ていただきたいと思うんです。この周知につい

てどう取り組んでいかれるか、お尋ねをいたし

ます。

【松岡交通企画課長】委員ご指摘の周知の方法

につきましては、現在、県警で実施しておりま

す継続的な交通指導取締りや運転免許更新時に

おける講習、交通安全教育のほか、今後は、こ

の改正道路交通法の概況が警察庁の方からも具

体的に示されたのを受けてから、県警のホーム

ページやフェイスブック等の各種メディアを活

用するとともに、自治体等の機関紙並びに警察

の広報紙、それから、普段の街頭活動を通じた

キャンペーン等々、またチラシ等を作成しなが

ら、あらゆる機会を通じて、改正内容の周知を

効果的、かつ効率的に今後も図っていこうと現

在検討しております。以上です。

【川崎委員】ありがとうございました。ぜひ強

化をして広報に取り組んでいただきたいと思い

ます。

最後に、障害者雇用についてお尋ねいたしま

す。

先ほど説明がありました、まず、法定雇用率

は2.5％、かつては1.51％だったんですが、6月1
日時点で2.85％、クリアをしましたというご説
明でございましたが、そもそもこのパーセンテ

ージを出すに当たって、分母となるものは何人

でいらっしゃるのか、また、当然その分子につ

いてもお尋ねをいたします。まず、数字をお尋

ねいたします。

【山口首席参事官兼警務課長】委員お尋ねの分

母についてですけれども、分母につきましては、

警察の場合は非常勤職員の総数と常勤一般職員

の総数等が関係します。

まず、常勤職員の総数と、そして、非常勤職

員につきましては、総数に0.5を掛ける数値とい
うことで、これが分母になります。その上で、

分子につきましては、常勤職員につきましては、

重度の障害の方2人、これは2人分という計算に
なり、軽度の障害の方は1人分ということで算
入されます。それで、非常勤職員につきまして

は、重度の方は1人分、軽度の方は0.5人分とい
う形で計算をされて算定されるということにな

っております。よろしいですか。（「何か具体

的な数字を」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）

県警の場合は分母が508.5になります。それ
に対しまして、現在が14.5人を採用していると
いう計算になります。

【川崎委員】詳しい説明をありがとうございま

した。

そしたら、説明の資料の中に、被雇用者の働

きやすい環境整備をしていくという説明があり

ましたが、具体的にどのような内容で2.85％ま
で上げていったのか、また、これからも取り組

んでいかれるのか、お尋ねいたします。

【山口首席参事官兼警務課長】まず、働きやす

い環境整備につきましては、大きく2点に分け
ることができるかと思います。1点は採用時教
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養という段階におけるケア、もう一つは採用後

のケアということで分けられるかと思います。

1点目の採用段階といいますのは、警察職員
につきましては、採用されますと警察学校で1
カ月間教育を受けます。その段階において、採

用に携わった人事採用の職員が、採用された障

害者の人の特性、そして、接するに当たっての

注意事項とか、家庭環境といったものを把握し

ておりますので、警察学校における指導をする

教官側と連携をいたしまして、ケアを十分にや

るように努めております。そして、その警察学

校の教官にお願いしまして、卒業した後に配属

するに当たって、どういうふうな部門が望まし

いのかということにつきましても、本人の希望、

そして適性を見極めるということで、人事採用

係と学校教官側が連携をしているということで

す。

2点目の配属先におけるケアということに関
しましては、警察学校を卒業して配属先が決ま

ります。そうしますと、その配属先の幹部、例

えば、その所属のナンバーツーですとか、課長

補佐ですとか、そういった責任ある立場の人と

学校教官、あるいは警務課の人事係の補佐等が

ミーティングを行いまして、配属した後におけ

るケア、そして、家族との連携といったことを

しっかりやるようにということの指導、そして、

意思疎通を図っているところであります。以上

です。

【松本委員】 議案説明資料の1ページのところ
に書いてあります「人口10万人当たりの犯罪率
は146.6件で、低いほうから全国3位、検挙率に
つきましては62.9％で高いほうから全国5位と
なっております」ということで、大変治安のよ

さというものが数字で明らかになっているとこ

ろに、長崎県として感謝をするところでござい

ますけれども、大事なことは、やっぱりできれ

ば全国1位を目指して犯罪発生率を下げていく
ということは今後も継続的にやっていかなけれ

ばいけないことだと思っております。

その中で、この縦長の事件・事故の推移の資

料を見させていただきますと、1,966件の事件
の中で窃盗犯が1,282件ということで、全体の
65％を占めております。やはりその率が高いも
のを抑えていくということは大事だと思うんで

すが、やはり窃盗というものは住宅の中とか、

車上荒らしとか、そういったものの状況の中で

発生すると思うんですが、その中で1ページ目
の最後に書いてある「自主防犯意識の向上に努

める」ことが大事なのではないかと。県民の方々

が窃盗を受けないような意識を持って取り組む

ことというところで、それを県民の皆さんに浸

透していくことで、警察だけではできないとこ

ろも、私たちが意識をすることによって抑える

ことができるのではないかと思うんですが、そ

こにつきまして、県警としては、県民への自主

防犯意識の向上について具体的にどのような取

り組みをしているのか、お尋ねをいたします。

【平田生活安全企画課長】県警察では、県民の

自主防犯意識を高めるため、犯罪なく 3
さん

ば運動

の浸透、定着化に向けた取組、あるいはあらゆ

る機会を通じた防犯指導、防犯訓練及び防犯講

話、被害防止に役立つタイムリーな情報発信等

を行っております。

また、防犯ボランティア等による自主防犯活

動の活性化を目的としまして、合同パトロール

等による着眼点の指導、パトロールグッズの支

援、ボランティア保険の費用支援、防犯マニュ

アルの配布等にも取り組んでおります。

このような取組の推進もありまして、防犯ボ

ランティア団体による取組としましては、青パ
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トによる活動をはじめとした地域内の安全・安

心パトロール活動、防犯パレードの開催、防犯

に関する広報紙の作成配布、地域清掃やリサイ

クル活動などへの環境美化活動、樹木の手入れ、

草刈り、花壇づくり等の環境づくり、地域住民

への挨拶運動、このようなものに取り組んでお

ります。

【松本委員】 犯罪なく 3
さん

ば運動ということで、

「カギかんば」「ひと声かけんば」「見守りせ

んば」ということではわかりやすくはあります

が、やはり過疎化が進んで、特に田舎のほうに

なってくると、習慣的に鍵をかけないというの

が実情で、比較的そういう運動を提唱していて

もなかなか浸透していっていないと、話でよく

伺います。スローガンを上げることは大事です

けれども、実際にやはりどこまで浸透させてい

くかというところは、県警だけの力では難しい

ところがありまして、市町や各団体とか、そう

いったところに広く伝えていく。しかし、その

伝えていく中で大事なことは、実際にもう県内

で1,282件の窃盗が起きているわけです。です
から、鍵をかけないことによって、車のロック

をかけないことによって、こんな被害が出てい

るんですよということもやはり警鐘としてお伝

えして、いつ自分が被害に遭うかわからないと

いうところを周知していくということも大事だ

と思いますし、関係団体に継続的に、これがも

う一時的なものでないように、これをずっと強

めることによって、発生率がどんどん下がって

いくと思うんです。そちらのほうをしっかり取

り組んでいただきたいと思いますが、そちらに

対してのお考えをお尋ねいたします。

【平田生活安全企画課長】委員のご指摘のとお

り、犯罪を防ぐためには、まず、窃盗事件に対

して、鍵かけが非常に大事なことであると認識

しております。

そういう中で、犯罪なく 3
さん

ば運動については、

県あるいは教育委員会等と平成25年からやっ
ております。そこの中で、乗り物や住宅等には

必ず鍵をかけると。この県民の防犯意識を高め

ることが一番大事なことだと考えて取り組んで

いるところでございます。

では、実際にどのような活動をやっているか

ということになりますと、今委員がおっしゃら

れたように、これを県民に知っていただくとい

うことにつきましては、県警ホームページにお

いて、犯罪種別、自転車盗、車上狙い、住宅対

象侵入盗、オートバイ盗、自動車盗の窃盗被害

の件数及びそのうちの無施錠件数を掲示いたし

ております。

また、毎年6月9日、語呂合わせでロックの日
でございますけれども、防犯設備協会と共同し

た鍵かけの広報啓発を目的としたキャンペーン

を実施いたしております。また、各種キャンペ

ーンにおいて、犯罪なく 3
さん

ば運動の周知を図る

広報グッズを配布しております。グッズとしま

しては、コルク製のコースターとか、うちわ、

チラシなどを配布しております。また、鍵かけ

を呼びかけるポスターを作成しております。こ

れについては、長崎県出身のボディービルダー

を活用したり、あるいは現在行われております

ラグビーのワールドカップ、スコットランドの

代表を起用いたしまして、これの鍵かけを広報

しているところでございます。

【松本委員】 実は、私の義理の母が自転車を3
回も盗難に遭ってですね。お話を聞けば、結局

ご自身が鍵をかけてらっしゃらないんです。失

礼ですけれども、やはり鍵をかけない本人にも

責任はあるんですよとお話をしたんですが、ち

ょっとだから大丈夫というちょっとした気持ち
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から、結局盗難に遭うと。特に自転車は窃盗の

件数が多いですし、そういったところも含めて、

もちろんボディービルダーとかもいいんでしょ

うけれども、鍵をかけるという意識をしっかり

と持っていただくための浸透を、各団体と協力

して進めていただきたいと思います。

次に、2ページの特殊詐欺の被害防止なんで
すけれども、こちらも縦長の資料にもありまし

たとおり、認知件数が15件、被害総額が約1億
6,165万円ということで、件数は減ったといえ
ども、もう1億円を超えたと。これは1件が非常
に大きかったということでありますが、しかし、

個人の働いたお金を一瞬にしてとられてしまう

というのは本当に許せないことでございます。

15件の被害件数の中に高齢者の被害が9件とい
うことで、全体の60％を占めるということでご
ざいます。

3ページのところに「被害防止対策を推進し
ております」ということですが、被害件数は減

ったとしても、被害額が依然として増えている。

この状況に対して、具体的に県警としてはどの

ような対策を取っているのか、お尋ねいたしま

す。

【平田生活安全企画課長】特殊詐欺の被害につ

きましては、これまでの委員会でもご報告させ

ていただいておりますけれども、自動通話録音

機の設置促進、あるいはコールセンターという

もの、それと広報啓発活動におきまして、実際

に特殊詐欺の被害の件数及び被害防止に向けた

取組、さらには、実際にどういう地区でどうい

うふうな手口のものがはやっているということ

につきましては、防災無線等で広報をしており

ます。

さらに、実際に特殊詐欺の予兆電話が連続し

て発生した場合につきましては、その地区、諫

早であったり、大村であったりというところで

多発した場合につきましては、実際やっており

ますコールセンターから集中的にその地区に架

電をしまして、予防について声かけを実施いた

しております。以上です。

【松本委員】これもさっきのお話と重なるんで

すけれども、やはり啓発が大事だと思うし、そ

れと同時にやはり率が高いところを集中的に対

策を取るべきだと思うんです。

先ほど申しましたとおり、70歳以上が60％と
いうことと、おそらく固定電話がほとんどだと

思うんです。そこの部分で、高齢者に対して、

いかに啓発をしていくかというところは、私も

敬老会を回りましたけれども、その中で「こう

いうことが起きているんですよ」と言うと、ま

さか自分はそんなことにひっかからないとかお

っしゃる方が多かったですが、でも、実際こう

やって被害が起きているわけですから、ここの

部分でいかに高齢者の方に浸透していくかとい

うところに対しては、どのようにお考えでしょ

うか。

【平田生活安全企画課長】高齢者に対しまして

は、年金支給日における被害防止キャンペーン、

あるいは各家庭に対して実施しております巡回

連絡をはじめとする訪問活動等において、個別

注意喚起を行っております。

また、老人会の会合、社会福祉協議会等と連

携した出前講座の開催、手口の内容をわかりや

すく盛り込んだ広報啓発用のＤＶＤや寸劇等を

活用し、具体的事例を踏まえたわかりやすい被

害防止指導、注意喚起等に取り組んでおります。

さらに、金融機関に対しましては、特に高齢

者による高額な引き出しや振り込みを行おうと

する際の窓口での声かけや警察に対する早期通

報を依頼しております。



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２４日）

- 20 -

【松本委員】やはり高齢者が対象になるという

のは、周りに家族がいればやっぱり止めたりと

か、アドバイスをするんでしょうけれども、最

近は核家族化が進んで特にお一人で住んでいる

高齢者の方が多い。その中で、「息子です」と

か電話をかけられると、やはり話し相手がいな

い中で親身に話を聞いてしまう。そして、その

中でそういった被害に遭ってしまうということ

が傾向として多いと思うんですね。

で、その寸劇というのももちろんわかります

けれども、しかし、高齢の多くの人が見に行け

るわけでもないし、また、年配の方はネットと

かもしない方が多いわけです。だから、そうい

った中でいかに効率よくするかは、やはり地域

のつながりや、多分老人会といったところで周

知をしていきながら、地域でそういうことが起

きたということの警鐘を鳴らしていく。これは

警察だけでできることではないので、ぜひその

辺に対しても今後積極的に取り組んでいただき

たいと思います。以上です。

【深堀委員】 私も特殊詐欺の件で1つだけ確認
をしたいんですけれども、今るる特殊詐欺の発

生状況等々についての質疑があって、私がもの

すごく気になっているのは、今回架空請求が、

金額的な意味で言えば大きな被害があったと。

その中の額でいけば、高齢者の被害が95％だと
いうこと。これは1つの事案がものすごく大き
な影響を与えているということ前提で、そう言

っているんですが、未然に防ぐための話を今ず

っと議論されていたわけですけれども、ここで

ちょっと確認したいのは発生した後の話で、高

齢者の方々が被害に遭っているわけですけれど

も、もちろんそれをやっている犯罪者が捕まる

ケースと捕まらないケースがあって、当然捕ま

るケースも受け取りにきた全体を把握している

人じゃなくてそういった摘発ということも報道

で見て思うのは、これだけ多くの被害が発生し

ている中で、その犯罪が発生した後、被害に遭

った高齢者の方々にどの程度被害額が回収でき

ているのかなと。これは、警察の方が把握して

いることではないのかもしれないですけれども、

そこはわかる範囲でいいんですが、平成20年に
は振り込め詐欺の救済法というものができて、

それに向けた取組もやられていると思うんです

が、発生した後どの程度返ってくるものなのか。

結局は泣き寝入りをしなければいけないという、

今までの実績でいうならば、先ほどの啓発活動

の中で、こういった特殊詐欺に遭ったら、もう

二度と返ってこないんですよという啓発の仕方

も私はあると思うんですね。そのあたりがどう

いう状況にあるのか、わかる範囲で教えていた

だければと思います。

【柴原捜査第二課長】まず、被害者にいくら返

ってきたかということに関しましては、統計を

取っておりませんので、ちょっとそこはわかり

ません。

あと、委員の言われた振り込め詐欺救済法の

関係ですけれども、これは、被害者があくまで

も口座を利用して現金を振り込んだ場合のみに

適用される法律です。ですから、警察は何をす

るかといいますと、被害者からの届け出におい

て、まず、金融機関への口座凍結依頼を早急に

やります。その後、被害者に対する振り込め詐

欺の救済法の制度について説明をするようにな

ります。

振り込め詐欺救済法適用以外の、犯人に直接

現金を渡したりとか、宅配便で送ったという場

合については、現在のところ、残念ながら救済

する方法がございません。

あと、捕まえた場合に犯人が自主的に返済す
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るという場合もございます。以上です。

【深堀委員】やはりどれくらいというのはもう

統計的にないというか、把握できてないという

ことなんですね。わかりました。

で、振り込め詐欺救済法は、あくまでもその

犯罪に使われた口座の凍結ができて、そこにお

金が入っていれば、それが被害者の方に回収さ

れるという仕組みなんですね。

あと、直接口座を使用しない、直接の現金の

やり取りであったり、宅配便であったりという

ところには、この振り込め詐欺救済法は適用は

されないということですね。

先ほども質疑がありましたけれども、老後の

ために長年蓄えていた貯金を一瞬にして奪われ

るということで、被害に遭った方々のその後の

生活が非常に危惧されるわけですが、当然都道

府県の警察本部には、そういう犯罪の支援室が

設置されていると聞いております。そういった

ところでの被害者の相談に対する受付状況であ

ったり、フォローに対しての実績というのはど

ういうふうにやっていますか。

【川本広報相談課長兼総務課長】被害者支援に

ついてのお尋ねですけれども、被害者支援につ

きましては、広報相談課内にありますが、警察

の犯罪支援につきましては、個人の権利と自由

を保護するという目的がございます。振り込め

詐欺だけじゃなくて、対象事件としましては、

殺人、それから、交通死亡事故といったものの

罪種がございます。

振り込め詐欺につきましては、いわゆる被害

者支援の対象ではございませんけれども、警察

といたしましては、被害者の心情に寄り添った

対応を随時させていただいているところです。

【深堀委員】最後にします。犯罪を未然に防ぐ

という啓発活動も当然必要なことだし、それを

やらなければいけない。ただ、起こってしまっ

た後に対する被害者へのケアというのも、私は

重要だと思っているので、そのあたり、今、課

長からもお話がありましたけれども、相談体制

というのはしっかりやっていただきたいという

ことを申し上げて、終わりたいと思います。

【浅田委員】何点かご質問させていただきます。

まず、議案説明の中にありますストーカー関

係についてですけれども、これも何度も質問さ

せていただいておりますが、配偶者の暴力事案

が190件あるかと思います。この中で、子ども
たちが見ているような案件ですとか、子どもた

ちが関わっているようなＤＶ被害の案件という

のがどの程度あるのか、まず教えてください。

【田川少年課長】 本年7月末現在の児童虐待認
知件数は232件ございまして、児童虐待の種類
といたしまして、心理的虐待、身体的虐待、そ

してネグレクト、性的虐待というのがございま

す。

その中で、先ほどお話がありました心理的虐

待の通告人員は150人で児童虐待全体の6割を
占めておりまして、心理的虐待150人のうち、
面前ＤＶが133人と約89％、約9割を占めている
ような状況でございます。

【浅田委員】 89％は非常に大きな影響を、大
体トラウマになって、その方たちも同じような

というようなことがよくよく聞かれるかと思い

ます。

最近でも、やっぱり配偶者のＤＶとかいった

ことがどんどん事件に関わっていったりですと

か、中には死に至ったりとかというのが多々出

てきているような状況の中で、この89％の子ど
もたちをまずどのような感じでフォロー、支援

をその後なさっているんでしょうか。

【田川少年課長】この心理的虐待につきまして
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は、警察で認知する場合、あるいは関係機関が

認知する場合がございますけれども、それぞれ

要保護児童対策地域協議会といった場などで関

係機関が集まりまして、今後の対応について話

し合いをしながら進めているところでございま

す。

【浅田委員】 話し合いをしながらと。今、現段

階では例えば、対面かもしれませんけれども、

それがその後、子どもにまでも被害が及ぶこと

もやっぱり出てくると思うんです。そういう事

件のこれまであった過去の実数だったりとか、

その後の対応だったりとか、具体的な長崎の現

状を教えていただけますか。（「休憩をお願い

します」と呼ぶ者あり）

【中島(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時２５分 休憩 ―

― 午前１１時２６分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【田尻生活安全部長】今、委員ご質問のとおり、

親のＤＶの中で、面前で子どもが心理的虐待を

受けるという事案がやはりあっております。一

番恐ろしいのは、その後に暴力に及んで身体に

被害が及ぶ事案が一番痛ましい事件かなと思っ

ております。

そういうことですので、警察で認知した場合

においては、当然児童相談所に通告をいたしま

す。必要な場合については、児童相談所におけ

る一時保護ということで、心理的虐待の場面に

おいても、一時保護を児童相談所においてして

いただいて隔離をする、親と引き離すというこ

と、あるいは身体に及んでおれば、当然最初か

ら身柄をお互いに引き離して児童相談所に預け

るということで、極力そういう痛ましい事件に

ならないために、早期にそういう状況を判断し

ながら、関係機関、特に児童相談所と連携しな

がら取り組んでいるところでございます。

【浅田委員】議会の中でも意見書を出させてい

ただいたり、国に対しても過去に私たちも出さ

せていただいたりしておりますし、警察と児童

相談所の連携の部分。ただ、そうは言いながら

もなかなか転校したり、いろいろなことが起こ

った後にどうしてもそれを防げないようなこと

が、全国でも多々あっているわけです。

89％という面前ＤＶの中で、すぐ子どもに被
害が及ぶこともあるでしょうし、引き離しがう

まくいってなかったり、いろいろな状況という

のが長崎の中でも。

また、これはあくまで目に見えている、気づ

いている数値であって、まだまだ氷山の一角だ

ろうなというところがありますので、この数字

で出ているところから、やっぱり子どもさんた

ちのトラウマですとか、その後のフォローとい

うのが、学校と児童相談所と警察との連携が非

常に必要だと思いますので、この数字が減るこ

とと、そして、どういった形でフォローをして

いるか。今なかなか数字とかは出てこないと思

いますので、後ほどで構いませんので、長崎の

現状というものを一度数字として出していただ

ければと思います。

別の質問に移らせていただきます。ここ最近、

非常に夏休みの間とか、新聞とかテレビでも報

道されていたかと思うんですけれども、危ない

バス停の問題とか、子どものスクールゾーンに

対する危なさというのがニュースになっていた

かと思うんですが、そういったところを今、長

崎県ではどのように判断し対応なさっているか

教えてください。

【三浦交通規制課長】先般報道された危ないバ
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ス停の関係ですけれども、危ないバス停につき

ましては、現在、国土交通省がバス事業者に対

して、安全上、問題のあるバス停等の有無につ

いて実態把握を行っているものと承知しており

ます。

なお、報道にありました県内70カ所の危険な
バス停について確認をいたしましたところ、1
事業者が報告をしたところではありますけれど

も、全てこの70カ所につきましては現在確認が
終わっております。

確認が終わりまして、実際にバス停の移設、

もしくは横断歩道の移設が必要なところもあり、

そういう何らかの対策を取らなければいけない

と確認できたところが8カ所、そのほか、これ
はちょっとどうかなということで関係者と検討

する必要があるところが15カ所あります。これ
につきましては、今後とも検討いたしまして、

取れる対策については至急取ってまいりたいと

考えております。以上です。

【浅田委員】既にしっかり対応を取って、協議

も進めているということなので、そこは今後早

急にやっていただきたいなと考えております。

何か起こったら、もう取りかえしがつかないと

いうことだと思うんです。

それとあわせて、これも、なかなか私も気づ

かなかったんですけれども、うちの周りはスク

ールゾーンになっていて、その時間帯は車は住

んでいる人じゃないと、許可証がないと通れな

いところなんですが、この間、夏休みの登校日

の時は普通に物すごい勢いで車が通っていたわ

けです。子どもたちは、登校日だろうが何だろ

うが学校に通う時なので、多分何の感覚もなか

ったのか、うちもそうでしたし、ほかの方から

も通報というか、注意が、私のところに何件か

来たんですけれども、登校日とかに関して、ス

クールゾーンとかはどのような状況になってい

て、対応なさっているのか、非常に危ないなと

思うんですが、いかがでしょうか。

【三浦交通規制課長】今、委員がご指摘になり

ましたところにつきましては、おそらく午前7
時30分から午前8時30分、子どもたちが通行す
る時間については歩行者用道路として規制がか

かっている部分だと思いますけれども、そこの

部分については、通常であれば、夏休み期間中

も解除されることなく、歩行者用道路としての

規制がかかっているのが一般的であります。

ただ、委員がご指摘になりました部分につい

ては、夏休み期間中ということで、これはそこ

の部分だけですけれども、午前7時30分から午
前8時30分、ただし次の日を除くということで、
土曜、日曜、休日、3月25日から4月5日、7月21
日から8月31日、12月25日から翌年の1月7日と
長期の休み期間、歩行者用道路が解除されます

よという規制になっております。実は、県下で

その規制がかかっているのはそこ1カ所でござ
います。

警察といたしましても、同様な規制について

は、登校日等があることから、同期間いわゆる

長期間の休みを除くという規制については解除

したほうがいいと考えておるところで、地元の

住民の方の理解が得られれば、土曜日曜、休日

のみを対象とした一般的な規制にしたい。いわ

ゆる夏休みを除くという規制については解除し

たいと考えています。これができますと、登校

日等の安全も確保できると考えております。以

上です。

【浅田委員】 県下で1カ所ということなんでし
ょうか。なぜそこだけがそうなっているのかは、

もしかして地域住民の方との問題ということで

すか。そのあたりはどういうふうに協議をしな
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がらそうなっているのか。子どもは少なくなっ

ているんですけれども、私が言っていた地域だ

けというのであれば、あの辺、逆に高齢者が増

えて、今度高齢者の方は、その時間は安全だと

思い込んでいる節がどうもあるからこそ、多分

相談が幾つか舞い込んできたかなと思うんです

が、地域に周知だったり、あと学校で子どもに

登校日は通常みたいにはならないよということ

をきちっとお知らせいただくですとか、学校と

の協議も含めて、そのあたりをやっていただき

たいということと、その特殊な地域だけという

のがどうなのかなというのも思いますので、そ

のあたり今後お話をしていただければなと思い

ます。

もう一点だけお聞かせください。また別の障

害者雇用についてなんですけれども、先ほど、

県の警察部局に関しては、障害者雇用は、雇用

率のほうは伸びているというお話がありました。

今回、一般質問で私のほうも質問をさせていた

だいたんですけれども、雇用率が達成している

からいいのかどうなのかというところも若干あ

るのではないかなと思うんですが、通年、この

障害者雇用に対する採用の枠に対しての応募の

数でしたり、障害者の方々がどのような形で働

いているのか、この間はテレワークについて障

害者の方の働く環境を増やせばいかがかという

ことをご質問させていただいたんですが、警察

においては、そのあたりどのようになっている

か教えてください。

【山口首席参事官兼警務課長】警察におきまし

ては、先ほどの説明にもありましたけれども、

その人の能力とか、希望とかを踏まえて、配属

先等につきましては配置をしております。

一例を挙げますと、今年採用された方につい

ては、きちんとした課に配属をしてあります。

あまり具体的に申しますと個人が特定されるお

それがありますので、そこまでとさせていただ

きます。

それともう一点の、目標が達成されればとい

うことにつきましては、私どもとしましては、

目標が達成された後も引き続き募集はしていき

たいと思います。

それは、組織というのは人に優しいというと

ころは好感を持って評価されるということもあ

ろうかと思いますので、採用活動においても、

そのようなところは活きてくるのではないかと

いう期待もありますので、そういうふうな形で

引き続き努めてまいりたいと思っております。

以上です。（「採用の人数」と呼ぶ者あり）ち

ょっと休憩をお願いします。

【中島(浩)委員長】 休憩いたします。

― 午前１１時３７分 休憩 ―

― 午前１１時３７分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【山口首席参事官兼警務課長】昨年度の分につ

いては3件応募をしております。ちょっと今年
の数値が、後ほどお願いします。

【浅田委員】後で構いませんけれども、私が聞

きたかったのは、1件に対して何名の方々が応
募をしたかというのと、それに対しての採用な

ので。すいません。聞き方が悪かったのかもし

れません。

【山口首席参事官兼警務課長】その数値につき

ましては、現在手元にありませんので、後ほど

ご説明させていただきます。

【浅田委員】 すいません。後で構いません。

テレワークに関してもお伺いしていたんです

けれども、例えば、そういう働き方が警察の中
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では今現在行われているのか。障害者の方じゃ

なくても構いませんし、ほかの方である場合、

もしそれも把握できていないのであれば、後ほ

ど教えていただければと思います。以上です。

【山口首席参事官兼警務課長】テレワークにつ

きましては、現在県警では、考えてはおります

けれども、取組はありません。

【中村(泰)委員】 先ほどの松本委員のところで、
事件・事故の推移についての話があったかと思

うんですけれども、検挙率が全国で5位だった
と。そこは非常に感謝を申し上げるところでご

ざいます。

しかしながら、前年と比べた時に検挙率が下

がっておられるようです。そして、中身を見て

いくと、知能犯と風俗犯では、知能犯は46％検
挙率が下がり、風俗犯は25％下がっていると。
これは全国で見ればいいのかもしれないですけ

れども、県警としては、これはよくない状況に

至っていると思います。その点についてご回答

をお願いいたします。

【宮原刑事総務課長】今、検挙率の関係で知能

犯とか、風俗犯、今年になって下がっていると

いうご指摘がございました。

確かに数字を見ますと、知能犯など大きな検

挙の数、落ち込みがございます。ただし、この

関係につきましては、認知件数のところをちょ

っと見ていただきますと、昨年163件が今年今
のところ105件というところで、数そのものも
減っているということもございます。検挙が

100件以上下がっているということ、また風俗
犯も下がっている。これは、対象になる被疑者

を捕まえた時にたくさんの余罪があった、もし

くはなかった、そういう点もございますので、

ちょっと長い目で見たところで、例えば、何年

間にかけて落ち込んでいるとか、そういう場合

は非常に対策を取っていかなくてはいけないと

思っているんですけれども、今まだ年途中でも

ございます。この後にまた盛り返すということ

もございますので、この検挙の落ち込みにつき

ましては、関係課と協議をいたしまして、力を

入れるべきところには入れるようにということ

でやっていきたいと思っております。以上です。

【中村(泰)委員】 申し訳ないですけれども、ち
ょっとよく原因がわからないというのが正直な

ところでございまして、多分県警はこのデータ

については1カ月1カ月とっておられると思い
ます。それを見ないと多分状況はわからないと。

しかしながら、今のお話は明確な回答ではな

かったんですが、一方で、いただいた関係議案

説明資料によると、例えば、犯罪の一般概況で

は、これは前年比では語っておられません。し

かしながら、ほかの案件については前年比で話

をされています。それを見た時に、一般概況を

前年比で語ってしまったら、あまりよくないよ

うに見えてしまうから、そういうふうに書かれ

ているのかなというふうにしか見えないんです。

すいません。これはあまりいい質問ではない

んですけれども、それをわかった上でこういう

書き方をなさっているのかなというふうに見え

たんですけれども、いかがでしょうか。

【宮原刑事総務課長】検挙率が下がっていると

いうことで、前年と比べてないのではないかと

いうご指摘ですけれども、そういうことではご

ざいませんで、例年このような書き方をしてい

るということで、それにのっとってやっただけ

であります。

検挙の数が下がっておりますけれども、全国

的に高い水準を保っているということは間違い

ございません。今後とも、検挙に向けていろい

ろな対策を取っていきたいと考えております。
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【中村(泰)委員】 もちろん全国で高いというこ
とはすばらしいことだと思うんですけれども、

それで検挙率が下がるということは、県として、

それはいいことではないと私は思いますし、も

ちろんふだんから努力はなさっているんでしょ

うが、県の中で何か変化が起きているというこ

とだと捉えます。

もう一つご回答いただきたいんですけれども、

先ほど、月々の状況を見ていかないと、この変

化はわからなくて、要は、年またぎで見ている

とか、そういったところから状況が見えないと

いうことをおっしゃられたので、であれば月々

にどうなっているのかということを見せていた

だきたいんですが、例えば、次の議会から月々

の変化について見せていただくということは可

能でしょうか。

【宮原刑事総務課長】年またぎになっていると

いうことではなくて、1年という長いスパンで
取組と言ったらおかしいんですけれども、検挙

率というのは考えておりまして、今この段階で

落ち込みはしておりますが、年末に向けて被疑

者が捕まっていくというのは当然ございますの

で、短い1月1月の検挙、発生をお見せすること
は全く構いませんが、それで、先月は頑張って

いるのに今月低いじゃないかと言われましても、

被疑者は長い期間をかけて狙いを定めて捕まえ

るという捜査があります。

知能犯の場合は特に手がかかります。特殊詐

欺につきましても、例えば、インターネットを

利用した詐欺につきましても、照会をして回答

があって、被疑者にたどり着くのに半年とかか

かる場合も当然ございます。そういう場合にそ

こで捕まって、一遍に数が伸びる、検挙率が上

がる、そういう場合がございますので、先ほど

申しましたのは、年度またぎというわけではな

くて、1年のスパンで見ると、今は落ち込んで
いるけれども、年末に向かって上がっていく可

能性もございますし、当然てこ入れはしていき

ますよというお話をさせていただいたわけで、

ごまかしたわけではございません。申し訳ござ

いません。私の答弁が悪かったので、そのよう

に聞こえたんではなかろうかと思います。申し

訳ございません。（発言する者あり）以上です。

【中村(泰)委員】 よろしくお願いします。（発
言する者あり）

特殊詐欺のところで、件数は減っているけれ

ども、金額は上がっていると。これは一方で犯

罪の在り方もすごく変わっているんじゃないか

と、逆に心配をしたんですけれども、その辺は

いかがでしょうか。

【柴原捜査第二課長】被害金額が大幅に上がっ

ている原因ですけれども、浦上署管内に住まれ

ている1人の方が約9,800万円の大きな被害に
遭われていらっしゃいまして、そういう大きな

被害があれば、被害額はぐっと上がります。件

数自体は減っているんですけれども、額が大き

ければ被害額は上がってきます。そういうふう

なことでそういう状況になっております。よろ

しいでしょうか。

【中村(泰)委員】 1億円の被害にお一人が遭わ
れたということで、それは過去多分ないような

話なんだと思うんですけれども、それがなぜ起

きたのかというところと、それがかなり大きい

ので、そこについてもう少し深くお願いします。

【柴原捜査第二課長】なぜ被害に大きく遭われ

たかということについては、ちょっとはっきり

わかりませんけれども、被害が発覚するまでに

何回も被害に遭う方とか、そういう方がいらっ

しゃる場合に上がるんですね。なかなか自分が

被害に遭っているということを認識されない方
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が多いんです。ですから、周りにも全然話をし

ない。そういうことで、警察も全く把握できな

い。把握できた時には、もうかなりの被害を受

けているということで、そういう方が結構増え

ています。以上です。

【中村(泰)委員】 1人で1億円というのはかなり
のインパクトがあるお話ですので、なかなかそ

の方が伝えられなかったということで、そうい

った事例をほかの県民の皆様にも周知いただけ

ればと思います。

最後の質問ですけれども、薬物の話です。薬

物の押収量が増加をしているというところで、

先日テレビでちょっと出ていたんですが、先ほ

ど下条委員の質問でもございましたサイバーセ

キュリティボランティア。やはり薬物が若者の

中ですごく出回っているということで、ツイッ

ターとかで薬物を売るというような犯罪が、今

すごく広まっているようです。そういったこと

もあって、薬物の押収量であるとか、そういっ

たそもそもの出回っている量がかなり広がって

いるんじゃないかと想像します。

で、サイバーセキュリティボランティアとい

うのが、要は、そういったＳＮＳに強い学生が

やっているようです。それは福岡の事例だった

んですけれども、長崎でもそういった取組がな

されているかどうかというのを教えてください。

【中村サイバー犯罪対策課長】福岡のほうでサ

イバーセキュリティボランティアをやっていら

っしゃるということで、確かに県によって、大

学生とかを中心に、そういう違法な情報とかが

ないのかというところで探していただいたりし

ておるというところはございます。

ただ、本県におきましては、通常我々のほう

もサイバーパトロールなどやったり、各課もや

っておるところもございますけれども、それも

ございますし、やっぱり大学生とかにどこまで

求めるのかというところもございます。逆に悩

んでしまったりとか、いろいろあるというお話

もお聞きしますので。

ですから、今のところ、本県において、大学

生などがネット上を見るとかいったようなとこ

ろでの依頼とかはしておりません。本県が行っ

ているのは、先ほど申しましたように、高校生

を中心として、低学年に対してモラルなどを教

えるといったところで行っております。

【中村(泰)委員】 他府県の取組の参考であると
か、先ほど下条委員のほうから、県立大学のほ

うでそういった学部があるというお話も出てい

ますので、大学生を積極的に教育してもらいな

がら、そういったことをやっていくというのは

すごく意味があると思いますので、できれば参

考にしていただければと思います。以上です。

【中島(浩)委員長】 午前中の審査はこれにてと
どめ、しばらく休憩いたします。午後は13時30
分から再開し、引き続き警察本部の議案外の審

査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５１分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はないでしょうか。

【吉村委員】午前中で終わるかなと思っていた

んですが、午後までなって大変でございます。

一、二点質問させていただきたいと思います。

先ほど中村(泰)委員から非常にいい質問があっ
たなと思って、僕もまさにそこら辺を聞こうと

思っておったけれども、聞き方が悪いのか、答

え方が悪いのかというところじゃろうなと思い
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ましたが、犯罪の一般概況で認知件数、検挙件

数、検挙率があるわけですけれども、認知件数

は年々概ね減ってきよるというわけです。

それで、検挙件数も当然母数が減れば減って

くるということはわかるわけです。検挙率、こ

れは上がらないといけないと考えるわけですが、

それも一時的に見ると下がっていることもある

し、これを長い目でずっと見て統計を取るとい

う必要性はあるんじゃろうと思います。

しかし、この検挙率について見ても、平成29
年7月現在、平成30年7月現在、令和元年の7月
現在と、一緒のところで区切ってあるので、や

っぱりここで検挙率が下がるというのはどうな

のというところは問題提起をせざるを得ないと

いうことです。

そういう質問で、その次が中村(泰)委員から
あるんじゃろうと期待しておったんですけれど

も、その次がなかったので、私のほうからさせ

ていただきたいと思います。

そこで、先ほどの答弁は、どこかを区切って

みても高い時もあれば低い時もあって、より長

いスパンで考えたら全体的にはこうですよとい

う話があったんですが、多少乱暴な答弁と指摘

させていただく。もう少し愛情を持って委員の

質問に答えていただきたいなと思うところです。

丁寧というかですね。ぽんと切られたら、その

後が言えん。

ただ、僕もこれを先般から考えよって、この

資料が毎回出るんですが、認知できているのが

果たして100なのかどうなのか。本当は犯罪の
発生はもっとたくさんあるんじゃけれども、認

知できたのがこれだけと。いわゆる認知率です、

検挙率ではなく。で、発生数というところがわ

からないわけですよね。だから、そこら辺でこ

れを大きく見た時に、事件がどのように発生し

ておるのか、その中でどれぐらい認知できよる

のかというのを、こういう資料をずっと取る中

で、統計的に広く検証をしていただきたいとい

うのが1つ願いにあるんですが、その点につい
て、今後そういう取組をやっていただきたいと

思うんですが、いかがでしょうか。

【宮原刑事総務課長】認知件数が減っているイ

コール発生件数が減っているのかという疑問は

確かにございます。昔から、検挙してみると、

実は被疑者が言っているところが未届けであっ

たいうのはかなりの数に上ります。

現在でも、確かに一定数で未届けであったと

いうのは、こちらのほうも把握をして、全ての

数がこれに入っているとは到底思っておりませ

ん。ただし、指数として見た場合に、全体的に

発生そのものは減っているんだろうと。そうい

うところには落ちつくところであります。

ただ、今おっしゃられたように、大体どのく

らいでという検証。実際のところ、捕まえてみ

た被疑者に言わせて、未届けがどれくらいあっ

たかというふうな確率、割合を拾ってみて、実

際どういうふうな割合になっていて、見かけで

はこうですけれども、実数はひょっとしたらこ

れぐらいあるかもしれませんという数値も把握

していきたいと思います。以上です。

【吉村委員】そうですよ。そのように言ってい

ただければ満足するわけです。やはりそういう

のは、この資料を見ながらいつも思うわけです

よ。実際はどうなんだろうと。そして、この資

料はどれぐらいの確度でこの数字が出されてお

るんじゃろうかというのが、やっぱり我々の感

じるところで、そこら辺、我々の思いになるべ

く近づく資料づくりというのを今後心がけてい

ただければなというところでございます。なか

なか難しいとは思います。
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関係議案説明資料の犯罪の一般概況について

というところで、先ほど松本委員からもありま

したが、いわゆる10万人当たり検挙率62.9％、
全国5位と。これで長崎県は治安がいいんです
よと言うけれども、そこら辺の数字の信憑性と

いうか、この数字をもって、果たして言えるの

かというのが感じるところなんですよ。

だから、そういう意味で、難しいとは思いま

すけれども、それが具体的にわかるような資料

を今後つくってもらいたいと、あわせて言うと

ころです。

それと、治安の言葉の意味というか、長崎県

は果たして住みやすいのか。例えば、暮らしや

すさとか、安心・安全のまちづくりとか言いま

すけれども、その治安というのがどういう判断

になるのかなと。

例えば、検挙率が高いので、長崎県は住みや

すいまちなのかと言われると、はてはてと思う

ところが出てくるわけです。

そういった意味で、警察の役割というのはそ

の中に大きなものがあるんじゃろうと思います。

先般も迫田県警本部長の記事が載っておりま

して、持ってきました。「安全な長崎を後押し」

と書いてあるわけです。安全な長崎って何じゃ

ろうかなと思うわけです。この中に、それを具

体的に書いてはないですけれども、やはり治安

維持というところになるんですが、単純に治安

という言葉できれるもんではないんじゃろうな

という感じを受けておるわけです。

そういった意味で、これからの質問になるん

ですが、いわゆる警察の役割として治安を維持

するのは当然で、犯罪が発生すればそれを抑制

すると。ただ、それが単純に行われれば、それ

でいいのかというわけではなかろうと思うわけ

です。単純にそういう行いばっかりじゃなくて、

いろいろなベクトルがあり、対応がありという

ことだろうと思います。

先般、知的障害者の事案を耳にしたことがあ

るんですが、その事実関係は我々では全然わか

らないわけですが、一方のそういう人たちを応

援するとか、見守る人たち、この人たちも安全・

安心のまちづくりをしよらすわけです。その意

見と警察側の意見というのが真っ向から対立し

てくるわけですけれども、果たして、どっちが

真実で正当性があるのかというのを考える時、

我々では全然判断がつかない。なので、その時

に例えば、警察の対応というのが正当であり、

正確であるということをきちっと我々がわかる

ような何かシステムができないものかなと考え

るわけです。

それで、これは、2012年に日本弁護士連合会、
弁護士さんのほうが一方的につくった意見書で

すが、これを見ると、やっぱり知的障害のある

被疑者等の取調べに関する制度の構築は、誤判

防止、供述の信用性の担保の観点のみならず、

そういう被疑者の適正手続を保障し、いろいろ

な権利を平等の観点から導き出されるべきであ

るということです。大体わかるんですけれども、

例えば、知的障害者に今言ったようなことを言

ってもわからないというところがあるので、そ

こら辺、長崎県警としては、こういった動きに

対してどのような対応をこれまでされてこられ

たのかなと思うんですが、それについてお答え

をいただきたいと思います。

【宮原刑事総務課長】障害を持つ方が被疑者と

いうことで取調べをすることは当然ございます。

県警といたしましては、平成28年4月1日に障害
を理由としての差別ですか、「障害者差別解消

法」というのができておりますので、それに基

づいた、例えば、知的障害のある人、高齢者、
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外国人等など社会的弱者と言われる方の人権を

配意した警察活動を行うということで、いろい

ろなところで教養をやって、また、取調べの中

でも心理的知見とか、障害者の特性を理解して

とか、そういうふうな教養をやって、取扱いに

注意するようにという話はしております。

一見障害者とわかる方の取扱いというのは非

常にわかりやすいんですけれども、知的障害と

本人がおっしゃられても、こちらの判定はやは

り障害者手帳の有無ではなかろうかという対応

になったりいたします。

で、そういう方々を調べる時は、逮捕した時

は録音・録画をやっております。ただし、逮捕

していない時でもわかりやすいように、わかり

やすい言葉で話をして、もし判断がつかないよ

うな時は取調べを留保して、家族に知的レベル

の照会をしたりということはございます。その

障害の程度に応じて取調べを続行するかとか、

また、事件によっては逮捕すべきという場合も

ございます。

逮捕した場合などについて専門的になるんで

すが、その後の勾留というのがございます。検

事の持ち時間で10日間の勾留とかいうのがあ
るんですけれども、そういう判断は検事のほう

でなさって、また、裁判所のほうでも、それが

適当でないということであれば、勾留の却下を

して任意でやりなさいよというふうにして人権

を配意している。警察ではなくて、検察、裁判

所も含めて人権に配慮した捜査をやっていると

ころであります。

【吉村委員】今の答弁で、ある程度配慮が行わ

れておるんだろうなとは感じるんですが、今ち

ょっと思いついたんですが、例えば、こういう

障害のある人がそういうことになるのかなと。

それと、高齢者も増えてきて、もう相当高齢者

であっても、そういう犯罪に結びつくというこ

とがあるんでしょうけれども、県内においては、

ここ数年の流れの中で、そういう方々の犯罪率

は上がりよるのかなと思うんですが、いかがで

しょうか。

【宮原刑事総務課長】申し訳ありません。障害

者についての統計は警察のほうは持っておらず、

高齢者のほうで説明させていただきます。

10年前の平成21年、高齢者の検挙の人員が
540名、昨年の平成30年で531名。人数的には1
年1年増減がございますけれども、大体数は変
わらないところでございます。

ただし、検挙の人員の割合でございます。平

成21年は全体の16.6％の比率でございました
が、昨年は30.2％と倍増するような状況にござ
います。また、今年の8月で見ましても330人、
総数の29.6％が高齢者の割合であります。
ですから、障害者のほうは割合を取っており

ませんけれども、足すともう少し数がいくんで

はなかろうかと思います。

【吉村委員】高齢者は、特に少し増加傾向にあ

るのかなと思います。

障害者については、障害者の数自体が私も把

握しとらんので、申し訳ないけど、ここで言え

ないんですが、そう増えておるかどうかという

のはわかりません。そういう人たちがそういう

ところに関わるということは、数的には少ない

んでしょうけれども、やはりここは一旦そうい

うことになると、いろいろな対応能力がない人

たちでも、犯罪を犯しておるかどうかというこ

とについて、ある程度裏づけが取れれば、それ

はそれなりの捜査をしないといけない。

しかしながら、例えば、専門用語とか、いろ

いろな難しい話、言葉について理解能力がない

という人たちにとっては、例えば、この2012年
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の弁護士連合会の中でも、立会人をつけるべき

ではないかということが述べられておるわけで

すが、この場合は弁護士が立ち会うということ

になるのかなと思いますけれども、現状におい

ては、もう既に取調べの中で弁護士が立ち会う

ことができるとなっておるのかどうか。

それから、それ以外の人について。今、成年

後見人制度が大分充実してきまして、いわゆる

調べられるその人の後見人になっておけば、関

係人になってくるわけですが、そういうとこら

辺まで含めた立ち会いが可能になっておるのか

どうか、現況をお知らせいただきたいと思いま

す。

【宮原刑事総務課長】現状では、弁護士の立ち

会いも、後見人の立ち会いも認められていると

ころではございません。

【吉村委員】これも、そういう弁護士連合会の

要望書ですから、これがだんだんと可能になっ

ていくのかどうかというのは全国的に見ていか

ないといけないのでしょうけれども、これは長

崎県のみ認められていない、認められていると

ころもあるということは把握されておりますか。

【宮原刑事総務課長】この取調べに関しての立

ち会いというのは全国的に統一されているとこ

ろであります。

【吉村委員】 全国的に統一されておって、47
都道府県どこでも、そういうことはまだ現在行

われていないということであれば、それは全国

的にそれが可能になるかどうか、可視化も含め

ながら、なっていくんだろうと思いますけれど

も、そこら辺は遅れることなく、やはりそうい

う人権の保障というのもあるので、今後、情報

を入れながら、その動きには長崎県警としても

思いを持っていっていただきたいと思うところ

です。

これの具体的な中身にはいかないんですけれ

ども、この当事者というのは、1人は、73歳の
いわゆる発達障害で判断能力がないという人で

すね。もう一人は、84歳で全盲の方なんです。
今回の場合は、73歳の発達障害の方は22日間の
勾留、それから、もう一方の84歳の全盲の方が
12日間勾留されておるということを聞き及ん
でおるわけですが、やはりこういう長期間やら

なければいけなかったのかなというのが、ちょ

っと疑問で残ります。ちなみに、私も知能犯で

お世話になったことがあるんですけれども、20
日間でした。

それで、結果的には、この事案は不起訴です

けれども、起訴猶予で終わっておるわけです。

ですから、その起訴猶予についても、本人たち

の意見が反映されておるかというと、なかなか

そういう判断力がない人たちですから、やっぱ

り見方によれば、警察が一方的にやったんじゃ

ないかという見方をする部分も出てくるわけで

すね。そういうことがあると、やっぱり警察の

信頼性というか、信用性というか、そういうの

が低下すると、住みよい長崎県というところに

つながっていくのかなということは懸念される

わけです。

ですから、そういうところが、例えば、ある

面では誤解になるのかもしれんですけれども、

そういうことがないように、やっぱり配慮とい

うものを最大限にやっていただきたいという要

望があるわけですが、これからそういう取組と

いうことについて、警務部長、お考えを。

【伊藤警務部長】委員ご指摘のとおり、やはり

疑念を持たれながら捜査を行っていくというこ

とについては、県民の方々に対する信頼を損な

いかねないということもあります。

今後、障害を持たれている方に対する警察の
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対応ということについて、取調べについては全

国的な調整がなされておりますし、制度的に統

一化されていくとは思われます。

そのほかにも、ちょっと話題からそれるかも

しれませんが、障害者雇用を一方で進めており

まして、雇用して職員の仲間として迎え入れる

ためには、長崎県警職員一同、障害者に対する

理解をさらに深めなければならないと考えてお

ります。採用するに当たって、個別の教養等も

やっておりますけれども、もっと全般的に障害

者を理解するための教育というのもこれから進

めていって、警察活動全般にそのエッセンスが

しみ渡るような形で組織づくりを考えていきた

いと思っております。

【吉村委員】今の警務部長の答弁で了とするわ

けですが、これも長崎新聞の21日の記事ですけ
れども、若年性認知症の支援にと、県がハンド

ブックをはじめて作成しましたと。これも障害

者と一緒のような感じです。だから、こういう

取組がずっと進む中にあって、やはり警察業務

というのは表裏両面あって難しいとは思います

けれども、一方ではやっぱり犯罪を抑止しない

といけないというのがあります。しかし、その

相手方が社会的弱者であった場合に、その取扱

いにはそれなりの配慮をしなければならないこ

ともあるわけですから、県もそういうことをや

らないといけないということでやりよるわけで

すから、関係部署と意見交換をもっとしながら

今後取り組んでいただきたいと要望をさせてい

ただきます。以上です。

【小林委員】 今、長崎県は、移住に非常に力を

入れておるわけです。とにかく都会から長崎県

に移り住むという一群、それから、それを定住

させるということ、そういう対策を目いっぱい

やっているところでありますけれども、長崎県

のよさは何かと聞かれたら、非常に治安が安定

しているということをよく承ることは誰しもお

わかりのことだと思うんです。

やっぱり治安がしっかりしておかなければ、

他県から人が寄ってくるわけでもないし、そう

いう点から考えていけば、今、県警の皆様方が

実績として数字をきちんと出していただいてい

るということ、特に我々が一番頼もしいと思い

ますことは、いわゆる事件の発生率というのが

常に下のほうから3番目という、その辺の順位
をしっかり保っているということ、やはり逮捕

率が、あるいは検挙率が非常に高いということ

もとても大事なことであって、大体これが4、5
番ぐらいだということを聞いておりますけれど

も、事件の発生率が下から3番目ぐらいに少な
いというところが、長崎県の非常に誇るべきと

ころであり、また、事件が発生すればその検挙

率が70％に近いという形で全国上位を占めて
いると。これは、我々が長い間、委員会等々で、

あるいは議会活動の中で県警と向き合う時に、

この一線は我々は絶対に誇るべき長崎県警であ

るという形の中でずっと考えておるわけであり

ます。

したがいまして、数字にいろいろなものがあ

るかもしれませんが、とにかく県警の皆様方に

はそのところはしっかりこれからも堅持してい

ただき、県民の期待に応えることができるよう

にひとつお願いしたいと思っておりますので、

まずそのことだけは明確に申し上げておきたい

と思います。

あえてわかりやすく言えば、県警与党だとい

うぐらいな格好の中で言っておるけれども、や

っぱり私もお世話になったりして、いろいろと

そういう経過もあったこと、反省すべきことが

いっぱいあったこと、そういう点もやはり自分
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の戒めとして、自分のこれからの人生に大いに

活かしていかなければいけないと考えるところ

であります。

ところで、今日、川崎委員からも質問があり

ましたけれども、やっぱりあおり運転というこ

とに対しては厳しい姿勢で臨んでいただきたい

と考えているわけであります。平成30年の1年
間で大体50件の検挙をしたと、あるいは今年は
8月いっぱいまでで14件という数字を当局から
お伝えがありましたけれども、このあおり運転

の内容がどのような内容のもので検挙されてい

るのか。

先ほどもおっしゃったように、大体あおり運

転の定義だってないわけです。あるいは罰則だ

って明確ではない。こういう中において、現実

に茨城県の常磐道で起こって、テレビで大きく

報道された、あんな論外の話。しかし、これが

最近、社会の大きな問題として国民が関心を大

いに持っているということであります。

したがいまして、くどいようでありますけれ

ども、この50件の検挙の内容がどんなあおり運
転なのか、あるいはまた今年に入って14件の状
況がどんなものなのか、ここのところについて、

まずお尋ねをしたいと思います。

【植木交通指導課長】委員の質問についてお答

えいたします。

平成30年のうちの50件につきましては、その
うちの43件が車間距離に関するものでありま
す。そして、残りにつきましては急ブレーキと

か、あるいはパッシングとか、警音器とか、そ

ういう違反になります。ですから、9割が車間
距離に関するものです。

そして、今年の分につきまして、8月末現在
14件、このうちの13件が車間距離に関するもの
です。あと1件が進路変更禁止違反ということ

ですが、先ほどもちょっと説明いたしましたと

おり、ほとんどが通報があって、現場に行った

時にはもう違反行為は終わっております。です

から、検挙というか、指導警告になるんですが、

先ほども言いましたとおり、その中で現場で暴

行があったとか、胸ぐらをつかまれたとか、木

刀を示されたとか、そういう行為があったもの

について4件、暴行で1件等。それと、すいませ
ん、先ほど「傷害」と言ったんですけれども、

「暴力行為等処罰に関する法律」です。木刀を

振り上げたみたいなことで検挙が1件、それと
被疑者が酒を飲んでいたということで飲酒運転

で2件検挙したという状況です。
【小林委員】要するに、車間距離を保持しなけ

ればならないと義務づけられているそのものに

義務違反ということで、大体9割があおり運転
の中に入っているわけですね。全国的な統計を

見ますと、車間距離の保持に対する義務違反が

倍増して1万3,000件ぐらいになっていると。昨
年はその半分ぐらいだった。それが倍増をして

いるということなんです。そういうようなこと

で、いわゆる車間距離保持の義務違反というこ

とについては、これも一つ大きな問題。

しかし、それはそれとしても、あおり運転と

いうのはまだかなり許しがたい、まだ命に関わ

るような、そういう危険な状態が、今山積をし

ているということもあるわけです。高速道路の

中で、そういうことに出くわすことはなかなか

ないわけだから、やっぱり通報をしている間に

もうわからなくなったということはたくさんあ

るだろうと思います。

ただ、そもそもあおり運転という定義は一体

何なのかということ、これがないということ。

まだ法の整備が遅れているのか、これからなの

か、そこのところの定義、あるいはそういう規
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定がないわけです。

こういう中において、車間距離保持の義務違

反というところで50件と。しかし、全国的に見
れば、これが非常に増えているということであ

ります。

ですから、これから法整備について、そもそ

もあおり運転とは一体何なのか、しかも、そう

いう車間距離の罰則というのはどれくらいのも

のなんですか。いわゆるどういう処分を行われ

たのかどうか、その辺の内容についてお尋ねし

たいと思います。

【植木交通指導課長】車間距離不保持という違

反がございますが、確かに委員が言われており

ますとおり、車間距離不保持違反の取締りにつ

きましても、平成30年は8件でしたが、今年令
和元年につきましては、8月末現在で59件、プ
ラス51件ということで増えております。それだ
け取締りを強化したということでございます。

それと、この車間距離不保持の罰則につきま

しては、高速道路と一般道で違反が分かれてお

りまして、高速道路の場合が3カ月以下の懲役、
または5万円以下の罰金。そして、一般道の場
合が5万円以下の罰金になっております。軽微
な違反につきましては、反則通告制度、交通反

則切符が適用されますので、反則金としまして

は高速道路で9,000円、そして、一般道で6,000
円です。これを払わないとか、あるいは否認す

るとかなってくれば送致されまして、罰則の適

用という流れになっていきます。

【小林委員】大分詳しくご説明をいただきまし

て、よくわかってまいりました。

ただ、そういう車間距離を保持しなければい

けないところの義務違反というところで大体懲

役3年以下とか、あるいは5万円の罰金とか、こ
のあおり運転の危険性から見てまいりますと、

罰則が非常に軽量だという考え方を持つわけで

す。

ですから、命に関わる危険の、いわゆるあお

り運転と車間距離というようなところについて

の分け方、この辺のところがやっぱり免許停止

とか、そういうぐさっとくるような、やっぱり

それに見合うところの罰則も早く警察庁なり、

国のほうで決めていただきたいと思いますけれ

ども、これからの見通しはどういうふうになり

ますか。

【植木交通指導課長】 最近、9月11日の新聞で
もちょっと掲載されておりましたが、先ほど、

車間距離については3年じゃなくて3カ月です。
（発言する者あり）3カ月以下の懲役または5万
円以下の罰金なんですけれども、実際に軽いと

いうことで。あと、このあおり運転行為自体の

定義も道路交通法にはありません。その定義も

含めて今から検討されて、新聞によりますと、

来年、改正案提出方針ということで書いてあり

ました。

行政処分についても、今、高速道路が2点、
一般道が1点の違反です。この辺の行政処分の
点数についても検討されていくと思っておりま

す。

【小林委員】 先ほどの答弁の中で8件だったの
が今59件ぐらいと。これは、やっぱり取締りを
強化した結果がこういう数字になっていると。

だから、長崎県警としては、このあおり運転に

ついてはやっぱり県民の関心も高い、社会の関

心も高いというところの中から、きちんと対応

していただいていると。

あとは国のほうで、あおり運転の定義とか、

あるいは罰則の規定をやっぱりそれに見合うだ

けの重いものにしていただくというようなこと

がやがてやってくるだろうということで、それ
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は当然のこととして、やっぱり遅きに失してい

るところもあるんじゃないかと思う。

いわゆる道路交通法の中で、3カ月の懲役だ
とか、5万円以下の罰金とか、こんなようなこ
とで人の命にはかえられないというような考え

方を持つわけです。ぜひ、そんなような形の中

で。

例えば、私もちょっと新聞で読みましたけれ

ども、ドライブレコーダーがいろいろ事件化す

る時に非常に役に立つということで、鳥取県は

マイカー設置に対して補助を出しているという

形の中で、やっぱりあおり運転に対する対抗措

置を、県がそのままやっているということで、

長崎県ではまだ調べてはないけれども、ドライ

ブレコーダー設置に対する補助、支援というの

があるかないかわかりませんが、感触ではない

のではないかという感じがいたしております。

ですから、そういう点から考えましても、あ

おり運転の定義、罰則を強化しながら、高速道

路における、こういうばかなあおり行為がない

ような、そういう社会をつくっていかなければ

いけないと考えておりますので、この点につき

ましてもしっかり県警で対応していただいてい

るということで、それは数字が物語っていると

いうことでございますので、今後ともしっかり

頑張っていただきますように、重ねてお願いを

申し上げたいと思います。

それから、高齢者の事故の中で被害者になっ

たり、加害者になったりという中において、加

害者になるようなことがあってはならないとい

うことで、特に池袋のああいう事件があってか

ら、自主返納率が全国的に急に高くなったと言

われておるわけであります。長崎県においても、

自主返納についてはやはりいろいろな対策を講

じながら、ある程度の年齢になって、どうして

もヒヤリ・ハットみたいな状況がやっぱりそれ

なりに経験をすると。

だから、もう事故を起こす前に自主返納をや

ろうというようなことを考えておりますけれど

も、自主返納をやった後の、いわゆる足をどう

やって確保するかについて非常に大きな心配を

されている方々もたくさんいらっしゃるという

ことを、我々はよくよく知っておかなければな

らないということで、ここはやはり警察がどう

のこうのじゃなくして、社会と県の行政とか、

市町の行政とか、そういうところでみんなで力

をあわせながら、自主返納後の対策はしっかり

打っていかなければいけないと考えておるわけ

であります。

ところで、長崎県警は自主返納率がどのくら

いの位置づけになっているか。さっきは事件の

発生率が下から3番目に少ないということ、あ
るいは上から4番目、5番目の検挙率というよう
なことを言っているけれども、自主返納率はど

れくらいの状態になっているかご存じでござい

ますか。

【黒﨑運転免許管理課長】ただいまの質問でご

ざいますが、自主返納率につきましては、当方

は順位として出しております。この計算方法は、

平成30年の65歳以上の免許保有者の数が分母、
月別の65歳以上の高齢者が免許証を返納した
数が分子に当たります。そういったところで言

いますと、この前、総合交通特別委員会のほう

で小林委員にもお答えしましたのは、7月の数
値でありまして、全国で高いほうから41位とい
う形でございましたが、その後8月現在でいき
ますと、65歳以上の返納率は37位といった数字
でございます。以上でございます。

【小林委員】 そういうことで、41位だった7月
の状態が今37位になりましたということで、い
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わゆる自主返納率が幾らかでも上がっていると

いうことの数字じゃないかと思うんです。

確かに今ご答弁がありましたように、長崎県

においては、免許を取得されている方が大体約

85万4,000人を超えているということで、65歳
以上の方が24.7％、21万1,000人くらいと。85
万4,000人の中の21万1,000人がいわゆる65歳
以上という形の中で、昨年は65歳以上の免許の
自主的な返納は4,000人を超えているというこ
とのデータが、この県警の資料から明らかにな

ってきているわけであります。

我々は、警察の検挙率、あるいは事件の発生

が少ないという形の中で、自主返納率をもう少

し高めていかなければいけないと考えているわ

けです。しかしながら、免許返納を促す動きが

やっぱりきちんとしておかないといけないとい

うことで、何もそこのところを県警だけに任せ

ると、県警だけにやってもらうというようなこ

とは当然考えられないことで、県警のほうはや

っぱり県警なりの対応をしていただきますけれ

ども、先ほど言いますようにやっぱり市町含め

た、県も含めた、あるいは各種団体を含めた、

地域を含めた、そういう社会全体の盛り上がり

の中において、ある程度の年齢になってまいり

ますとなかなか危険であるという形の中で、そ

ういうところの空気を醸成していくと。やっぱ

り自主返納をするところの意義をしっかり盛り

上げていかなければいけないだろうと考えてい

るところであります。

もちろん自主返納は、本人、あるいは家族の

進言とか、そういうようなところが一番大事に

なってきますけれども、これからそういう意味

でこの自主返納をさらに高めていくための県警

なりの取組ということについては何かお考え方

がありますか、お尋ねをしたいと思います。

【松岡交通企画課長】 お答えいたします。

運転免許の自主返納については、これまでも

あくまで運転者の自主性を尊重するものとして、

免許証を返納しやすい環境の整備を県警として

は支援しているところでございます。

しかしながら、高齢者運転者の免許人口10万
人当たりの死亡事故の件数については、65歳以
上が8.4件、65歳未満は3.7件と、65歳以上の高
齢者が約2.3倍という事故の確率があるところ
でございまして、今後、高齢運転者が加害者と

なる交通事故は重大な交通事故につながる可能

性が高いと十分な認識をしているところでござ

います。

したがいまして、今後も知事部局、市町等の

自治体等と支援連携しながら、運転免許の自主

返納の周知の徹底、自主返納しやすい環境の整

備等を引き続き積極的に、効果的かつ効率的に

行っていきたいと思っております。

なお、現在のところ、特に取り組んでいると

いうのが安全運転管理者講習とか、その他講習

の場におきまして、講習者に対しましてもこう

いうのがございますよというのを重点的に繰り

返しながらやっているところでございます。以

上でございます。

【小林委員】 やっぱり65歳を超えて、あるい
は75歳を超えて、あるいは80歳になっても、と
にかくドライバーで毎日活動されている方は、

我々の周辺の中にもいらっしゃいます。本当に

大丈夫だろうかということをはた目に見ながら

心配するわけでありますけれども、先ほどご答

弁がありましたように、自主返納するかどうか

ということは、あくまでも個人の判断であらな

ければいけないということですから、あまりや

あやあ、そんなことを言うのもいかがかと思っ

ておるわけでございます。
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ただ、事故が起きた後に反省するよりも、や

はり対策はしっかり練っていかなくちゃいけな

いということについては、正しい判断ができる

ような空気と、先ほどから何回も言っています

ように生活の足になっているものを、それにか

わるべき対策を市町行政側がどのくらい出しき

るかというところにかかっているのではないか

ということを考えておりますので、やっぱり

我々議会も、そういう点については人ごとでは

なくして、そういう警鐘を鳴らしていかなけれ

ばいけないと考えておりますので、この点につ

いては、これからも自主返納の必要性、そして、

その後の対策をどうするかということをしっか

り訴えていきたいと思いますので、県警当局と

いたしましても、しっかり今後ともよろしくお

願いをしておきたいと思います。

それから次の問題ですが、さっきから特殊詐

欺対策ということについていろいろとご意見が

出ております。件数は減ったけれども、被害総

額が多くなってきていると。今回の場合は、先

ほど捜査第二課長のご答弁の中で、1人の人が
約1億円ぐらいの被害に遭っていると。何度も
何度も注意を呼びかけても、同じ人がまた何度

もやっぱりだまされて被害者になっているとい

うようなことが後を絶たないわけであって、ど

ういう対策をやればいいのかということについ

て、当局は相当いろいろと考えていただいてい

るものと考えます。

ただ、こうやって新聞を読んで、これを明ら

かにしておかなくちゃいけないと思いますこと

は、特殊詐欺対策の録音機の貸し出し5年目と。
いわゆる録音機を貸し出したその方々について

は、利用高齢者の被害がゼロだということが毎

日新聞で大きく報道されているわけであります。

そこで、お尋ねしますけれども、これは5年

目を迎えたということの中で、大体どういうよ

うな内容でどういう取り決めで、この録音機を

貸し出しをされているのか、また貸し出しの件

数がどのくらいのものであるか、この辺につい

てお尋ねしたいと思います。

【平田生活安全企画課長】録音機につきまして

は、県警のほうで948台を保有しております。
そこの中で、過去に特殊詐欺の被害に遭った方、

それと独居高齢者の方を各警察署のほうでピッ

クアップしていただきまして、その方たちに優

先的に貸し出しをしております。

そこの中で、台数が限られておりますので、

1年間貸し出しをして、そして、あとは効果を
検証していただいて、自主的に買っていただけ

るようにということでやっております。

【小林委員】 これが今約950台近くの保有台数
だと。これをいろいろピックアップしていただ

いて、全部、約1年間の期間の中で今貸し出し
ができておるのかどうか。そこのところがまだ

幾らか余っているのかどうか、その辺のところ

についてはいかがですか。（「ちょっと休憩願

います」と呼ぶ者あり）

【中島(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時２２分 休憩 ―

― 午後 ２時２２分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【平田生活安全企画課長】現在、948台のうち、
貸出台数が771台でございます。保管台数が157
台、うち故障している台数が58台でございます。
【小林委員】 故障しているのが58台、これは
直るんですか。

やっぱりこれだけ効果が高いということにつ

いて、こういう録音機というのはいわゆる街に

売っているわけでしょうね。失礼ですが、こん
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なのは大体幾らぐらいするんですか。県警で買

えば安いのか、それとも直接行けば高いのか、

そこら辺はどうなんですか。

【平田生活安全企画課長】 値段的には大体1万
円ちょっとでございます。ですから、県警で買

うとまとめて買うということで、安いというこ

とではございません。

ただ、この自動通話録音機の設置につきまし

ては、県警といたしましても、先ほど委員から

ご指摘がございましたように、貸し出したとこ

ろでは被害がゼロでございます。これについて

は実際にそういうふうな効果が出ていると認識

しております。

さらに、こういう自動通話録音機につきまし

ては、全世帯に警察が買って貸し出すというこ

とについては不可能でございますので、実際に

は広報資料等において機器の有効性の紹介をし

たり、特殊詐欺被害防止キャンペーン、防犯講

話において実際にそういう機器を使ってデモン

ストレーションをしたりと、あらゆる機会を通

じて機器の有効性の周知を図っております。

また、この機器の設置推進に努めてきた結果

でございますけれども、最近の報道によります

と、市町による機器の貸し出し、機器の購入者

に対する補助金の交付、防犯ボランティア団体

等から各自治体等への機器の寄贈などがなされ

ておりまして、県警の設置促進に係る活動によ

り一定の効果があらわれているんじゃないかな

と理解しております。

【小林委員】確かに、何か打つ手がないのかと

いう質疑もかなりありました。録音機でこんな

に成果を上げておられるのに、なぜもっとアピ

ールをしていただけないのかなという感じがす

るわけです。

先ほどからの質疑に対する答弁として、5年

目になる、この録音機の成果というのが、それ

をそれぞれつけていただいている約800件ぐら
いのデータを見る時に被害がゼロなんだと、効

果がこれだけあっているんだということはもっ

ともっとアピールをしていただきたい。やはり

県警なりにそういうような取組をやっているん

だということは、自信を持って言っていただい

て、我々の信頼と安心がそこにつながるように

していただきたいと思っております。

ただ、今のお話で1万円ちょっとぐらいでこ
の録音機を購入することができるということで

あるとすれば、被害に遭う金額から比べれば、

この1万円は決して高いものではないんではな
かろうかと。

我々も今のご答弁を聞かせていただいて、も

っともっとこれをアピールしていきたいという

ことで、やっぱり被害対策をしっかり打たなけ

ればいけないと。そのためには、手っとり早い

のはこの録音機だという形の中で、これからも

しっかり被害総額が少なくなっていくように、

ひとつ皆様方も大変でございますけれども、ご

尽力をよろしくお願いし、我々も我々なりにま

たそういう話を広げていくし、また、マスコミ

等々においても、そういうことを広く訴えてい

ただくことができればと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上で終わ

ります。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、次に意見書の審査を行います。

ここでしばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２７分 休憩 ―
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― 午後 ２時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

今回、公明党会派から、高齢者の安全運転支

援と移動手段の確保を求める意見書案提出の提

案があっております。

それでは、川崎委員より意見書提出について

の提案、趣旨説明等をお願いいたします。

【川崎委員】 このたび、「高齢者の安全運転支

援と移動手段の確保を求める意見書案」を提出

させていただきました。

先ほどは、小林委員からも高齢者の運転の問

題について質疑がありましたが、ほとんどその

内容については重なるところではありますが、

いま一度、意見書の内容を少しかいつまんでご

説明し、趣旨説明とさせていただきます。

東京の池袋で87歳の高齢者が運転する車が
暴走し、母子2人が亡くなった事件以降も高齢
者による事故が続いております。75歳以上の運
転免許保有者が、2022年には現在より100万人
増えて663万人に膨らむと推計されております。
改正道路交通法では、75歳以上の運転免許保持
者は、違反時や免許更新時に認知機能検査を受

けることを義務づけたところであり、対策につ

いては待ったなしの課題だと承知をしておりま

す。

一方、いまだ生活の足として車が欠かせない

高齢者も多い中に、自主的に免許返納をした場

合など地域における移動手段の確保も重要な取

組となっているところから、以下3点について、
政府に要望するための意見書を書かせていただ

いております。

まず1点目が、ドライバーの安全運転を支援
する装置を搭載した安全運転サポート車や後付

けのペダル踏み間違い時加速抑制装置の普及を

一層加速化させるとともに、高齢者を対象とし

た購入支援策を検討していただきたい。

2点目には、安全運転サポート車に限定した
免許の創設や走行できる場所や時間帯などを制

限した条件付き運転免許の導入を検討していた

だきたい。

最後3点目は、免許を自主返納した高齢者が
日々の買い物や通院などに困らないよう、コミ

ュニティバスやデマンド型乗り合いタクシーの

導入など、地域公共交通ネットワークのさらな

る充実を図っていただきたい。また、地方自治

体などが行う免許の自主返納時におけるタクシ

ーや公共交通機関の割引制度の支援をさらに後

押しをしていただきたい。

そういった内容で意見書を提案させていただ

いておりますので、委員の皆様の賛同をいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。（発

言する者あり）

【中島(浩)委員長】 ただいま公明党会派からの
説明がございました、高齢者の安全運転支援と

移動手段の確保を求める意見書について、ご意

見等はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご意見等もないようですの
で、意見書の提出について採決を行います。

公明党会派提案の高齢者の安全運転支援と移

動手段の確保を求める意見書を提出することに

ご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、公明党会派提案の高齢者の安全運転

支援と移動手段の確保を求める意見書について

は、提出することに決定されました。

なお、文案の作成等についてはいかがいたし

ましょうか。
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〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願います。ありがとうございます。

警察本部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３４分 休憩 ―

― 午後 ２時３４分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

引き続き出納局及び各種委員会事務局の審査

を行います。

しばらく休憩いたします。再開を14時50分と
いたします。

― 午後 ２時３５分 休憩 ―

― 午後 ２時５０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

出納局及び各種委員会事務局は、分科会付託

議案及び委員会付託議案がないことから、委員

会による審査とし、関係局長より所管事項につ

いての説明及び提出資料に関する説明を受けた

後、所管事項についての質問を行うことといた

します。

監査事務局長より、所管事項説明をお願いい

たします。

【下田監査事務局長】お手元の総務委員会関係

議案説明資料の出納局・各種委員会事務局の1
ページをお開きください。

監査事務局関係の所管事項について、ご説明

いたします。

住民監査請求について。去る6月17日、大村
市在住の個人から本県監査委員に対して住民監

査請求がなされました。

その内容は、長崎県立諫早高等学校が、教室

名等を示すプレート2枚及び図書3冊を本件請
求人の子である卒業生により盗み出されたにも

かかわらず、何ら返還請求をしないまま放置し

ていることは違法、もしくは不当に財産の管理

を怠る事実に当たるとして、長崎県教育委員会

に対し、盗み出されたプレート及び図書の返還

請求並びに再発防止策を講じることを求めるも

のでありました。

監査の結果、同校がこれまでに行った返還請

求や図書の管理が十分であったとは認めがたい

ものの、本件請求人が盗難の証拠資料であるこ

とを理由として、みずからが保管しているプレ

ート及び図書の返還に応じないことや、既に教

育委員会から同校に対して指導が行われるとと

もに、図書の管理に係る改善策が示されている

ことなどから、請求を棄却いたしました。

なお、以上の監査結果については、教育委員

会に対して、物品の管理及び処分に係る問題点

を全て洗い出し、最も効果的な管理の在り方を

いま一度十分に検討した上で、文書により全て

の県立学校へ指導を行うことや、請求人等との

十分な協議による本件の早急な解決を求める監

査委員としての意見を付した上で、8月14日付
で請求人に通知いたしました。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、人事委員会事務局長
より、所管事項説明をお願いいたします。

【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項について、ご説明をいたします。

お手元の議案説明資料の追加1でございます
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が、この1ページをお開きください。
令和元年度県職員採用試験についてでござい

ます。大学卒業程度の行政など15職種に係る試
験を実施し、8月に最終合格者を発表いたしま
した。また、行政・社会福祉の民間企業等職務

経験者及び行政の海外活動等経験者の試験を実

施し、また、警察官Ⅰ類（男性・女性）第1回
の試験を実施し、最終合格者を発表いたしまし

た。このほか、警察官Ⅰ類（男性・女性）第2
回、短大卒業程度、高校卒業程度及び警察官Ⅲ

類（男性・女性）と障害者を対象とした試験の

実施につきましては、それぞれ記載のとおりで

ございます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、労働委員会事務局長
より、所管事項説明をお願いいたします。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項についてご説明をいたします。

お手元の議案説明資料、出納局・各種委員会

事務局の2ページをお開きください。
調整事件についてでございます。これは、労

働組合と使用者との間で生じた紛争に関するも

ので、前回説明以降、新たに申請があった事件

は1件であり、現在、調整中の事件は本件のみ
となっております。

審査事件について。これは、不当労働行為に

関する救済申し立てに関するものでございます

が、新たに申し立てられた事件はなく、現在審

査中の事件は3件でございます。
個別的労使紛争について。これは、労働者個

人と使用者との間で生じた紛争に関するもので

ありますが、新たな申し出はなく、また、この

間、取扱いました事件1件が打ち切りにより終
結をしており、現在、調整中の事件はございま

せん。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【福田会計課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について、

ご説明申し上げます。資料の1ページをご覧く
ださい。

1,000万円以上の契約について、本年6月から
8月の実績は、1ページから3ページに記載のと
おり11件となっております。
また、それぞれの入札結果の状況につきまし

ては、4ページから14ページに記載のとおりで
ございます。

以上で説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、所管事務一

般に対する質問を行うことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はございませんで

しょうか。

【吉村委員】尋ねるだけで申し訳ないんですが、

語句の説明をちょっとお願いしたいと思います。

入札の辞退と入札不参加、この違いについて

説明をしていただけませんか。

【岩村物品管理室長】ただいまのご質問ですけ

れども、辞退と入札不参加と書いてございます

が、物品管理室による入札の結果一覧表の中で

は、一般競争入札で、事前に入札参加申請書を

出した業者が当日入札会場に来ない、入札に参
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加しない場合を入札不参加。それから、当日入

札会場で入札書に辞退と記載して提出した場合

は辞退と整理をしております。

指名競争入札の場合は、県側であらかじめ指

名業者を選定し、入札施行通知を送付しており、

業者が入札に参加しない場合には必ず辞退届と

いうのを提出させております。

一般競争入札の場合は、業者の自由意思で参

加を求めるものであり、辞退届の提出は求めて

おりません。入札の開始時間までに会場にあら

われなければ入札には参加させないこととして

おります。当日会場に来て、辞退と書いたもの

が辞退で、来なかった者を入札不参加と、物品

管理室の結果一覧では整理をしております。以

上でございます。

【吉村委員】 今の説明で理解したわけですが、

指名競争入札の場合が、そういう手続をきちっ

とやらないとペナルティーがかかるのだったん

ですか。一般競争入札の場合は、今の説明から

いくと、無届けで来ないでも何のペナルティー

もないということになるわけですか。そういう

ことをやると、次の回は参加できませんよと。

自由とはいえ、それなりのルールにのっとって

やらないといけないのじゃなかろうかと思いま

すけれども、その点はどうですか。一般的にそ

ういうふうになるわけですか。そこら辺の説明

をお願いします。

【岩村物品管理室長】先ほど申し上げましたと

おり、一般競争入札は、参加すること自体が業

者の自由でございますので、どのタイミングで

参加するしないというのは、業者のほうに判断

は委ねられているものと思います。ただ、指名

につきましては、県側の事情によって指名をす

るものですから、相手の意思が確認できないと

いうことで、辞退する場合は必ず辞退届を出し

ていただくということで整理をしております。

【吉村委員】最後にします。大体わかるんです

けれども、これは熊本県の業者なので指名にな

ることはないのかなと思うんですが、例えば、

県内の業者でこういうことをやった場合、一般

競争入札ではそういう括りはないが、指名競争

入札の指名に、こういうことをしよったら入れ

なくなりますよというペナルティーはないんで

しょうか。

【福田会計課長】今、吉村委員がご懸念されて

いるご質問に対してご答弁申し上げます。

一般競争入札の場合、入札に参加しなかった

ことに対するペナルティーは設けておりません。

これは、入札意欲のある事業者が県に入札参

加申請を行った後、事情変更が生じて入札に参

加できなかった場合に、ペナルティーを科すこ

とにすれば、事業者の入札参加意欲を減退させ

ることにつながりかねないということ。それと

ペナルティーが科せられるという不安を与える

ことで参加者数が減ることにつながってしまう

ということで、県としては、最も有利な金額で

申し込みをした者を契約相手方として選定する

という有利な環境を保持できなくなる恐れがあ

るということで、現在ペナルティーは科してい

ないところでございます。

【吉村委員】 わからないこともないんですが、

やはり入札に参加する事業者の権利と義務と意

欲、このバランスがどうなのかというところに

なるんじゃろうと思いますけれども、そこの権

利と義務の間に、権利は自由かというたら、野

放図な自由ではないと思うんですね。

その当日、のっぴきならない事情があって参

加できなかったという場合は理解できるんです

けれども、それなりの理由書を提出させるとか

いうことをしないと、例えば、指名競争入札の
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中に入れるということは、あんまりそういう自

由をしよるとなくなるんですよということは、

指導とか、そういうことにしてもいいんじゃな

かろうかなと思っておりますけれども、それで

意欲が減退するということをあまり考えすぎる

と、入札したが、1者しか来なかったというの
も、物によってはたくさんありますが、その延

長でそういうことにあまり気を使いすぎると、

そういう人が増えかねない事態が出てくるんじ

ゃなかろうかと。

それもまた、いっぱい入札に参加するとした

けれども、あけてみたら不参加ばっかりやった

と。昔、辞退がいっぱいあって、実際に入札し

た人は2者しかなかったとか、1者しかなかった
というのがあるんですけれども、それはそれな

りに辞退したという動きをしておるので、理解

せにゃならんじゃろうと思いますが、この不参

加というのは、あまりにも自由すぎて、勝手す

ぎるんじゃなかろうかと思うんですけれども、

今後もそういうことでいかれるんですか、どう

でしょうか。

【福田会計課長】一般競争入札の不参加につい

て、同一事業者が複数回、重ねるような行為に

なれば、その理由をお聞きして、そこに合理的

な理由がなければ、当然出納局内部で検討した

上で指導をするものであろうと思っております。

以上でございます。

【吉村委員】するものであろうで終わられると

ちょっとつらいんですが、指導するんですか、

指導しないんですか、そこら辺はっきりして。

【福田会計課長】 指導してまいります。

【吉村委員】 よかです。

【川崎委員】 1,000万円以上の契約状況の一覧
を今見ておりまして、まず確認をさせてくださ

い。県外の事業者さんが落札をされているケー

スがありますが、県外の業者さんが入札に参加

された経緯についてお尋ねいたします。

【岩村物品管理室長】県外業者が発注している

ところでございますけれども、この契約状況一

覧表の中で、福岡県のほうに住所がございます

内田洋行というところが、おそらく3件上がっ
ているかと思います。

この入札に関しましては、全てＷＴＯ案件、

政府調達に関する協定ということで、予定価格

が3,000万円以上の物品につきましてはＷＴＯ
案件ということで、世界貿易の一層の自由化及

び拡大を目的に広く入札の参加を認めるという

ことで、地域要件、事業所の所在地がどこであ

るかという要件をなしにして、県外であろうと

県内であろうと参加できるという条件にしてお

りますので、その結果として、この県外業者が

落札をしたということでございます。以上でご

ざいます。

【川崎委員】 ＷＴＯ、3,000万円とおっしゃっ
たですか。これは全部3,000万円ですか。
【岩村物品管理室長】すいません。言葉足らず

で申し訳ございませんでした。1件1件、あるい
は一連の契約で3,000万円を超えるということ
でございまして、この契約の中で言いますと、

2番、3番、4番、5番、それから6番、7番、9番、
10番、全て教育環境整備課のほうで教育関係の
パソコンであるとか、ＩＣＴシステム、電子計

算機の関係の調達をしておるものですけれども、

これを一連の調達と整理をいたしまして、1件1
件は3,000万円超えていませんが、足して3,000
万円を超えておりますので、ＷＴＯ案件という

ことで入札をかけているものでございます。以

上でございます。

【川崎委員】 教育委員会のほうでしょうから、

細かくは…。どうでしょう、その一連という意
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味がよくわからないんですね。結局、別々の事

業者さんが落札をされて、県内の事業者さんが

落札されたケースもあるわけで、一連だったら

本当に一括して1つの事業者さんが全てのシス
テムを、ネットワークも含めて構築をするもの

だと、素人ながらそう思うんですが、分けられ

て、結局いわゆる入札にかけて、それぞれいろ

いろな事業者さんが落札をされているというこ

とであれば、何かおっしゃっていることの整合

性というのがちょっと理解しがたいんです。

分けて落札できるようなものだったら、最初

からその一連性を取っ払って、要は申し上げた

いのは、なぜ長崎県の事業者さんに絞った形で

県費を支出するに当たって、そういったところ

を配慮というか、本当の長崎の事業者さんをと

いう思いに立ってもらえないのかなと。

ＷＴＯの縛りというか、ＷＴＯのことはよく

わかります。わかりますけれども、そういった

工夫をいろいろな見地からやられていると思う

んですね。そういったところをぜひやっていた

だいて、本当にわずかな差で長崎が落札できな

かったというのがずっと見て取れるわけです。

何とかならないものかなと思うわけです。その

一連というところはどういうことでしょうか。

【岩村物品管理室長】この一連の調達契約の考

え方というところですけれども、このコンピュ

ーターシステム等については、一般的に本体と

周辺機器とか、端末をもってシステムを構築す

る場合ですが、同一の調達期間で同一年度内に

おいて、その契約を2以上の契約に分割したと
しても一連の調達契約に該当するということで、

国の捉え方が決まっております。

ですので、今回は地区によって調達の件数を

分けまして、なるべく多くの業者が参加できる

ようにしています。まとめてしまいますと、ど

うしても大企業がまとめて落札するというケー

スもあるかと思いますので、そこは県内企業に

配慮したように分割をして発注をかける。

ただ、そういうふうに分割すると、それが恣

意的に分けたというふうに捉えられる可能性が

ございますので、あくまでも全体としてはＷＴ

Ｏ案件なんだと。一連の調達だというふうに国

のほうで整理をしているところでございます。

以上でございます。

【川崎委員】要は、県教育委員会としては工夫

をしましたと。工夫をしましたけれども、その

同じ年度内で同じようなものを発注しているの

で、これはまとまったものであるという、国が

そういった見解を示すだろうから、ＷＴＯとい

う案件にせざるを得なかったと。額は、それぞ

れ分割するから3,000万円いかないけれども、Ｗ
ＴＯ案件なんだということなんですね。（発言す

る者あり）いや、非常にもう何か歯がゆいとい

うかなんというかですね。

そしたら、じゃ、一括する必要が今度はあっ

たのかと思うわけです。たまさか年度を合わせ

て、わっと一括してやったのかもわかりません

が、もう少し計画立ててですね。まあ、教育委

員会に言う話かもわかりません。もう少し計画

立てて、これだけ長崎県の経済を高めていこう、

中小企業を振興させていこうという中において、

何かやっぱり工夫がなされないものかと思うん

ですよ。いかがですか。

【野嶋会計管理者】 失礼します。今、川崎委員

のほうから県内発注をというお話だと思います。

基本、一連の契約ということでまとめること

で、それが3,000万円を超えるかどうかで、まず
ＷＴＯ案件になるかならないか。で、ＷＴＯ案

件になれば、それについては地区要件を加えら

れないということになります。
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ただし、そうなんですが、やはり我々として

は、できるだけ地元の企業さんにも取りやすい

とかいうことも考えつつ、可能な範囲の中で分

割することで受注の機会を図るということで考

えて、制度として運用をしているという状況で

ございます。

基本的にまとまって一定金額を、今回3,000
万円です。3,000万円を超えれば、ＷＴＯの案件
ということで入札を執行しなければいけないと

いうことが大前提になっておりますので、ご了

解いただきます。（発言する者あり）

やはり一まとまりの案件として、それが基本

の金額を超えるか否かという判断をするように

制度としてなっておりますので、最初から分割

するということについてはできないということ

でございます。

【川崎委員】最後の一言がよくわからなかった。

一連のものとして発注をすれば、当然3,000万円
はぐっと超えるわけなので、それをなるべく地

元の企業さんにもという思いで分割をされたと。

でも、ＷＴＯの枠から外れることはないという

ことですね。それはわかりました。

だから、申し上げたいのは、その一連という

やつをなぜもう少し計画的に、例えば、年度を

分けた形で、いろいろな現場の声もあるのかも

わかりませんが、もう少し工夫をしながら、そ

ういった地元の企業を守る、何とか地元の経済

活性化というところの視点に立って、物品の購

入計画というか、そういったものを策定できな

いものかという質問です。

だから、一連のやつを分割しましたという県

の努力はわかりましたけれども、結果として、

残念ながら県外事業者さんが落札されたケース

があるじゃないですか。そうじゃないように、

ＷＴＯ案件にならないような工夫ができないん

ですかという話です。（発言する者あり）

【福田会計課長】今、川崎委員のほうからご指

摘をいただきました。確かに一連のものとして

まとめればＷＴＯの要件金額を超えてしまいま

すので、購入する計画があるならば、年次計画

を立てて分割することでＷＴＯ要件の金額を下

回れば地域要件、要するに県内に支店、営業所

のある企業、あるいは純粋な県内企業に限定す

ることが可能ですので、これにつきましては、

教育環境整備課とも今後協議をさせていただけ

ればと思います。（発言する者あり）

先ほどから一連の調達という定義でございま

すけれども、平成7年11月の自治省の行政局行
政課長通知によりますと、その一連の調達契約

の判定に際しましては、同一の種類か否か、そ

れと機能、性能、規格が同等であるかどうかで

判定されるという定義になっております。

【川崎委員】そしたら、一連の定義のところま

で今詳しく説明がありましたので、確認します

けれども、先ほど年度というお話もありました

が、同一の性能、同一の機種といったことであ

れば一連ということですが、年度が変わればも

う完全に違うものとして扱って大丈夫なんです

か。

【福田会計課長】同じ行政局の課長通知に基づ

きますと、一連の調達契約の判定は、会計年度

ごとに行うものであるということですので、年

度が違えば別の扱いでございます。

【川崎委員】 生鮮物ではないので、1年ぐらい
で物が傷むということはないと思うんですよ。

リースじゃないですよ、買い取りなんでしょう。

もう少しメンテナンスをして、少しずつずらし

ていきながらすれば、このことが全部地域要件

で地元にということが可能になるじゃないです

か。まさに、そういった指導性を発揮してもら
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いたいと思うんですね。

現場の方は、おそらくまとめて管理したほう

がしやすいと思うんですよ。ネットワークだと

かいろいろ考えれば、現場の立場になると。し

かし、そうじゃなくて、本当に厳しい厳しいと

言われる地元の経済において、何度も繰り返し

ますが、そういった視点でぜひ皆さんも考えて

いただきたいと思うんです。いま一度ご答弁を。

【福田会計課長】県内企業の育成支援のために

県内企業を優先して発注することは非常に大切

なことだと思っております。そのことを肝に銘

じて、今後、こういうケースにおきましては、

事前に関係課と協議してまいりたいと考えてお

ります。以上です。

【中村(泰)委員】今の件なんですけれども、私、
前議会の一般質問でこのあたりはちょっと詳し

く勉強をしたんですが、これは福岡に発注をし

ているのは、長崎に営業所を持っているから、

要は一般競争入札の優先順位の中で同じ位置に

あったということが理由だと思います。

先ほどから、一括にするのか分割にするのか

という話で、私が一般質問で県内発注を高める

という取組を皆様にお伺いをしていた時に、そ

の発注形態を基本的に分割をすると。極力県内

発注ができるように分割をしているというご回

答をいただいていました。既に、この内容は分

割されているので、なぜ3,000万円以上の案件に
わざわざひもづけないといけないのかというの

が、なかなか理解ができません。ご回答いただ

いたものかとは思うんですけれども、おそらく

営業所が長崎県にあるからという理由だと私は

見ています。

もう一つ、今回の発注で電子計算ネットワー

クシステムとＩＣＴ化システムと、もう一つ教

職員のＰＣということで3つに分かれています。

これが同じような企業さんが一般競争入札に参

加しているんですけれども、これは全て違う企

業が取っているんです。というのは、例えば、

電子計算機ネットワークシステムでいくと、富

士何とかさん、扇何とかさん、内田何とかさん、

それぞれ分かれて取っている。で、ＩＣＴのシ

ステム機器も同じように別々の企業さんが取っ

ていると。ちょっと違和感があってですね。要

は、何か事前に協議がなされているかのような

きれいな取り方をされているので、そのあたり

についてどうチェックされたのかをお聞かせく

ださい。2つ質問しました。
【岩村物品管理室長】 委員ご質問の1点目でご
ざいますけれども、この県外の業者ということ

ですが、この県外業者の内田洋行につきまして

は、県内には支店、営業所は持っておりません。

先ほどお話がありましたように、ＷＴＯ案件で

すので、地域要件を設けられないということで、

県外の業者であっても参加ができるということ

で、入札を実施しております。

それから、それぞればらばらで取って、何か

上手に取ったというようなご指摘ではありまし

たけれども、当然その場で入札会場で立ち会い

をしておりました者もおりまして、そのような

疑義を持たれるような入札のあり方ではなかっ

たと聞いております。以上でございます。

【中村(泰)委員】 わかりました。
同じような話をずっとしているんですけれど

も、既に内容が分割されているので、わざわざ

その3,000万円の案件にくっつけないといけな
いんでしょうか、その1,000万円とか2,000万円
の案件を。そこがちょっと理解ができなくて。

だったら、一括で発注をすべきだと思いますが、

どうでしょうか。

【岩村物品管理室長】この教育環境整備課の電
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子計算機ネットワークですとか、パソコンの更

新につきましては、教育環境整備課のほうで、

今年度はこの地区でこの学校で何台購入すると

いうことで調達計画を立てているものと聞いて

おります。

同じものを1つの調達課、これは物品管理室
ですけれども、そちらで発注する場合には同じ

パソコン類で同じような仕様で買うのであれば、

それは先ほど申しました同一の機種ということ

で、これを一連ではないと位置付けることは難

しいと思っております。

そのような中で、発注機会を増やすために分

割をしているということで、これをまたまとめ

てしまうと、そのような県内業者の発注機会を

奪うということになりますので、現在の発注の

やり方が一番望ましいと考えております。以上

でございます。

【中村(泰)委員】 終わろうと思うんですけれど
も、おっしゃるとおり一括で発注をしない理由

は、県内業者の皆様に発注機会を設けるという

考えでそうなさっているというのは私も理解を

いたします。

であれば、既にばらばらになっているので、

だからこそ、今回このリストで出していただい

ている6番と10番は3,000万円以上じゃないの
で、しかも、県内企業の皆様が入札もされてい

て近い金額で出ているので、県内企業の皆様に

受注する機会があったわけです。それがなぜ

3,000万円のところに吸収されているのかがわ
からないんです。

【福田会計課長】 中村(泰)委員のご質問にお答
えします。

ちょっと繰り返しになりますけれども、調達

しようとする物の機能、性能、そして規格等が

一連のものであれば、分割しようともそれは一

連の調達契約と見てくださいというのがＷＴＯ

の規定でございます。

先ほど、中村(泰)委員のほうで3,000万円とい
うお話がございましたけれども、先ほどの資料

で申しますと、2番から10番まで、新産業創造
課の8番を除いて、この金額を合算したものが
一連の調達の契約金額となります。でも、この

ままでは1件の契約であるがゆえに受注業者は
1者となる。しかも、その規模を履行確保でき
る可能性が高い企業としては都市部の大手の県

外企業になるおそれがあるということで、地域

要件を付記することはできませんけれども、な

るべく分割発注することで、県内の企業の皆様

にとっても受注できる機会を広く設けていると

いう趣旨でございます。以上でございます。（発

言する者あり）

【中村(泰)委員】 すいません、ちょっと理解が
できないんですけれども、一旦とりあえず承知

いたしました。ありがとうございます。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。（「ちょっと休憩を」と呼ぶ者あり）

休憩します。

― 午後 ３時２７分 休憩 ―

― 午後 ３時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは次に、議案外所管
事務一般について質問はございませんでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、出納局及び各種委員会事務局関係の審査

結果について整理したいと思います。
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しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時３１分 休憩 ―

― 午後 ３時３１分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、文化観光国際部関係の

審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時３１分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月２５日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時５７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

文化観光国際部政策監

（国際戦略担当）
浦  真樹 君

文化観光国際部次長 岩田 正嗣 君

文化振興課長 村田 利博 君

世界遺産課長 桒原  恵 君

観光振興課長 佐古 竜二 君

国際観光振興室長
（ 参 事 監 ）

佐々野一義 君

物産ブランド推進課長 宮本 智美 君

国 際 課 長 永橋 勝巳 君

国際 課企画 監
（アジア・国際戦略担当）

小川 昭博 君

警備 部参事 官
兼 公 安 課 長

杉町  孝 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中島(浩)委員長】 おはようございます。
委員会及び分科会を再開いたします。

これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

文化観光国際部長より、予算議案説明をお願

いいたします。

【中﨑文化観光国際部長】おはようございます。

それでは、予算決算委員会の議案説明資料で

すけれども、今回、追加提案がございますので、

当初分と追加分がございます。当初分の方から

ご説明をさせていただきます。

文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第2号）」のうち関係部分と追加説明の方
で追加補正予算案を説明させていただきます。

はじめに、一般会計補正予算（第2号）のう
ち関係部分でございますが、今回の補正予算は

歳入予算で合計2,033万円の増、歳出予算は合
計1億1,279万6,000円の増、この結果、令和元
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年度の文化観光国際部所管の歳出予算総額は

41億7,886万8,000円となります。
歳出予算の内容についてご説明いたします。

上海線定期便の増便運航支援・利用促進支援

により、国際定期航空路線を活用した交流人口

の拡大を図る取組に要する経費として、国際定

期航空路線維持拡大事業費1,729万9,000円、宿
泊・交通のパッケージ商品にしまの体験プラン

を加えた旅行商品の造成・販売を支援する経費

として、しま旅滞在促進事業費9,036万3,000円、
海外向け動画製作、Web広告を実施し、しまの
魅力を発信する取組に要する経費としてしま旅

グレードアップ事業費513万4,000円を計上い
たしております。

債務負担行為について。

次に、令和2年度以降の債務負担を行うもの
についてご説明いたします。

長崎市が実施する長崎恐竜博物館（仮称）整

備事業に対する助成に係る令和15年度までの
債務負担行為として1億9,872万9,000円を計上
いたしております。

次に、追加1をよろしくお願いいたします。1
ページ中ほどからでございます。

次に、第116号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第3号）」のうち関係部分につ
いてご説明いたします。

歳入予算は合計3,223万7,000円の増、歳出予
算は合計9,517万9,000円の増であります。
この結果、令和元年度の文化観光国際部所管

の歳出予算総額は、第103号議案のうち関係部
分と合算いたしまして、42億7,404万7,000円と
なります。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

対馬を訪れる韓国人観光客の減少に伴う国内

客等の誘客対策として、宿泊・交通のパッケー

ジ商品にしまの体験プランを加えたしま旅旅行

商品の販売拡大や、個人客向けの宿泊料金割引

キャンペーン等の取組に要する経費として、対

馬観光誘客対策事業費9,517万9,000円を計上
しております。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、観光振興課長より
補足説明をお願いいたします。

【佐古観光振興課長】それでは、私から総務分

科会補足説明資料の9月補正予算分と、それか
ら追加で提出をいたしております追加提案分、

こちら2種類の補足説明資料に沿いましてご説
明を申し上げます。

まず、通常の補正分でございますけれども、

3ページをご覧ください。
こちらは平成29年度から国境離島新法を活

用して取り組んでおります国境離島地域の滞在

型観光に関する事業でございます。補正でお願

いします予算額としましては9,036万3,000円
という数字でございます。

こちらの補正の具体的な中身ですけれども、

国境離島を活用しました事業のうち、今回お願

いしておりますのは、旅行会社を活用いたしま

して、主に団体ツアーといった形での旅行商品

を造成して国境離島地域に送客をしていただく

という事業でございます。交通手段、宿泊、そ

れから、ここが制度上の要件になりますけれど

も、現地での体験プラン、これらがセットにな

った旅行商品を販売するというものでございま

す。

まず、（1）としまして、この旅行商品に関
します助成分としまして補正額が4,426万
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3,000円ということになります。括弧書きには
当初予算額と補正後の予算額を記載しておりま

す。

今回、補正をお願いします理由としましては、

今年度のこのしま旅旅行商品の販売が非常に好

調というのがございまして、各旅行会社からも

予算枠の拡充という要望をいただいているとこ

ろです。

好調の原因としましては、白丸で今年度の実

施状況というふうに記載しておりますけれども、

事業実施期間を延ばしましたとか、それから現

地での体験メニュー、より魅力のあるものを増

やしていっているということもございまして、

当初の目標、年間で2万7,000人泊の目標を掲げ
ておりましたけれども、今回の補正で4万人泊
に上方修正をしたいと考えております。

参考としまして、送客実績、6月末の数字に
なりますけれども、9,601人泊という数字にな
っております。この9,600というのは、前年の
同期、5月、6月で比較いたしますと約4倍とい
う数字になっております。

それから、この9,600という数字につきまし
ては、今回、補正をお願いします一般向けの旅

行商品の実績でございまして、これと別に補正

予算の対象外ではございますけれども、今年度

からは修学旅行も対象にしております。この修

学旅行を加えますと、全体で、6月末で約1万
5,000人という方に国境離島地域に行っていた
だいているという状況でございます。

それから、（2）ですけれども、こちらにつ
きましてはこの旅行商品の販売を側面支援とい

うことで補正額としては4,610万円、これはプ
ロモーション関係の経費ということになります。

4つ掲げておりますけれども、内訳としまし
ては、1つ目の体験プラン等のYouTube広告、

こちらが1,320万円、それから旅行会社のタイ
アップによるダイレクトメールの発信が2,000
万円、それから全国情報番組とのタイアップで

1,200万円、最後の体験専門誌への記事掲載で
90万円という金額を予定しているところでご
ざいます。

続きまして、資料の5ページをお願いいたし
ます。

こちらにつきましては、野母崎地区の振興に

向けまして、来年度以降の県の予算に関します

債務負担の設定をお願いするものでございます。

このタイミングでお願いしますのが、これまで、

亜熱帯植物園の平成28年度末の閉園に伴いま
して、野母崎地区の振興をどう図っていくかと

いうことで、長崎市、それから地元の自治会と

も協議を重ねてまいりました。

今回、長崎市におきまして、恐竜博物館（仮

称）、これを核にして野母崎地区の振興を図っ

ていくというお考えでございますので、その一

部に対して県としても、亜熱帯植物園が閉園し

て、来場者がその分はいなくなったということ

もございますので、当該地域の振興に向けて支

援を行おうとするものでございます。

支援内容としましては、対象経費として13億
2,482万8,000円、裏面の6ページの方に長崎市
の全体事業費を記載しておりますけれども、全

体事業費では17億円余りという数字になりま
す。このうち、基本計画策定ですとか、実施設

計ですとか、もう既に長崎市の方で執行してい

るものは17億円のうちから除きまして、今後、
整備をしていく部分について長崎市と調整をし

まして、13億円余りというものを支援対象経費
として整理をしております。その内訳は記載の

とおりでございます。

支援額の算定方法ですけれども、こちらにつ
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きましては過去の同種の事例に準じた考え方で

ございます。

考え方としましては、支援対象経費①13億円
でございますけれども、これに長崎市の方で過

疎対策事業債を充当したという仮定のもとで計

算をいたしまして、過疎債につきましては交付

税が70％後年度に入ってまいりますので、長崎
市の実質負担である30％、この半分を県として
支援をするという考え方でございます。そうい

った計算をいたしますと、支援総額として1億
9,872万9,000円という数字になります。
後年度、債務負担の期間につきましては、来

年度の令和2年度から令和15年度までというこ
とで、それぞれの年度ごとの長崎市の元利償還

金、それから、それに対する県の支援額という

のを下の表に記載をしております。

今後、長崎市におきましては、実際の工事契

約等に入ってまいりますので、その工事契約に

入る前に、県と市で後年度の県の支援について

協定を結びたいと考えております。そういった

ことで、今回、事前に債務負担の設定をお願い

するものでございます。

引き続きまして、追加提案分の補足説明資料

をお願いいたします。資料の2ページをご覧く
ださい。

こちらにつきましては、現在、日韓関係の影

響を受けまして、対馬にいらっしゃっている韓

国人観光客の方というのが激減をしているとい

う状況でございます。これを受けて、県として

も対策を講じてまいりたいということで追加の

補正をお願いしたいと考えております。

大きくは3つございます。1つ目がしま旅旅行
商品の販売促進ということで、先ほど通常補正

分でご説明をいたしました旅行会社を活用した

団体向けの商品になりますけれども、こちらを

これから10月以降、販売期間が来年の2月末ま
で、5カ月になりますけれども、ここを当初予
定をしていた毎月の送客見込みを2倍まで頑張
って引き上げるということで、数字としまして

はプラスで2,050人泊というのを考えておりま
す。こちらは旅行会社等ともヒアリングを実施

いたしまして、どこまで頑張っていけるかとい

うようなご相談をした結果でこの数字を見込ん

でいるところでございます。

それから、2点目の宿泊料割引キャンペーン
でございます。補正額が5,816万円ということ
でございます。こちらは主に個人客を対象にい

たしまして、オンライントラベルエージェント、

それからコンビニエンスストアの仕組みを活用

いたしまして、対馬に宿泊していただける方に

対して宿泊料の割引クーポン、1泊当たり3,000
円というのを販売するという取組でございます。

このクーポンの対象人員としましては、1万人
というものを見込んでいるところでございます。

この1万人につきましては、過去のオンライン
トラベルエージェントを使って対馬においでい

ただいた方の数字等も参考にしながら、ある程

度高い目標として掲げているところでございま

す。

資料に記載していなくて申しわけないんです

けれども、5,816万円の補正額のうち、クーポ
ンに直接必要な経費というのが3,000万円にな
ります。それ以外の経費としましては、オンラ

イントラベルエージェント、それからコンビニ

で販売をしていただく形になりますので、そう

いったところの販売経費、あるいは対馬の魅力

を県外の皆様にもより知っていただくようなＰ

Ｒ、テレビＣＭ、こういったものに約1,800万
円程度使いましてプロモーションをしてまいり

たいと考えているところでございます。
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それから、3点目のインバウンド対策につき
ましては、これは先ほどの（1）と（2）という
のが今できる、当面の緊急的な対策ということ

で考えておりますけれども、（3）につきまし
ては、少し今後を見据えた形での取組というこ

とで、これは対馬市の考え方とも連携をしなが

ら、韓国以外のインバウンドの誘客に向けて情

報発信に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

以上、3点でございますけれども、現時点で
この3つで事足りるとまでは私どもとしても考
えておりませんけれども、また、現地にも出向

きまして、対馬の事業者の皆様の実情とかニー

ズというのをしっかり把握をしながら、今後の

検討を進めてまいりたいと考えております。

私からは、以上でございます。

【中島(浩)分科会長】 次に、国際観光振興室長
より補足説明をお願いいたします。

【佐々野国際観光振興室長】それでは、令和元

年9月定例県議会の補足説明資料の方で説明を
させていただきたいと思います。

資料2ページをご覧ください。
はじめに、航空対策費でございます。長崎～

上海間の航空路線につきましては、夏季期間中

の7月16日から9月24日まで、昨日までですけれ
ども、定期便の週2便に加え、臨時便が週1便運
航されておりました。期間中、臨時便が運航さ

れたことで利便性が向上し、定期便の利用にも

好影響を及ぼすなどの効果も見られたことなど

から、同路線を運航しております中国東方航空

において、冬季ダイヤから週1便の増便が計画
をされております。

なお、運航開始日、運航曜日などについては、

現在、調整が行われているところですけれども、

今回、10月下旬の冬季ダイヤから年度末までの

運航に伴う着陸料等の運航支援のほか、増便を

契機とした旅行商品の造成や教育旅行の誘致、

旅行会社とタイアップした情報発信に要する経

費として、予算額1,729万9,000円を計上いたし
ております。引き続き、インバウンド、アウト

バウンド双方の利用促進に取り組み、路線の安

定運航や、さらなる路線の発展へとつなげてま

いりたいと考えております。

続きまして、資料の4ページをお開きくださ
い。

国境離島振興事業費、しま旅グレードアップ

事業費でございます。

本事業につきましては、本県の外国語の観光

Webサイトにおきまして、国境離島交付金を活
用して、離島の自然や食、文化などの魅力を紹

介する特集ページを作成することとしておりま

す。

そういった中でローマ法王の来日が期待され

ていたことから、今回、同サイトの充実に併せ

まして、欧米豪に対して訴求力の高い「長崎と

天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」や、しま

の自然、暮らしなどを題材にした動画を作成し、

認知度向上に取り組むこととしております。

なお、より多くの方に動画を視聴し、また、

Webサイトの特設ページを閲覧していただけ
るよう、併せてWeb広告に要する費用などにつ
いても計上させていただいており、計513万
4,000円を計上いたしております。
説明は以上でございます。

よろしくご審議賜りますようよろしくお願い

いたします。

【中島(浩)分科会長】 ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
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【川崎委員】 おはようございます。

野母崎地区振興支援事業についてお尋ねをい

たします。

先ほど、亜熱帯植物園の閉園に伴い地元連合

自治会からの要望を踏まえての支援という説明

がありました。長崎市選出の議員としましては、

大変感謝をするところでございます。本当にあ

りがとうございました。

それで、今回、恐竜博物館（仮称）を整備す

るということになってございますが、つくるか

ら、じゃ支援しますよという単純な話ではない

と思います。

県として、この市の事業全般をどのように捉

えておられるのか。恐竜博物館というのは他県

にもあるわけで、じゃ、なぜこの長崎市なのか、

なぜ集客力が高くて、そこに活性化が図られる

ということを見込んで支援をしていくのか、全

体的なことを県がどう捉えているかということ

をお尋ねいたします。

【佐古観光振興課長】県の考え方といたしまし

ては、亜熱帯植物園が閉園になったということ

で、一つは野母崎地区の活性化なり振興を図っ

ていく必要があるというところが基本的な考え

方でございますけれども、長崎市の方で計画を

されております恐竜博物館（仮称）につきまし

ては、もともと野母崎半島の西岸で発掘されま

した肉食恐竜の化石というのが全国的にも珍し

いものだということでお伺いをしております。

市としましては、そういうこともございますの

で、この施設につきましては、研究機能という

のもしっかりやっていきたいというお考えでい

らっしゃいます。

この間、長崎市と県の方でずっと協議をして

まいりましたけれども、その中で私ども県の方

から申し上げたのは、単に研究機能とか、博物

館だけを整備するということではなくて、県と

しても支援をするというところを踏まえて、で

きるだけ交流拠点機能、そういったものも併せ

て整備をしていただきたいという話を複数回に

わたって長崎市の方にも申し上げてまいったと

ころでございます。

現在の基本計画の中におきましては、長崎市

もそういった交流拠点機能というのをしっかり

位置づけていただいておりますし、地域イベン

ト、あるいはアクティビティ（体験）、そうい

ったものとの連動ですとか、あるいはこの施設

の中には直接飲食機能を持たせずに、周辺の地

域の飲食店を活用していただくような、単に博

物館という点だけではなくて、周辺の飲食店は

もちろんですけれども、観光施設も含めたとこ

ろで面的にこの地域の振興を図っていくという

考えでいらっしゃいますので、県としてもそこ

を踏まえたところで一定の支援をするという考

えでございます。

【川崎委員】全国的に珍しい化石があるという

ポイント、そして研究機能も設けるという市の

考え方を今説明していただいて、県としては交

流拠点機能の充実ということを注文されたと、

全くそのとおりでしょうね。

中身については市が主体的にやられるので、

そこは市の方で検討するということですが、ま

さにこの交流拠点機能ということについては、

機能をぜひ発揮していただくべく取組を充実さ

せていただきたいと思うんです。

長崎の南部の方に引っ張っていくマグネット

施設としてあった亜熱帯植物園が残念ながらあ

あいうことになったわけで、そう考えていくと、

もう少し面で長崎の魅力、観光を広域でやって

いただくという意味でいけば、南部に引っ張っ

ていくマグネットが新たにできるということは、
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非常に期待ができることでありますし、長崎も

ＭＩＣＥが整備をされ、また、コンベンション

ということでもう少し広域にということも期待

をしているところでございますので、ぜひご支

援をいただきたいと思います。

1点、たら・ればの話を県もあんまりなさら
ない中において、「過疎対策事業費を充当する

と仮定し」ということが説明にあるんですね。

仮定ということは、そうじゃないこともあり得

るのかなと思うんですが、これをもう少し説明

いただきたいんです。計算はわかるんですが、

もし、仮にこれに過疎債が充当できなければど

うなるのかということは想定があるんでしょう

か。

【佐古観光振興課長】 過疎債につきましては、

制度が令和2年度までの起債ということになっ
ているようでございます。それ以降に起債を起

こす場合には、また別のメニューの起債を起こ

すということが、今後、市の方でどういう起債

を使うかというのは検討をされていく形になり

ます。県の立場として先が見通せないものです

から、県が幾ら支援するかというところを決め

るに当たって、この1億9,872万9,000円ですけ
れども、そこを一つのラインとしましょうとい

うところ、そこを市の方と県で協議をして、ど

こかで決めないといけないものですから、そう

いった意味で全額に過疎債を充当したらという

想定の中で市と県で決めたという状況、今、調

整している状況ということでございます。

【川崎委員】確認ですが、過疎債を充当したら

という仮定もそうですが、どうなっても支援は

すると。その上限が、今のところ1億9,800万何
がしと、そういった理解でよろしいですか。

【佐古観光振興課長】支援の総額をこのライン

で決めて、この分については確実に支援してい

くということでございます。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

【深堀委員】今の野母崎の話で少しお尋ねをし

たいと思うんですけれども、当然亜熱帯植物園

閉園後、この野母崎地区の振興として、こうい

った事業を長崎市が計画をされて、それに支援

するということは高く評価するものであります。

さっきも過疎債の話がありましたけれども、

この野母崎地域も当然長崎市の一部過疎地域に

含まれていて、今後新たな過疎対策の分で、そ

この一部過疎が認められるかどうかというとこ

ろはまだ確定はもちろんしてない。

特に、一部過疎といっても、人口の減少で見

れば、企画振興部の資料で見れば、こういった

一部過疎地域の人口の減少率が極めて高い、こ

の10年間で41％ぐらい減少しているという資
料も既に委員会の資料で出ているんです。

そういった時に、この恐竜博物館（仮称）が

整備をされるに当たって、どの程度の集客を想

定しているのか。これは市が計画をしている話

なんでしょうけれども、その負担を県がすると

いうことを表明しているわけですから、そのあ

たりを、例えば亜熱帯植物園の集客状況と比較

してどうなのか。あとは、地元の野母崎の方々

の雇用という意味での雇用効果がどの程度想定

されるのか。

当然過疎債を充当するという意味合いでの前

提で話をしているので、そういったところまで

県としては把握をしていると私は思っているの

で、そのあたりの状況を教えてください。

【佐古観光振興課長】まず、恐竜博物館（仮称）

の来館者数の想定でございますが、長崎市にお

いて同様の施設を参考にしながら出されている

のが約12万人、年間12万3,000人という数字を
出されております。参考で申し上げると、熊本
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県にございます御船町恐竜博物館も、ほぼ同様

の年間12万人という来館者数になっておりま
す。

雇用につきましては、まだ何名という数字は

長崎市の方からはいただいてはおりませんけれ

ども、基本的には地元の方を中心に採用してい

ただけるのかなとは考えておりますし、そうい

ったお話も今後、県からもしていきたいと思っ

ております。

それから、直接の雇用ではないんですけれど

も、今、市の基本計画の中にございますのは、

地域の皆さんのボランティアの活用というのも

一つ明確に位置づけられておりますので、そう

いった意味でも、地域の住民の方を含めた活性

化というのにつながっていくのかなと期待をし

ているところでございます。

【深堀委員】雇用の部分についてはまだ明らか

にはなっていないと、想定もされていないよう

ですけれども、応分の負担を県としても当然す

るわけで、こういった過疎地域の振興のために、

そういったところもぜひ長崎市と連携をとって、

そういった地域の振興のために大切なこれを使

うわけですから、ぜひそこら辺お願いしておき

たいと思います。

そしてもう一つ、しま旅滞在促進事業費の件

で確認だけさせていただきます。

取組の拡充ということで、今回補正予算を組

んで、当初目標の2万7,000人泊を4万人泊へと
上方修正する、これは非常に喜ばしいことだと

思っております。

説明の中でもあったように、平成29年度から
この事業を進められているということで、これ

はかなり、何といいますか、業績と言ってはお

かしいですけれども、成果として出ていると思

うんですよね。平成28年度までの分と、この事

業を始めてからの実質の、真水の上昇部分とい

うのがどれぐらいあるものなのか、そのあたり

はいかがですか。

【佐古観光振興課長】まず、この制度を活用し

た各離島地域への送客数で申し上げますと、初

年度の平成29年度が1万1,600名余りでござい
ました。その翌年の平成30年度が2万4,000名余
り、今年度につきましては、前年度と比べます

と3倍程度伸びてきているという数字でござい
ます。

今申し上げましたのは、あくまでこの制度を

活用した数字でございまして、全体の国境離島

地域の平成28年度との比較につきましては、表
で整理をさせていただいて、後ほどご提出させ

ていただければと思いますけれども、私が今把

握している範囲では、国境離島地域の延べ宿泊

者数というのはずっと伸びてきております。こ

れは世界遺産効果というのも当然ございまして、

伸びてきている状況にあるのは間違いございま

せんので、後で正確な数字はご報告いたします。

【深堀委員】 今、資料がないので、後ででもい

いので、実際に国境離島地域での宿泊泊数が確

実に伸びているという資料を見せていただけれ

ばと思います。

そこで一つだけ要望なんですが、確実に伸び

ているわけですよね。この事業が未来永劫続く

のであればいいんですけれども、どこかのタイ

ミングで、予算の関係上、この事業が止まるこ

とが当然想定されるわけですね。

その時に、この事業がなくなったことによっ

て、また国境離島の宿泊客の数ががんと減るよ

うなことにならないために、例えば観光のいろ

んな事業の補助を行って、魅力度アップであっ

たり、観光事業者に対するいろんな支援を行う

ことによって、この事業が止まって極端に目減
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りしないようなことも準備をしておく必要があ

ると私は思うんですけれども、その点について

の考え方だけ教えてください。

【佐古観光振興課長】例えば、交付金で旅費が

安くなりますというところが終わった後に、ぱ

たっと流れが止まるということはどうしても避

けないといけないことでございますので、まず

は、それぞれの離島地域の魅力というのを高め

ていく、そのためにも、この制度上の現地での

体験というのが大きな要件になっております。

今回の補正の分とは別ですけれども、同じく

交付金を活用しました事業として、それぞれの

国境離島の市町が取り組む体験メニューの新た

なつくり込みとか、より魅力があるものに改善

していくとか、あるいは、実際に旅行会社なり

個人の旅行者との窓口になる、私どもは「しま

旅コンシェルジュ」という言い方もしておりま

すけれども、それぞれの観光協会に配置をして

いただいて、一般の方のニーズを汲みながら、

それを地域のまちづくりにつなげていくといっ

た取組も併せて行っておりますので、そこもし

っかり今後も取り組んでいって、旅費が安くな

るという制度がなくなっても、しまに魅力が残

るという形を実現してまいりたいと考えており

ます。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

【小林委員】 上海便の1,729万9,000円、この
補正についてお尋ねをしたいと思います。

7月16日から9月24日の昨日まで、週1便と言
いながら上海便が週3便体制でやっておったわ
けですね。こういう背景になった、いわゆる夏

場に、7月16日から9月24日まで週1便、これを
運航してくれた、この理由は一体何だったのか、

お尋ねします。

【佐々野国際観光振興室長】日本と中国の間の

定期便につきましては、発着枠ということで両

国で決められたルールがありました。これが今

年の9月に、地方路線につきましては自由化と
いうことで協議が整ったところなんですけれど

も、これを見据えたところで中国東方航空の方

では臨時便を飛ばすというのと、併せて、長崎

線が平成29年度、30年度と搭乗率が上昇してき
ておりまして、そういった好調の中で航空発着

枠の自由化といった流れがありましたので、そ

こを見据えての臨時便ということで運航いただ

いたところであります。

【小林委員】要するに、一番我々が大事だと思

うことは、今、国際観光振興室長からお話があ

ったように平成29年度、あるいは30年度に乗客
が非常に伸びを示したと。これが一つの要因に

なっているということでありますけれども、大

体平成29年度と30年度でどれくらいの伸び率
があったのか。まず、その乗客について、何人

という形でご答弁をいただきたいと思います。

【佐々野国際観光振興室長】上海線の搭乗率で

ございますけれども、平成28年度の利用者数が
1万2,768人、搭乗率が50.1％でございました。
平成29年度の利用者数が1万4,610人、搭乗率が
58.4％です。対前年度比で8.3ポイントの増とな
っております。平成30年度、利用者数が1万
6,956人、搭乗率が66.9％、対前年度比で8.5ポ
イントの増ということになっております。

【小林委員】 要するに、この数字は、中国から

長崎の方に来ていただくというインバウンド、

そういう状態ではなかったかと思うんですね。

これがアウトバウンド、日本人がこの東方航空

を使って、大村から中国にどのくらい行ったか

という乗客の数字はありますか。

【佐々野国際観光振興室長】アウトバウンドの

数字でございますが、日本人の利用で平成28年
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度が3,653人、割合としましては28.6％、平成
29年度が4,757人で32.6％でございます。平成
30年度が4,695人、27.7％となっております。
およそ日本人の利用は30％前後で推移をして
いるという状況でございます。

【小林委員】 今、平成28年度、29年度、30年
度と、こういう形の中でインとアウトの乗客数

を聞かせていただきました。

これまで中国の上海路線を維持するために、

非常にご苦労が多かったと思うんです。これは

中国の時の政府の流れがいろいろあったり、国

際的にもいろいろあったりということで、なか

なかそこのところは凹凸が激しかったのではな

いかと思うんです。それが、今ここにきて安定

化したような状況の中でこの乗客が伸びてきて

いると。日本人はそう特別に多くなったという

感じはしないけれども、いわゆる中国から長崎

に来る人がやっぱり増えているというところが

評価の対象になっているのではないかと、こう

いう考え方を持つわけですけれども、今回、臨

時便を7月16日から9月24日、9月24日と言えば
昨日までです。週1便ということですが、大体
何人乗りの機材で、そして、この臨時便で長崎

空港にどれくらいの人がお見えになったのか、

ここのところの数字がわかりますか。

【佐々野国際観光振興室長】利用されている機

材につきましては、先ほどの補足説明資料の2
ページの3のところに記載しておりますけれど
も、エアバスA319、119人乗りの飛行機を使っ
て運航されております。

今回の7月、8月、9月の臨時便ですけれども、
火曜日に運航されておりました臨時便のみの利

用でいきますと1,364人、これは日本人、中国
人合わせて、往復で1,364人利用されていると
ころでございます。

【小林委員】 1,364人ということにつきまして
は、これは大体見通しが、見込みからして、こ

れがちょうど見込みどおりになったのか。ある

いは見込みを超えたのか。それとも、不足した

のか、この辺についてはいかがですか。

【佐々野国際観光振興室長】搭乗率でいきます

と、この臨時便に限っては3カ月間で57.3％と
いうことで、当初見込んでいたところでは、定

期便化につながる目安としましては70％とい
うのがありましたので、そこを目標に取り組ん

できたところですけれども、結果として60％を
若干下回るような結果になっております。

要因としましては、臨時便が7月16日から運
航されたんですけれども、臨時便の運航が決定

しましたのが、もう1カ月を切った6月の下旬と
いうこともありまして、7月分につきましては
やや周知に、いきわたるのが少し遅くて利用が

伸び悩んだのかなというふうに考えております。

8月につきましては80％弱ということで、夏
休み期間中ということで、かなり好調に運航が

されております。

なお、9月につきましては、中国側の夏休み
も終わりまして、10月1日からは国慶節の大型
連休があるということもありまして旅行を控え

るといった動きもあって、9月については若干
苦戦をしているという状況でございます。

【小林委員】たしか政策監は、本会議場で見込

みとして大体1,900名ぐらいということを言っ
たんじゃないか。いわゆる臨時便の中において、

実績、つまり乗客を日本人と中国人を合わせて

1,900名ぐらいと、こういうことを、たしか山
本委員への答弁であなたがおっしゃったこと、

私は記憶に新しいんだよ。

そうすると、やっぱり540名、550名ぐらいの
差が出てきたと。このエアバスの119人乗りの
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飛行機、その中において約550名か540名ぐらい
の見込みが違ったということについては、この

くらいのことについては大丈夫だということな

のか。やっぱり見込みが大分違ったと、こう考

えておるのか。その辺のところについて、今、

室長が6月ぐらいからとか、いろいろ理由を言
っていたけれども、6月から始まるというよう
なところはちゃんと計算に入って、要するに7
月16日から9月24日までの間において1,900名
を達成すると、こんなようなことを言っている

わけだよ。ちなみに台湾についても2万6,000人
とか言っているわけだよ。これは政策監が、た

しか決特か何かの中で説明をしたと思うんだよ。

そこの1,900名というのをよく覚えていた。今
言うようにそれだけの見込み違いが出てきてい

るけれども、この見込み違いについてはどうい

うふうに考えていますか。

【浦文化観光国際部政策監】上海線の臨時便の

利用実績についてでございますけれども、確か

に、先ほども答弁がありましたけれども、目標

の臨時便の搭乗率、利用率を約70％ということ
で見込んで約1,900名ということでございまし
た。これは我々、臨時便を1回で終わらせるの
ではなくて、定期便につなげると、その定期便

につなげるための目安として、航空会社とも話

をする中で、それぐらいの目標を掲げようとい

うことでやったところでございます。

実績としてそれを下回ってしまったというの

は、決して容認できるものではないと、私は受

け止めています。厳しく受け止めないといけな

いと思っています。

ただ、一方で、臨時便を運航することで、月

曜日、金曜日の定期便の利用者の増に一部つな

がったというのは航空会社からも評価を受けて

います。現実に昨年度の年間の搭乗率の66.9％

というのは過去最高だったんですけれども、そ

の年の8月の搭乗率を、今年度はさらに、臨時
便、定期便を合わせますと8割を超えるという
ことで、上回る勢いで利用者が増えましたので、

ある意味では臨時便の運航が定期便にも相乗効

果を生んだということで航空会社からも評価を

受けていまして、結果として、この便数が増え

たことで、長崎路線全体の利用の底上げにはつ

ながったのではないかということは、航空会社、

それから我々も認識を共有しているところでご

ざいます。結果、定期便につながったというこ

ともございますが、目標を下回ったというのは

真摯に受け止めないといけないと思っています

し、また反省もしないといけないと思っていま

す。足りなかったところはしっかり補っていく

形で、これから増につなげていきたいと思いま

す。

【小林委員】 今、政策監は、そうやっていろい

ろ厳しく受け止めますということで、確かに見

込みがこれくらい大幅に違ったということにつ

いては、これが何も問題はないよと、ただ見込

みが違っただけ、理由はこうこうだと、こんな

ことを言われても、ちょっとどうかというよう

なことでありますけれども、なかなか中国から

お客さんを連れてくる、あるいは、日本人を中

国の飛行機に乗せると。これまでずっと長い歴

史の中で、もう40年経っているわけだろう。そ
の40年の中で、なかなかここはうまくいかない
わけだよ。私は、この1,900名ということを聞
いて、かなり強気で読んでいるなと、それだけ

状況が変わってきたんだと。

だから、私は申し上げたいんだけれども、こ

の中国便については、これを維持するというこ

と。この補足説明の中に10月下旬からとあるが、
これは10月から本当に定期便になるんですか。
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ここの見通しはいかがですか。

【佐々野国際観光振興室長】中国東方航空と協

議をする中で、航空路線につきましては冬ダイ

ヤと夏ダイヤというのがありまして、10月下旬
から冬ダイヤが始まるということで、最短で10
月下旬ということで予算は計上させていただい

ておりますけれども、今、中国東方航空と協議

をする中では、少し時期が遅れるということで

お話は聞いております。これは上海の浦東空港

というところが過密空港ということで、発着枠

とか、今、調整をされているということで、10
月下旬からは少し遅れるということでお聞きし

ております。

【小林委員】 10月下旬が遅れるなら遅れると
ちゃんと書いておけ。もうそれははっきりして

いるのか。はっきりしているならば、それはや

っぱり正しく書かなければ。あなたは少し隠す

タイプの人か。それじゃいかんぞ。ちゃんと本

物を書かんといかんよ。

大体どれくらい遅れるのか。私が聞いている

のは、遅れるということは今わかりました。い

つ頃になるのかということと、本当に定期便と

して、臨時便ではなくして定期便として週3便
の体制になるのかどうか、ここも眉唾じゃ困る

ぞ、見込みでも困るぞ。どうですか。

【佐々野国際観光振興室長】定期便につきまし

ては、9月にも知事に中国東方航空本社を訪問
していただきまして、その時に中国東方航空の

副社長に当たります副総経理から、冬ダイヤの

中で1便定期便化するというのははっきり明言
をいただきましたので、これは定期便化になる

というのは間違いありません。ただ、時期につ

きましては、先ほど申し上げたように少し遅れ

るということで、12月もしくは1月の頭からと
いうようなことで、今調整をされているという

ことでお伺いしております。

【小林委員】 こうやって12月か1月からと、こ
こには10月下旬と書いてあるんだよ。だから、
そういうことで、週3便は大体12月か1月ぐらい
には、本当に定期便として週3便体制になると
いうこと、これはもう大変な大きな出来事だと

思うんです。

ただ、これが本当に今後ともに維持されるか

どうかということについては、何といっても、

インバウンドは別としても、アウトバウンドが

こういう状況の中で、ここのところの対策がこ

れから要るわけだよ。だから、日本人がなかな

か中国便に乗らないと、乗る時は福岡から乗る

と、こういう状況になっているわけだよ。いい

ですか、政策監、これをどうやって堅持するか

と。ここのところは並大抵ではないと思うんだ

よ。やっぱり東方航空の方も日本からお客さん

が乗ってくれなければ、こっちは80％とか、あ
る程度人を乗せて長崎に来るものの、長崎の飛

行場から中国にはわずかしか来ないということ

については、やっぱり東方航空、中国側として

はおもしろくないと思うんだよ。

これを口で言うことは簡単だけれども、なか

なか大変だと思うんです。だから、新しい君た

ちの体制で、ここのところをこれから堅持でき

るようにしっかり取り組んでもらって、そして、

眉唾ではない、正しい情報を我々に事前にしっ

かり教えていただきながら、議会としても我々

としても、何か協力すること、何かしなければ

ならないこと、やっぱり我々だって役割がある

と思うんです。こういうところをしっかり情報

を開示していただいて、そして、これから一緒

になってやっていくと、こういう体制の中で、

この週3便体制を絶対に、また2便に戻ったとか、
そういうことがないように、ひとつお願いをし
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たいと、以上で終わりたいと思います。

【浅田委員】先ほどから話が出ております野母

崎地域の支援事業についてですが、支援をして

いただいたことは非常にありがたいことだと思

っておりますが、やっぱり野母崎の振興という

のは非常に大変な部分も多々ある中で、今、実

際過疎債があるから充当していただいていると

いう状況だと思うんですけれども、もうちょっ

と県としても踏み込んでいただきたいという思

いがあります。

というのが、この間、長崎市は「Alega軍艦
島」という宿泊施設を売却したばかりというこ

とで、ましてや野母崎の亜熱帯植物園もどんど

ん利用者、来館者が減っていた、県もそういう

状況を踏まえた上でというのも一つの閉館の理

由だったと思うんですが、もっと市と具体的な

協議というか、お金をというだけではなくて、

踏み込んだ政策のところまで一歩ご協力いただ

けないかと思っているんですが、そのあたりは

長崎市とはどのようにご協議をなさっているか、

ひとつ教えてください。

【佐古観光振興課長】恐竜博物館の整備に当た

りましての県の考え方を市にもお伝えをして、

そこは踏まえていただいたというところは先ほ

どご説明をいたしましたけれども、もちろん恐

竜博物館だけで交流人口を増やしていくという

のは、そう簡単なことではないと思っておりま

す。

「Alega軍艦島」につきましても、民間に売
却をされるという方針を市も示されております

ので、今後、入ってこられる民間の方のいろん

なノウハウですとか、そういったことも活かし

て、博物館とのうまい連携というのも期待をし

たいと思っています。

また、軍艦島そのものとの近さもございます。

「Alega軍艦島」から、少し規模は小さいです
けれども、発着のクルーズもございますし、そ

れから、軍艦島の資料館も近くにございます。

それともう一つ、私どもとして、今後、長崎

市としっかり話をしていきたいと思っておりま

すのは、やはり野母崎の地域の魅力というもの

を活かして、観光客の方が周遊していただき、

満足をしてお帰りになっていただくと。そうい

う意味では、例えば体験ですとか、あるいは地

元の水産物を活かした体験だったり食事だった

り、飲食店につきましては、今も野母崎地域に

魅力的な店舗も新しく出てきておりますので、

そういった点在しておりますいろんな野母崎の

魅力というものをうまくつないでいくような、

そのつなぐためにも、今ない地域の魅力を活か

した体験とか、そういったものをつくり込んで

もらいたいと。そこは県としても、別途補助制

度もございますので、そういったものを活用し

ながら、当然、市ともしっかり話をしながら進

めてまいりたいと思っております。

【浅田委員】なかなか答弁も厳しいかなという

感じはしているんですけれども、やっぱりこの

地域の振興というのは本当に難しい、距離もあ

りますし。だけど、今まさしく観光振興課長が

おっしゃったように、まだまだ未開発の部分が

あったりとか、物産があったりとかはすごくあ

ると思うんですね。だけど、なかなか市だけで

は今までもうまくいかなかった、交流人口も増

やせてなかった。体験型にしても、そこにどん

なに修学旅行生の体験型とか、いろんなものを

入れるにしても、なかなかに予算とかという厳

しさがあろうかと思います。

正直言って、恐竜博物館は、全国の中でも交

流人口をがんと増やす、福井とかもかなり力を

入れていたりとかしますけれども、私はこれが



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２５日）

- 62 -

できると聞いた時に非常に難しいなと思ったぐ

らいだったものですから、やっぱり全体的に植

物園もあのまま、どうにもできないような状況

のままで残っておりますので、そのあたり、ぜ

ひとも県に一つも二つもご協力をいただければ

幸いかなと。これはあくまでお願いと要望にか

えさせていただければと思います。

もう一つ、国境離島振興事業の中で、（2）
の中に販売促進にかかる経費というのが4,000
万円ほど出ております。これは今までなかった、

全部新たなものとして捉えてよろしいんでしょ

うか。

【佐古観光振興課長】販売促進にかかる通常補

正分4,600万円でございますけれども、これは
従来から、制度を知っていただくためのプロモ

ーション経費というのは当初の段階から組んで

おります。今回につきましては、さらにそこを

もう少し力を入れるという内容でございます。

【浅田委員】 多分YouTubeer等を利用したり
とか、いろいろあるかと思うんですけれども、

そういったところをどれだけ分析をなさってい

るのか。例えば、全国情報番組とのタイアップ

で予算を組まれておりますけれども、全国情報

番組とはどの番組なのかとか、具体的なものが

全然見えないものですから、もう少し踏み込ん

で教えていただけますか。その番組にどれだけ

の価値を皆さんが感じてそこに予算を投じるの

か。YouTube広告にしてもそうだと思うんです
が、今、YouTubeは若い人たちには見られてい
るからというところで入れているのか。どこま

できちっと考えてやられているかを、もう少し

お示しいただければと思います。

【佐古観光振興課長】 まず、YouTube広告で
ございますけれども、こちらは体験プランの紹

介動画というのを当初予算の段階で計上してお

りまして、過去に滞在型観光のプロモーション

を実施いたしましたけれども、例えばタレント

を使い過ぎて、そのタレントは覚えてくださっ

ているんですけれども、実際に国境離島地域に

は足が向かなかったというような分析もして、

そこはやはりストレートに、それぞれのしまの

体験、行けばどういう体験ができるのかという

のをお見せするのが大事かなと。

特に、今回の補正につきましては、旅行会社

を活用した旅行商品ではございますけれども、

もう一つ別に個人向けの企画乗船券、本県の場

合は「わくわく乗船券」という形で販売をして

おりますが、個人向けにそれを買っていただく

ためには、やはり対象が広くなってまいります

ので、そういった離島の魅力をストレートにお

伝えする動画を作成して、若い方向けには

YouTube等の広告で発信をすると。
それから、テレビの情報番組でございますけ

れども、こちらはメインターゲットして我々が

考えておりますのは、35歳以上の女性をターゲ
ットに考えまして、これも、どういう番組を活

用するかというのはこれから、予算成立後に検

討してまいりますけれども、並行して検討して

まいりますけれども、私ども世界遺産の登録前

後の状況を見た時に、やはり全国の情報番組で

五島というのがかなり取り上げられまして、実

際にそういった効果だろうと私ども分析してお

りますけれども、五島への送客数というのは1
割ぐらい増えたという実績もございます。です

から、若い方向けにはYouTube等を使いつつ、
少し年齢が上の方には、オールドメディアとい

う言われ方もしますけれども、テレビの全国情

報番組で露出をしていくことで送客に結びつけ

てまいりたいと考えております。

【浅田委員】確かに去年とかは五島や壱岐、い
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ろんなところが取り上げられていたなという気

はするので、どういう番組と組むかはこれから

ということですので、そのあたりをしっかり注

視していきたいと思っているんですが、先ほど

おっしゃっていたYouTube、例えば目標見込み、
さっきの話じゃないですけれども、ヒット数等

をどれぐらい見込んだ上でここに広告を出そう

と考えてここを使おうとしているのか、具体的

な数字ははじいているんですか。

【佐古観光振興課長】すみません、ちょっと具

体的な目標数字までははじいておりません。

【浅田委員】具体的な目標数字もないまま、若

い人はYouTubeを見るだろうというところで
予算を出すというのは、果たしてどうなのかな

と。その動画自体にもよるとは思いますけれど

も、正直ちょっと探しづらいじゃないですか。

県のホームページからもそこにぱんと飛びやす

さがあるかというと、なかなか面倒くさいです

よねというご意見は多いです。

じゃ、どこでそういうYouTubeを見ますかと
言ったら、「長崎、五島」とか言って、どれが

県がちゃんと作っているものなのかとか、実際

さっきから見ていてもわかりづらさがあるんで

すけれども、そういったところの工夫というの

もしないと、今みたいに目標数字もないまま、

紹介動画によって告知をしますだけでは、結局

何も進まないんじゃないかなという気がします

けれども、いかがですか。

【佐古観光振興課長】 YouTube広告につきま
しては、この国境離島の事業とは別にはなりま

すけれども、観光振興課の方で、例年、いろん

なＳＮＳとかを活用して発信をして、その効果

がどうだったかと、例えば、どういった層には

この媒体を使う方がヒットしやすいとか、そう

いった分析、今手元に細かい数字はございませ

んけれども、そういう知見もございますので、

それをもとにYouTubeを活用した広告を打っ
てまいりたいと考えているところでございます。

【浅田委員】申しわけないんですが、私の中で

はちょっとぼやっとした感じにしか聞こえない

なという気がしていて、今あるものを活かして

ということで予算組みをしたというのは一定理

解はするところなんですけれども、目標もない

ままというのがどうなのかなという気がしてお

ります。

そのほかの質問に関して、この間も一般質問

でＣＭＯの活用などについても質問を若干して

いたので、その件についてはまた議案外のとこ

ろで質問をさせていただければと思いますが、

4,000万円だからではなくて、これを何倍にで
も活かしてもらえるような、もうちょっと踏み

込んだというか、しっかり分析をなさっている

のか、目標があるのかなと思ったものですから

質問をさせていただきました。

以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

【吉村委員】今の野母崎振興ですけれども、こ

れは県が施設を手放して、市が引き受けてとい

うことですよね。そして、地域振興のために恐

竜博物館（仮称）をつくろうと。この事業目的、

亜熱帯植物園が閉園したのをきっかけにという

ことですよね。

それで、この事業目的ですけれども、ここに

「野母崎地区の振興」、「野母崎地区の地域振

興」と、こういう「地域の振興」というのが非

常に目立つなと思うんですけれども、観光振興

課が取り組む事業で「地域振興」という言葉が

大きく出てくるということについて、果たして

どうなのかなと思うところがあるわけですね。

その点について、この事業目的、観光振興課が
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やるならやっぱり、さっきちょっと出たんです

けれども、出てくるのかなと思って聞いていた

ら、ようやく1回だけ出てきました。「周遊型
観光の核にする」とか、「交流人口を増やす」

とか、そういうことも目的とするというような

言葉が少し出たんですけれども、この事業目的

の中に、文章としてはそういうことが全然出て

ないということについて、ご見解をお知らせい

ただきたいと思います。

【佐古観光振興課長】この間、地元の野母崎地

区の自治会の皆様とも、県も市とともに話をし

てまいりまして、亜熱帯植物園というのが最終

の平成28年度は5万人を超えたような来場者を
いただいておりましたけれども、平年ベースで

申し上げると3万人前後という数字でございま
した。そういった野母崎地区の核となる施設が

なくなるということで、地元の皆様からも地域

の振興に県としても協力をしてもらいたいとい

う声がございましたので、資料上は「地域振興」

という書き方にさせていただいておりますけれ

ども、もちろん、その地域振興を図るための手

段として交流人口を増やす、それから、できる

だけ野母崎地域に滞在して周遊していただくと

いうところは、私ども観光の立場からしっかり

考えているところでございます。

【吉村委員】 今、「観光の立場から」と言われ

たでしょう。だから、観光の立場からこの文章

を書いてほしかったなと思うんですよ。そうし

ないと、この文章だけぱっと見ると、これは企

画振興部かなと思うわけです。市町村課かなと

思うんです。だから、やっぱり観光という切り

口であくまでも考えてもらわないと、この文章

だけ見ると非常に残念と。

その結果、地域振興につながるというのはよ

く理解できるし、そうならないといけないとい

うのもわかるんですが、やはり観光振興課が扱

う事業としては、そこら辺を前面に出していた

だかないとつらさがあるのかなと。長崎市もそ

の辺が緩いのかなと思いますけれども、長崎市

の担当部局、所管の部局はどこなんですか。過

疎債を使うということについて、そのメニュー

の中にこういう観光施設をつくるというのもあ

るんですか。そこら辺を確認されておりますか。

いかがですか。

【佐古観光振興課長】長崎市の担当セクション

につきましては、恐竜博物館整備室という室が

できておりますので、そちらが所管になります。

また、交流機能を持ったこういった博物館に

過疎債を充当するというところも市のお考えと

して聞いているところでございます。ですから、

制度上、問題ないのかなとは思っています。

【吉村委員】そこら辺が確認できていればです

ね。私も今、過疎債のメニューをちょっと調べ

たんですけれども、観光施設というのも入って

いるので、それはそうかと。それを使っていわ

ゆる地域振興、交流人口を増やしていくという

目的が中にあるんだなというのはわかったんで

すけれども、今、特別にこういう恐竜博物館（仮

称）をつくるために室を作るというのも、市の

力の入れようがそこに出ているのかなと思いま

す。その室の上の部は観光部なのかな、企画振

興部なのかなと思いますけれども、その辺は後

で聞かせていただければいいです。

こういう市町に対する県の助成のあり方とい

うことについて、ここは文化観光国際部なので、

いわゆる観光、周遊型観光というのを県内全域

で考える時に、野母崎の亜熱帯植物園が閉園し

た、その地域の振興というのを考えてやらない

といかんというのは、もう心情的にはよくわか

るんですけれども、県下全域を俯瞰した中で、
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どういうところにどういう力点を置いていくか

という県の主体的な姿勢ですね、ずるずると流

されて、しないといかんでしょうということで

はいかんのじゃないかと思うわけです。

ですから、そういう意味でもこの事業目的と

いうのに、もう少し文章をつけ加えて、その周

遊型観光というのを目指しているんですよ、そ

の中にあって、この恐竜博物館（仮称）が核と

なる施設であると県が判断したから、こういう

助成をしながら支援をしていくんだという県の

姿勢というのを積極的に示すようにしていただ

きたいということを申し上げておきます。

それから、先ほどから深堀委員からも出てい

た時に関連で質問したかったのですが、ちょっ

と遅くなりました。

しま旅滞在促進事業費です。これは当初と合

わせると2億8,900万円ぐらいになるわけです。
前年が予算ベースで2億4,700万円だから4,000
万円ぐらい増えると。だから、考えると前年ベ

ースなのかなと。対前年で比較すると9月補正
時点で、結果どれぐらい予算が増えているのか、

まずそれを聞かせていただきたいと思います。

わからないならいいです。後で調べておいても

らえばと思います。

先ほど、深堀委員が実績とか効果とか、これ

だけの予算を県が投入して、どういう効果があ

らわれたか。平成29年の前と後で比較してくだ
さいと言ったけれども、聞いていて、何が具体

的な回答が全然ないような感じがして腑に落ち

ないところがあったので重ねて言わせていただ

きたいんですけれども、この上海線の定期便の

増便なんかでも、こうやってこれの根拠は何で

すかと前回聞いて、こういう資料が出ているじ

ゃないですか、1隻当たりの支援額とか。こう
いう分析をしていって、効果を見える化してい

くという積み重ねが大事なんだろうと。それが

予算を付ける時に説得力が出てくるわけです。

だから、しま旅促進事業のこういう9,000万円
とか、この事業自体もさっき質問があったよう

に、こういう事業がある前、それから事業化し

た後というのを、やっぱりこういう数字で見え

る化する、そういう作業をやっていただきたい

と思うんですよ。そういうのを見ないと、私た

ちは効果がわからないじゃないですか。

せっかくこうして、いや、増えているんです

よと抽象的に言われてもいかんので、そこは単

価を出して、これだけの予算を投入したけど、

結果、これだけの消費が上がったんだとか、雇

用が増えたとか、そういうのをぱっと準備でき

ているぐらいなからんといかんと思うんですけ

れども、いかがですか。

【佐古観光振興課長】 申しわけございません。

先ほど深堀委員からお尋ねの数字につきまして

は、後ほどお配りしたいと思います。例えば国

境離島地域全体で申し上げますと、平成28年、
取組前の状況で、延べ宿泊者数が80万6,000人
余りでございます。翌29年が84万3,000人余り
と。伸び率で申し上げますと、前年比4.7％の伸
びと。それから、平成30年につきましては、延
べ宿泊者数が91万8,000人余りということで、
こちらにつきましても伸び率が8.9％の伸びと
いう状況にはなっております。

【吉村委員】 最後にしますが、今、そういう資

料をつくっているならつくっているでいいんで

すよ。この上海線なんかの時にやりとりをした

じゃないですか。私たちが見て、例えば、資料

というのは、わくわくするような資料をつくっ

てもらいたいわけ。何％の伸びですとか、何人

の増ですと聞いたってわからんのです。だから、

例えば、この投入予算額を人口割りにすると、
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これだけ投入しておりますけれども、そのはね

返りが幾らになるんですよとか、つくり方をも

っと工夫してつくってもらいたいなと思うんで

すよ。これは要望ですけれども、そういう資料

に基づいて、もうちょっと具体化して、一隻当

たり幾らかかるんですよとかいったような考え

方で資料をつくって、その効果の発現というの

を私たちにわかりやすくしてもらうとありがた

いと思いますので、そういう資料づくりをお願

いして終わりたいと思います。

【中村(泰)委員】 先ほど浅田委員からご指摘が
ありました、しま旅滞在促進事業費のプロモー

ションに関するところで、補正で4,600万円上
がっていて合計で8,200万円。8,200万円もかけ
てプロモーションを行うわけで、今回も対馬の

関連で補正の額が増大したというのは一つある

とは思うんですが、約1億円近くかけて、その
戦略がないというのは多分あり得ないと思いま

す。恐らく部下の皆さんがお仕事をされる時で

も、その効果はどれぐらい見込めるのかといっ

たことは必ず問うておられると思います。

なので、このプロモーションに関して、ター

ゲットとそれぞれのアクションでどれだけのヒ

ットがあるのか。その年代層はどれぐらいなの

か。そのヒットに対して、お客様がどれぐらい

県に来ていただけるのかという見込みを踏まえ

た上で多分こういった戦略はなされるはずで、

そういった計算というか、それは恐らくお持ち

のはずだと思いますので、私が今申し上げたと

ころ、ほかに我々に見せていただけるようなも

のをマトリックス状にして見せていただいて、

1億円もかけるのであれば、これだけの成果が
見込めるといったものをぜひとも見せていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

【佐古観光振興課長】今ご指摘の部分について

は、整理をして後ほどご報告いたします。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分及び第116号議
案のうち関係部分は、原案のとおりそれぞれ可

決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２２分 休憩 ―

― 午前１１時２３分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、委員会による審査を行います。

議案を議題といたします。

文化観光国際部長より、総括説明をお願いい

たします。

【中﨑文化観光国際部長】それでは、議案の説

明ですけれども、本文と追加1、追加２がござ
いますが、追加1の方から先に説明いたします。
文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、
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第117号議案「ローマ法王の来県時における小
型無人機の飛行の禁止に関する条例」でありま

す。

この条例は、ローマ法王の来県時に、法王の

生命、身体又は財産に対する危険を未然に防止

するとともに、各種行事の円滑な実施及び地域

住民の安全の確保に資するため、小型無人機の

飛行を禁止する区域や期間について、法律より

拡大した区域や期間とすること等について定め

るものであります。

次に、議案外の所管事項について、主なもの

についてご説明いたします。

ローマ法王の長崎訪問につきましては、去る

9月13日、ローマ法王庁において、ローマ法王
フランシスコ台下が11月23日から26日にかけ
て来日し、本県もご訪問いただくことを発表さ

れました。

法王におかれては、「焼き場に立つ少年」の

写真カードを配布いただくなど、被爆地長崎に

心をお寄せいただき、核兵器のない世界の実現

を訴え続けていただいております。ご来県の折

には、被爆者の方々をはじめ幅広い県民の皆様

との交流の機会をいただき、平和のメッセージ

を全世界に向けて発信していただきたいと願っ

ております。

ご来県にあたっては、本県でのご日程をつつ

がなく終えられるよう、カトリック長崎大司教

区、長崎市や県警察本部をはじめ関係機関と綿

密な連携をとりながら、万全の態勢でお迎えし

たいと考えております。

また、法王のご来県に併せ、国内外から多く

の来訪者が予想されることから、県では、長崎

歴史博物館等において、潜伏キリシタン関連遺

産の関連資料等を展示紹介する展覧会を開催す

ることにより、特色ある本県キリシタンの歴史

文化や世界文化遺産の価値を発信することとし

ております。

こうした取組のほか、県の観光ホームページ

「ながさき旅ネット」内に法王来日に関する特

設コーナーを設置し、本県の観光情報を発信す

るなど、この機会に本県の多彩な魅力を国内外

に向けて発信し、交流人口の拡大を図ってまい

ります。

対馬市における韓国人観光客の減少に伴う影

響と対策につきましては、これまでも国内の旅

行会社に対して、新たな旅行商品の造成を働き

かけているところであり、対馬を旅先とする旅

行商品の募集期間の延長や、新たな商品の造成

につながっているところであります。

さらに、東京、大阪をはじめとした長崎県人

会を通じて、県外の本県出身の皆様に対して、

対馬への旅行を積極的にご検討いただくよう働

きかけを行っております。

また、去る9月9日には、知事をトップとした
「対馬観光対策会議」が開催され、「今回の状

況は想定外の事態が生じており、地域経済への

ダメージについて手厚い支援が必要である。」

との共通認識のもとで、全庁的に対策に取り組

んでいくことを確認しました。

追加2の1ページでございます。
また、追加補正予算案の提出に併せて、県及

び県議会、対馬市、同市議会が合同で「韓国人

観光客の激減対策に関する緊急要望」を実施し、

北村地方創生担当大臣や関係省庁等に対し、国

内から対馬を訪れる観光客にかかる特定有人国

境離島地域社会維持推進交付金（滞在型観光促

進事業）の対象経費の拡大、新たな宿泊料金の

割引制度の創設や、観光宣伝・誘客プロモーシ

ョンの実施に対する財政支援等について要望し

たところであります。
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当初の議案説明資料の1ページをお願いいた
します。

文化の振興につきましては、今後は、美術館

において、10月18日から、歴史、記憶、人間の
存在をテーマとして活動を続けるフランスの世

界的作家ボルタンスキーの回顧展「クリスチャ

ン・ボルタンスキー－Ｌｉｆｅｔｉｍｅ（ライ

フタイム）」を開催いたします。大阪府の国立

国際美術館、東京都の国立新美術館に続き、巡

回展示される本展覧会は、日本における過去最

大規模のボルタンスキー展であり、長崎県美術

館が最後の会場となります。

また、県内最大の美術公募展「第64回記念長
崎県美術展覧会」については、県内各地から約

1,500点の作品の応募をいただき、9月15日から
9月29日まで長崎県美術館において入賞・入選
作品を展示しております。会場では、体験参加

型美術の促進を図るという観点から、小中学生

を対象とした「ふれあいワークショップ」や「チ

ャリティー・オークション」を実施しておりま

す。

今後とも、県民の皆様から、より親しまれる

「県展」となるよう努めてまいります。

世界遺産の保存活用につきましては、去る7
月16日、長崎大学教育学部附属中学校で「世界
遺産と私たち」をテーマとした「総合的な学習

の時間」の授業を公開し、県及び関係市町の世

界遺産担当者がゲストティーチャーとして参加

しました。この授業をモデルとしながら、将来

を担う子どもたちに世界遺産の価値を知っても

らい、郷土への愛着や誇りを持ってもらうため

に、県内の小中学校で同様の試みを広げられる

よう引き続き取り組んでまいります。

世界遺産登録1年に際しては、12構成資産及
び県内各地のキリスト教関連の文化遺産群をＰ

Ｒする記念写真展を7月8日から31日まで、県庁
エントランスホールにおいて開催したところで

すが、今後も講演会や民間と連携したＰＲなど、

改めて遺産の価値や意義を広く発信するととも

に、関係県市町や構成資産所有者、地域と一体

となって、世界遺産の保存と活用に努めてまい

ります。

観光の振興につきましては、「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」への来訪者数は、

世界遺産登録後の1年間で前年同期の約1.6倍と
なっており、これまでと同様に好調に推移して

おります。

引き続き、地元市町、関係団体等と連携しな

がら、世界遺産の真の価値を伝えるガイドの確

保・育成や、二次交通も兼ねた着地型旅行商品

の造成・販売に取り組み、登録効果が一過性の

ものとならないよう、持続的な誘客に結び付け

てまいります。

県内の宿泊施設がさらなる品質向上を目指し

て設立した「宿泊施設グレードアップネットワ

ーク」のキックオフ会が去る7月17日に長崎市
内において開催されました。改善意欲のある県

内25の宿泊施設が参画し、観光品質認証制度
「サクラクオリティ」の導入、グルメ満足度の

向上、人手不足解消に向けた観光人材の確保・

育成、接遇・マナーの改善等々にネットワーク

全体で取り組むことを共通認識とし、さらに、

個々の宿泊施設においては、他産業、事業者等

とも連携しながら、付加価値の向上を目指して

いくなど、本県観光の質の向上に努めていくこ

ととしております。

観光人材の確保・育成に向けて、去る8月3日、
「観光の『ミライ☆ニナイ』塾」（長崎会場）

の第1回を開催いたしました。本事業では、県
内の高校2年生を対象として、宿泊業をテーマ
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とした講座や、宿泊施設でのインターンシップ

を受けていただくことで、明確な職業イメージ

を持って観光産業に就職し、将来にわたって活

躍できる人材となっていただくことを目的とし

ております。

8月から来年2月までの7カ月間で、長崎と佐
世保地区においてそれぞれ7回の講座等を予定
しており、60名の定員に対し、県内の高校2年
生142名から参加申し込みがありました。参加
生徒には、働くうえでの心構えや現場の厳しさ、

働くことで得られる喜びなど、よい面も厳しい

面もしっかりと学んでいただき、一人でも多く

の生徒の皆様に観光産業を目指していただきた

いと考えております。

国際航空路線の取組でございますが、上海線

については、昭和54年に開設され、今年9月で
就航40周年を迎えることから、去る9月5日、路
線開設40周年を記念して知事を団長とする訪
中団が中国東方航空本社を訪問し、李養民総経

理に対して、これまでの長年にわたる運航に対

するお礼をお伝えするとともに、今後の同路線

の維持・発展について意見交換を行ってまいり

ました。

また、同日、上海市の応勇市長と会見し、さ

まざまな分野における交流拡大に向けて意見交

換を行ったほか、在上海日本総領事館のご協力

のもと、現地旅行社向け本県観光説明会を開催

するとともに、総領事公邸において、これまで

の同路線の運航にご尽力いただいた皆様などを

お招きして、路線開設40周年の記念夕食会を開
催いたしました。

台湾からの連続チャーターについては、今年

6月1日から10月16日までの間運航され、搭乗率
も好調に推移しているところであり、チャータ

ー実施者である旅行社や航空会社とも協議を行

ってまいりましたが、機材繰りなどの関係から

10月下旬以降の運航については見送られるこ
ととなっております。しかしながら、チャータ

ーを実施している旅行社、航空会社ともに、今

後も本県へのチャーター実施の意向を示されて

おり、現地における本県の観光地としての情報

発信に引き続き取り組むとともに、チャーター

の実現に向け働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

今後とも、国際航空路線の維持・拡大に取り

組み、インバウンド誘客対策を通じて県内への

経済効果が高まるよう努めてまいります。

県産品のブランド化と販路拡大につきまして

は、首都圏における本県の情報発信拠点「日本

橋 長崎館」は、本年4月から8月末までの来館
者数が約24万5,000人、売上額が約9,300万円で
あり、対前年同期比では、来館者は108％、売
上額は102％と多くの方々にご利用いただいて
おります。

今年度は、都内の大手企業などにおける県産

品ＰＲを拡充し、県産品のブランド化、販路拡

大や、本県への誘客に結び付くよう、市町、県

内企業、運営事業者とも連携を図りながら、取

り組んでまいります。

県産品のブランド化の推進については、首都

圏・関西圏の百貨店や高級スーパーなどにおい

て「長崎フェア」の開催や店頭でのプロモーシ

ョン活動のほか、高級ホテルの料理長などを産

地へ招聘し、長崎県の多彩な食材の魅力を知っ

ていただいた上で、「長崎フェア」を開催する

取組を進めており、10月末まで「長崎プロモー
ション」として「ザ・リッツ・カールトン大阪」

において、長崎和牛や水産物を中心に本県の食

材を使用したメニューを提供いただいておりま

す。
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今後も市町、関係団体とも連携しながら、引

き続き、本県の文化・観光・物産の魅力の総合

的な発信に努めてまいります。

中国との交流に関する取組につきましては、

8月19日から23日までの間、日中の大学生が相
互理解を深め、今後の更なる交流拡大について

意見を交わす日中「孫文・梅屋庄吉塾」2019を
長崎市内で開催しました。また、同時期に開催

した「日韓未来塾」に参加した学生とともに、

日中韓の青少年によるトライアングルでの交流

を行うなど、更なるネットワークの拡大にもつ

ながる取組を行ったところであります。

（追加1）の4ページをお願いいたします。
また、去る9月8日から10日まで福建省厦門

（アモイ）市で開催された世界最大規模の投資

見本市である「中国国際投資貿易商談会（ＣＩ

ＦＩＴ）」にブース出展し、隠元禅師をはじめ

とした偉人の足跡や本県と中国とのゆかりを紹

介するとともに、長崎県産酒、五島手延うどん

や波佐見焼などの県産品や観光の魅力を来場者

や中国メディア等へＰＲいたしました。

県といたしましては、こうした取組を通じて、

これまで先人の皆様が築いてきた中国との絆を

若い世代にしっかりと引き継ぐことにより、経

済的実利の創出へつなげてまいります。

また、当初説明の6ページの下でございます。
ベトナムとの交流に関する取組につきまして

は、去る7月27日から29日、ベトナムの中部に
位置するダナン市において開催された「ダナン

越日文化交流フェスティバル」に参加し、県・

五島市・長崎県立大学が一体的にブースを出展

し、本県の観光や物産等のＰＲを実施するとと

もに、ダナン市人民委員会外務局との共催によ

り「日本語スピーチコンテスト」や「長崎留学

説明会」を開催し、留学先としての本県の紹介

等を行いました。

今後とも、現地政府との友好関係を活かし、

市町や民間の皆様方とも連携を図りながら、本

県とベトナムとの関係強化及び人的交流の拡大

に努めてまいります。

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

につきましては、このうち、文化観光国際部は

施策体系1「地域で活躍する人材を育て、未来
を切り拓く」において、「外国人材の活用によ

る産業、地域の活性化」、施策体系2「力強い
産業を育て、魅力あるしごとを生み出す」にお

いて、「地域に新たな価値を付加する魅力ある

観光まちづくりの推進」、「県産品のブランド

化と販路拡大」、「アジアを中心としたインバ

ウンド、海外活力の取り込み」、施策体系3「夢
や希望のあるまち、持続可能な地域を創る」に

おいて、「しまや半島など、地域活性化の推進」、

「特色ある文化資源・スポーツによる地域活性

化」などの施策を積極的に推進し、地方創生の

より一層の推進に取り組んでまいります。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様や市町、関係団体、外部有

識者等で構成する懇話会などのご意見をお伺い

しながら、本年度中の策定を目指してまいりま

す。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 次に、国際課長より補足説
明をお願いいたします。

【永橋国際課長】 第117号議案「ローマ法王の
来県時における小型無人機の飛行の禁止に関す

る条例」についてご説明させていただきます。

資料は補足説明資料をご覧いただきたいと思
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います。

1ページをご覧ください。
国では、各国首脳が来日した際には、重要施

設の周辺地域の上空における小型無人機の飛行

の禁止に関する法律、いわゆるドローン法によ

って外国要人の宿泊施設や訪問場所を外務大臣

の告示によって指定することで飛行を禁止して

おります。

今回、上程させていただきましたのは、ロー

マ法王が来県される時に、県として法王の生命

の安全確保、危険の未然防止、それと禁止区域

における県として警備上必要である区域や期間

を定めようとするものであります。

2ページ目を見ていただきますと、簡単な図
も付けております。こちらもご覧いただきなが

らお聞きいただきたいと思います。

それでは、法律と条例の比較につきまして、

主なものをご説明いたします。

今回の目的は、法王に対する危険の未然防止、

それと各種行事の円滑な実施でございます。

今回の法王の来日に限定したものとなってお

ります。したがいまして、今回の条例につきま

しては、法王の来日が終わった時点で廃止とい

うことで考えております。

禁止期間は、法律での対応は、国の方は来日

期間のみとなっておりますけれども、条例の方

では知事が指定する期間として、約2週間ほど
長く禁止をしたいと思っております。具体的な

期間は告示に定めることになっておりますけれ

ども、今回の場合、長崎では基本的に屋外で多

くの方々が集まるところが想定されております

ので、期間を長くとりまして、対応に万全を期

したいと考えております。

禁止区域は、法律では対象施設及び周囲300
メートルとなっておりますけれども、長崎空港

が海上空港ということで見通しもきくことから

これを1,000メートルと拡大しております。
また、禁止区域で飛行を行おうとする場合は、

国の方では48時間前に通報を行う必要がござ
いますけれども、この通報時期を県の条例では

14日前と長めにとっております。
罰則につきまして、法律では通報せずに空港

や訪問場所の上空で飛行を行った場合のみ、即

罰則の対象となりますけれども、今回の場合は

屋外の行事が想定されているということでござ

いますので、屋外での施設上空の線引き判断が

非常に難しいということもあり、対応が遅れ不

測の事態を招くことがないように、条例ではこ

れを対象施設、周囲も含む区域に拡大して適用

することとしております。

具体的な禁止区域や禁止期間につきましては、

ローマ法王のお立ち寄り先などが正式に決まっ

た後に、知事が指定し、告示することとしてお

ります。

なお、本条例の策定に当たりましては、事前

に外務省や警察庁と協議を行い、提案を行って

いるところでございます。

このような条例につきましては、平成28年の
伊勢志摩サミットにおける三重県、愛知県、そ

れと今年のＧ20が開催された大阪府などでも
同様の条例が制定されているところでございま

す。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【小林委員】ドローン条例について若干お尋ね
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をしたいと思います。

まず、38年ぶりにローマ法王台下に本県にお
越しいただくということは、大変ありがたいこ

とでもあるし、また名誉なことだと思います。

特に、長崎県は、今、世界遺産の1周年と、ま
さにこういうよき年であります。こういう時に

ご来県をいただくということでございますから、

今申し上げたように大変名誉なことだと考える

わけであります。

そこで、一番大事なことは、ローマ法王台下

を県民挙げてお迎えをし、今もお話があります

ように各種行事が行われるであろうと思います

が、この各種行事を何のトラブルもなく、しか

も、法王台下のいわゆる身の危険とか、そうい

うことを未然に防止すると、こういうことも大

きな責任でありますし、何のトラブルもなく円

滑に行うことが最重要でありまして、今回のド

ローン条例についてもその意味が込められてい

る、とても大切なことではないかと、こう考え

ているわけであります。

そこでお尋ねしますが、ドローン条例は、県

民をはじめ国内外から訪問するお客様、こうい

う方々に、いかに今回のドローン条例を徹底さ

せるかということがとても大事だと思います。

どんな方法で、どういうやり方で周知徹底を図

っていくのか、まず、そこをお尋ねいたしたい

と思います。

【永橋国際課長】委員ご指摘のとおり、今回の

条例の効果を発揮するためには、しっかり県の

内外の方々へこの条例を周知することが大事だ

と思っております。周知を図るためには、公布

施行後、すぐに県及び県警本部、関係機関と一

緒になって広報に取り組んでまいりたいと思っ

ております。

具体的には、県や県警のホームページ、フェ

イスブックの活用、新聞・ラジオなどの県政番

組での紹介、チラシ配布・掲示、市町や周辺自

治体への協力依頼、そのほか広報誌や交番ニュ

ースなど、ありとあらゆる手段をもって広報に

努めたいと思います。

県外、海外メディアなどにつきましては、こ

れは外務省の方にも協力を要請いたしまして、

在京の報道機関、海外メディアを含んで、そう

いった機関でありますとか、実際にローマ法王

が来県する時に来られる予定の報道機関などに

もしっかりと周知を図ってまいりたいと思って

おります。

今後も、県と県警と連携しながら、関係機関

と一緒になって、周知、広報を行ってまいりた

いと考えているところでございます。

【小林委員】ドローンは、先ほどもご説明があ

りましたが、大体48時間前に通報すればいいと、
こういうことが一般的です。しかし、今回は、

前例もあって2週間、14日前に通報し、もう14
日間は飛ばしてはいけないと、指定された場所

がそのような形になるわけです。しかし、それ

を知らなかったという形が一番危険だと思うわ

けですよ。

だから、今言うように、周知の徹底をどうや

って図っていくかということは、とてもこれは

大事なことでありまして、県警の皆様方と一緒

に、また県民挙げてその気持ちになっていかな

ければいけないと、そういうふうに思います。

例えば、ドローンについては一つの条例をつ

くって対応するということ、それ以外でも、さ

まざまな安全確保については、やっぱり真剣に

考えていかなければいけないところでございま

すが、そのさまざまな安全確保対策について、

どのような受け止め方をされているか。これは

県警当局にお願いできればと思いますが、よろ
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しくお願いします。

【杉町公安課長】警察におきましては、ローマ

法王の来日日程が正式に発表されました9月13
日付で、県警本部の各部各課から人員の差し出

しを受けまして、本部の警備課内に「ローマ法

王警護警備対策室」を設置し、所要の態勢で、

現在、同室が中心となって警備計画を策定して

いるところであります。

警備本番まであと2カ月ですが、今後、各種
情勢を踏まえ、県の国際課及び関係機関と連携

のうえ、ローマ法王の警護はもとより、参集者

の雑踏対策、それから沿道対策など、主に警備

及び交通関係を中心に、諸対策、警備態勢を検

討することとなりますが、対策や警備態勢、そ

して装備資機材等の内容につきましては、警察

の対処能力に関することであり、それを明らか

にすることによって対抗措置をとられるなど、

今後の警察活動に支障を生じるおそれがありま

すので、お答えは差し控えさせていただきます

が、いずれにしましても、警察といたしまして

は、あらゆる事態に対処できるよう、必要な態

勢や装備資機材の確保に努めるとともに、各種

訓練、教養を実施するなど、警備本番まで対処

能力の高度化に取り組んでまいりたいと思って

おります。

【小林委員】 今、ご答弁の中で、万全の警備態

勢を連携をもってやっていくんだと、強い意志

のあらわれが今のお答えの中にあったと思いま

す。あと2カ月という期間でございまして、な
かなか緊張が走るであろうと、こう思われるわ

けでありますけれども、これは絶対にあっては

ならない、未然の防止をしっかりやっていかな

ければいけないと、そういう意味においても、

県警並びに関係皆様方のいろいろなご心痛に心

からお礼を申し上げながら、ぜひ11月のその日

を迎えるまで、しっかりよろしくお願い申し上

げたいと思うわけであります。

そこで、今回のドローンということについて

は、あくまでもこの条例というのはローマ法王

がご来県されるまでの対応をする、いわゆる時

限の条例ということになるんですね、時限条例。

しかし、今後、国内外の要人が来県されること

はこれまでもあったし、これからもあるであろ

うと考えられます。そういう時にはどういう対

応をするのか、お尋ねいたしたいと思います。

【永橋国際課長】ご指摘のとおり、今回はロー

マ法王に対する危険の未然防止と行事の円滑な

実施ということが目的でございますので時限条

例で行います。

今回の条例を制定するに当たりましては、外

務省、警察庁とも協議を行ってまいりました。

それと、他県の状況なども踏まえて今回の条例

を上程させていただいたわけでございますけれ

ども、今ご質問がございました今後の同条例の

対応につきましては、ご来県される方、お立ち

寄り先、それと行事の内容、そういったものを

関係機関としっかり協議しながら対応してまい

りたいと考えております。

なお、国のドローン法におきましても、附則

の方に「国は、小型無人機に対する技術の進歩

を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じる

ものとする」旨が規定されておりますので、こ

ういったものを踏まえて国がどういった対応を

するのか、それと他県がどういった対応をする

のか、そういったことを踏まえながら適切に対

応してまいりたいと考えております。

【小林委員】最後にお尋ねしたいと思いますけ

れども、ローマ法王がご来県されること自体、

冒頭に申し上げたように、我々としては被爆県

という立場から大変ありがたいと考えているわ
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けです。特に、ローマ法王については、いわゆ

る世界平和と、そういう意味から言って核兵器

の廃絶、あるいは世界平和に対するアピールを

この被爆県の長崎から、この地から全世界に向

けて発信される効果というか、その発信力は相

当大きなアピールになるんではないかと、こう

いうことを確信いたしているところであります。

潜伏キリシタンの関連遺産というような状況

の中においても、このアピールはそういう意味

でもさらに大きな効果になるんではないかと、

こういうことだから、そういう雰囲気を、また

そういう状況をどのような形の中でつくってい

くか、どのような体制でこの情報発信をするの

か、この辺のところについて、今考えておられ

ますか。

【永橋国際課長】 ローマ法王のご来県は38年
ぶりでございまして、国内外から多くのカトリ

ック信者、そのほかの皆様がお集まりになるこ

とと思っております。今、委員からご指摘がご

ざいました、法王が来られたこと、これは法王

のご来県の様子が世界にも発信されるものと期

待しております。

そうした中で、県としてもこの機会を捉えて、

核兵器廃絶でありますとか、世界平和の発信、

それと長崎の歴史・文化や、いろんな長崎県の

情報を世界に発信してまいりたいと考えており

ます。これにつきましては、庁内関係各課で情

報共有を図りながら、今回も既存予算を使いな

がら、いろんな取組をやっていこうということ

で確認をしております。

具体的には、県のホームページの特設ページ

の開設、それと各種メディアを活用した世界遺

産や周辺観光施設の情報発信、そのほかにも関

係行事参加者に対する観光パンフレットの配布

など、いろんなことをやりながら、長崎の情報

を世界に発信してまいりたいと考えております。

引き続き、庁内関係各課と連携をしながら、最

大限に効果が発揮できるように取り組んでまい

りたいと考えているところでございます。

【中島(浩)委員長】 休憩いたします。

― 午前１１時５３分 休憩 ―

― 午前１１時５３分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。

第117号議案は、原案のとおり可決すること
にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、第117号議案は、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休

憩いたします。

再開は、午後1時30分からといたします。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を
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求めます。

【村田文化振興課長】 私からは、「政策等決定

過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして、本

委員会に提出しております文化観光国際部関係

の資料についてご説明いたします。

お手元の総務委員会提出資料をご覧ください。

資料は、いずれも6月から8月までの実績につい
て記載しております。

資料の1ページをお開きください。
1,000万円以上の契約案件でございます。

1,000万円以上の契約件数は2件ございまして、
1件はアルカスＳＡＳＥＢＯのホールの舞台に
おける電動機構、吊物昇降装置の消耗部品や制

御盤内機器の更新業務にかかる契約でございま

す。この業務を実施できますのは、当初の施工

からメンテナンスまで一貫して実施しておりま

す業者に限定されるため、随意契約としており

ます。

残りの1件は、本県の加工品を含む農産・畜
産品及び水産品及び地域特産品について、首都

圏や関西圏等へのＰＲ活動やマーケティング活

動等を実施するための契約でございます。契約

方法は一般競争入札で実施しております。

次に、資料の3ページをお開きください。
陳情・要望に対する対応状況でございます。

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

6月から8月までに県議会議長あてにも同様の
要望が行われましたのは、佐世保市、長崎県町

村会、五島市、島原市、南島原市、長崎市から

の要望の計16件でございます。それぞれに対す
る県の対応等をお示ししているところでござい

ます。

佐世保市からの要望としまして資料3ページ
から5ページに記載しております。佐世保港に

おける国際船誘致について等、3項目でござい
ます。

長崎県町村会からの要望につきましては、資

料6ページから8ページに記載しておりまして、
潜伏キリシタン関連遺産の構成資産の保存・公

開や周辺環境の整備・修景など、技術的・財政

的支援に関すること等、2項目でございます。
五島市からの要望としまして、資料9ページ

に記載しておりまして、国境離島交付金の対象

者拡大についての関係部分の1項目でございま
す。

島原市からの要望としまして、資料は11ペー
ジから15ページに記載しております。島原港か
ら長崎県内各地への広域観光ルートの構築等の

3項目でございます。
南島原市からの要望としまして、資料17ペー
ジから19ページに記載しておりまして、世界遺
産関連施設の整備についての関係部分等の2項
目でございます。

長崎市からの要望としまして、資料21ページ
から27ページに記載しておりまして、長崎開港
450周年記念事業実施に向けた支援・協力につ
いての関係部分5項目でございます。
最後に、資料の29ページをご覧ください。
附属機関等の会議結果でございます。6月か

ら8月までの実績といたしまして、第1回観光審
議会が開催され、市町観光地づくり実施計画に

ついて審議を行っており、その概要を記載して

おります。

以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。
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配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますのでご覧願います。

陳情書につきまして、何かご質問はございま

せんか。

【川崎委員】 陳情書38番の長崎市と市議会か
らの陳情についてお尋ねです。資料でいけば55
ページ、通し番号13番です。端島炭坑への整備
事業に係る財政支援についてお尋ねをいたしま

す。

長崎市から整備補助金についての要望が上が

ってきていますが、まず、県の支援の考え方、

基本的なところを教えていただきたいと思いま

す。

【桒原世界遺産課長】世界遺産は、文化財保護

法によりまして、その保護・保全の措置が行政

や所有者によって図られております。

端島は、長崎市の所有でありまして、国の史

跡に指定されておりますので、財政支援につき

ましては、まず文化庁の補助金の交付が受けら

れるようになっております。併せて、県といた

しましては、文化財保護部局である教育庁学芸

文化課が所管しております補助金をもって支援

を行っております。

世界遺産の重要な構成資産でございますので、

県としましてもしっかり取り組むという方向性

のもとで、県の補助の上限額が確保できるよう

に、教育庁と連携して予算の確保に努めてまい

ります。

長崎市の端島の修復・公開活用計画によりま

すと、整備費用の概算が110億円ということで
示されておりますが、工法やスケジュールなど

詳細の具体化につきましては、今後、専門家の

ご助言をいただきながら、調査研究を重ねて検

討をしていかなければならない面々がまだ多々

ございます。財政的支援のあり方につきまして

は、その状況を伺いながら、さらに検討をする

必要もあると考えております。

県と市では、財政的にも、また技術的にも耐

えきれない将来的な負担が継続的に見込まれま

すので、国に対してもしっかり要望をしながら、

県も対応をしていきたいと思っております。

併せまして、ユネスコ世界遺産委員会の方に

もこの保存管理計画につきましては定期的な報

告が求められておりますので、県の役割としま

して、所管の国、内閣官房、あるいは文化庁、

そして他県とも連携をしまして、「明治日本の

産業革命遺産」の構成資産の一つとして適切に

保存できるよう、県としての役割をしっかり果

たしてまいりたいと考えております。

【川崎委員】県としての役割を果たしていただ

くというご答弁でございましたので、ありがた

いところではございますが、まず確認なんです

けれども、端島の世界遺産の部分は護岸と生産

施設、これが世界遺産だったと思います。よく

我々が、我々というか観光の皆様が感動といい

ますか、すごいなと思うのは、やはりそこも含

めていろんな建物とか、その陰影、まさに軍艦

島と言われる陰影をつくり出す、あの老朽化し

た建物にあろうかと思うんです。今、ずっと補

助金等々、整備の支援ということについては、

こういったところも含めての話なのか。先ほど、

110億円が市の概算の整備費用ということであ
りましたが、そういった部分を含んでの話なの

でしょうか。まず、確認です。

【桒原世界遺産課長】端島を形づくっている遺

構につきましては、今、委員からありましたと

おりでございます。島を形づくっている護岸と

擁壁、それから石炭の生産施設、この部分が世

界遺産としては価値上、大事ということになっ

ております。



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２５日）

- 77 -

そして、人々が暮らしましたアパート群、い

わゆる居住施設がございます。文化財保護法上

の史跡指定につきましては、これら全てを含ん

でおりまして、実際にこれだけ、今の姿全てを、

居住施設も含めまして保存・維持していくとい

うことはかなり困難を伴います。

そういう意味で、整備方針につきましては、

世界遺産の価値上大切な部分、それに併せまし

て居住部分でも優先順位をつけまして、保存を

していくものを今色分けしているところでござ

います。110億円の中には、居住部分で優先的
に保護すべきと考えているものも含まれており

ます。

【川崎委員】その居住部分の重要なところを含

めて、まさに今、軍艦島に訪れたいという皆様

のお気持ちを高めていくようなところでござい

ますので、ぜひそこを含めた形で支援等を検討

していただきたいと思いますが、今すぐはあれ

でしょうから、どういった部分に優劣をつけて

いって保存をしていこうという計画なのか、後

日で結構でございますので、改めて資料に基づ

いて説明いただければと思います。

次に、16番の「観光立国ショーケース」の取
組ですが、これも所管でよろしいでしょうか。

長崎港におけるクルーズ船客の受入態勢につい

てお尋ねしていいですか。

松が枝の国際埠頭の2バース化を県も国に要
望しながら進めて、今、2バース化の事業化の
ための調査費を、国と県と合わせて1億円ぐら
いつけて2バース化に向けて進めていると承知
をしております。

この2バース化を進めるに当たっての条件の
一つとして、出島岸壁の活用ということが国か

ら求められて、ここに海上保安庁の船があった

のを、たしか今年の秋じゃなかったでしょうか、

常盤の方に移して、出島岸壁をあけて、そこに

もクルーズ船がたくさん泊まるような、そうい

った計画で２バースに向けて進んでいると思い

ます。

ということは、出島岸壁に今まで以上に停泊

をしてくるということを考えると、ここに市が

求めている、いわゆる受入態勢の、おもてなし

といいますか、そういった部分については大事

な取組になってこようかと思いますが、市の要

望を受けて県の見解をお尋ねいたします。

【佐々野国際観光振興室長】今回、長崎市の方

から要望があっておりますのは、港湾機能の一

つとして、天候にかかわらず、両替、観光案内

ができるような受入態勢ということで、基本的

には土木部の港湾の方で担当されておりますけ

れども、委員からお話がありましたように、海

上保安庁の船の移転が今年度中に行われるとい

うことで、主に受入体制のハードのところで、

雨とか暑さの対策をするための施設、それから、

ＣＩＱスペース、休憩所のスペース、保安対策

の強化、Wi-Fi環境の整備、あとは簡易トイレ、
バス駐車場とのアクセス改善などについて、港

湾部局の方で今対応を進められているとお伺い

しております。

観光部局としましては、こういった整備が進

む中で、出島岸壁の状況も踏まえながら、船社

もしくはチャーターを実施する旅行社に対して、

出島の状況もお伝えしながら誘致に取り組んで

いきたいと考えております。

【川崎委員】 今のご答弁、ＣＩＱも含めて、あ

る意味フルスペックで、ハード整備は港湾課と

いうことでございましたが、フルスペックで準

備をしようと、検討されているということでし

たが、この出島岸壁に停泊する船は、将来はち

ょっとわからないかもしれませんが、現在、外
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国からの船が多いんでしょうか。国内のクルー

ズなのか、外国のクルーズなのか。

また、ＣＩＱが要るということは、ファース

トコートというんですかね、最初に入り込む入

国審査をしなきゃいけない、そういったことで

ＣＩＱということなんでしょうか。そうじゃな

いよと、まだ国内がほとんどですよということ

であれば、優先すべきところは優劣をつけて、

両替と言っても国内だったら両替なんて要らな

いでしょうから、いわばただの岸壁なんですか

ら、もう少し乗り降りするところに雨風を避け

てスムーズに行けるような、そういったことを

先に優先してほしいと思うんですが、実態、今

後の予測も含めて、どういったところから整理

すべきか考えて対応していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

【佐々野国際観光振興室長】出島岸壁につきま

しては、基本的に7万総トン級以下の客船とい
うことになりまして、国内外のクルーズ船とい

うことで実績がございます。

毎年、大体10隻弱ぐらいの船が、今、出島の
方に来ておりますので、今後、海上保安庁の船

が移転して、そういった環境が整ってくると、

さらに入ってくる船も増えるかと思いますけれ

ども、現状でも国内線だけではなくて、国外か

らの船も入ってきている状況ですので、そうい

ったＣＩＱや両替の設備というのも当然必要に

なってくると考えております。

【川崎委員】 今、現在10隻ぐらいが実績とい
うことでしたが、恐らくこれが3～4倍ぐらいを
想定しているんじゃないかと思いますので、今

おっしゃった、できればフルスペックに越した

ことはありませんが、これがもう受付が恐らく

始まる頃じゃないかと私は土木部から聞いてい

ました。秋ぐらいから受付を始めるというふう

に言われましたので、よくその実績を踏まえな

がら、当局、関係部局ともよく相談をしながら

進めていっていただきたいと思います。

以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問もないようです
ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、次に、議案外所
管事務一般について質問はございませんか。

【松本委員】 それでは、議案説明資料の5ペー
ジのところです。台湾からの連続チャーター便

についての記載で、「本年6月1日から10月16
日までの間運航され、搭乗率も好調に推移して

いるところであり」ということが記載されてい

ます。連続チャーターということでございます

が、まず、その好調に推移している搭乗率はど

れくらいだったのか、実績をお尋ねします。

【佐々野国際観光振興室長】台湾からのインバ

ウンドチャーターですけれども、6月1日から運
航を行っておりまして、先週9月18日（水曜日）
までの実績で申し上げますと、搭乗率が92％と
いうことで、当初、チャーター実施者、航空会

社は85％を成功ラインということで考えてお
られましたので、今、92％というのは好調に推
移していると考えております。

【松本委員】 92％、午前中の上海線に比べれ
ば、ほぼ100％に近い数字というのは大変評価
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するところでございますし、かなり台湾からの

インバウンドが増えているということでいいこ

とですが、しかしながら、その後は「機材繰り

などの関係から10月下旬以降の運航について
は見送られる」と。せっかく100％近い連続チ
ャーターではあったけれども、この10月以降は
見送りになったということで、この見送りにな

ったことに対しての要因は何なのか、そして、

今後はどうするのか、お尋ねをいたします。

【佐々野国際観光振興室長】資料の方にも記載

をさせていただいておりますけれども、今回、

運航している航空会社が台湾のＬＣＣのタイガ

ーエア台湾という航空会社ですけれども、こち

らの方が機材をたくさん抱えてないということ

もありまして、ほかの定期路線も踏まえた機材

繰りの関係で、どうしても長崎空港の運用時間

内での運用が難しいということで、一旦10月16
日で終わりまして、その後も、今回好調に推移

しているということもあって、引き続きチャー

ター実施者、航空会社ともに長崎へのチャータ

ーの実施というのは考えておられるんですけれ

ども、一旦はそういった機材繰りの関係で運航

を中止して、再開に向けて今協議をさせていた

だいているという状況でございます。

【松本委員】恐らく機材の関係で隙間を狙って、

そこの部分はあいているから連続チャーターと

して枠が取れたと。そういった中で、ほぼ100％
ができたけれども、その期間を過ぎたらもう機

材がないということで、物理的にどうしようも

ないということだとわかりました。

しかしながら、これだけの搭乗率、そして韓

国も落ち込んでいる中で、やはりインバウンド

でこの台湾というのが、連続チャーターとはい

えども実績があるようであれば、やはり来年の

今頃にも同じように実績があるのであれば、営

業をかけてしっかりとそこを、好機をつかむチ

ャンスだと思うんですけれども、そこに対して

の営業の取組というのは、先方の反応とかはど

のような状況でしょうか。

【佐々野国際観光振興室長】この台湾のチャー

ターですが、4月以降、私ども体制が変わりま
しても、ほぼ毎月、担当者も含めてチャーター

を実施している旅行社の方に訪問させていただ

いて、運航の状況、今後の見通し、それと併せ

て台湾での長崎の認知度向上ということで、連

携したプロモーションを継続してやっておりま

す。

今回、10月16日で一旦止まるんですけれども、
10月には観光連盟の方で、台湾の台北の方で旅
行社を集めた旅行説明会をさせていただくよう

にしております。併せて、11月の台湾の最大規
模の旅行博にも県と関係の市町併せてブースを

出展して情報発信を行うことで、引き続き、台

湾チャーターが実現できるように取り組んでま

いりたいと考えております。

【松本委員】ぜひとも、引き続きお願いしたい

と思います。

次に、先月、ＩＲ・観光振興対策特別委員会

の視察で韓国に行ってきたんですけれども、そ

の韓国に行って、いろいろほかの国にも行った

んですけれども、その時に、今インバウンド対

策はずっとやっているんですけれども、自分自

身が外国人として外国に視察に行った時に不便

だなと思ったのが、ネット環境、なかなかネッ

トがつながらないと仕事にならないので、ポー

タブルのWi-Fiを持って行かれる方もいらっし
ゃいますが、このWi-Fi環境の設置状況という
のは、やはり重要だなと感じております。

そこで、逆に私たちが外国人観光客をおもて

なしする時の県内のWi-Fiのスポットの整備状
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況ですね。特に人が集まるところには一番重点

的にしなきゃいけないと思うんですけれども、

その交通の要衝、重要な拠点の中でどれくらい

の設置率なのか、お尋ねをいたします。

【佐々野国際観光振興室長】 交通要衝、空港、

港、こういったところはおおよそ県内に52カ所
ありまして、そのうちの41カ所で整備が進んで
おります。整備率としましては79％ということ
で、一定整備は進んでいるのかなと考えており

ます。

【松本委員】 79％ということですから、残り
21％はまだ整備ができてないところでござい
ます。

また、その交通要衝とともに大事なのが宿泊

施設です。こちらも、ほとんどのところはつい

ているんですが、やはり経営状況によって設備

が整っていないところもあると思います。逆に

言えば、そういうものがないから敬遠される宿

泊施設も出てくると思うんですが、こういった

訪日外国人の旅行者の受け入れ、環境の整備を

整えるための支援とか補助等はどのように考え

ているんでしょうか。

【佐々野国際観光振興室長】インバウンドの方

を受け入れるためのそういった環境整備という

ことで、平成27年度から29年度まで、県の方で
インバウンドおもてなし向上補助金ということ

でメニューを作成しまして、事業者に補助をし

てきております。

平成29年度で一旦この制度を終了している
のは、国の方で同じような制度ができたという

ことで、現在は国の制度の活用をしていただく

ような形で誘導をさせていただいております。

平成27年度から29年度の3年間で、実績とし
まして361件の支援を行っております。そのう
ち、先ほど委員からもありました無線ＬＡＮに

つきましては、71件の整備について支援を行っ
ております。そのほか、外国語表記、それから

クレジットカードの端末の設置といったところ

の整備を含めまして361件の支援をさせていた
だいております。

【松本委員】 今、71件という実績もありまし
たけれども、これが単年度で終わらず、継続的

にほかの事業者に対しても対応できるような形

で取り組んでいただきたいと思います。

それと、やはり世界遺産の関係で巡礼ツアー

とかも出てきていまして、多言語の対応という

のも必要になってくると思います。

実際、外国に行って、英語圏だったら多少読

めるんですけれども、自分たち日本人が韓国に

行った時にハングルが書いてあって、何が書い

てあるかさっぱりわからないし、道もわからな

いという中で、逆に韓国の方が来られた時は、

日本語だけ書いてあったらどこに行っていいか

わからないと。

実際、島原半島に行く場合は、長崎空港から

の交通アクセスが大変複雑になっています。島

原半島も観光客が大分減っている中で、長崎空

港における多言語の対応、もちろん、大型バス

で全体で行くならまだいいんですけれども、個

人客とかになった場合、そういった時の対応は

どのようにやっていらっしゃるんでしょうか。

【佐々野国際観光振興室長】長崎空港におきま

しては、1階の案内所の隣に「長崎空港アクセ
ス路線図観光マップ」ということで5カ国語表
記の案内板を設置しております。併せて、国際

線の到着ロビーのところに5カ国語の路線図を
設置させていただいているところです。

ただ、この観光マップ、路線図、それから案

内所のところの動線が少しわかりにくいといっ

たご指摘もありますので、こういったところは



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２５日）

- 81 -

空港ビルや交通事業者とも協議をしながら、動

線がわかりやすいような形にできないかという

ことで協議をさせていただきたいと思っており

ます。

【松本委員】実際に私も資料を取り寄せたんで

すが、私も気づかなかったんですけれども、空

港の入ったところにでっかい地図がありますが、

もうざっくりしすぎていて、実際にこれを見な

がら乗り換えができるのかなというのはちょっ

と感じるところがあります。もちろん、事前に

調べることもあるでしょうけれども、しかし、

多言語対応のスタッフの方がいらっしゃるとか、

そういう時も、体制づくりはもちろん空港の業

者が対応すべきことですけれども、そういった

ところもリピートの関係が変わってきますので、

しっかり対応していただきたいと思います。

それと、巡礼ツアーの方ですけれども、ちょ

っと見せていただいたら、これも韓国人観光客

がすごく増えていて、受け入れ人数も巡礼ツア

ーは平成23年が3,018人だったのに対して、平
成30年は2万4,297人ということで、8倍に膨れ
上がっております。

それで、潜伏キリシタン関連遺産の外国人観

光客に対する受入態勢を調べてみると、やはり

大浦天主堂を含め教会関係にWi-Fiが設置され
ていなかったり、外国語ガイドの方がいらっし

ゃらないと、原城もそうですけれども、そうい

ったところに対してはどのように対応していく

お考えかお尋ねいたします。

【佐々野国際観光振興室長】通訳案内士という

制度がありまして、これは県内に150人の方が
登録をされているんですけれども、そういった

方々向けに世界遺産の研修ということで、毎年、

場所を変えながら、長崎巡礼センターとも協議

をしながら、その通訳案内士の皆さんに世界遺

産を知っていただいて案内ができるような体制

がとれるようにということで、平成26年度から
毎年研修をさせていただいておりまして、多分

これだけでは十分ではないんですけれども、そ

ういった取組も今させていただいているところ

です。

【松本委員】委員会でも原城跡を見せていただ

いて、すばらしいガイドの説明がわかりやすか

ったし、ＶＲも見させていただいて学ぶことは

多かったんですが、しかし、外国人へのガイド

が対応できないとなると、国内だけにとどまっ

てしまうわけですから、そちらに関しましても

しっかり対応していただきたい。

実際、確かに韓国人観光客は減っていますけ

れども、そうは言いながらも、平成23年の3,000
人が平成30年は2万4,000人になっているとい
うことはありますから、もちろん韓国人以外の、

さっき話しました台湾の関係も出てくると思い

ますし、そういったもので、やはり長崎県は外

国人の受入態勢が万全にできているんだと、空

港に行っても案内がしっかりしているんだとい

うところを積極的に取り組んでいかないと、そ

この部分でやはりロスも出てくると。ロスが増

えると搭乗率が減っていって、結局定期便が運

休になってしまうと、そういった負の連鎖にな

ってしまうので、そういった地道なおもてなし

の取組というものが、また今後のインバウンド

の対策になっていくと思いますので、しっかり

取り組んでいただくことを要望して、質問を終

わります。

【浅田委員】先ほど、質問の中でもお話をした

んですけれども、いろんな観光の中においての

データの分析とか、そういったことをどのよう

な感じで今やられて事業に転換しているのか。

いろんな形で事業費を投入するわけですから、
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そういったところをどういう状況でやられてい

るのかをまず教えていただいていいですか。

【佐古観光振興課長】午前中も概略申し上げま

したけれども、毎年度の取組としまして、観光

の方では、まず情報発信を戦略的に進めていく

ということでＰＤＣＡサイクルを使ってWeb
プロモーションを実施いたしているところです。

具体的に申し上げますと、あるテーマ、この

テーマをどの媒体で発信をした時に狙っている

顧客の方に訴求力があったかという分析をして、

その分析結果に基づいて次の展開につなげてい

っているということを進めているところでござ

います。

【浅田委員】さっきお昼休みに、若い女性とか、

何人かに「県の例えばYouTubeとか、どんなも
の？どう？」と言うと、まずそういうことをや

っていることを知りませんと。若い人たちは、

やっぱり自分が見たいところを探しにいくとい

うのがほとんどなので、「さっき委員会を聞い

ていてちょっと不思議でした」というような声

があったり、いろんな世代によってやり方、情

報収集の仕方というのは当然違ってくるとは思

うんですけれども、この間、議会の中でもＣＤ

Ｏの話を、テクノロジー導入の時に、そういっ

た責任者をちゃんと置くことによって、でき得

ることをもっともっと加速化させてやるべきじ

ゃないかという質問をさせていただいた時に、

特段観光面においては、よりＣＭＯ、今言われ

ているチーフ・マーケティング・オフィサー、

そういう形でのマーケティングをしっかりやれ

る人材というものを投入すべきではないですか

ということを知事にご質問をいたしました。

そういう観点で、先ほどＰＤＣＡサイクルを

ということでしたけれども、そういうことでは

なくて、もっと、今の長崎の中の通年のいろい

ろなデータをとっていらっしゃると思うんです

けれども、そういうものをしっかり分析できる

プロの方というか、そういう方を置いてやるべ

き時に長崎こそきているんではないかと思うん

ですが、そのあたりはどのようにお考えでしょ

うか。

【佐古観光振興課長】現在の状況を申し上げま

すと、より大きな責任なり権限を持った職員と

いう形では配置をしておりませんけれども、県

の観光連盟の中にそういったWeb関係の専門
の人材は配置をしておりまして、その方と一部

外部委託等も活用しながら、いろんな情報発信

の効果等の分析、次の展開への結びつけといっ

たところは進めているところでございます。

【浅田委員】 Web関係の専門というのは、そ
れを構築できる、例えばホームページをつくる

人ではなくて、その状況をきちっと判断できる

方と捉えていていいですか。それによっては、

それなりの報告書なりというものがしっかりと

存在しなければいけなくなるかと思うんですが、

どうでしょうか。

【佐古観光振興課長】 Webページの作成等は
専任の職員で行っているところではございます

けれども、分析の部分は一部外部の力もかりな

がら進めているという状況、外部委託という形

でございます。

【浅田委員】マーケティングをやられている方

というのは、ずっと何年も長崎県の観光連盟と

かと組んでやられているんでしょうか。

すごく拘っているのが、目標値もないままで

予算を、さっき恐竜博物館の時に話が出ました

けれども、それをなぜやっているのかという根

拠たるものがあってしかるべきだと思うんです

ね。今、ＳＮＳがはやっているからとか、そう

いうことではなくて、特段長崎において、どう



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２５日）

- 83 -

いう方が来て、どういう世代で、今後何を求め

ていて、これから長崎がやっていく政策とどう

合致させていくかというところが、もう少しで

も進んでいかないと、長崎は、やっぱりこの観

光というものを産業として大きく捉えていく中

においては、長崎版ＤＭОとかの中で、長崎市

などもきちっとＣＭＯを今年になっておいたり

しているんですけれども、そのあたりをもっと

県としても、県下にあるＤＭОとかをまとめる

ようなプロフェッショナルな方とかを、民間レ

ベルでも、民間の方に委託というだけではなく

て、ちゃんと責任者として、私たちが目に触れ

るような形でやっていくべきじゃないかと思う

んですが、どうでしょうか。

【佐古観光振興課長】今、委員ご提案の部分に

つきましては、現状ではすぐすぐ配置しますと

いうようなお答えができかねる状況ではござい

ますけれども、他県の事例等も参考にしながら、

県内にも事例がございますので、少し検討をさ

せていただければと思っております。

【浅田委員】今、観光振興課長からそういう検

討をということがありました。

部長におかれましては、このＣＭＯの配置と

か、現状行われている長崎県での観光政策の中

におけるマーケティングとかデータ分析とか、

そのあたりはしっかりできている、どれぐらい

できていて、今後どうなのかというような目標

はおありですか。

【中﨑文化観光国際部長】今、委員からご指摘

があったように、観光政策を立案するに当たっ

ては、ビッグデータ等を含めて十分にデータを

分析して戦略を練ることが大事だと思っており

ます。

先ほど課長からも説明がありましたように、

情報発信もただ単に情報発信するだけじゃなく

てということで、今、ＩＣＴを活用して、単な

る数だけじゃなくて、性別はどうなのか、ある

いはどこに住んでいるのか、あるいは検索具合

で何に関心があるのかみたいなものも把握する

ようにしております。そう考えると、それぞれ

長崎県の観光のコンテンツを、どういった方に

どういうふうに届けたらいいのかということも

考えながら発信しているところでございます。

それで十分かと言われれば、やはり観光を産

業と捉えるというお話がございましたけれども、

より精度の高い施策を立案するためにはどうい

った方法が効果的なのか、そこは関係部署等も

含めて十分検討してまいりたいと思っておりま

す。

【浅田委員】非常に重要なことだと思っている

んですね。ＣＭＯという立場に拘っているわけ

ではないんですけれども、もうずっといろんな

マーケティングデータの管理とか、警察署でＲ

ＥＳＡＳとかができて、いろんな人たちの動態

とかを何年も前から言いながらなかなか進んで

いないところがあったり、県においても、特に

ＳＮＳは私たちもやっていった方がいいですよ

と、もっともっとやりましょうよと言いながら、

じゃ、フェイスブックの数を見ると非常に少な

かったり、YouTubeにしても、それを探してい
くところから始めなきゃいけないものに対して

広告費を打つということは、それなりの事前段

階をちゃんとしないと、ここで何千万円突っ込

んだところで非常に厳しいものがあって、予算

を投入したものの、すごく費用対効果が少なく

なってくるのではないかなと。

私は、ここの観光にいらっしゃる方々は、皆

さん本当に優秀で頑張っていらっしゃるという

ことがわかった上での質問をさせていただいて

いるわけですけれども、そういう長崎の中の本
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当に大きなところを占める、今後もっともっと

占めてもらわなければいけない観光政策の中に

おいて、先ほど委託している方もいらっしゃい

ますとか、民間の力をかりていますとおっしゃ

るんですけれども、その方たちがどういう形で

やられているかが見えない。こういう資料とか

にしても、私たちにどういう形で分析をしてと

いうのを、もう少し見せていただいてもいいん

じゃないかと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。

【中﨑文化観光国際部長】今、委員からご指摘

があったことを全く否定しているわけではござ

いません。そういった分析も大事だと思ってい

ます。特に、今、長崎市のコンベンション協会

がＤＭОという枠組みの中で、先ごろＪＲから

ＣＭＯという形で配置もされておりますけれど

も、なかなか専門的人材の確保に苦労されて、

体制が今整っていないというお話は聞いている

ところでございます。

今、おっしゃったような体制を考えると、や

っぱり人というのがすごく大事になってくると

思いますので、少し専門的な人に、例えば職員

という形で配置するのがいいのか。あるいは、

外部委託という形がいいのか。目指すべき方向

はご指摘のとおりだと思っていますので、今の

体制の検証も含めて、どういった形でやるのが

長崎県の観光政策を立案するのに一番いいやり

方なのかということを検討させていただきたい

と思っております。

【浅田委員】ぜひこの観光政策に関しては、も

っともっと積極的にやっていただきたいと思っ

ています。

いろんな方がいて、もちろん職員の皆さんだ

って観光だけがプロではない方たち、いろんな

方がいて、私たち議員もそうだと思うんですけ

れども、人材育成というのはすごく時間がかか

ることだと思いますし、観光の中のプロフェッ

ショナルを庁内で育てるということもある一定

必要な気もしているので私はこのＣＭＯの話も

しているんです。今は観光学科とかが県内にも

あるわけですし、そういう方とか、データ分析

ができる、視点を持っている人たちを登用でき

ないのであれば、これから育てていくとか、し

っかりその辺は今後ともずっと要望をし続けた

いと思っていますし、何よりも分析できるプロ

というのを、私は長崎だからこそ配置すべきだ

ということは、ずっと言い続けさせていただけ

ればと思っています。

ほかの質問に移らせていただきます。

先ほど松本委員からもＶＲの話が出ていまし

た。南島原に行った時に、原城のＶＲとかは、

そこに何もなくても歴史を感じさせる、思い起

こさせるようなものだなと思ったんですけれど

も、長崎の県庁跡地に関してみると、あそこは

すごくいろんな歴史が重層的に積み重なってい

るところで、今は何もないかもしれないけれど

も、それを思わせることができる十分な場所だ

と思うんですね。

今後、あの場所において、この間私は、ロー

マ法王が来る時に併せてカトリックの方たちが

いっぱいいらっしゃるので、そういうのも見せ

たらどうかということをちょっと申し上げまし

たけれども、今後の政策の中で、今ないからこ

そ、逆に、ないからこそ、あの地域の振興と観

光と両方を含めて、そういうでき得ることをま

ずやるという必要性を感じているんですが、い

かがでしょうか。

【佐古観光振興課長】県庁舎の跡地につきまし

てですが、今、基本的な3つの方向性の中の一
つに交流・おもてなし機能というのがございま
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すので、当然そこの中で国内客、国外客を含め

て、長崎の歴史ですとか、そういったものをご

紹介していく機能というのは必要な機能になっ

てくるのかなとは、我々観光の立場としては思

っておりますので、関係部局とも今後ご相談し

ながら、どこまでのことができるのかというの

は調整をしてまいりたいと考えます。

【浅田委員】私も、おもてなし空間ができてか

らとか、跡地活用の箱物ができてからというこ

とではなくて、今でき得ることだと思うんです

ね。スマホとかでもそういったことができて、

この地域にはこういうものがあったというのを

見せることは、あの周りに行けばそれができ得

るようなシステムをつくればいいわけで、3年
も4年も待たなくて、今でき得ることで出島か
らあそこの周りへ人を促す、それによって地域、

今県が、跡地活用の時にも、地域を活性化させ

る、観光客とともにということをよく言ってい

るので、できてから考えるのではなくて、今こ

そ考えていただきたいということを申し上げて

いるんですが、いかがでしょうか。

【佐古観光振興課長】いろいろエアサイネージ

やＶＲ等を活用しながら、現状の中でもできる

ことはあろうかと思います。

県と市町の役割分担のお話で申しわけござい

ませんけれども、基本的には長崎市の、これは

県内全体的にそういう役割分担ですけれども、

市町のいろんな取組を県として支援するという

役割分担を今しておりますので、今、委員ご提

案の内容につきましても、長崎市と少し話をし

てまいりたいと思います。

【浅田委員】もうこれは要望にかえますが、こ

こは市のだからではなくて、私が拘っているの

は県有地だからです。県有地にそれだけの歴史

があって、人を呼べる観光コンテンツがあるの

で、市というよりも、県自体があそこの跡地の

活用自身がずっと押したりもしている状況の中

で、もっともっと出島からの交流をというのは、

もう何年も前からおっしゃっています。でき得

ることを、事前に、今こそやるべきだという話

です。できてからじゃなくて、今、あそこ、で

あればできるわけですから、周りからでも、か

ざせばこの地域のこの場所にということはでき

るので、でき得ることをやって、人をもっとも

っと回遊させることを考えて、積極的にそうい

ったことをやっていただきたいと思います。

以上にとどめます。答弁ができますか。もし

よければ政策監か部長に、前もっての政策とい

うことでお考えいただければと思っております。

【中﨑文化観光国際部長】もうこれは委員ご指

摘のとおり、県庁跡地は日本にキリスト教をも

たらした岬の教会があった、本当に歴史的な、

重層的な歴史が刻みこまれた非常に大事な場所

であると思っています。

これは県としても、この県庁跡地をどう賑わ

いを持たせるか、あるいは県内外から訪れた方

にそういった県庁跡地の持つ意味をまた知って

いただいて長崎の良さを分かってもらうという

ことは非常に重要なことだと思っております。

今、ご提案がございましたＶＲを使ってとい

うお話でございますので、県庁舎跡地を所管し

ております企画振興部、あるいは教育委員会と

も話しながら、どういった形で対応できるかと

いうのも協議してまいりたいと思っております。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【下条委員】 皆様、お疲れさまです。

午前中も中村(泰)委員、また浅田委員がご質
問されましたし、ただいま、浅田委員の方から

さらに詳しくデータ分析、ビッグデータの件が

ありましたので、少しこの関連で質問をしたい
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と思います。

私もインターネットプログラム関係の仕事を

約20年させていただいておりまして、最初はプ
ログラム、それからデザインというものをつく

っていましたが、やはりこの中を解析していく

と、Webマーケティングと呼ばれるものが非常
に大きく、物を売ったり、また効果を達成する

ために重要な項目ということに気づいてまいり

ました。それで、まずはマーケティングの方か

ら勉強し、Webにつなげていったという経緯が
あったんですけれども、まずはマスメディアと

呼ばれるもの、テレビや新聞、こういったもの

とインターネットコンテンツは効果検証によっ

て全く違います。

マスメディアは、端的に言いますと、効果検

証が非常に難しいです。例えばＣＭですが、そ

れをやっている時はいいんですけれども、もう

やめた途端にぱたっと売上がなくなってしまう

と、ブランド力も落ちるという効果があります。

ですから、大きな資本を持っているところは、

また継続的に10年程度しっかりコンスタント
に発信できる場合は有効ですけれども、そうじ

ゃない部分はなかなか難しいところがあります。

前回の委員会でもちょっと「しま旅」のＣＭで

少し触れさせていただきましたけれども。

一方、Webコンテンツは全く真逆になります。
これは恐らく効果検証が唯一できるメディアに

なります。ＥＣサイト、物を売るサイトが非常

に顕著ですので、ちょっとだけご説明しますと、

まずはユーザーがページに入った時に回遊とい

うことをします。回遊率とか、回遊性というん

ですけれども、これは海で魚が泳ぐような感じ

です。いろんなページをぐるぐる回ります。こ

れがほとんどのコンテンツでたくさん回ってい

ただくと、いわゆる目標達成、商品を買うサイ

トであれば買っていただける。これはコンバー

ジョン率、達成率というんですけれども、これ

につながるということがわかります。

じゃ、そういったものがわかったらどうする

かといいますと、ユーザーに物を売るのではな

くて、ユーザーにこのページをぐるぐる動いて

もらうような戦略をつくります。そうやって達

成率を上げていくと。これが実は今、浅田委員

がずっと言われていましたデータサイエンスと

呼ばれるものになります。

データサイエンスは、データ分析、ビッグデ

ータ、ＡＩとか、いろんなことがありますが、

人間の気持ちを分析するものでありますので、

このビッグデータやＡＩ全てが万能とは言いま

せん。私もいろんなイレギュラーなんかも経験

をしてきました。ただし、万能ではないんです

けれども、戦略の構築には本当に大きな指針に

なるのは間違いありません。

ですので、ぜひとも、特に今回、しま旅のグ

レードアップの方は、海外向けWebサイトの充
実、動画の製作、Web広告というものが入って
おりましたので、これは確実に数値で効果検証

ができます。ですので、こういったものをまず

はしっかり数値として出していただいて、今度

はこれを解析していくということになりますが、

専門的な情報が要りますので、これはWebマー
ケティングの専門の方、観光連盟の方やアウト

ソーシングをされているということでしたが、

そういった方や、何度もお話をさせてもらって

いますけれども、来年、長崎大学にデータサイ

エンス科、そのままずばりですね。観光の方も

分析をしたいと言われていましたけれども、西

井龍映先生が教授です。こういった方々がすぐ

近くにおられますから、ぜひとも浅田委員のご

要望どおり、私も要望になります。答弁もいた
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だきたいんですけれども、こういったところと

連携をしまして効果的な戦略、そして効果検証

ができて、しっかり計画ができていく、そこに

予算の裏付けができると、こういった形で進め

ていただきたいと思っておりますが、いかがで

しょうか。

【佐古観光振興課長】今日、なかなか十分なご

答弁もできずに大変申し訳ないという思いと、

少しそういった分野に、私自身、力を十分入れ

てなかったのかなという反省も今しております。

いろんなご提案をいただきましたので、しっか

り私自身も含めて取り組んでまいりたいと思っ

ております。

【下条委員】責めているわけではないんですけ

れども、実はこれは既に横浜市が先進的に取り

組まれております。これは市議会で情報に対す

る条例というものをつくりまして、平たく言い

ますと、あらゆるデータを集めてビッグデータ

としてＡＩ活用していくと、これは既にやられ

ております。

例えば、ごみの収集、ごみを捨てる日などを

チャットとかで入力をするわけですよ。これは

ビッグデータが上がっていますので、「何々の

ごみはいつでしたっけ」と入力します。そうす

ると、あたかも人が返してくれるように丁寧な

言葉で「何曜日ですよ。こうこうしてください

ね」、もしくは、もっと詳しい人はここにとか、

リンクがぱっと出てきたりということがありま

す。これは私も非常に興味を持っておりまして、

現在、取材、聞き取り調査をしておりますので、

またわかりましたら皆様にご相談しながら進め

ていきますけれども、既に横浜市はこういった

条例を使ってやっております。当然、観光も同

じようにやっておりますので、こういったとこ

ろでこのデータサイエンスを用いて、ぜひとも

頑張っていただきたいと思います。

別の質問ですけれども、川崎委員から観光立

国ショーケースについてお尋ねがありましたの

で、私もここの部分をお聞きしたいと思ってお

ります。

観光立国ショーケースは、基本的にはインバ

ウンドの対策と考えておりますけれども、これ

は佐古課長がしま旅のところでしたか、体験型

ということが非常に重要と発言をされました。

このインバウンドで、県としてでいいんですけ

れども、体験型というのは、促進をされたり、

もしくは何か現時点で計画されているインバウ

ンドの体験型のコンテンツというものはござい

ますか。

【佐々野国際観光振興室長】観光客向けの体験

コンテンツにつきましては、日本人向けという

のはもう既に幾つかありますけれども、そうい

ったものをインバウンド向けにカスタマイズす

るような取組ということで、例えば、雲仙では

プレミアムナイトということで、普段入ること

ができない仁田峠の星空とか観賞するところが

あるんですけれども、そういったところにイン

バウンド向けに多言語のガイド、もしくはパン

フレットをつくって、外国の方にも楽しんでい

ただけるような仕組みを考えたり、五島の方で

は、五島の旧田尾小学校というところにグラン

ピングの施設が今あるんですけれども、事業者

が世界遺産と併せた形でいろんな体験コンテン

ツを今作られているというのがありますので、

県の方でもアドバイザーを招聘してコンテンツ

の磨き上げ、それとその後の情報発信といった

ところを今連携して取り組んでおります。

ほかの地域におきましても、そういったイン

バウンド向けのコンテンツということで、各地

を回って今聞き取りをさせていただいていると
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ころでございます。

【下条委員】ありがとうございます。私も仁田

峠のプレミアムナイトではないんですけれども、

実は雲仙の夜の地獄を巡るツアーを外国の方た

ちと一緒に行かせていただきました。

外国の方、白人系もそうなんですけれども、

アクティブな、体を動かしたりとか、積極的に

参加をしていく、受け身ではなくて、自分たち

から行動していくものを非常に好まれますが、

私の範囲で申しわけないんですけれども、いろ

んな方にお話を聞いたところ、なんで長崎には

市場といいますか、海鮮市場、鮮魚ではなくて

生きている活魚を並べているようなものが、北

海道や沖縄なんかに比べるとないのかというの

を外国の方から実はよく聞きます。たまに思案

橋の方に連れて行って生きているイカなんかを

食べますと、ものすごく喜んだりします。非常

にこういった海鮮市場というものは、インバウ

ンドの外国人も当然ですけれども、我々も楽し

めるコンテンツじゃないかと思っているんです

が、県内の海鮮市場、特に鮮魚ではなくて活魚

の市場というものは、現状どのようになってい

るんでしょうか。

【宮本物産ブランド推進課長】活魚に特化した

市場の数というものは、申しわけございません、

ちょっと把握しておりませんけれども、観光客

が県内で魚を食べられるお店が少ないし、それ

に特化した海鮮市場みたいなものが県内にない

よという声は、最近本当に多く聞いております。

現在、産学官で構成されている長崎サミット

の場でも協議をされているところでございまし

て、県といたしましても情報収集に努めており

ます。民間事業者からも、食の拠点については

多数情報が入ってきている状況でございますの

で、今後、十分に協議をして情報収集に努めて

まいりたいと考えております。

【下条委員】 ありがとうございます。

実は、なぜこのような活魚の市場の状況をお

話ししたかというと、この体験型に結びつくん

ですけれども、いわゆる生きている魚を売って

いるところで和食の料理体験をしたいというよ

うなアイデアを持たれている民間事業者が出て

きております。話を聞いておりますと、もちろ

ん民間事業者ですから、とにかくいろんな形で

ＤＭОなり、観光立国ショーケースなり、いろ

んな形でサポートしていくんですけれども、や

はりロケーションがいいところがいいとか、2
バース化でインバウンドの方がたくさん来られ

るので港の近くがいいとか、そういった条件を

考えると、一つの事業者でどうなのかなという

こともありますし、この話はまたこの事業者の

お気持ちですけれども、非常に光栄といいます

か、市民・県民の皆さんのためになるんじゃな

いかと。そういった一つの心に残るような場所

をつくりたいというような思いを非常に感じて

おります。もちろん、こういったことを、今こ

の話をしてどうということもありませんけれど

も、非常に私はこのインバウンドの体験型、和

食文化、長崎の特徴を持った活魚、こういった

ところは今現在、私が知り得るところでは、三

重のがんばランドはよく頑張っていますし、私

も好きでよく行きますけれども、活魚という意

味では市内にはないのかなと思っておりますの

で、ぜひこういったところも含めて情報交換を

やっていきながら前向きに進めていっていただ

きたい。これは要望にかえさせていただき、終

わりたいと思います。ありがとうございました。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【川崎委員】美術館など公共施設の入場料につ

いてお尋ねをいたします。



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２５日）

- 89 -

かつて、もう大分前ですけれども、質疑させ

ていただいて、障害者手帳の所持者の方には長

崎県美術館等の利用料の減免制度を採用してい

ただいたことがございます。非常に喜んでいた

だきました。

一方、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援する法律、いわゆる障害者総合支援法

の施行時に難病患者もこの中に加わりました。

このことから、ぜひ公共施設の入場料、文化を

より一層楽しんでいただくというところから、

ぜひ平等に取り扱っていただきたい、取扱うべ

きだと思いますが、このことについて皆様に検

討を求めてまいりましたが、その結果について

伺いたいと思います。

【村田文化振興課長】今お話がありましたよう

に、川崎委員からご提案をいただきまして、県

も美術館、歴史文化博物館の指定管理者と協議

を進めてまいりまして、両館とも非常に前向き

に捉えていただいております。県といたしまし

ても、この法律の中でも障害者に難病患者も含

まれることに改正されているということもあり

ますので、ぜひ積極的に対応していきたいと思

っております。

この入場料につきましては、指定管理者から

県の方に申請がありまして、それを県が認める

という仕組みになっております。そういう手続

になっておりますので、今後、具体的な手続を

進めまして、できるだけ早く改正できるように

取り組んでいきたいと考えております。

【川崎委員】早速にありがとうございます。非

常に前向きにご検討いただいて、少しでも早く

この制度を取り込んでいただいて、難病で苦し

んでおられる方もたくさんおられますので、そ

ういう文化に触れて、さらに元気になってもら

う、活力を与える、そのような取組をぜひ県と

しても取り組んでいただきたいと思います。

併せて、先日、長崎歴史文化博物館の「収蔵

品展 学芸員のイチ推し！」の展示がオープン

し、委員長と一緒に行かせていただきました。

非常に感動もいたしました。こんなすばらしい

資料がたくさん眠っていたのかと思って、見入

ってしまいました。全館、合わせて2時間半も
滞在して、今さらながら長崎の歴史も含めて勉

強し直したところでございますが、本当勉強に

なりました。ぜひこの難病患者の皆様の制度を

加えた時に、いま一度何か少しそういったイベ

ントもＰＲをしてもらいながら、長崎歴史文化

博物館の活用とかもご検討いただきたいと思い

ます。

その文化に関わる件で引き続きお尋ねですが、

文化の力をかりた地域の活性化ということにつ

いては、「描いてみんね！長崎」でしたか、ア

ニメ、漫画ということで県も取り組んでこられ

ました。いわゆるクールジャパンということに

ついては、もう随分前から日本全体でも取り組

んでいるところでして、改めてこのサブカルチ

ャーといいますか、そういったものの持つ力と

いうことについて再認識をしているところでご

ざいます。

先日、佐世保では「艦隊これくしょん」なる

イベントがあって、文化振興課長も楽しんでこ

られたと伺っております。まず、具体的に事細

かくということではなく、こういったクールジ

ャパンに資するイベントいうものが地域にもた

らす効果とか、そういったことに関して、まず

ご所見をいただければと思います。

【村田文化振興課長】サブカルチャーと言われ

ます日本のアニメ、あるいは漫画などのコンテ

ンツですけれども、これについては本会議の方

でも前回の6月議会、今回の9月議会におきまし
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てもご議論がなされているとおり、クールジャ

パンのコンテンツとして本当に世界的に注目さ

れている認識をしております。地域の活性化を

促進する観光資源としても大きな期待が寄せら

れていると考えております。

県といたしましても、こうしたアニメの聖地

巡礼などには数多くのファンの方々が訪れてい

ただいておりますし、それと関係グッズの販売

という部分にもつながってまいりますので、経

済効果があると認識をしているところでござい

ます。

「艦隊これくしょん」につきましては、地元

の経済界の方々が中心となりまして、佐世保市

の支援を受けて、こうしたアニメーションのゲ

ームキャラクターを活用してイベントを開催さ

れておりました。各地で各飲食店などとコラボ

レーションしながら、皆さんがそこを巡回され

るということだったんですけれども、限定のグ

ッズとか、あるいはオリジナルのグッズなどを

買い求められるお客様がかなりたくさんいらっ

しゃったと、そういった部分にも人気があった

ということで、4日間ございましたけれども、
全体で約2万人を超えるような方々が全国から
お見えになったとお伺いしております。

【川崎委員】 その「艦隊これくしょん」の新聞

記事を見たんですね。今、課長が言いましたよ

うに4日間で2万人、これにいらっしゃるお客様
向けに、羽田から長崎、あるいは福岡の特別便

を企画して、この販売直後から予約が相次ぎ、

すぐに完売をしたと。飛行機のチケットが完売

をしたと。福岡や長崎、長崎空港から佐世保に

向かう高速バスでは、参加者向けの専用のガイ

ダンスも流れましたと。すごいなと、こんなに

人を惹きつける魅力があるのかなと、本当に驚

愕をしているところでございまして、ぜひこう

いったサブカルチャー、アニメ等を活用という

言葉が適正かどうか、ぜひ地域振興に取り組ん

でいただきたいなと思います。

もう一つ、長崎では11月24日にアニメ「色づ
く世界の明日から」という長崎さるくのコース

が設定をされて、こちらも定員は20名となって
おりますが、長崎県のフィルムコミッションが

この企画等をやられているということでござい

ました。

今まで、映画のロケ地を巡るツアーというの

は、恐らくいっぱいあったんだろうと。しかし、

アニメに描かれている場所が、いわゆるさるく

の場所になると。また新たな視点だなと。

となってくれば、ロケ地だと実写ですから、

恐らくいろいろ制約もあろうかと思うんですが、

アニメだったら少し空想の世界といいますか、

いろんな可能性が広がっていって、実際ポイン

トを見ると、グラバー園の視点というのはわか

るんですけれども、鍋冠山、鍋冠山は景色がよ

くてよくわかるんですが、大浦展望公園とか祈

念坂とか石橋電停、出雲近隣公園とか、あまり

ロケ地にどうなのかなと思うようなところも、

アニメに転ずると、これがまた観光スポットし

てよみがえってくると。すごいなというふうに

思って見ていたところです。こういったところ

を、ぜひ県も後押しをしながら、文化の力をか

りて地域振興に向けて頑張っていただきたいと

思います。

この長崎の取組は、まだ先の話ではあります

が、何かこれについて情報をお持ちであればお

聞かせいただければと思いますが、ない。では、

予約状況とか、もしあれば後で教えていただき

たいと思います。

ご答弁は結構ですが、かつて、私は総務委員

会で昔のトキワ荘、漫画家の卵、それこそ手塚
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治虫さんや石ノ森章太郎さん、藤子不二雄さん、

赤塚不二夫さんもそうですかね、そこで本当に

飲まず食わずの中で、自分たちで切磋琢磨して

いって、そして一時代を築いたというトキワ荘

というのがありますが、そういったものを長崎

のどこかに引っ張ってこれないかと。いろんな

素材が長崎はある中に、そういったものを引っ

張ってこれないかということも一度ご提案を申

し上げたことがあるんですが、その時は一蹴さ

れました。ここまでアニメでいろんなイベント

があって、長崎にそれで人が来るというのは、

そんな環境にはない時でした、わずか数年前で

すが。それがここに至って、これだけ人気を博

しているということであれば、まさにそういっ

た取組ということも今後検討して、地域、要は

人口減少で人もいなくなってしまっているよう

な地域、人が住もうと思えば、移住しようと思

えばできるところはいっぱいあるわけで、そう

いったところを活用しながら、長崎の魅力を、

そこで実際に描いてもらって、また発信をして

いくといった相乗効果、シナジーを生めるよう

な取組、こういったこともぜひご検討いただき

たいと思いますが、もし何かご答弁があれば。

【村田文化振興課長】 今、文化振興課では、委

員の方からお話をいただいておりますけれども、

「描いてみんね！長崎」という事業をやってお

りまして、昨年からはこれまでの漫画に加えて、

小説家の方にも長崎までお越しいただいて、

色々な食や歴史、景観等をご覧いただいて、漫

画や小説の中に入れていただこうという取組を

進めております。

こうした作品を多く生み出すということで本

県の地域資源を、多様な趣向を持っておられる

方々に、幅広い世代の方々に伝えたいという思

いでございます。その中で本県の魅力に気づ付

いていただき、長崎の方にお越しいただくこと

で交流人口の拡大を目指して取り組んでいると

ころでございますので、県としてはそういった

コンテンツをつくるというところでありまして、

それが発展して、先ほど来の聖地巡礼のような

形で大きなイベントにつながっていけばいいと

考えておりますので、県としてはこういった部

分の情報発信をしっかりやっていきたいと思っ

ております。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【深堀委員】 1点だけ、ローマ法王の来県に関
してですけれども、条例等々で、警察本部等を

はじめ関係機関と綿密な連携をとりながら万全

の態勢でお迎えをするということで理解をして

おりますが、部長説明資料の中でも書かれてい

るように、「法王の来県に併せて、国内外から

多くの来訪者が予想されることから」というこ

とで、もう十分その受け入れ態勢についても検

討されていると思うんですが、どの程度の方々

が来県される、その想定と、そこで出てくる課

題に対する対応案、こういったものはどのよう

になりますか。

【永橋国際課長】ご指摘のとおりローマ法王の

ご来県に際しまして、全国からいろんな方が来

られると思っております。

正式な行事等については、まだ発表されてお

りませんので、我々が承知しているというか、

いろんな情報交換する中で得ている情報としま

しては、例えば大きな会場でのミサというのを、

カトリック長崎大司教区の方から情報提供をい

ただいております。

そうした中で、もしそういったものが行われ

るとなれば、多くのお客様が例えばバスで移動

されると。そうした時には交通渋滞であるとか、

それだけではなく、バスの乗り降りの時にいろ



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２５日）

- 92 -

んな制約が出てくるだろうと。乗り降りされた

後にも、そのバスを駐車場に移動したりとかと

いうことも考えられるだろうということで、い

ろんなロジの部分で想定される課題について、

長崎大司教区、県警本部、長崎市、それと我々

と一緒に共有しながら、まだ正式な発表はあっ

ておりませんけれども、今現在考えられる、想

定される範囲内で万全の態勢で臨めるように、

いろんな協議をさせていただいております。

具体的には、今言った交通関係、渋滞につい

ては県警本部が対応いたしますし、そうしたバ

スの受け入れ、それとご来県された法王様ご一

行の車の手配といったもの、沿道での県民の

方々の歓迎、それに要する小旗の手配とか、そ

のほかにもプレスセンターの設置、取材、こう

いったものを、まだ正式な発表はあっておりま

せんが、もしあった時にはどうするかという仮

定の話を含めながら、関係機関で連携しながら、

今、協議を進めているところでございます。

【深堀委員】確かに、現時点で明確なミサの状

況であったりというのは公表されてないので、

想定の話にはなるんですが、38年前にも来県を
体験された。直近で言えば、2008年の同じ時期、
11月24日ですけれども、列福式というのがカト
リックの大きなイベントとしてあって、その時

はローマ法王はもちろん来られてないですけれ

ども、代理の方が来られてビッグＮで大規模な

ミサがあって、その時に、全国から約3万人の
方々が来られたというのがちょうど11年前、同
じ時期ですね。その時に発生したいろんな課題

があったのかどうかというところから逆算して

といいますか、その実績があるものだから、そ

ういったところから見えてきた課題というのを

今の段階で、もちろん規模は多分違うとは思う

んだけれども、そういった課題をしっかり捉ま

えて態勢をとってほしいと私は思っているんで

すが、そのあたりはいかがですか。

【永橋国際課長】列福式の時の課題につきまし

ては、大司教区と一緒に共有させていただいて

おります。先ほどのバスの話でありますとかも、

当時200台を超えるバスが来たというふうに聞
いております。そのさばきについてもいろんな

課題があったと。入場の時とか、そういった時

もいろんな課題があったとお聞きしております

ので、それは当然、一番直近の情報として、そ

の時あり得た課題、それにプラス、ローマ法王

が来られるということで、さらに多くの方が見

えられると思いますので、そこを踏まえてしっ

かりと対応していくように、今協議をしている

ところでございます。

【深堀委員】当然その列福式の時の話ももちろ

ん理解されてあったということなので、その列

福式の時よりも、間違いなく今回の方が大規模

なイベントになるはずなので、ぜひそのあたり、

万全の態勢、確かにローマ法王が見えるという

ことで、そのセキュリティ対策は今万全にとら

れていると思うんだけれども、それ以外の本県

に来られる方々がスムーズに、安全にそういっ

たイベントに参加できるような態勢を、ぜひ県

警として、大司教区とも連携を図ってやってい

ただきたいということを要望しておきます。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【中村(泰)委員】 前回の議会の後に視察がござ
いました。私は、総務委員会で島原半島、そし

てまた、新幹線・総合交通対策特別委員会で北

陸新幹線を主に見させていただきました。

特に印象に残っているところとしては、北陸

新幹線の金沢駅です。石川県の県庁にお伺いを

し、話をしました。北陸新幹線で最もインパク

トがあるというか、経済効果が予想より大きか
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ったと。これは知られている事実でして、参加

した委員の皆さん、そして企画振興部の皆さん

と、なぜ金沢というか、北陸新幹線、特に金沢

なんですけれども、それだけ経済効果があった

のかといったところを鋭くというか、束になっ

て聞きました。

いただいた回答としては、石川県は伝統文化

とか、そういったものが非常に豊かで、そこの

磨き上げに、そしてそのコンテンツにすごく時

間をかけたんだと言われました。企画振興部の

皆さんとも、本当にそうなのかなと。実はもっ

ともっといろんな仕掛けがあったんじゃないか

と思い、帰ってはきたんですけれども、しかし、

何度聞いてもそういったご回答なんですね。

一方、総務委員会で島原半島にお伺いをし、

島原市の行政の皆様から一番いただいた思いと

しては、全線フル規格で通してくれと。それは

もちろん県の皆さんの思いであるんですが、新

幹線がつながった後に、そこのケアもしっかり

してほしいということを重ねて言っていただき

ました。

つまり、どういうことをお伺いしたいかとい

うと、令和4年度、新幹線が開業すると。それ
に伴い長崎県の観光というものが、また一つク

ローズアップされる、すごくいいチャンスだと

思います。そこに向かって、石川県が成功した

ように、長崎県もぜひとも成功をしたいと。当

然、石川県は関東圏につながって多くの人が来

られたということがあるとは思いますし、全線

フル規格ではないという我々の厳しい状況もあ

りますが、しかしながら、全国に対してすごく

注目をいただくチャンスになると思いますので、

要は、新幹線開業に伴いどういった思い、そし

て覚悟、またどういう取組をこれからされてい

くのか。そして、今あるコンテンツや伝統文化、

こういったものがより磨かれるにはどうしたら

いいのかという視点でご答弁を賜りたいと思い

ます。

【佐古観光振興課長】まず、新幹線の開業を見

据えた誘客の取組ですけれども、数年前から関

西戦略という形で、関西方面での長崎県の観光

のＰＲとか、そういったところには、例えばＪ

Ｒ西日本と連携をして進めたりということもや

っております。

それから、隣県の佐賀県と連携をいたしまし

て、これも佐賀県と長崎県を素材にした少し品

質の高い、雑誌というとちょっとイメージが違

うんですけれども、それぞれ両県のあるテーマ

を取り上げて書籍を作成しまして、これを関西

方面でご覧いただくという取組も佐賀県との間

でやっております。

それから、島原半島について申し上げますと、

これもいわゆる九州横軸、大分県、熊本県、長

崎県、この3県での連携事業をずっと今進めて
いるところでございますので、西九州ルートが

開業して、もう既に開業している鹿児島ルート、

この二股に分かれて、双方向で人の流れという

のが出てくるだろうと。そこで重要な役割を果

たすのが島原半島だろうと思っておりますので、

今進めております横軸での連携事業の中でもそ

ういった取組を進めているところではございま

す。

それと、もう一点の伝統文化といいますか、

地域のいろんな歴史や文化を活かした観光まち

づくりというところは、従来から県としても支

援をしてまいっているところでございます。

特に、新幹線の開業がもう目の前にきており

ますので、少しそういった既存の市町の取組を

支援する制度の中でも、できるだけ新幹線の開

業を見据えて、その地域の特色を磨き上げると
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いいますか、そういう取組をしていただけるよ

うに、それぞれの市町、これは沿線自治体だけ

ではなく、できるだけ広い範囲で市町に取り組

んでいただけるように、今後話をしていかない

といけないかなと思っているところでございま

す。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。非常
に私の質問は抽象的になってしまったんですけ

れども、金沢駅で成功した石川県の皆さんとぜ

ひともお話をしていただきたいということがま

ず一つございます。企画振興部の皆さんも、そ

ういった目線で、この間一緒にお伺いをしまし

たので、ぜひともそこの連携をとっていただき

たいと。

そもそも、じゃ、伝統を磨くとかコンテンツ

を磨くとかというのは非常に難しいところで、

今までやってきたよということだとは思うんで

すけれども、もう一度、新幹線開業ということ

を控えた中でどうするのかと。もしかしたら、

これが最後のチャンスになるのかもしれないと

いう危機感と情熱を持って取り組んでいただけ

ればと思い話をさせていただきました。よろし

くお願いします。

以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、文化観光国際部関係の審査結果について

整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時５６分 休憩 ―

― 午後 ２時５６分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、企画振興部の審査を行

います。

本日はこれをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時５７分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年 ９月２６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４６分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中島 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企画 振興部 長 柿本 敏晶 君

企画振興部政策監
(離島･半島･過疎対策担当) 前川 謙介 君

企画振興部政策監
（ＩＲ推進担当）

吉田 慎一 君

企画振興部次長 坂野花菜子 君

企画振興部参事監
(県庁舎跡地活用担当) 村上 真祥 君

政策 企画課 長 陣野 和弘 君

政策企画課企画監
(次期総合計画担当) 福田 義道 君

ＩＲ 推進課 長 小宮 健志 君

地域づくり推進課長 浦  亮治 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当) 明石 克磨 君

スポーツ振興課長 野口 純弘 君

スポーツ振興課企画監
（スポーツ合宿･
大会誘致担当）

江口  信 君

市 町 村 課 長 井手美都子 君

土地 対策室 長 原田 一城 君

新幹線・総合交通対策課長 小川 雅純 君

新幹線・総合交通対策課企画監
(航路･バス事業担当) 椿谷 博文 君

県庁舎跡地活用室長 苑田 弘継 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中島(浩)委員長】 皆さん、おはようございま
す。

これより企画振興部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、7 月の
人事異動に伴う新たな幹部職員について紹介

がありますので、これを受けることにいたしま

す。

【柿本企画振興部長】 おはようございます。

7 月 16 日付の人事異動に伴い交代があった
職員を紹介させていただきます。

企画振興部次長 坂野花菜子君です。よろし

くお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 それでは、これより審査
に入ります。

予算議案を議題といたします。

企画振興部長より、予算議案説明をお願いい

たします。

【柿本企画振興部長】 企画振興部関係の議案
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について、ご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」及び「予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料（追加 1）」をご覧願います。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第 103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第 2号）」のうち関係部分、第 116号議
案「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第 3
号）」のうち関係部分であります。

はじめに、第 103号議案「令和元年度長崎県
一般会計補正予算（第 2号）」のうち関係部分
についてご説明いたします。

補正予算は、歳入予算で 1億 3,715万 8,000
円の増を計上いたしております。

これは、他部局で歳出予算を計上しておりま

す地方創生推進交付金及び特定有人国境離島

地域社会維持推進交付金を活用した事業に対

応するものであり、地方創生推進交付金は政策

企画課、特定有人国境離島地域社会維持推進交

付金は地域づくり推進課において歳入予算を

計上するものであります。

次に、第 116号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第 3号）」のうち関係部分につ
いてご説明いたします。

補正予算は、歳入予算で、3,070万 5,000 円
の増を計上いたしております。

これは、対馬を訪れる韓国人観光客の減少に

伴う国内客等の誘客対策として、文化観光国際

部で歳出予算を計上いたしております特定有

人国境離島地域社会維持推進交付金を活用し

た事業に対応するものであり、地域づくり推進

課において歳入予算を計上するものでありま

す。

以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し

上げます。

【中島(浩)分科会長】ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】質疑がないようですので、
質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】討論がないようですので、
これをもって、討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分及び第116号議
案のうち関係部分は、原案のとおり、それぞれ

可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

企画振興部は、委員会付託議案がないことか

ら、所管事項についての説明及び提出資料に関

する説明を受けた後、陳情審査、所管事項につ

いての質問を行います。

企画振興部長より所管事項説明をお願いい

たします。

【柿本企画振興部長】 企画振興部関係の議案

外の報告事項及び所管事項について、ご説明い

たします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」の
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当初版と追加 1・2・3がございますので、こち
らの方をよろしくお願いいたします。

まず、お手元の総務委員会関係議案説明資料

をお開きを願います。

まず、議案外の報告事項につきまして、ご説

明いたします。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立した 1 件につき、損害賠償金合計 37 万
1,347円を支払うため、去る 9月 2日付で専決
処分をさせていただいたものであります。

次に、所管事項のうち主なものについてご説

明いたします。

（次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

について）

県においては、人口減少を克服し、地方創生

を推進するため、平成 27年度に「長崎県まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、良質な

雇用の場の創出や若者の県内定着、移住の促進

など、さまざまな施策を講じてきたところであ

り、本年度が計画期間の最終年度となっており

ます。

現総合戦略においては、企業誘致等による雇

用の創出や移住者数の増加など一部には成果

が見られるものの、全体として人口減少を抑制

するまでには至らない状況であり、高卒者・大

卒者等の県内就職率の伸び悩みや、女性の転出

超過の拡大、県民も含めた意識共有の不足など

の課題が残されているものと認識しておりま

す。

そのため、来年度からの次期総合戦略では、

こうした課題に対する要因分析を行い、それを

踏まえた施策を構築するとともに、市町や民間

との連携を図りながら、より具体的な成果につ

ながる総合戦略となるよう策定作業を進めて

おり、今議会において、次期総合戦略の骨子案

をお示ししております。

このうち、企画振興部は、施策体系 1「地域
で活躍する人材を育て、未来を切り拓く」にお

いて、ながさき暮らしＵＩターン対策の促進や、

関係人口との交流促進による地域活力の向上、

移住者の裾野の拡大、施策体系 3「夢や希望の
あるまち、持続可能な地域を創る」において、

九州新幹線西九州ルートの整備と開業効果の

拡大や、しまや半島など地域活性化の推進、な

どの施策を積極的に推進し、地方創生のより一

層の推進に取り組んでまいります。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様や市町、関係団体、外部有

識者等で構成する懇話会などのご意見をお伺

いしながら、本年度中の策定を目指してまいり

ます。

総務委員会関係議案説明資料の 2 ページと
（追加 3）の 1ページをあわせてご覧を願いま
す。

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進に

ついて）

ＩＲ区域の整備については、長崎県・佐世保

市ＩＲ推進協議会において、九州・長崎ＩＲ基

本構想の改訂作業を進めているところですが、

去る 7月 31日、今年度 2回目となる九州・長
崎ＩＲ区域整備推進有識者会議を開催し、基本

構想の改訂に反映すべき具体的な方策案につ

いてご意見をいただきました。

基本構想は、ＩＲ事業者が事業計画等を検討

する際の基礎にもなることから、今後速やかに

改訂案を公表した上で、ＩＲ事業者から具体的

な事業コンセプトの提案を募集するＲＦＣ

（Request for Concept）を 10月 1日から開始
いたします。
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今回のＲＦＣは、九州・長崎ＩＲの区域整備

や施設の設置・運営等に対する考え方やニーズ

等について、県及びＩＲ事業者の相互理解を深

めることで県はもとより、事業者の準備・検討

の加速化を図ることを目的として実施するも

のであり、国の基本方針策定後の速やかな実施

方針の策定及び事業者の公募・選定につなげて

まいります。

総務委員会関係議案説明資料の 3ページをご
覧願います。

（ＵＩターンの促進について）

ＵＩターンについては、「ながさき移住サポ

ートセンター」を中心に、市町と連携しながら、

きめ細やかな支援に取り組んでおり、移住者数

は年々増加している状況であります。

特に、本県からの転出が多い福岡県について

は、本県への移住者の前住所地の中で最も多く

を占め、その伸びも顕著であることから、Ｕタ

ーン促進の観点からも福岡県を移住施策の重

要なターゲットとして認識しているところで

あります。

そのため、今回、産業労働部において、福岡

地区の本県出身大学生等への働きかけを行う

拠点を福岡市内に整備することにあわせて、移

住に関する相談窓口としての機能を新たに設

けることとしております。

移住相談体制の充実を図ることで、さらなる

移住者の確保につなげてまいりたいと考えて

おります。

総務委員会関係議案説明資料の 3 ページと
（追加 1）の 1ページをあわせてご覧を願いま
す。

（新たな過疎対策について）

過疎対策については、現行の「過疎地域自立

促進特別措置法」の失効が令和 3年 3月末に迫

っておりますが、本年 2月、庁内に「長崎県過
疎地域活性化研究会」を設置し、県内過疎市町

の意見も取り入れながら、新法制定に向けた具

体的な提案等に係る検討を進めてきたところ

であり、今回、「新たな過疎対策に向けた具体

的提案（案）」として取りまとめました。

今後、県議会での議論も踏まえた上で、本年

11月ごろをめどに、県過疎地域自立促進協議会
とも連携しながら、新法制定や国の関係施策に

反映されるよう要望活動を展開してまいりた

いと考えております。

総務委員会関係議案説明資料（追加 2）の 1
ページと（追加 3）の 2ページをあわせてご覧
を願います。

（対馬市における韓国人観光客の減少に伴う

影響と対策について）

本年 7月以降、対馬市を訪れる韓国人観光客
は急激に減少し、宿泊施設や交通事業者等の観

光関連事業者に大きな影響が生じております。

このため、県としても、対馬振興局が中心と

なって宿泊施設等への聞き取り調査を実施す

るなど、地域経済への影響の状況把握に努める

とともに、去る 9月 9日には、知事をトップに、
副知事や全部局長等を構成員とする「長崎県対

馬観光対策会議」を設置し、全庁的な情報共有

を図るとともに、中小企業者の資金繰りや観光

客の誘致対策など、必要な対策に一体的に取り

組む体制を整備したところであります。

こうした中、有人国境離島法に基づく雇用機

会拡充事業の採択事業者に対する影響も懸念

されることから、市と連携して状況把握に努め

るとともに、去る 9 月 18 日には、平田副知事
をはじめ、県、県議会、対馬市、同市議会が合

同で、「韓国人観光客の激減対策に関する緊急

要望」を実施し、北村地方創生担当大臣や関係
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省庁等に対し、国内観光客誘致強化のための財

政支援等とあわせて、雇用機会拡充事業の採択

事業者の事業継続支援に向けた雇用要件の緩

和など、各事業者の状況に応じた柔軟な取扱い

に関して要望したところであります。

引き続き、地域経済に及ぼす影響の十分な把

握に努めながら、様々な機会を通して国等への

働きかけを行うとともに、対馬市をはじめ、関

係機関や関係部局と連携し、必要な対策に取り

組んでまいります。

総務委員会関係議案説明資料の 4 ページと
（追加 3）の 1ページをあわせてご覧をお願い
いたします。

（東京オリンピック・パラリンピック等にかか

る取組について）

今月 20 日に開幕したラグビーワールドカッ
プについて、本県は、スコットランド代表とト

ンガ代表の 2チームのキャンプ地となっており
ます。

このうちスコットランド代表チームは、既に

長崎市でのキャンプを終えたところでありま

すが、キャンプ期間中にはチーム関係者約 60
名が滞在し、市民による歓迎イベントや子供た

ちを対象としたラグビー教室などが行われま

した。また、今後、島原市でキャンプを実施す

るトンガ代表チームについても、ラグビー教室

など市民との交流の機会が設けられることと

なっております。

県としては、今後も市町や競技団体と連携し、

スポーツを通した地域活性化を目指して、交流

人口の拡大や国際交流の促進につながる取組

を推進してまいります。

総務委員会関係議案説明資料（追加 1）の 1
ページをご覧願います。

（長崎空港の活性化について）

長崎空港については、運用時間を延長するに

あたり、国において、管制業務の増員など体制

を整備する必要があることから、それに見合う

航空需要の創出が必要とされております。

このため、県においては、これまで航空会社

に対して、路線誘致に積極的に取り組んできた

ところでありますが、その一方、運航する航空

会社としては、先に運用時間延長の見通しがな

いと検討は難しいとの考えが示されておりま

す。

県としては、こうした状況とあわせて、イン

バウンド需要の増加による地方への流動が見

込まれる中、地方空港の重要性は益々高まるこ

とから、国に対して、長崎空港のように海上空

港で 24 時間化に適しているものについては、
より積極的な活用に向け、一部時間帯における

航空管制のリモート化等の検討についても協

議を重ねてきたところであります。

こうした中、国においては、これまでの本県

の継続的な要請や、空港の特性を踏まえ、長崎

空港もその対象空港として導入を検討されて

いるところであります。

県としては、航空管制の夜間早朝帯における

一部リモート化を契機に、路線の拡大が図られ

るよう誘致活動を一層強化し、運用時間の延長

を図るとともに、将来的には長崎空港の 24 時
間化の実現を目指してまいりたいと考えてお

ります。

総務委員会関係議案説明資料の 4 ページと
（追加 1）の 2ページをご覧願います。
（九州新幹線西九州ルートの整備促進につい

て）

九州新幹線西九州ルートの整備のあり方に

ついては、与党整備新幹線建設推進プロジェク

トチーム「九州新幹線（西九州ルート）検討委
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員会」において、去る 8月 5日、「九州新幹線
（西九州ルート）の整備のあり方等に関する基

本方針」が示され、新鳥栖～武雄温泉間につい

ては、これまで本県が求めてきたフル規格によ

り整備することが適当と判断され、また、国土

交通省に対し、同省を含めた、佐賀県・長崎県・

ＪＲ九州の関係者間での協議の実施と同検討

委員会への状況報告が求められているところ

であります。

また、8 月 27 日には、与党整備新幹線建設
推進プロジェクトチームに対して、基本方針の

報告がなされたほか、環境影響評価調査費につ

いて令和 2年度の概算要求に盛り込むことは見
送る一方、予算計上については、同プロジェク

トチームから国土交通省に対して、今後の関係

者間協議の進捗に応じて柔軟な対応をとるよ

う求められたところであります。

さらに、9月 4日には、佐賀県と部長間で会
談を行い、佐賀県内の議論を深めていただきた

いことや、今後実施される関係者間の四者協議

への参加について要請してまいりました。

県としては、諸課題の解決に向け、この関係

者間の協議への積極的な参加とあわせ、佐賀県

との協議を重ねながら、全線フル規格による整

備の実現に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

総務委員会関係議案説明資料の 5 ページと
（追加 3）の 2ページをあわせてご覧願います。
（県庁舎の跡地活用について）

県庁舎の跡地活用については、去る 6月、「広
場」「交流・おもてなしの空間」「文化芸術ホ

ール」の 3つの主要機能を効果的に配置し、そ
の相乗効果を発揮させ、賑わいを創出するとい

うことを基本的考え方とする「県庁舎跡地整備

方針」を決定し、6 月定例会において、3 つの

主要機能の詳細な機能や規模、運営手法等につ

いて定める基本構想の策定にかかる予算を承

認いただいたところであり、現在、構想策定に

着手するべく準備を進めております。

具体的には、経済団体など関係者の方々に加

え、まちづくりや公民連携、広場運営などの専

門家、デベロッパーなど民間事業者から幅広く

意見をお聞きし、いただいた意見等を踏まえ、

賑わい創出の考え方や今後における留意点な

どについて整理を進めております。

また、埋蔵文化財調査については、旧県庁舎

解体工事が終了する 10 月以降、速やかに範囲
確認調査に取りかかれるよう、現在、教育委員

会において準備が進められており、去る 8月 30
日に県文化財保護審議会を開催し、調査箇所等

について意見聴取を行い、先般、調査箇所を決

定したところであります。

今後、10月中旬ごろより調査を開始する予定
であり、予断を持つことなく適切に調査を実施

し、重要な遺構等が確認された場合は、専門家

のご意見もお伺いしながら、その取扱いについ

て必要な検討を行ってまいります。

以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し

上げます。

【中島(浩)委員長】 次に、提出のあった「政策
等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明を求めます。

【陣野政策企画課長】 私の方から、「政策等

決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員と

の協議等の拡充に関する決議」に基づき、本委

員会に提出しております企画振興部関係の資

料についてご説明いたします。

総務委員会提出資料の 1ページをお開きくだ
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さい。

市町等の補助事業者に対し内示を行った補

助金につきまして、6月から 8月までの実績に
つきましては、記載のとおり、長崎県集落維持

対策推進事業補助金に関し、島原市、諫早市分

の 2件となっております。
続きまして 3ページをお開きください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち 6月
から 8月までに県議会議長宛てにも同様の要望
が行われたものにつきましては、3 ページから
52ページまで、佐世保市、長崎県町村会、養成
所を考える会、諫早市、五島市、島原市、南島

原市、大村市、長崎市及び長崎市議会からの要

望 37件となっております。
次に、53ページからでございますが、附属機

関等会議結果報告でございます。6月から 8月
までの実績につきましては、長崎県バス対策協

議会など計 5件でございまして、その議事概要
につきましては、54ページから 58ページにお
示ししているところでございます。

なお、出納局から報告されているかと存じま

すが、物品管理室で契約を行った 1,000万円以
上の契約につきましては、企画振興部分を参考

として配付させていただいております。

以上をもちまして資料の説明を終わらせて

いただきます。

【中島(浩)委員長】 次に、政策企画課長より補
足説明をお願いいたします。

【陣野政策企画課長】 引き続きまして私の方

から第 2期「長崎県まち・ひと・しごと創生総
合戦略」骨子案につきまして、概要をご説明さ

せていただきたいと思います。資料につきまし

ては、Ａ4横の 2枚もの、「第 2期まち・ひと・
しごと創生総合戦略骨子（案）について」とい

うものと、冊子になっておりますが、骨子案本

編、2 種類配付させていただいておりますが、
説明につきましては、このＡ4、2枚の「骨子（案）
について」という概要で説明させていただきま

す。

平成 27 年 10 月に策定しました「長崎県ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」につきまして

は、企画振興部長からの説明にもありましたよ

うに、本年度が計画期間の最終年度となってお

りますことから、第 2期の戦略の策定に向け作
業を進めてまいりましたが、今回、骨子案を取

りまとめましたので、お示ししているところで

ございます。

概要の 1ページ、左上をご覧ください。
第１期の総合戦略につきましては、記載のと

おり、転出超過数の改善、企業誘致等による雇

用創出、新卒者の県内就職率の向上、県内移住

者の増、合計特殊出生率の向上等を基本目標と

してさまざまな施策を講じてきたところでご

ざいます。

矢印をおりまして、この 4年間、現時点での
実績でございますが、企業誘致等による雇用創

出数や移住者につきましては、現時点での目標

を上回って達成しているところでございます。

合計特殊出生率につきましては、一定改善し

ておりますが、ここ近年、少し減少傾向にござ

います。

高校と大学生の県内就職率につきましては、

なかなか目標を達していないというところで

ございます。

加えまして、基幹産業でございます造船関連

をはじめとした産業のところで従業員数の減

少が見られるという点、また、女性の転出超過

が拡大傾向となるといったことも見受けられ

ますことから、全体として今現在、転出超過数
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の改善に至っていないという状況でございま

す。

こうした状況を踏まえまして、1 ページの右
側に、ご覧いただきますとおり、やはり企業誘

致等による雇用創出のところが目に見える形

で人口減少改善に結びついていないという点、

また、県内就職率が改善せず、全国的にもまだ

低水準にとどまっているという点、さらには関

係団体や企業、教育機関、県民の皆様との意識

共有が十分でないという点、女性の転出超過が

拡大しているという点、合計特殊出生率が伸び

悩んでいるという点が、第 1期の課題として残
っていると考えております。

こうしましたことから、矢印、右側下におり

ていただきまして、第 2期総合戦略の方向性と
いたしましては、まず、一定成果が得られてい

る分野につきましては、より高い効果が得られ

るような施策の充実・深化、さらには量的な拡

大に努めるという一方、十分成果が得られない

分野につきましては、要因分析を進め、足らざ

る取組の追加・拡充に努めることを基本としま

して、①から⑤に記載がございます、まずは、

「しごと」と「ひと」のマッチングの促進、県

内企業の採用力強化、また、進学等で県外に転

出されている方のＵターン対策の一層の充

実・強化、若者の受け皿となる魅力的な働く場

の創出や交流人口の拡大、ふるさとで活躍する

ことの重要性について理解を得るための施策

の強化、さらには女性の県内定着を進める施策

や、子どもを産み、育てやすい環境を整備する

取組の充実・強化などを見直しの方向としてお

ります。

また、新たな視点としましては、Society5.0
など先端技術の活用であったりとか、また、高

齢者数がピークを迎える 2040 年問題を想定し

た対策、さらにはＳＤＧｓの理念を盛り込んで

いくこととしております。

2ページをご覧ください。
そうしましたことから、2 ページの左上でご
ざいます、第 2期総合戦略の施策体系としまし
ては、基本的には、現在の 3 つの柱と同様に、
「ひと」、「しごと」、「まち」の 3つの流れ
で、骨子案では、「地域で活躍する人材を育て、

未来を切り拓く」、「力強い産業を育て、魅力

あるしごとを生み出す」、「夢や希望のあるま

ち、持続可能な地域を創る」という 3つの施策
体系のもとに対策を推進していくこととして

おります。

2ページから 4ページにかけまして、現時点
で検討を進めている具体的な施策の主なもの

を抜粋して記載しております。

2ページの下段の方でございます。
まず、1「地域で活躍する人材を育て、未来

を切り拓く」。ひとの分野でございますが、こ

ちらにつきましては、県内高校・大学生の県内

就職を更に強化していくことに加えまして、福

岡におけるＵＩターン就職支援拠点の設置や、

キャリアコーディネーターによる支援といっ

た県外の大学生の県内就職促進にも力を入れ

ていくこととしております。

加えまして、県内就職対策といたしまして、

県内企業の採用力向上や県内企業の情報発信

の強化、各産業分野におけます処遇の改善、ま

たは外国人の活用といったしごととひとのマ

ッチングや、Ｕターン対策の一層の充実に取り

組むこととしております。

3ページをご覧ください。
また、3 ページのところでは、同じくひとの
分野でございますが、各分野における女性活躍

の推進、働きやすい職場環境の整備といった女
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性の県内定着の促進、または結婚、妊娠、出産、

子育てまでの一貫した支援や、子どもを産み、

育てやすい環境に努めるといったほか、あと女

性、中学生を対象といたしまして職業体験学習

プログラムの構築など、ふるさと教育にも力を

入れていくこととしております。

2 番の「力強い産業を育て、魅力あるしごと
を生み出す」というしごとの分野におきまして

は、海洋エネルギー、ロボット・ＩｏＴといっ

た新たな基幹産業の創出にも力を注ぐととも

に、地場企業の成長促進、若者に魅力のある雇

用の場を提供できる企業の誘致、インバウンド、

海外活力の取り込み、一次産業の振興など、雇

用の場の創出と交流人口の拡大に取り組みこ

ととしております。

4ページをご覧ください。
4 ページにつきましては、まちの分野になり

ますが、3 番「夢や希望のあるまち、持続可能
な地域を創る」というところにつきましては、

人口減少を見据え、地域住民が主体となった集

落地域コミュニティの維持活性化に取り組む

ほか、地域の医療・介護サービスの確保、ＩＣ

Ｔなどを活用した地域の活性化、また、九州新

幹線西九州ルートの整備と開業効果の拡大、Ｉ

Ｒの誘致をはじめとした持続可能で魅力のあ

る都市・地域づくり、しまや半島など、地域の

活性化の推進に取り組んでいくこととしてお

ります。

2 ページにお戻りください。今後のスケジュ
ールでございます。

今後のスケジュールにつきましては、2 ペー
ジの中段に記載がございますとおり、今回、骨

子案をお示ししておりますが、今後、11月議会
に素案の議会への提出、パブリックコメントの

実施を予定しております。県議会のご意見を十

分にお伺いするとともに、県民の皆様や市町、

外部有識者で構成する懇話会のご意見を伺い

ながら、本年度中の策定を目指してまいりたい

と考えております。

私からの説明は以上でございます。

【中島(浩)委員長】 次に、ＩＲ推進課長より補
足説明をお願いいたします。

【小宮ＩＲ推進課長】 お手元に配付いたして

おります総務委員会補足説明資料「基本方針

（案）の概要」、こちらの資料をお手元にご用

意ください。

9月 4日に観光庁から示されました「基本方
針（案）の概要」でございます。資料の左側の

「第 1 ＩＲ整備の意義・目標」から「第 6 カ
ジノ施設の有害影響排除」が記載をされてござ

います。

第 1の意義・目標でございます。
ＩＲは、国際的なＭＩＣＥビジネスを展開し、

国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現

するということでございます。

次に、目標といたしまして 3点ございます。
ＭＩＣＥ開催件数の増加。2030 年に訪日外

国人旅行者の 6,000 万人、同じく消費額 15 兆
円とする政府目標の達成。そして最後に外国人

旅行者の国内周遊でございます。

次に、第 2でございます。
ＩＲの整備に当たりましては、公益性、あと

地域における十分な合意形成が求められてお

ります。

本県におきましては、6 月に開催されました
九州地方知事会議、あるいは九州地域戦略会議

などにおきまして、九州第一弾としての応援を

いただく旨の決議をいただいているところで

ございますので、こういったところは政府へし

っかりアピールをしてまいりたいと存じます。
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次に、第 3は記載のとおりでございますので、
説明は割愛をさせていただきます。

第 4の最初の項目でございます。
事業者の公募・選定に関しましては、公平性、

透明性を確保しなければなりません。

次に記載しております認定の申請期間につ

きましては、今月から観光庁において各自治体

のヒアリングが開催されておりますので、その

各自治体の状況を踏まえて、後に検討をなされ

るということとなってございます。

次に、第 5のその他の項目でございます。
インバウンドの促進やギャンブル等依存症

対策など、関係施策と連携して推進するという

こととされております。

第 6のカジノ施設の有害影響排除につきまし
ては、犯罪発生の予防、青少年の健全育成、依

存防止のための施策及び措置を確実に実施す

ること、あわせてギャンブル等依存症対策基本

法に基づく取組を一層強力に推進することが

求められてございます。

次に、右側の認定審査の基準でございます。

要求基準といたしまして、ＩＲ整備法施行令

で示されております国際会議場やＭＩＣＥの

規模、あるいは宿泊施設の規模、こういった要

件を満たしていることが基本的な要件とされ

てございます。

下にまいりまして、評価基準でございます。

5 項目示されておりますけれども、ポイントを
絞って説明をさせていただきます。

1の（8）、国内外の主要都市との交通の利便
性や交通アクセスの改善、インフラ整備等の施

策が効果的であること。2の（1）から（3）に
記載のとおり、ＭＩＣＥ開催件数の増加、旅行

消費額の増加や地域の雇用創出効果、また、

2030 年に訪日外国人旅行者 6,000 万人、消費

額 15 兆円とする政府目標の達成への貢献、こ
ちらが重要なポイントとなってございます。

また、5 番に記載しておりますカジノ施設の
有害影響排除が確実かつ効果的に講じられて

いること、以上が評価基準として示されている

ものでございます。

この資料の説明につきましては、以上でござ

います。

次に、お手元にございます「九州・長崎ＩＲ

基本構想（案）」の概要をカラー刷り、2 ペー
ジもので用意をいたしておりますので、お手元

にご用意いただければと思います。

まず、左側の外的要因、それから内的要因で

記載をいたしている下でございます。九州・長

崎のポテンシャルを整理いたしております。

まず、アジアとの近接性、メッセージ性の高

い観光資源、ＩＲ候補地の開発環境、良好な観

光市場、そして地元の合意形成、この 3つをポ
テンシャルとして整理をいたしております。

また、世界最高水準のＩＲ導入による国策へ

の貢献といたしまして、国際競争力の高い滞在

型観光の実現、まち・ひと・しごとの地方創生、

有人国境離島の保全・振興、歴史・文化・芸術

の保全・活用、そしてアジアと日本をつなぐゲ

ートウェイ機能、こうした国策への貢献を実現

してまいります。

次に、九州・長崎ＩＲの目指す姿、コンセプ

トでございます。

世界と日本をつなぐ九州創生ＩＲといたし

まして、そこに示しておりますゲートウェイ・

九州、ショーケース・九州、観光アイランド・

九州の 3つの実現を目指してまいります。
次に、右側に移りまして、九州・長崎ＩＲが

有すべき施設と機能でございます。

①から⑤までは、法で設置を要求されており
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ます「ＭＩＣＥ施設」から「来訪及び滞在寄与

施設」まででございます。

⑥その他といたしましては、ハーバーの活用

やハウステンボスと調和の取れた環境配慮型

の観光リゾート都市の構築、災害発生時におけ

る避難施設や物資の拠点施設として活用など

を想定しております。

次に、2ページをご覧ください。
2 ページ、左側の誘致に向けた課題と取組で

ございます。交通アクセスの強化・連携、ＭＩ

ＣＥ誘致支援体制の構築、ＩＲ区域外の活性化

に向けた取組、国際観光人材の育成など、それ

ぞれの課題や改善すべき事項につきまして、関

係機関等と連携して取り組んでまいります。

次に、九州・長崎県内での合意形成につきま

しては、説明を割愛させていただきたいと思い

ます。

次に、右上に移りまして懸念事項対策でござ

います。

懸念事項対策につきましては、分野間の連

携・協働体制の構築をはじめ、目指す姿といた

しまして、ＩＲ施設利用者にとって、安心して

施設を利用できる環境の確保、あるいはＩＲ施

設周辺の住民の皆様にとりまして、安全・安

心・快適な地域環境を享受できる基盤の整備、

ＩＲ事業者と施設利用者との地域の良好な関

係を構築し、共生できる社会の構築を目指して

まいります。

右側のイメージ図でございますけれども、医

療機関や支援機関、関係団体、防犯組織等に加

えまして行政、警察、ＩＲ事業者が一体となっ

て取り組むフレームワークを想定してござい

ます。

次に、中ほどの左下でございますけれども、

経済波及効果につきましては、平成 30 年 4 月

に有識者会議取りまとめで公表されました投

資規模 2,000億円がベースになっておりますけ
れども、こちらは、現在、投資規模等が増加傾

向にありますので、今現在、算定中といたして

おりまして、今年度末を目途に整理をする予定

といたしております。

想定されますスケジュールでございます。

今回、基本方針（案）が示されましたので、

パブリックコメント等を、この後控えまして、

今年度中にもカジノ管理委員会設置後に基本

方針の最終版が示される予定となってござい

ます。その後、速やかに、県におきまして実施

方針を策定いたしまして、事業者の公募・選定

に移りたいと存じます。

次に、「九州・長崎ＩＲ基本構想（案）」の

本体を添付いたしておりますけれども、こちら

は各委員お時間がある時にお目通しをいただ

ければと存じます。

最後に、ＲＦＣの実施についてということで

Ａ4縦の 1枚のペーパーを用意をさせていただ
いております。

先ほど企画振興部長の説明にもございまし

たように、本県が目指します九州・長崎ＩＲの

区域整備につきましては、それぞれ県、ＩＲ事

業者の相互理解を深めるとともに、事業者の準

備状況を加速化させるということを目的にし

て、事業者の公募・選定につなげてまいりたい

と存じます。

2 に示しております事業者に提案を求める事
項につきましては、1から 4の基本的な事項に
加えまして、懸念事項対策、事業実施のスケジ

ュール、事業計画、事業効果等について、意見

交換を進めてまいりたいと存じます。

3のスケジュールにつきましては、来月、10
月 1日からＲＦＣの募集を開始いたしまして令
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和 2年 1月 10日をめどに提案書の締め切りを
行い、3 月ごろまでには実施方針へ反映をした
いと考えているところでございます。

説明は以上でございます。

【中島(浩)委員長】 次に、地域づくり推進課長
より補足説明をお願いします。

【浦地域づくり推進課長】 お手元の「新たな

過疎対策に向けた具体的提案（案）」について、

資料に沿ってご説明いたします。資料は、この

Ａ4 横のカラーの表紙がついた資料でございま
す。

新たな過疎対策につきましては、本年 6月の
政府施策要望でも基本的な内容の要望を行っ

たところでありますけれども、現行法の期限が

令和 3年 3月末に迫る中、今後、国への働きか
けを強めていく必要があるというふうに考え

ております。

そこで、国の過疎問題懇談会の状況を踏まえ

ながら、国に働きかける内容の充実を図るため、

県内市町の意見も参考にしながら、具体的な提

案として取りまとめたものでございます。

表紙をお開きいただき、裏面の目次をご覧く

ださい。左上に新たな過疎対策法の制定等の欄

に記載の【1】から【3】が、過疎対策全般に関
わるもので特に重要だというふうに考えてお

ります。また、その他の項目につきましては、

庁内の関係部局とも検討を行い、個別分野につ

いて取りまとめたものでございます。

次の新たな過疎対策法の制定等のページを

お開きいただきまして、裏面の 1ページをご覧
ください。

中央の下に記載のとおり、過疎地域の指定を

受けている県内市町は、色付けしている 13 市
町でございます。このうち、みなし過疎は、市

町村合併によりまして過疎要件を満たさなく

なったケースにおいて、特例として、市の全域

を過疎地域とみなすものでございまして、雲仙

市が該当いたします。

また、一部過疎は、合併前に過疎地域であっ

た一部の区域のみを過疎地域とするもので、長

崎市の 4区域、佐世保市の 6区域が該当し、両
市においては、緑色の部分が過疎地域となりま

す。

次の 2ページ、新たな過疎対策法の制定につ
いてをご覧ください。

多くの離島・半島を有する本県では、県土面

積の約 7割が過疎地域でありまして、全国を上
回るスピードで人口減少が進む中、集落維持の

ほか、交通や医療の分野などで多くの課題を抱

えております。

過疎地域は、都市部に対しても食料の供給、

災害防止など多大な貢献を果たしており、現行

法の終了後も総合的な対策を講じていくこと

が不可欠でありまして、新たな過疎対策法を制

定し、各種支援制度を充実・強化することを求

めるものでございます。

裏面をおめくりいただきまして 3ページ、「一
部過疎」、「みなし過疎」の堅持についてをご

覧ください。

本県では、市町村合併を積極的に推進するこ

とで、行財政基盤の強化を図りながら、過疎地

域の振興に取り組んでまいりました。そうした

中、現状の分析として、「現状・課題」欄に記

載のとおり、長崎市、佐世保市の一部過疎地域

では、ほかの過疎地域と比べても、離島地域や

半島地域を中心に人口減少が顕著であること。

また、一方で、宅地面積が増えるなど、いわゆ

る低密度化が進む地域も多く、人口減少の中に

おいても、インフラの維持管理コストが負担と

なっていること。また、都市部から離れた遠隔
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地では、速達性に欠けるほか、こうした地域の

課題解決に期待される高速情報通信網の整備

も十分な状況ではないことなどの課題があり

ます。

とりわけ、本県の「一部過疎」「みなし過疎」

地域は、その大部分が半島地域、または離島地

域で、条件不利性もより高いことから市町村合

併に関する特例の堅持を求めるものでござい

ます。

政府施策要望でも、国に訴えてまいりました

が、市町村合併を推進してきた本県にとって、

特に重要な内容と認識しており、県や全国の過

疎関係団体とも足並みを揃え、引き続き強く訴

えてまいりたいと考えております。

次の 4ページ、過疎対策事業債の拡充につい
てをご覧ください。

現在、過疎債は、過疎市町の重要な財源とな

っており、合併特例債の発行可能期限も迫る中、

特に合併市町において、その重要性が高まって

おります。そのため、中段の①記載の過疎債の

総枠の拡大を求めた上で、丸に記載のとおり、

雇用創出等の積極的な人口減少対策や集落対

策など人口減少を見据えた対策、また、さまざ

まな取組を支えるソサエティ 5.0の推進など、
より効果の高い人口減少対策を推進する特別

枠の創設を提案するものでございます。

次のページ以降は、関係部局と検討した個別

分野における提案の一覧でございます。関係部

局における政府施策要望と重複する項目が多

くありますので、主な項目のみ説明いたします。

まず、開いていただきまして 5ページから 7
ページまでは、「【1】住民の安心・安全な暮
らしの確保・向上」として、集落維持対策の着

実な推進を図るための財政支援措置、または消

防体制の確立や自主防災組織の強化のための

財政支援措置などを挙げております。

続いて 8 ページから 9 ペーまでは、「【2】
地域資源を活かした産業の振興と雇用の拡大」

ということで、農林水産業の支援のための必要

な予算の拡充や確保のほか、過疎地域への交流

拡大に向けた財政支援措置などを挙げており

ます。

最後に 10ページから 11ページまでは、「【3】
交通・情報通信基盤の整備」として、情報通信

基盤の整備や更新等に対する財政支援措置、地

域公共交通の維持・充実のための支援制度の拡

充などを挙げております。

以上をもちまして、新たな過疎対策に向けた

具体的提案の案についての説明を終わります。

よろしくお願い申し上げます。

【中島(浩)委員長】 次に、企画振興部次長より
補足説明をお願いします。

【坂野企画振興部次長】 九州新幹線西九州ル

ートに係る最近の主な動きについて、ご説明い

たします。

補足説明資料のうち「九州新幹線西九州ルー

トにかかる最近の主な動き」とタイトルが打た

れた資料をご覧ください。

西九州ルートの整備のあり方については、こ

れまで与党ＰＴ九州新幹線（西九州ルート）検

討委員会におきまして検討されてまいりまし

たが、8月 5日、同検討委員会におきまして、
「九州新幹線（西九州ルート）の整備のあり方

等に関する基本方針」が決定されました。

2ページをご覧ください。
8月 5日に与党ＰＴ検討委員会で決定された
基本方針でございます。概要をご説明いたしま

す。

まず、3 ページをご覧いただきますと、3 ペ
ージにありますとおり、基本的な考え方といた
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しまして、武雄温泉駅での対面乗換が恒久化す

ることは、利用者の利便性や整備効果を大幅に

低下させるのみならず、全国的な高速鉄道ネッ

トワークの形成を妨げることとなり、あっては

ならないというふうにされております。

次に、整備方式等については、比較検討を行

った結果や関係者からの意見聴取の結果など

を踏まえ、新鳥栖～武雄温泉間については、フ

ル規格（複線）により整備することが適当と判

断することとされております。

次に、4ページをご覧ください。
最後に、今後の進め方といたしまして、関係

者である国土交通省、佐賀県、長崎県、ＪＲ九

州の間で協議を行い、検討を深めていくべきで

あり、国土交通省に対し、関係者間での協議の

実施と、随時、その状況について検討委員会へ

報告することを求めること。また、最後に、検

討委員会は、関係者間の合意形成を図るべく、

全力を尽くすことなどが示されております。

5ページをご覧ください。
基本方針が決定されたことを受けて 8月 7日、

与党ＰＴ検討委員会の山本委員長が本県を訪

問し、中村知事と面談をされました。

面談では、山本委員長から知事に対して、基

本方針の説明と今後の関係者間の協議への参

加などの協力要請がございました。中村知事か

らは、フル規格による整備という基本方針を示

していただいたことに感謝を申し上げ、また、

基本方針で示された国土交通省が実施する四

者の関係者の協議へ積極的に参加することや、

地元として佐賀県との調整にも注力したい旨

を申し上げました。

1ページにお戻りください。
同日の 8月 7日、九州地域戦略会議夏季セミ

ナーが開催され、中村知事が佐賀県の山口知事

とお会いする機会があったため、中村知事から

直接、両県知事会談の要請を行いましたが、山

口知事からは、「整理に時間がかかるので、も

う少し待ってほしい」との発言がございました。

8 月 22 日には、改めて、事務方より佐賀県
に対して知事会談の申し込みを行いましたが、

翌日の 23 日には佐賀県からは、「今は話をす
る状況にないと考えている」ということで、お

断りをされております。

そのような中、8 月 27 日には与党ＰＴが開
催をされました。

6ページをご覧ください。
与党ＰＴにおきまして、西九州ルートの整備

のあり方等に関する基本方針と令和 2年度概算
要求について報告がなされました。その中で、

与党ＰＴとして国土交通省に対して、佐賀県を

はじめとする関係者と誠意をもって協議する

ことを強く求め、また、新鳥栖から武雄温泉間

のアセス調査費については、概算要求に盛り込

まれていないが、今後、関係者の協議の進捗に

応じて柔軟な対応を取るよう国交省に求めた

とのことです。

1ページにお戻りください。
8 月 28 日には、国土交通省が令和 2 年度概
算要求の概要を公表し、また、長崎県から国土

交通省に対しまして環境影響評価調査費の令

和 2年度予算への計上につきまして、今後の協
議の状況に応じて柔軟な対応をとることが可

能である旨を確認をしております。

9月 4日には、企画振興部長が佐賀県を訪問
し、事務的な会談を行いました。

7ページをご覧ください。
部長同士の会談におきまして、長崎県からは、

「今後、両県の知事、副知事間の協議の実施を

お願いしたい」ということ。また、「国土交通
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省が実施する四者協議に参加してほしい」とい

うことをお伝えいたしました。

佐賀県からは、「知事、副知事間の会談につ

いては、話をしないとは言っていないが、従来

と同じ話をするのであれば、急いでやる必要は

なく、話の内容次第である」ということ。また、

「国土交通省が実施する四者協議へはフル規

格が前提ではないこと。スケジュールありきで

はないことを確認しないと協議に動けない」と

いうようなことでした。

長崎県からは、「前回の副知事協議から時間

も大分たっており、改めて協議をしたい」とい

うこと。「四者協議についても、まずはテーブ

ルに着いてもらい、議論を深めていくべきでは

ないか」と再度お伝えをしております。

1ページにお戻りください。
9月 9日、国土交通省鉄道局長が佐賀県を訪

問し、建設中の新幹線の工事現場を視察してお

ります。

8ページをご覧ください。
報道によりますと、鉄道局長は、視察の際に

佐賀県知事と面会することを希望したが断ら

れているということ。また、四者協議の前に佐

賀県と二者で会談したいということの意向を

示しております。

再度 1ページにお戻りください。
9 月 11 日には、内閣改造が行われ、新たに

国土交通大臣となった赤羽大臣が佐賀県知事

と面会し、話を聞きたいとの意向を示されまし

た。

最後に、今後の動きになります。

今後の動きといたしまして、長崎県としまし

ては、基本方針において、国土交通省が実施す

るというふうにされております関係四者の協

議へ積極的に参加し、議論に協力をしてまいり

たいと考えております。また、地元として、佐

賀県との二者間での協議を実施し、四者協議へ

の参加を促すとともに、基本方針に対する佐賀

県の受け止めや考え方なども確認しながら、対

応策を検討してまいりたいと考えております。

以上で、九州新幹線西九州ルートにかかる最

近の主な動きについて説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、県庁舎跡地活用室長
より補足説明をお願いいたします。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 県庁舎跡地活用

に関しまして補足説明をさせていただきます。

お配りしております総務委員会補足説明資料

のＡ4縦の「資料 1 県庁舎跡地活用に関する検
討状況」をご覧いただきたいと存じます。

6 月定例会におきまして、3 つの主要機能の
詳細な規模、運営手法等について検討していく

「基本構想」の策定に係る委託費や専門家の意

見聴取に要する経費を承認いただきました。

これらの予算を活用いたしまして、まず、①

の専門家や民間事業者への意見聴取といたし

まして、公共施設の運営に携わる公民連携事業

の専門家や広場の運営の専門家にご意見をお

聞きし、賑わいを生み出す魅力的なデザインで

ありますとか、運営のあり方の工夫、早い段階

からの意欲ある人材の発掘・育成などについて、

ご意見をいただいたところでございます。

また、次のページをお願いいたします。

まちづくりの専門家や民間のデベロッパー

にもご意見をお聞きし、歴史をはじめ、この地

が持つポテンシャルをさらに活かすことが大

事であること。また、デベロッパーからは、県

警本部跡地におけるオフィスビルや飲食店な

ど民間活力の導入の可能性について、ご意見を

いただいたところでございます。

これらのご意見を踏まえまして、後ほどご説
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明いたします、今後の基本構想の策定に向けた

賑わい創出の考え方や留意すべき点について

整理を進めていくことといたしております。

3ページをお願いいたします。
先般、基本構想策定支援業務の委託事業者を

決定いたしました。契約期間は、来年の 7月末
までといたしておりまして、事業者につきまし

ては、総合評価方式で選定をしております。

今後は、委託事業者から専門的知見に基づく

幅広い意見を取り入れながら、主要機能の詳細

な機能、施設の効果的な連携や運営のあり方、

第 3別館の取り扱い、県警本部跡地も含めた全
体としての賑わい創出などについて、さらに検

討を重ねてまいりたいと考えております。

4ページをお願いいたします。
今回の事業者の選定に当たりましては、プロ

ポーザルのように具体的なデザインなどを提

案してもらうものではございませんで、アンダ

ーラインを引いておりますが、基本構想の作成

支援といたしまして、①から⑦までの整理・検

討において、どのような形で取り組んでいくか。

また、後段の下線部分でございますが、ワーク

ショップをどのような形で進めていくか。そし

て一番下の 3番にありますように、どのような
実施体制で事業を行っていくかといった点に

ついて技術提案をしていただき、評価を行った

ところでございます。

評価結果につきましては、5 ページの右側に
記載のとおりでございます。

まず、1 の技術評価点の表でございますが、
専門的な知見、業務が活かされる内容となって

いるか。また、効果的、効率的な手法が提案さ

れているかといった事業内容や実施手法につ

いて、また、事業遂行可能な組織体制であるか

といった事業実施の適格性の部分につきまし

て、三菱総合研究所の評価が高い結果となって

ございます。

これに加えまして、下の段にございます 2の
価格評価点との合計によりまして、この三菱総

合研究所を委託事業者に決定したところでご

ざいます。

なお、今回の事業実施に当たりましては、協

力会社として県内のコンサルティング会社や

シンクタンクが想定されておりまして、地域の

状況を踏まえた企業にも参画いただくことと

なってございます。

6ページをお願いいたします。
経済団体や地元関係者の皆様と意見交換を

続けさせていただいております。

皆様からは、「専門家に広く意見を聞きなが

ら、さらなる活用策を検討してほしい」といっ

たご意見や、「ホールだけでは心配であり、人

が集まるような工夫をさらに検討してほしい」、

また、下から 2つ目にありますように、「交通
結節機能のあり方についても留意してほしい」

といったご意見などもいただいたところでご

ざいます。

今後とも、経済団体や地元関係者の皆様との

意見交換を継続しまして、今後の基本構想の中

で、よりよい活用策の検討につなげてまいりた

いと考えております。

7 ページをお願いいたします。長崎市との協
議状況を記載しております。

長崎市とは、ホールの質の高さの考え方や 3
つの主要機能について、県と市の連携による一

体性を持った管理・運営手法などについて協議

を継続いたしております。

このうち駐車場整備のあり方につきまして

は、県と市で整備の考え方に相違があることか

ら、ホール地下の駐車場、石垣下の平面駐車場、
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県警本部跡地の立体駐車場の 3つの整備方法に
ついて、まちづくりの専門家等にご意見をお聞

きし、「平面駐車場は景観上から好ましくない」、

また、「複合的な整備も考えられるのではない

か」などのご意見をいただいたところでござい

ます。

民間事業者からの県警本部跡地における駐

車場需要に対する意見も参考にしながら、引き

続き、県市で協議を継続してまいります。

8 ページの最後にございます埋蔵文化財調査
につきましては、次の資料 2に関係資料をおつ
けしておりますので、ご覧いただきたいと存じ

ます。

埋蔵文化財調査のうち、遺跡の有無を確認す

る範囲確認調査につきましては、教育委員会に

おきまして、文化財保護審議会の委員などに意

見を聴取の上、調査箇所を決定し、10月中旬よ
り約 3カ月をかけて実施することとされており
ます。

なお、中ほどの 2に記載しておりますとおり、
今後の調査において遺構等が確認された場合

には、県と教育委員会において、その取り扱い

を協議することになりますが、その際、全国レ

ベルの幅広い見識を持つ専門家にご意見をお

聞きし、これらの意見を踏まえた上で、県とし

てどのような対応が必要となるかを判断して

まいりたいと考えております。

次のページからの資料は、先般、学芸文化課

において公表されました資料をおつけしてお

ります。この資料の一番最後のページをお願い

いたします。

今回、赤色の 18 カ所につきまして、約 3 カ
月をかけて範囲確認調査を実施される予定と

なってございます。平成 21年度と 22年度に実
施した確認調査と合わせまして敷地全体の埋

蔵文化財の状況について、おおむね把握できる

計画となってございます。

続きまして資料 3－1をお願いいたします。
今後、基本構想の策定作業を進めてまいりま

すが、委託事業者とやり取りをしていくに当た

り、これまでいただいたさまざまなご意見やご

助言を踏まえ、現時点における県としての賑わ

い創出の考え方や、今後の検討に当たっての留

意すべき点を整理いたしております。あくまで

現時点における県の考え方であり、3 つの主要
機能の具体的内容や附帯機能などにつきまし

ては、今後の基本構想の策定作業の中で、委託

事業者の専門的知見に基づく幅広い意見など

もいただきながら、検討をしてまいります。

まず、1 点目の賑わい創出の基本的考え方で
ございますが、四角囲みにございますように、

まず、県民・市民が、ふだんから憩いの場や集

いの場として利用することで日常的な賑わい

が創出され、そこに観光客が加わり、交流が生

まれることを賑わいの基本と考えております。

その上で、さまざまなイベントや催しの開催、

また、交流・おもてなしの空間での歴史や観光

情報の発信、空港バスや都市間バスのバスベイ

など交通結節機能の整備などによりまして、多

くの観光客や周辺を訪れる人々を引き込み、一

層の賑わい創出や交流人口の拡大につなげて

まいりたいと考えております。

これらの考え方につきましては、1 ページの
後段から 2ページにかけて記載しております民
間事業者や専門家からも同様の意見やご助言

をいただいたところでありまして、その実現に

向けまして、具体的な方策等の検討を進めてま

いりたいと考えております。

続きまして、こうした方策等の検討に当たっ

ての留意点として、2 の留意すべき点として整
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理をいたしております。

まず、2ページから 3ページの四角囲みにあ
ります 3つの主要機能の効果をより高めるため
の方策や、附帯機能等について検討してまいり

たいと考えております。

想定される方策としましては、3 ページの冒
頭にございますように、民間事業者や専門家の

ご意見も踏まえまして、この地の重層的な歴史

などを想起させるような象徴的かつ一体的デ

ザインの導入や機能の付加、また、丸の 5つ目
にございます学会などのアフターコンベンシ

ョンとしての活用、一番下の丸にございますエ

リア全体の賑わい創出につなげるべく県警本

部跡地への民間活力の導入などを考えている

ところでございます。

4ページをお願いいたします。
2 点目といたしまして、一層の賑わい創出の

ための仕組みづくりということで留意をして

まいりたいと考えております。

こちらも後段にございますとおり、専門家の

皆様方からも一体性を持った施設運営のあり

方、実際に活動してもらう人材の発掘・育成の

重要性などについてご助言をいただいたとこ

ろでございます。

こうしたご意見を踏まえまして、四角囲みに

記載のような、県・市連携による施設の一体性

を持った管理・運営のあり方、イベントや催し

を企画・運営できる人材を発掘・育成していく

ためのワークショップの開催などについて留

意をしてまいりたいと考えております。

最後にＡ3 の資料 3－2 をご覧いただきたい
と存じます。

先ほどの資料 3－1 でご説明しました賑わい
創出の考え方、3 つの主要機能の効果をより高
めるための方策例を参考資料といたしまして、

既存の写真などを用いて、イメージとしてお示

しをさせていただいております。左側から、ま

ず、緑色の部分でございますが、賑わいの基本

と考えます県民・市民による日常的な憩いの場

として、3 つの主要機能や附帯機能ごとに、例
えば憩いの風景ですとか、カフェなどのイメー

ジ写真をおつけしております。その横の黄色が、

さまざまなイベントや催しによる賑わいでご

ざいまして、これらに観光客の方々も引き込ま

れ、交流が広がっていくイメージを持ってござ

います。

また、右から 2列は、3つの主要機能の連携
ですとか、周辺の催しと連携した利活用として

さらなる活用策をお示ししておりまして、より

多くの県民・市民や観光客を引き込み、一層の

賑わい創出や交流人口の拡大につなげていく

イメージでございます。あくまで、現時点にお

ける県としての考え方であり、今後の基本構想

策定の中で、具体的イメージを整理いたしまし

て、県議会をはじめ、経済団体や関係者の皆様

にお示しし、ご意見をいただきながら検討を進

めてまいりたいと考えております。

次のページは、1 ページの写真が小さいもの
ですから、写真部分のみを拡大したものをご参

考でおつけさせていただいております。

以上で説明を終わらせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。

配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。

陳情書について、何か質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたし

ます。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

うことといたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。

【深堀委員】 資料の陳情・要望事項対応の中

で確認をしたいと思うんですけれども、各自治

体から出ている陳情・要望の中で、地域の足で

あるバス等に対する支援の拡充等々の要望が、

資料でいけば6ページの佐世保市であったり、
16ページの長崎県町村会であったり、22ページ
の諫早市であったり、それぞれ地域バスのいろ

んな補助制度の拡充を求める要望が出ており

ます。

それに対して、県の対応としては、おのおの

趣旨としては、国、県、市町の役割分担を踏ま

えて県のみの財政拡充措置は困難であると。た

だ、地域公共交通再編実施計画に基づく特別措

置を平成29年度から設けたことから、持続可能
な公共交通ネットワークの構築を目指して取

り組んでいただきたいというような回答にな

っているんですけれども、そこで、お尋ねなん

ですが、この地域公共交通再編実施計画の内容

と、それぞれ基礎自治体がこの計画を制定して

いるのかどうか、そのあたりをまずお尋ねした

いと思います。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 まず、地

域公共交通網形成計画でございますが、その地

域に合った持続可能な公共交通網の計画を各

地域においてやっていただくということでご

ざいまして、現在、長崎県内におきましては、

7市1町が単独で計画を策定しておりまして、共

同で作成しているのが4市ということで、12市
町が公共交通網の形成計画を策定していると

ころでございます。

【深堀委員】 今、課長が説明されたのは、交

通網形成計画ですかね。私が聞いたのは、再編

実施計画なんですけれども、これは同様ではな

いですよね。

陳情・要望対応のところで回答されているの

が、交通再編実施計画の話でしたので、それを

聞いているんですけれど。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 失礼いた

しました。

地域公共交通網形成計画を策定した上で、再

編実施計画を策定して事業を実施していくと

いう流れになっておりまして、県内の4市町、
佐世保市、対馬市、壱岐市、五島市の4市で策
定されております。このうち対馬市、五島市、

佐世保市の3市においては国の認定を受けてお
りますが、壱岐市については、現時点では市の

独自の計画の策定にとどまっているという状

況でございます。

【深堀委員】 今、4市町でしか再編実施計画は
策定されていないということですよね。要望に

対する対応としては、そういったことに基づく

特例措置を設けているから、それを構築してく

ださいという答えになっているんですけれど、

これがなかなか進まない要因は、結局、これを

設置しないと、いろんな補助制度のかさ上げで

あったり、特別措置を受けられないですよね。

それなのに、なぜたった4市町しか、まだ再編
計画が策定されていないのか、そのあたりはど

ういうふうなことなんでしょうか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 再編実施

計画の策定になかなか至ってないという理由

でございますが、再編実施計画を策定し国の認
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定を受けますと、再編事業における国の支援を

受けることができるようにはなりますが、路線

の変更など状況に応じた変更につきましても、

その都度、国の変更認定が必要となるというよ

うなことから、柔軟な対応が困難な部分もある

ということで、なかなかそこは進んでないとい

うことはお聞きしているところでございます。

【深堀委員】 県としては、そういった理由が

あるんだけれども、そういう計画を策定したほ

うが、より地域の公共交通体制としては拡充を

されていくので、そのあたりは各市町に働きか

けというのをやっているんですか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 委員ご指

摘のように、現在の人口減少による利用者の減

少、もしくは、事業者における運転手不足等々

を見ますと、地域、地域の状況に応じた、将来

的に維持可能な交通体系・計画というのをつく

っていただく必要があると考えておりまして、

県の働きかけにつきましては、国から県内の交

通担当課長会議の折に、国のほうから来ていた

だきまして、地域公共交通に関する施策、期待

される取組について説明をしていただいたり、

また、私どもについても、そういう部分につい

ての情報提供、もしくは、そういう必要性があ

るということについてはお話をさせていただ

いているところでございます。

【深堀委員】 わかりました。その取組という

のは、ぜひ今から、超少子高齢化の中で、人口

も減少してくる中で、地域公共交通を守るため

には必要なことだと思うので、ぜひその取組は

お願いしたいと思います。

それの関連で、各基礎自治体がやって求めて

きている内容について、県も厳しい財政状況の

中で、どれもこれもということは難しいという

ことでの答え、それは、一定もちろん理解をし

ているんですけれども、求めてきている中で、

国の補助制度と県単独の補助制度があります

よね。県の単独の補助制度でいけば、生活バス

路線運行対策費補助金というものがあって、こ

れは、それぞれ県と基礎自治体が2分の1ずつ負
担をする補助制度ですけれども、これも当然、

この拡充を求めてきている内容なんですが、こ

れは再編計画とは、基本的にはリンクをしない

というふうに聞いています。

そういった意味では、財政状況が厳しいのは

県だけでなくて、県内の市町も当然厳しい財政

状況の中で、自分たちも負担をする補助金制度

の拡充を求めてきているわけであって、そのあ

たりはもうちょっと、県だけが出す補助金じゃ

ないわけですので、それを負担する側も言って

いるわけだから、もう少しそのあたりは協議を

してほしいなと思うんですけれども、その点は

いかがですか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 要望とし

ては、そういう県単補助制度の見直しという要

望が非常に多いところでございまして、この分

につきまして、当然、委員ご指摘のように、そ

こを見直すという形になれば、今、県と市町で

2分の1ずつの支援をしている路線だけじゃな
くて、市の単独のほうで補助している路線まで

県単補助の2分の1のほうへ上がってくるとこ
ろもありますので、当然、補助額としては膨ら

んでくるというようなところもございます。

全体的にそういう状況を見ながら、私どもと

しても、先ほども申し上げましたように、今、

例えばバスで運行している部分をコミュニテ

ィー交通という格好で、地域の状況に応じた乗

合タクシー等々を含めた体制に変えていただ

くという部分も一部必要かと思いますので、そ

うすることによって、そういう部分の必要経費
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というのは減少してくるということも出てく

るかと思っております。

そういう計画の見直しの状況も含めまして、

私どもとしてどういう形での支援ができるか

というのは、引き続き検討はしていきたいと思

っております。

【深堀委員】 その考え方はわかるんですけれ

ども、それが過度にいけば、結果的に、本当に

末端のといいますか、乗客が少ない地域の路線

のバス自体が運営できなくなっていく、もしく

は、いろんな小型のものに変えればという発想

はもちろんあるべきなんですけれども、片一方

で、結果的にはそういった乗客の少ない末端の

路線が、結局、運営状況が厳しくなって切り捨

てられていくことにもつながりかねないので、

そのあたりは慎重にやらなければいけないの

かなというふうに思います。

最後に聞きますけれども、基礎自治体が求め

ている要望の中で、国の補助制度と県単の補助

制度の仕組みはほとんど似ているんですが、そ

の中で違う点が、収支比率の問題です。国の制

度は、収支比率の制限の撤廃を平成23年度に実
施しています。けれども、県単の、先ほど言っ

た生活バス路線等運行対策費補助金制度につ

いては、55％以上収支比率がなければ、そもそ
も補助の対象にならないということになって

います。平成23年の時、国の制度は、その収支
比率が撤廃されたにもかかわらず、本県の単独

の補助金では残っている理由を教えてくださ

い。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 平成23年
度に国の改正がなされまして、その時点で、い

わゆる県の単独補助の制度が改正なされてい

ない理由でございますが、その点につきまして

は、詳細が、現状ではわかりませんので、調査

をさせていただいた上で報告をさせていただ

きたいと思いますが、いずれにしても、先ほど

からご答弁させていただいておりますように、

全体の中の補助金等々を含めた支援のボリュ

ーム感というのをどう見ていくのかというの

は、確かにあろうかと思いますので、今ご指摘

の部分については、調査をさせていただいた上

で、後日報告をさせていただければと思ってお

ります。

【深堀委員】 ぜひ、それを教えてください。

それを聞いているのは、収支比率が55％以上
ないと補助の対象にならないということは、結

局、非常に赤字路線だったらこの補助が受けら

れないと、結果的にそういうことになりますよ

ね。55％以上、収支比率がよくなければ、この
補助金制度は受けられないわけだから、結果的

に、私がさっき申し上げたように、赤字のとこ

ろは補助は受けられなくて、そこは切っていか

なければならないような状況になるのではな

いかという懸念があるものだから確認してい

るので、ぜひそのあたりは、後で結構ですので、

教えてください。

終わります。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、次に、議案外所
管事務一般について、ご質問はございませんで

しょうか。

【小林委員】ＩＲについて、国の基本方針が、

つい先日発表になりました。その内容について、

今説明をいただいたところであります。

まず、基本方針を見まして、国のほうの基本

的な姿勢とか、あるいは整備に当たってのかな

り真剣な考え方が受け止められて、よっぽどし

っかりして取り組んでいかなければ、取り損な
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ってしまうと、こういうような考え方を受けて、

よほどしっかりやってもらわなければいけな

いし、また、我々も認識を新たにしなければな

らないと思います。

まず、聞きたいことは、この基本方針につい

ては、かなり壮大なものでありますけれども、

九州・長崎ＩＲとして、こういう基本方針に沿

った形でこれまで準備をしてきたと思うので

ありますけれども、この基本構想についての評

価をどのように受け止めておられるか、簡単に

ご説明をいただきたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】 今、委員からご指摘が

ありました、国土交通省観光庁から示されまし

た基本方針案でございますけれども、私どもが

これまで検討を進めてまいりました国際的な

ＭＩＣＥビジネスの展開でございますとか、国

際競争力の高い、魅力ある滞在観光型の実現、

また、今回具体的に示されました、2030年の訪
日外国人旅行者数の6,000万人、同じく消費額
の15兆円への政府目標への貢献ということで、
相当スケールの大きいものが求められており

ますので、私どもがこれまで取組を進めてきた

方向性と合致したものということで受け止め

ており、実現に向けてしっかりと準備を進めて

まいりたいと考えております。

【小林委員】 国の基本方針に沿った形で、九

州・長崎ＩＲも区域認定を求めて進めてきたん

だと、こういうような受け止め方をまずいたし

たいと思います。

何せ、ＭＩＣＥビジネスを展開し、訪日外国

人旅行者を2030年に、今や6,000万人という形
の中で、その消費額を15兆円と、このくらい高
い目標を掲げておりますので、当然これまで

2,000億円ぐらいの投資金額の中で整備と、こ
ういうようなことを考えておりましたが、投資

金額もかなり高くなっていくのではないかと。

まずは、そこからの雇用創出とか、あるいは経

済波及効果も相当変わっていくのではないか

と考えられますが、その辺の見通しについての

考え方をお尋ねしたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】 委員ご指摘のとおり、

今現在把握しておりますのが、投資規模2,000
億円での経済波及効果等でございますけれど

も、先般、イベント等でＩＲ事業者が公表され

ました金額といたしましては、投資規模4,000
億円、または5,500億円といった規模もござい
ます。

ＩＲ整備法施行令で示されましたＭＩＣＥ

等主要施設の規模要件等も大きくなっており

ますので、当然、投資規模が大きくなれば、経

済波及効果も大きくなるものということで想

定をいたしております。

【小林委員】 当然、投資規模が大きくなって

いくということの前提の中において、一番大事

な、まず雇用創出がどのくらいのものになって

いくのかと、ここに大きな関心を持っているわ

けであります。それを含めて、いわゆる経済波

及効果がどういうふうに及ぼして、地域にどの

程度の貢献をするかと、こういうようなことに

なっていこうと思いますが、雇用創出について、

今まで2万2,000人ぐらいというような数字が
歩いておりましたが、今、2,000億円をもう既
にはるかに超えるような4,000億円だとか、あ
るいは5,500億円だと、もうＭＩＣＥビジネス
の中において、ある意味では、投資金額は高け

れば高いほどウエルカムと、こういうような形

になってきているような感じがしますけれど

も、いわゆる雇用創出についても、あるいは経

済波及効果についてもある程度のめど、見通し

がもしわかれば、もう一度確認をしたいと思い
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ます。

【小宮ＩＲ推進課長】 委員ご指摘のとおり、

投資規模が大きくなれば、経済波及効果も大き

くなるという想定でございますけれども、雇用

創出効果は、経済波及効果による生産誘発額を

就業者ベースに換算したものでございますの

で、当然、投資規模が大きくなれば、雇用創出

効果も同様に上ぶれするものと想定しており

ます。

具体的には、今後、実施いたしますＲＦＣで

事業者との対話によりまして、どの程度の投資

規模になるのか、あるいは、どういった地元の

雇用が見込まれるのか、そういったものをしっ

かりと把握した上で、再度積算を進めたいと考

えております。

【小林委員】 そういうところの数字について

は、これまで我々がいろんな論議の中において、

ある程度の見通しを立てて承っておりました。

政策監からもいろいろ承っておりましたが、今、

国も基本的な姿勢というか、取組が変わったわ

けでありますので、そういう点についても、地

に着いた議論じゃない形でそういう数字がひ

とり歩きするということはいかがなものかと

思いますけれども、やはり我々がＩＲに期待で

きるものとしての、いわゆる真面目な基本的な

姿勢を受け止めておきたいと思いますので、ま

た、そういうことについていろいろと数字が出

てまいりましたら、ぜひ委員会等において明ら

かにしていただきたいと思うわけであります。

次に、具体的な話でありますけれども、じゃ、

区域認定の3つの中に、正式に手を挙げたのが4
つだということになっている。大阪、横浜、和

歌山、それから九州の長崎と、こういうことに

なっているわけでありまして、また、さらにこ

れから8地域に広がっていくであろうと言われ

ておりますけれども、具体的にこの区域認定を

九州の長崎が認定されるためには、何と言って

も、我々が一番心配しております課題というも

のは一体何かと。こういう課題の中において、

長崎と他の地域を結ぶところの交通網の整備

が、ちょっとそこのところが、正直に言って弱

いところがあるんではないかと、こう考えるわ

けであります。

例えば、我々の大村市の空港、この空港は、

世界唯一の最初の海上空港としてスタートい

たしましたが、ここのところの現状において、

国際線という形になってまいりますと、これが、

今の現状で果たして、さあ、700万人だ、800
万人だ、1,000万人だと、こういうような状況
の中でやってくるお客様に対して、受け入れる

ことが十分可能であるか。あるいは、交通網の

道路にしても、混雑をいかにして少なくするか

と、こういう絶対的な要求があるわけでありま

す。

そういう点から見れば、今の大村空港、長崎

空港では、長崎に対していい評価につながらな

いのではないかと、現状のままでは。こう考え

るわけでありますが、その点についてはいかが

な受け止め方をされておりますか。

【小宮ＩＲ推進課長】 今、委員からご指摘が

ございました、国内外の主要都市の交通アクセ

スの改善でございますけれども、こちらは、先

ほどご説明いたしましたとおり、評価の項目と

して、明確に記載をされております。

1次交通の受け入れとしましては長崎空港、
鉄道としましては九州新幹線西九州ルートが

ございます。今、委員ご指摘がありました空港

の機能拡張につきましては、私どももそういっ

た課題の認識はいたしております。

今後、10月から実施いたしますＲＦＣにおき
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まして、各事業者から、どのような事業計画が

示されるか、あるいは、どういった国外のエリ

アから集客が見込まれるか、そういったところ

も十分把握をしながら、長崎空港の需要予測と

申しますか、交通分担率等も精査いたしまして、

長崎空港に求められる機能ですとか規模、そう

いったものを国をはじめ交通事業者ともしっ

かりと協議を進めながら検討してまいりたい

と思っております。

また、西九州自動車道ですとか、東彼杵道路、

陸路の輸送につきましても、国の予算を獲得す

る部分もございますので、引き続き国等への要

請もあわせて進めてまいりたいと考えており

ます。

【小林委員】 ご指摘のとおりの交通アクセス

の中において、新幹線もなかなか厳しい状況の

中に立たされている。あるいは、空港について

も24時間化とか、これからの民営化とか、離島
の空港を抱えていると、こういう長崎県の宿命

がある。その辺についても、なかなかうまくい

かない。

したがって、ＩＲが決定したならば、新幹線

だって、あるいは国際化だって、24時間化だっ
て、簡単にできるはずだと、こんなようなこと

をおっしゃっている、それなりの県庁の役割を

果たさなければいけない人もおるわけです。

私は、それは逆だろうと思います。やっぱり

これから空港をどうするんだと、24時間化をす
るんだ、また、こうして民営化をやるんだ、新

幹線は必ずフル規格でと、こういうところの明

確な長崎県の姿が明らかになっていかないと、

一番弱い交通アクセスが、道路にしても、空路

にしても、いろんな意味で遅れをとってしまう

ということになっていくわけです。

この辺のところについても、課題は、指摘す

ることは簡単だけれども、この決定的な要因を

何とかしなければ、一生懸命頑張っても、九州

は一つということで、これだけの九州地方知事

会でまとまりを見せていただいている。また、

九州の経済界からも熱い視線が送られている

中において、その期待に応えることができない

長崎県というようなことになってまいります

と、かなり長崎県の将来に大きな影響を与えて

しまうということでありますから、この点につ

いては、相当な決意を持って取り組んでいかな

ければいけないと思っているわけですが、この

辺のところについては、少し質問いたしまして

も、なかなか答弁に窮するところでありましょ

うから、そういうところについては、強い問題

意識をお互いに認識しながら、これをどういう

ような形の中で、これからＩＲの推進を進めて

いくのか、こういうようなことを考えていきた

いと、ともどもの課題としてやっていきたいと

思いますので、まず、そのことについても指摘

をしておきたいと思います。

最後になりますけれども、これが一番大事な

ところでありますけれども、事業者の選定をい

つごろに、どういう方法でやるかというところ

でございます。まず、事業者を選定しなければ

いけないと。これが、長崎県としてはいつごろ

を考えているのか、そして、どんな方法でやる

のか。例えば、選考委員会をつくるのかとか、

そういうところについての具体的な考え方を

教えてもらいたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】 今、委員からご指摘が

ありました事業者の選定につきましては、これ

も区域認定を勝ち取るためには非常に重要な

案件だと認識をいたしております。

今回、国から基本方針案が示されましたので、

公平性・公正性を確保しつつ、ＲＦＣにおいて
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事業者と競争的な対話を進めてまいりたいと

考えております。

また、ＩＲ事業者を選定する際に、審査委員

会等におきましては、今回、国が求めておりま

す審査の項目内容等を十分把握した上で、有識

者、大学の教授であるとか、観光の専門家、あ

とは、法律面もございますので弁護士、依存症

対策のドクターとか教授、あるいは治安対策等

の有識者、そういった方々を選定しながら、事

業者を決定してまいりたいと思います。

また、時期につきましては、今後、国から基

本方針の最終版が公表されるというふうに伺

っております。これが年度内になるのか、年明

けになるのか、まだ未定ではありますけれども、

基本方針が正式に示された後に、県としまして

実施方針を速やかに策定いたしまして、来年度

中には事業者の選定を進めたいと思っており

ます。

【小林委員】 今のお話のとおりで、やっぱり

治安の面から弁護士を入れるとか、あるいは大

学の教授等々の有識者を考えているとか、今言

われたような形の中で、選考委員会はきちんと

つくってもらうということで、ただ、来年度中

というところだけれども、来年度のいつごろに

なるのか、来年度も12カ月もあるわけだから、
来年度の春ごろにつくるのか、夏ごろにつくる

のか、この辺のところについても、長崎県とし

ては遅れをとってはならないという考え方を

持っております。

今、事業者の方については、手を挙げてくだ

さっているのが何社ぐらいあるのかどうか。国

内で何社ぐらいあるのか、あるいは、外国から

何社ぐらいあるのか。今、シンガポールで4,000
億円から5,500億円ぐらいということで、この
間からもそういう活動が明らかにされて見え

ましたが、もう今や、この4,000億円とか5,500
億円ぐらいの規模で事足りていくのかと。投資

金額は、事業の金額はもっともっと求められて

いくのではないかと思いますが、まず、どれく

らいの事業者が、今、長崎県にラブコールを送

っているのか。そして、今言う投資金額、事業

金額はどれくらいまで拡大されていくのか、こ

の点についてのご答弁をお願いします。

【小宮ＩＲ推進課長】 今、お尋ねがありまし

た、まず、ＩＲ事業者の対話をしております事

業者数でございますけれども、国内外の事業者

約20社程度と対話を継続しておりますけれど
も、今回、ＲＦＣを実施いたします際には、Ｉ

Ｒの実質のオペレーターと申しますが、ＩＲ事

業者、この20社の中には投資を主にしておる事
業者ですとか、エンターテイメント、イベント

系の事業者等々もございますので、ＩＲ事業者

ということで言うと、十数社ということになり

ます。

次に、投資規模のご質問がございましたけれ

ども、イベント等におきまして事業者自らが公

表されておりますのが、先ほど申し上げました

4,000億円から5,500億円ということでござい
ます。

今、私どもが事業者と対話しておりますのは、

それ以上の金額を示される事業者もおります

けれども、これは公表しないということを前提

に、競争的対話を進めております。他の事業者

とのいろんな状況もございますので、具体的な

投資金額は、この場では差し控えさせていただ

きたいと存じます。

【小林委員】 課長、「競争的な対話」と、こ

ういう明言があなたにだんだん似合ってきま

したね。この間までは、全然そういうところに

ついてはほど遠いような感じがしたけれども、
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やっぱりあなた方は役職につけば、しっかりと

した言葉の中で「競争的な対話」と、こういう

ところは具体的にどういうふうに受け止めれ

ばいいか、最後に聞かせていだたいて、終わり

たいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】 私どもは、今現在、ア

メリカ系、ヨーロッパ系、それと、あとアジア

系の複数の事業者と対話を進めさせていただ

いておりますけれども、最終的には1社を選定
するということになりますので、今現在の状況

としましては、この数社と幅広く対話を進める

という意味で、競争的な対話という表現を使用

して進めている状況でございます。

【浅田委員】 本来、陳情書のところですべき

案件でした。県庁跡地に関しては陳情にも、12
項目のうち2つの項目が、県庁跡地についての
陳情が上がっております。

それだけ多くの県民の皆様にとっても注目

されている部分だというふうに判断をいたし

ますが、今、さまざまな状況が進んでいく中で、

改めて部長のほうにご確認をさせていただき

たいんですが、部長にとって県庁跡地というも

のをどのように捉えており、どのように活用し

ていくのが県民にとっての最適なものであろ

うと部長自身はお考えなのか、お聞かせくださ

い。

【柿本企画振興部長】 県庁舎跡地の活用につ

いての考え方としましては、やはりこの土地が

持っている歴史的な価値、経過、そういったも

のを活かしながら、そして、なおかつ、そこに

活用を図っていく中で、地域のとっての賑わい

を創出する。そして、それがまた、県全体にと

っても効果的な活用方法になるといったこと

が、基本的に考え方としてあるものと考えてお

りまして、そういった点を踏まえながら、活用

策の検討を進めているところでございます。

【浅田委員】 そのとおりだと思います。

しかし、私がすごく心配しているのが、どう

しても建物を建てることありきになっている

のではないかと。昨日も、文教厚生委員会のほ

うに参考人の方々が来てくださいました。その

方たちは、我々総務委員会のほうにも6月定例
会に来ていただいた方であり、昨日も、この場

所というものがどれだけの価値があって、新た

なものをつくる以上に、ここに重層的に積み重

なっている歴史性というものが、長崎のみなら

ず、日本、世界に誇れるものであるのではない

かということをお話しになったというふうに

伺っております。

その中で、どうしても企画振興部の中におい

ては、まず、つくることが優先になっているよ

うな気がしてなりません。もっともっとそこを

しっかりと、どのようにやっていただくのかと

いう意味において、今日も補足説明の中にあり

ました、外部専門家の委嘱についてであります

けれども、最大で5名から6名程度を想定してい
るというふうにあります。例えば、こういう場

合においても、どのような専門家の方々が来て、

どのような発言をし、どういうところをしっか

りと調査をしたかというようなことは、県民に

開示はされるんでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 補足説明資料に

ございますように、埋蔵文化財調査を行ってい

く中で遺構等が出土した場合の取り扱いにつ

きまして、県と教育委員会で協議する際に、全

国レベルの見識を持つ方々にご意見を伺いな

がら進めていきたいと考えているところでご

ざいます。

どういった専門家というところにつきまし

ては、出土した遺構等の内容によっても変わっ
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てくるところがございますので、遺構の状況等

踏まえまして、そういった分野の専門家の方々

に意見を伺う形といたしております。

そういった状況の公開につきましては、どう

いったやり方というのは、今後検討していきた

いと考えておりますけれども、必要な対応につ

いては、今後、整理をさせていただきたいと考

えております。

【浅田委員】 今ご答弁いただいたことは、こ

ちらにも書いていてわかっている部分で、私が

気になっているところは、確かにどういった出

土がされるのか、もちろん出土されるに違いな

いと私も思っているのでお伺いをしているん

ですけれども、調査をする方たちが、よく県の

方たちは、「専門家の方が言いました」、「専

門家の方が言いました」と、すべての答弁が、

どの専門家で、何の専門家で、誰なのかという

ことがわからなくて、簡単に一言で、「専門家

に伺いました」で済まされることが多いと思う

んです。

前、私が質問をいたしました時にも、例えば、

「県民の方々に一定の理解を得ました」という

説明をします。でも、一定の理解をしましたと

言っても、理解してない人たち、反対をしてい

る人たちがいっぱいいるにもかかわらず、商店

街の方たちはホールを望んでないにもかかわ

らず、皆さんは、「一定の理解を得た」、そう

いうふうな説明をする。だから、あえてここで

専門家というのが、きちんと誰なのかというこ

とをつまびらかにしてほしいと、開示をしてい

ただきたいと、これは要望の中、陳情の中にも

入っていますが、そこをしっかりとしていただ

かないと、ほわっとした「専門家」で済むよう

な歴史性ではない。この場所はそれだけのもの

を持っている地域です。そのあたりをもう少し

責任を持っていただけないでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 私どももこの専

門家につきましては、県庁跡地の埋蔵文化財に

ついてもさまざまな分野がございますので、例

えば石垣とかもございます。また、歴史につき

ましても、近世からございます。そういったと

ころの時代とかも含めた各分野の専門家につ

いて、教育委員会のほうに推薦をお願いするこ

とといたしておりますので、そういったところ

は十分留意しながらやっていきたいと思って

おりますし、どういったご意見等が出た部分に

ついて、どのような形で公開できるかについて

は、今後検討させていただきたいと考えており

ます。

【浅田委員】 室長、私が言いたいのは、開示

をしていただきたいということを言っている

んです。

おっしゃったように、たくさんの専門家がい

らっしゃるでしょう。教育委員会が専門家です。

だけれども、この委員会においてもこれだけし

っかりと説明をなさるわけですから、やっぱり

どういう議論が行われて、誰が、どういう知見

に基づいてそれだけのことを言ったかという

ことをしっかりオープンにしていただかない

と、県民の方々は納得できないことが多々、

多々あろうと思います。検討するではなくて、

そこは、当然、開示をするというのが必要だと

思いますが、いかがでしょうか。

【柿本企画振興部長】 専門家の意見をしっか

り踏まえていくということで、これから、どう

いった外部専門家の方に就任をいただくかと

いうことは調整をしていくということで考え

ております。

そういった中で、専門家からいただいた意見

についての関心が非常に高いということにつ
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いては、私どもも十分に理解するところであり

ます。

そこで、具体的にどういった形でいただいた

ご意見を公表していくかということについて

は、また今後、専門家の皆さんと、委嘱をお願

いしていく過程の中、さらに議論をしていく中

で、どういったことが可能かということについ

ては、検討させていただきたいと考えておりま

す。

【浅田委員】 行ったり来たりになるのかもし

れませんけれども、あまりにもしっかりとした

覚悟がないなという気がするんですね。それだ

け、先ほど部長は、一番最初に、ここはすごい

価値のある場所だということはお認めになっ

ている。だとするならば、専門家の方々にも、

自分たちが出した結果というものを、自分たち

が出した知見というものをいかに責任を持っ

て県民に伝えていただいて、その活用策という

のを考えていただかないと、専門家という言葉

で逃げられては困るなというのが、正直なとこ

ろです。これを詰めていっても、またどうせ検

討、検討ということになると思いますから、こ

こはしっかりと開示をする方向に持っていっ

ていただきたいというふうに思っています。

なぜそのように、先ほどからずっと詰めさせ

ていただいているかというと、過去に、教育委

員会のほうで専門家の意見を聞いて評価をす

ると。私が一番心配しているのは、部長、いろ

んな保存の仕方があると思います。企画振興部

としては、記録保存でいいのではないか、頭か

ら記録保存でいいのではないかと思っている

のではないかということを非常に危惧すると

ころなんですが、そのあたりは、部長、どのよ

うにお考えでしょうか。

【柿本企画振興部長】 保存の方法というのは、

それぞれの遺構によって適した保存の仕方と

いうものがあるのであろうというふうに、我々

としては理解をしております。

そういう意味で、そこについて記録保存とい

うことが前提というか、そういったことについ

て、今まで我々としてそういったお話をしたと

いうふうには思っておりませんので、そこはそ

れぞれどういったものが遺構として出てくる

のかということを踏まえた上で、そこに対して

の保存方法も含めて専門家のご意見を踏まえ

るということだと考えております。

【浅田委員】 なんでこれを何回も言っている

かというと、教育委員会で受けたその評価をも

とにして、この担当部署で、その後どうするか

ということを決めるというのが、過去の委員会

でも答弁をされていますよね、ご記憶あるかと

思いますけれども。それを考えると、どのよう

な埋め戻しをしてしまうのかといったところ

の検討は、ここの部署ということになってしま

うわけですから、それならば、どんなすばらし

いものが出てしまっても記録保存でいいとい

う判断をされてしまっては、そういうふうにな

ってしまわないですか。ここの部署の中でそれ

を判断するということが、前の委員会で言われ

ていたんですけど、それはちゃんと専門家の方

に聞いた上で、ここだけではなくて、きちんと

判断すると考えていいですか。

私が心配をしているのは、幾ら専門家の方々

がしっかりと保存をしていただきたいと言っ

たにしても、この部署の中でその判断を、県民

たちが望んでいる、我々が望んでいる判断では

ないことになってしまうのではないかという

ことが残されているので、何回も何回も同じ質

問をしているんですけど、いかがでしょうか。

【柿本企画振興部長】 この埋蔵文化財の調査
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と、その後の調査結果を踏まえた対応について

は、我々としては、予断を持たずに考えていく

ということで申し上げております。

そういう意味で、教育委員会も、当然専門的

な部署としての立場で、これにしっかりとかか

わっていただいておりますし、そこで調査の結

果が一定出て、そこの中で遺構等が発見された

場合には、専門家のご意見を聞くということで、

そこを踏まえて、逆に言うと、私どもだけで判

断をするということではなくて、そこには教育

委員会の意見も踏まえ、そして、専門家のご意

見も踏まえて、それに我々も開発の責任ある者

として加わって、そこの中でその判断をしっか

りと行っていくということで、我々が何かの予

断を持ってそれを考えるということではない

と考えております。

【浅田委員】 ならば、部長のことを信用した

いと思いますが、過去に、前回の委員会の中で、

その評価をつけた調査結果を私どものほうが

実際に県庁跡地を活用する部局にいただきま

して、今度はどう判断するかという答弁があり

ましたので、そこにこだわっております。

しかしながら、部長はさまざまな方たちのご

意見を聞いて、ホールありきではなく、しっか

りとここを活用する方法を考えるという認識

でよろしいですよね。ホールありきでは決して

ないというふうに思ってよろしいんですか。

【柿本企画振興部長】 先ほどご答弁させてい

ただいたのは、まずは、跡地活用の考え方を、

検討を進めるにおいて、今、当面、埋蔵文化財

の調査ということが課題となっているという

ことで、埋蔵文化財の調査について、先ほど申

し上げたような形で、専門家の意見も踏まえて

検討していくということで、それに加えて、そ

の後の跡地活用のあり方ということでは、そこ

でどういった調査結果が出るのか、そして、専

門家のどういったご意見が、またそこで確認で

きるのか、そこを踏まえた上で、その後の活用

策についてどうするかというのは、またそこで

議論をしていくことだというふうに考えてお

ります。

【浅田委員】 やっぱり非常に歯切れが悪いな

と、また何回も何回も追及したくなってしまう

ような答弁かなと思いましたが、時間がないの

で、一度はここで進ませていただきます。

この間、一般質問の際にも、長崎大学の学生

さんとバークレーの非常に優秀な学生さんが

来て、5週間にわたって、この県庁跡地をどの
ような活用をするかという発表が行われまし

た。このときに、その後、担当部署の方からは、

それはうちからお願いしたわけではないと、大

学から県庁跡地を使いたいと言ってこられた

というふうに担当部署は言います。しかし、大

学の先生側は、県庁からそれを言われたと言わ

れています。

それが、どっちがどうなのかというところな

んですけれども、あまりにもオペラができ、

1,000席の高さが34メートルのホール、そして、
そこにはインフォメーションセンターが必要、

喫茶スペース、展示場、会議室、駐車場、これ

は別館につくってもよい。第3別館の保存はオ
プションとして必要である。そして、壁の保存

と県庁跡地以外での建造物の建設は禁止であ

ると。そして、えらい細かいなと思ったんです

が、出島の前のスタンドは、必要あれば撤去可

能、ここまで申し述べて、学生さんに企画案を

つくらせているということが、一体どういうこ

となのかというのを、いま一度、ここでしっか

りお伺いできればと思います。

【村上企画振興部参事監】 まず、ご指摘をい
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ただいております長崎大学のワークショップ

ですけれども、これは、本年4月に長崎大学の
ほうから、先ほどご指摘いただいたアメリカか

らの留学生、5週間でありまして、設計の演習
に当たって県庁舎跡地を題材として使いたい

ということで申し出があったものでございま

す。

今、ご紹介がございました設計の条件につい

て、どうしてここまで細かく設定をされている

のかということなんですが、県といたしまして

敷地の状況、それから、残っている建物の状況、

あるいは関係法令の制約と、その時点では整備

方針案でありましたけれども、その内容などに

ついて、一定ご説明をさせていただいておりま

す。現状、県としてはこういうことを考えてお

りますということをご説明しております。

その後、学生さんたちとのやりとりの中で、

残存する建物、あるいは樹木、周辺の民有地を

含め土地利用などについてどのように考えた

らいいですかということでご質問がありまし

た。今回、県庁舎跡地を題材としてお使いいた

だくということを引き受けるに当たって、研究

テーマとしてお使いくださいということでお

話をしております。ということは、ある程度現

状に沿ったものを条件とすることもございま

すし、また、研究テーマとして自由に設計をし

て構わないという部分もあろうかと思います。

先ほど幾つかございましたけれども、例えば

民間の建物をどうするのかといったところに

ついては、現状、何も制約がないということで

ございますので、それはそちらで条件として自

由に決めてくださいということでお返しをし

ているところでございます。

一方で、オペラができる34メートルのホール
建物につきましては、私どもで配置の検討をす

るに当たって、昨年の11月に県庁舎跡地整備方
針の策定に向けた基本的な考え方ということ

で、議会にもお示しをさせていただいておりま

す。大体このあたりにホールがあって、このあ

たりに交流・おもてなしの空間があって、ここ

に広場があってと、石垣の上におさめるという

要件がございましたので、一定その大きさにつ

いては想定をしております。その中で想定して

おりました数字が34メートル以上ということ
でございましたので、これはホールの建物とし

てどれくらい想定されていますかというお尋

ねがありましたので、34メートル以上は必要に
なるでしょうねということをお答えしており

ます。

ちなみに、この34メートルと申しますのは、
大体同じぐらいの舞台を持つホール、演劇用の

ホールと申しますのは、舞台そのものと、上に

舞台装置を吊り上げる空間が必要になります

ので、このあたりの数字を勘案いたしまして、

大体これくらいになるだろうということで、想

定の値として持っておったというものでござ

います。

また、1,000席のホールというのは、これは
現状で、整備方針の中では1,000席から1,200席
としておりますので、この中で、1,000席と大
学のほうで設定をされたものであろうという

ふうに考えております。

【浅田委員】 大学の先生方が、県庁から頼ま

れたと、自分たちから申し入れたわけではない

と、そのようなうそをつく必要性があるのかな

いのかというのは、非常に疑問を残すところで

すが、それをここで議論をしてもしようがない

と思います。

そのときに、わざわざ模型図もしっかりあっ

たというふうに伺っておりますが、私どもはそ
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ういうふうな模型図を見たことがないので、模

型があるのであれば、それもこの後しっかり、

午後にでも、また議論させていただきたいと思

いますので、見せていただきたいと思いますし、

このホールというのは、ある一定、市がつくる

であろうというふうになっているにもかかわ

らず、なぜ県が全部説明をして、県の方向性だ

ったんですか。そこに市の方は加わらず、県の

方は一体何回ぐらい学生さんと議論をなさっ

たりしているんですか。

【村上企画振興部参事監】 まず、模型につい

てですが、これは、実は私が個人的に作製した

ものでございます。着任以降、敷地の形状、特

に高低差がよくわからないということがござ

いまして、私の勉強のためにつくったものでご

ざいます。

実は、私はこの分野の勉強を大学でした者で

ございますので、学生さんに状況の説明をする

に当たり、参考になればと思ってお見せしたと

いうものでございます。

それと、大学とのやりとりでございますけれ

ども、県のほうにお申し出がございましたこと

でございますので、県のほうで対応しておりま

す。最初に打診がありました時には、現地での

説明と、先ほどの県としての整備方針の内容の

説明、それから、途中段階での中間発表と最終

発表に立ち会ってほしいということでご依頼

がございました。これらの説明と、それに加え

まして、メールでのやりとりによって、先ほど

の条件などについて質疑応答をしていたとい

う状況でございます。

【浅田委員】 そうですね、どんなに埋蔵文化

財がすばらしいものが出てきても、そこに何が

何でもホールをつくるという参事監の思いが

溢れているかのような模型図なのか何なのか

がすごい気になるところではありますが、それ

はぜひお見せいただければと思います。

先ほどの細かい条件というのは、大学側が想

定してつくったということですか。スタンドも

なかったりとか、いろんな細かいことに関して

は、県というよりも、自由な発想の中で大学側

が出したものですか。

【村上企画振興部参事監】 幾つかご紹介があ

りましたが、県の想定に沿っておられるところ

もあります。また、民間の建物については、周

辺のいろんな建物、国道34号線沿いを学生街に
したいというようなご提案を考えておられた

そうですので、幾つか建物、空き地が出てきて

いる、例えば県警本部跡地なんかも空き地にな

ってきつつあったんですが、そういったところ

の状況をどう設定したらいいですかというお

尋ねがございましたので、それについては、も

う自由に設定をしてくださいというふうにお

返しをしたものでございます。

【浅田委員】 今日はこれで終わらせていただ

きますけれども、いずれにしても、確かにすば

らしい作品でした。このまま基本構想になるぐ

らいのすばらしいものができ上がっているな

というのを思ったんですけれども、学生さんに、

あまりにもこちら側の要望でやらせていたの

かなというような疑義があったものですから、

これは質問させていただきましたし、後ほど、

これはまた質問させていただきたいと思いま

す。

【中島(浩)委員長】ここで休憩をしたいと思い
ます。

再開は、午後1時30分といたします。

― 午後 零時 ２分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―
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【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、議案外質疑を行います。

【川崎委員】 ＩＲについてお尋ねをいたしま

す。

午前中、小林委員のほうからも、事業者の選

定のことについて質疑がありました。関連いた

しますが、改めてその手順について確認をさせ

ていただきたいと思います。

部長説明で、ＲＦＣの取組についてありまし

た。来月からＲＦＣを開始して、来年の3月ご
ろ、実施方針への反映というところまで説明が

ございました。その後、実施方針を策定され、

事業者選定ということになりますが、いま一度、

詳細に事業者の選定に至るまでの経緯といい

ますか、スケジュールについてお尋ねをいたし

ます。

【小宮ＩＲ推進課長】 午前中の小林委員のご

質問にお答えした際に、少し詳細ではなかった

ということで、改めて川崎委員からのご質問で

ございますけれども、今現在、国から示されて

おります基本方針案、こちらにつきまして、各

自治体からの申請の準備状況等のヒアリング

が実施されると伺っております。このヒアリン

グを経て、最終的に区域認定申請の受付期間等

も具体的に示されるというふうに想定をして

おります。

仮の話で大変恐縮ではございますけれども、

年度内にカジノ管理委員会が設置され、3月中
にも最終的な基本方針が国から示された後、直

ちに、県といたしましては実施方針を策定いた

しまして、事業者の公募・選定にかかる詳細な

制度設計を行ってまいりたいと思います。

新年度に入りまして、実施方針に基づきまし

て事業者の公募に取りかかる予定としており

ます。期間は、おおむね半年程度ということを

想定しておりますので、最速のスケジュールで

申し上げますと、来年度の秋ぐらいには事業者

の選定までは進めたいと思っております。

その後、区域整備計画を事業者とともに策定

いたしまして、国から示された区域認定申請の

受付期間に間に合うように、鋭意準備を進めて

まいりたいと思います。

【川崎委員】 スケジュールについては承知い

たしました。

このＲＦＣ、あまり聞き慣れないことでして、

リクエスト・フォー・コンセプトという取組で

すが、これは実施方針へ反映をするというとこ

ろが、一つ最終目的になっているようでござい

ますが、まず、この実施方針へ反映をさせると

いうこのステップは、県の実施方針策定に当た

って、つまりＲＦＣの成果物、事業者からいけ

ば成果物、これを踏まえて、よりよいものを県

として考えていく上でのステップと、そう理解

をしていいでしょうか。

【小宮ＩＲ推進課長】 委員ご指摘のとおり、

各事業者から受けましたコンセプトの中身を、

よりよいものを本県のＩＲとして設計すべく、

実施方針に反映をさせていくという取組でご

ざいます。

【川崎委員】 そうしますと、先ほど事業者で

長崎県に対して非常に関心があるところが十

数社という説明もありましたが、多くの事業者

の方に、このＲＦＣに参加をしていただくこと

は、ある意味大事なことなんでしょうね。そう

いったところから、よりよいご提案を受けつつ、

そこからさらに、長崎ＩＲ実施方針を策定する

に当たって、さらに、よりよいものにつくり上

げていくように努力をしていただきたいと思

います。

次に、国の基本方針を読むにつけ、これまで
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ないスケールやクオリティーというのが求め

られていると思います。最近、ハウステンボス

と佐世保市が、当該の候補地約30ヘクタールと
敷地内のホテルについて、205億円の売買予約
契約が締結をされたということを伺っており

ます。

まず、その30ヘクタール、これまでにないス
ケールやクオリティーを求められているとい

うことから、この30ヘクタールという広さ、そ
して205億円という、これは将来、事業者が取
得をすることになろうかと思います。205億円
という価格について、県としてどう評価をして

いるか、お尋ねいたします。

【小宮ＩＲ推進課長】 この30ヘクタールのＩ
Ｒ候補用地でございますけれども、今現在、国

のＩＲ整備法施行令で示されております中核

施設、ＭＩＣＥ施設ですとか宿泊施設、この規

模を敷地内に十分展開できるという事業者と

のやりとり、対話もございまして、私どもとい

たしましては、候補地としては十分な広さを確

保できたものと認識をいたしております。

加えまして、今般、この30ヘクタールにつき
まして、205億円での売買予約契約に向けて合
意をしたということで報告を受けております

けれども、佐世保市が実施いたしました不動産

鑑定評価による土地の評価、それと、敷地内に

設置されておりますホテル等建物の評価を合

わせたものということで、適正な評価がなされ

ておるものと認識をいたしております。

【川崎委員】 わかりました。

先ほど投資が大きければ、その分、わかりや

すく言えば売上と言いましょうか、売上に反映

しますよと、つまり、これが粗利の30％が国並
びに県にと考えると、やはり広さはより大きく

取得したいし、投資もより高まっていくという

のが理想なのかなと思います。一定広さについ

ては十分というお話がありましたので、これは

進めていかれればと思いますが、可能性があれ

ば、いろんな広さを求めていくとか、投資を高

めていくとか、そういったことも、ぜひ、実施

方針の中に盛り込んでいただけるように努力

をしていただければと思います。ＩＲについて

は以上です。

県庁舎跡地について、お尋ねいたします。

先ほども質疑があっておりましたが、埋蔵文

化財がいよいよ発掘調査がスタートし、約3カ
月取り組まれるということでございました。仮

定の話なので、そこについて議論するつもりは

ありませんが、いろんなものが発掘される、さ

れないということにはかかわらず、ここにある

重層的な歴史、これはもう間違いない事実かと

思います。そう考えると、何がどうあれ、この

重層的な歴史をしっかりととどめるというこ

とは、この県庁舎跡地には反映をすべきという

ふうに考えますが、県の考えをお尋ねいたしま

す。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 県といたしまし

ても、この県庁舎跡地の重層的な歴史の重要性

については、十分認識をしているところでござ

いまして、整備方針の中にも、「岬の教会」で

すとか、「長崎奉行所西役所」など、この地の

そういった歴史を踏まえた情報発信機能を整

備するというのを盛り込んでいるところでご

ざいまして、どういったものが、より効果的な

発信につながるかといったところをしっかり

検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。

【川崎委員】 そこだけは何としてもしっかり

と守って、堅持をしていただきたいと思います。

県庁舎跡地、本庁舎があったところが、割と
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焦点が当たっているところでありますが、県警

跡も、当然のことながら一体的に整備をする大

事な用地かと思います。

ただ、残念ながら、あそこが本庁舎の跡とす

ると、道路を挟んでいるとはいえ、もう一画あ

って、飛び地になっていて、まちづくりという

ことを考えると、いまひとつ使いづらいという

か、そういった感じがしないでもありません。

日本生命が角地の土地をお持ちかと思いま

す。道路を一本挟んでいるとはいえ、この角地、

まちづくりに関しては魅力がある土地だとい

うふうに思います。この日本生命の、跡地とい

う表現がいいんでしょうか、今、建物がないよ

うでありますが、日本生命所有の土地に対して、

県庁舎跡地の開発活用、何か連携をしながら進

めていくのが肝要かと思いますが、そういった

お取り組みについてお尋ねをいたします。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 お話がございま

したように、まちづくりの観点から、県庁舎跡

地を含め、エリア全体に賑わいを創出していく

という視点は非常に重要なことであると考え

ているところでございます。

土地の所有者の日本生命のほうにも、県の考

え方をしっかり伝えながら、引き続き情報交換

を行っていきたいと考えているところでござ

います。

【川崎委員】 角地がコントロールがきくかど

うかは、かなりまちづくりに大きくかかわって

こようかと思います。いろんな考え方があろう

かと思いますので、具体的にこうだ、ああだと

いうことは申し上げる場ではないと思います

が、民地ではあるものの、重要な関心を持って

お取り組みいだければと思います。

交通結節点についても、随分前から、バスベ

イということについて、あまりにも表現が粗雑

だということはしきりに指摘をさせていただ

いておりましたが、最近は、奈良県のほうで45
億円でバスターミナルを整備したけれど、全く

活用がなされてないと、マスコミもかなり厳し

く指摘をされているところでありますが、やは

り交通結節点、交通のあり方ということは、ま

ちづくりに大きく影響していくわけで、バスベ

イ、貸切バスの駐車場、そういったことも一定

考えはあろうかと思いますが、毎度のことでは

ありますけれど、十分に、附帯機能という整理

ではなっていると思いますが、もう格上げして

いいぐらいの重要な機能かと思いますので、し

っかりとご検討いただきたいと思います。これ

はご答弁は結構でございますので、ご認識いた

だいてお取り組みください。

次に、移住政策についてお尋ねいたします。

本当に努力をしていただいて、大きな成果を

出していただいていることについては、敬意を

表したいと思います。

そういった中で、移住政策につなげていって

いただきたいなという思いで質問させていた

だきますが、実は、昨日、アニメ、サブカルチ

ャーを活用した地域振興ということで、文化観

光国際部の方と質疑をさせていただきました。

漫画家をかつて養成した「トキワ荘」というの

があって、トキワ荘プロジェクトというＮＰＯ

法人もありながら養成をする、そういった施設

があるやに聞いております。ぜひこういったサ

ブカルチャーを利用した移住・定住、そういっ

た施策というものが展開できないものかなと

いうふうに思っているんです。

養成所なので、移住・定住ということについ

て何も担保されたものはなく、おそらく専門学

校みたいに、数年すると成長して、次のステッ

プということもあろうかと思いますが、一定こ
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ういった技術を持った、才能を持った方がその

地にとどまって技術を磨いていく。そして、そ

こから日本へ、世界へと旅立っていく、そうい

ったすばらしいプロジェクトでありますが、こ

ういったものを県内のしかるべきところに誘

致をして、移住・定住に結びつけていく、そう

いった施策も十分に検討に値するものかと思

いますが、県のご見解を賜りたいと思います。

【浦地域づくり推進課長】 今、委員のほうか

らお話がありました、漫画、アニメなどのサブ

カルチャーということ、ご承知のとおり、クー

ルジャパンコンテンツと言って、世界的にも大

変注目を集めておりまして、交流人口の拡大と

か、地域振興に大きく寄与しているものと思っ

ております。

漫画、アニメとは少し異なった視点ではある

かもしれませんけれども、昨年9月に南島原市
において、旧白木野小学校の廃校舎を活用して

再生した、芸術交流施設「アートビレッジ・シ

ラキノ」というのがございます。こちらのほう

では、南島原市が実施主体で進めているプロジ

ェクトなんですけれども、芸術家が一定期間滞

在しまして、施設の中に宿泊施設もございまし

て、そこに宿泊して創作活動を行って、こうい

った専門的な技術を一定期間で磨いていくと、

それを発信していくと、こういった取組を行っ

ております。

今年度、もう既に行っているところで、芸術

家の方からは、これは新聞情報であるんですけ

れど、「南島原市に一定期間滞在して、第二の

ふるさとになった」というふうな評価をいただ

いているということもお聞きしております。

こういう形で、直ちに移住・定住に結びつく

かどうかというところは、まだまだ不透明な部

分があるにせよ、一度長崎県にお越しいただい

て、その地域の方と交流等をしていただくとい

うことは、今後の移住に向けて大事なことだと

いうふうに考えております。

県としても、次期まち・ひと・しごと創生総

合戦略においても、市町とともに、関係人口の

取組ということで、交流人口でも、定住人口で

もない、継続して地域との関係を構築するよう

な取組を行いたいと思っておりますので、こう

した一定期間長崎に滞在して、そこで長崎のフ

ァンになっていただく、あるいはイベントを通

じて長崎県の継続的なファンになってもらう、

こういった取組を市町とともに、今後進めてい

きたいと考えております。

【川崎委員】 浅田委員が共著の「コンテンツ

ツーリズム入門」という本を、先ほどお借りし

たところでして、拝見をさせていただくと、「ア

ニメの聖地」をまとめた部分があって、ずっと

順位なんです。長崎が16位、36カ所あると。昨
日も紹介をしたんですが、アニメツーリズム、

長崎さるくの紹介をさせていただきましたが、

佐世保では艦隊コレクション、「艦コレ」とい

う、まさにこういったクールジャパンの力を最

大に活用しながら地域振興に取り組む、いわゆ

る観光のレベルではありますが、取り組んだ実

績がたくさんあるわけです。

先ほど36カ所、全国でも16位、これだけアニ
メの素材になっている。県の努力もありますよ。

施策としてやっているので、努力もありますが、

まさにそういったことで、非常に可能性が高い

地域が、この長崎なのかなと。そういったたく

さん素材が埋まっているこの長崎において、そ

ういった技術を持っておられる方をしっかり

と誘致を図っていく、そのことがまさに第二の

ふるさとになって、その先には、その先にはと

いうことも期待をするわけでございます。
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今まで移住政策の部門と、そして、文化振興

の部門と全く違う部署でしたので、パラパラで

話をさせていただいていますが、連携をとって

いただいて、文化の力をかりた移住・定住、そ

ういった施策というものも新たに構築をして

いく、検討していくということが大事じゃない

かなと思いますが、最後にご答弁をいただきた

いと思います。

【浦地域づくり推進課長】 ただいま委員のほ

うからありましたように、移住あるいは定住促

進の観点で、観光に加えて、地域がそれぞれの

地域資源を生かして魅力ある地域をつくって

いって、その地域独自のまちづくりを目指して

いく、いわば地域のブランド化みたいなものに

取り組むことによって、観光の交流拡大のみな

らず、ゆくゆくは移住・定住につながっていく

だろうということは、まさに委員お考えのとお

りだと思っております。

先ほど南島原市の事例をご紹介しましたけ

れども、ちょうど今、私どもと文化観光国際部

のほうと少し連携をとり合いながら、市町に関

与している事例として、雲仙市の小浜のほうで

は、いち早く移住したデザイナーの方が、東京

から世界一流のデザイナーを呼び込んでイベ

ントをやるような、そういう取組も、地域によ

って進んでいるところもあります。

移住の話でいきますと、文化の分野ではない

んですけれども、例えば五島とか壱岐のほうで

はリモートワーク、あるいはテレワークの推進

ということで、一度、そこの地域に来ていただ

いて仕事をすることでファンになっていただ

こうという取組を進めている地域もあります。

こうした形で、それぞれの地域が地域の資源

とか強みを生かして、観光のみならず、移住・

定住につなげていくということも、まさに重要

なことであると考えておりますので、先ほども

答弁申し上げましたとおり、次期総合戦略にお

いても、文化観光国際部等、あるいは私ども部

内のスポーツ振興課で、スポーツを核にしたフ

ァンづくりというのもあるのではないかと思

っています。さまざまな分野において、こうい

う関係人口の創出・拡大に取り組んでいきたい

と思っております。

【松本委員】 私は、4項目について質問をさせ
ていただきますので、時間が限られていますの

で、端的に答弁いただきたいと思います。

まず一つ目ですが、議案説明資料の1ページ
目にあります、次期まち・ひと・しごと創生総

合戦略についてご質問いたします。

この報告にありましたとおり、第1期が終わ
りまして、来年度から第2期ということで、1期
目の取組による要因分析をして、そして、それ

を踏まえて政策を構築し、第2期に、具体的な
成果につながる総合戦略をつくるということ

で説明をいただきました。

まさにＰＤＣＡサイクルではございますが、

一番大事なことは、やっぱりＣの後のＡ、アク

ションのほうだと思います。

結果的に、まず、要因分析の中で報告により

ますと、一定の企業誘致による雇用創出や移住

者は増加したにもかかわらず、しかしながら、

人口減少が止まらない。県内就職が伸び悩んで

いる。さらに、女性の転出が超過しているとい

う課題が見えてまいりました。

では、第2期は、第1期と比べて何に力を入れ
て、何を重点的にするのかというところが大変

重要になってくると思うんですが、そこの部分

に対して、第1期と異なる手法とか、手段とか、
そういったものに対してのお考えをお尋ねい

たします。



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２６日）

- 131 -

【陣野政策企画課長】 委員からお話がござい

ましたとおり、第1期の戦略につきましては、
さまざまな施策を講じてきたところでござい

ます。

今お話がございましたように、雇用の場の創

出、移住者数というところは、現時点では目標

を上回る成果を上げているところでございま

すが、なかなか人口減少に歯止めがかかってい

ないと。

一つは、やはり県内就職率が伸び悩んでいる

というところもございます。こちらは、高校に

つきましては65％の県内就職率の目標を掲げ
ておりまして、平成26年時点では57.7％という
ことで、一時期、平成28年時点では63％まで上
がっておりましたが、平成30年の時点が61％と
少し下がってきていると。大学につきましても

55％の目標でございましたが、平成30年時点で
は41％ということで、伸び悩んでいるというと
ころでございます。

やはり県内就職率というのは、どうしても長

崎県の場合、若者の転出超過というのが一番の

課題でございますので、ここの県内就職率のと

ころをいかに上げていくのかというのが一番

の課題だと考えております。そうしましたこと

から、改めて県内就職の体制等の見直しをしっ

かり図っていきたいと思います。

雇用の場の創出は、一定目標を達成しており

ますので、求人自体は増えてきているところで

ございますが、一方で、県外のほうからの求人

もかなり増えてきているという状況を聞いて

おります。

こうしましたことから、やはりそういったと

ころの条件等比べてみますと、賃金であったり、

賞与であったり、休日であったりといった、そ

ういう条件のところが、県外の企業と比べると

まだ劣っているという面もございますので、改

めて県内の企業の皆様にも、そういった採用の

条件の処遇面での改善をお願いしていくとい

う点に注力していきたいと思います。

一方で、採用活動自体も、保護者の皆様のご

意見も聞くと、県内企業のことをあまり知らな

いというお話もございますので、改めて県とい

たしましては、県内企業の情報をいかに学生・

生徒の皆さんに伝えるのかという点もござい

ますし、企業の皆様にもそういった採用活動に

力を入れていただきたいと思っております。

そういった面では、課題のところでもお話し

しておりますが、改めて県、市町、行政、そし

て教育機関、企業の皆様、県民の皆様と改めて

意識の共有を図るというところにも注力して

いきたいと考えております。

まずはそういった形と、あわせて、大学進学

時に県外に出ていかれている方も多くござい

ます。この方々がなかなか戻ってきていないと

いう状況もありますので、改めて県外の大学に

進学した方のＵターン対策にも力を入れてい

きたいと考えております。

【松本委員】 ご答弁ありがとうございました。

申し上げたいのは、今まで5年間やってきて
こうなんですね。さらに、今度は令和2年から7
年までの6年間やる計画、もちろん骨子なので
方向性だと思うんですけれども、今までやって

きてこの状況、県内就職が伸びないという状況

の中で、それで企業の採用条件とかそういうも

のは県で動かせることができませんよね。その

状況の中で、じゃ、今後6年間でどうやったら
上がるのかというところが、見させていただい

た政策では、今までの既存の政策と大きくかわ

りばえがしないものですから、じゃ、同じよう

に6年間やって、本当に数字が上がるのかとい
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うところにちょっと疑問が残ったわけです。

もちろん、令和2年度の新年度から始まりま
すから、そこの部分は、ぜひ新規事業、もしく

はそこの部分の予算を拡充するなど、そういっ

た県の政策にも反映させていただきたいとい

うふうに思っております。

特に、女性の県内定着の促進に関しては、離

職率が上がっているというふうに聞いており

ます。特に保育士とか、看護師とか、介護士と

か、そういった方たちの処遇、これも保育士な

んかは県外、特に都心では住居費が無料になっ

て、県内からかなり抜かれているという話も保

育士会から伺っているんです。だから、そうい

った処遇改善も、再三県にもご提案しているん

ですけれど、なかなかその分の予算も上がって

いきません。ずうっと上がっていません。そう

いったところに、やはり選択と集中をしていっ

て取り組んでいただくことを要望して、次の質

問に移ります。

2つ目は、追加 1に入っています長崎空港の
リモート化についてでございます。

大村市からの要望でも 24 時間化ということ
が出ております。後でも言いますが、ＩＲに関

しても、これは重要なことだと思います。

しかしながら、これがなかなか進まないのは、

やはり管制業務の増員などの体制の整備がな

かなか進まないということではありましたが、

しかし、その中で、実は今回、管制のリモート

化、自動化ですね、これの検討を進めていくと

いうことで少し前向きになってきたかなと思

います。

実は、隣の佐賀空港は、1998年の 20年前か
ら県営でリモート化が入っていると伺ってい

ます。隣の佐賀空港のリモート化の実績につい

て、まずお尋ねいたします。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 佐賀空港

の状況でございますが、委員ご指摘のとおり、

佐賀空港につきましては、リモート化という格

好で、実際の航空管制官の方は常駐しておらず

に、管制についてはリモートでやられていると

いう状況でございます。

現在の状況でございますけれども、運用時間

が 17.5 時間ということで、朝 6 時 30 分から
24 時までの運用という形になっておりまして、
実際、すべての時間帯において管制官が常駐す

るということではなくて、リモートでそこは行

われているという状況でございます。

現在、佐賀空港においては、国内線が羽田、

成田の定期航路が 2路線と、海外が 4路線とい
うことで運航がなされております。全体の利用

者数が、平成 30 年度、これは過去最高の数字
でございますが、約 81 万 9,000 人と伺ってお
ります。

【松本委員】 深夜便とか早朝便になるとメリ

ットがあると思うんですね。例えば、今の長崎

～羽田は 8時とかだけれども、もっと早い時間
から行けば前泊をしないでいいと。朝行って会

議をして帰ってこられる。もしくは北九州空港

も、今、深夜便をしていて、ディズニーランド

に日帰りができる、泊まらなくても深夜に帰っ

てこられるという意味では、利便性は上がって

くると思うんですね。

しかしながら、佐賀も北九州も今やっている

わけです。私たちがこれから取り組んでいくと

いう段階で、ほかでもう既に稼働しているもの

に新たに取り組んでいかなければいけないわ

けですから、そこに対しては、すぐあしたから

なるわけではなくて、やはり 2～3 年はかかる
と思うんですけれども、そこはやはり航空会社

に対してセールスをしていって、長崎県も早朝
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便、深夜便ができますよという告知をしていか

ないと、いざ、導入しましたけれども、航空便

が来ませんということであっては、どうしよう

もないと思いますが、そちらに対しての取組は

どのように考えていらっしゃいますか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 今後の取

組についてでございますが、今回、リモート化

ということで、今までは、航空の管制関係の体

制づくりが先か、もしくは航空会社のほうから

考えてみると、そこの体制ができないと、なか

なか先々のそういう路線の計画検討ができな

いという状況でございましたが、一部リモート

化を入れるということで一定の見通しといい

ますか、航空会社等へセールスができるように

なるのかなと思っておりますので、早速、私ど

ももこの 10 月から、リモート化の内容を含め
たところで各航空会社へのセールスを強化し

ていきたいと考えております。

【松本委員】 ぜひ進めていただきたいし、こ

れはＩＲのアピールにもつながるんですね。長

崎空港のキャパが増えていきますよというこ

とにもつながるので、ぜひ進めていただきたい

と思います。

そして、もう一つ気になることが、例えば、

長崎空港、大村に深夜 12 時に着きましたと。
12時に着いて、そこからどうするんだという話、
バスがちゃんとできているのか、タクシーはで

きたとしても、大村に宿泊するのか、そういっ

たところの 2次交通や宿泊に対してのフォロー
も同時進行でしていかないと、航空便が来まし

たよと、その後はどうするんだということにな

りますが、そちらのほうはどうでしょうか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 深夜・早

朝便の運航に対する 2次交通の関係でございま
すが、私どもは、深夜・早朝便等を含めて路線

の誘致をしていきたいと思っておりますので、

今後、そこもにらんだところで 24 時間化推進
委員会等を含めて、バス事業者もしくは大村の

タクシー協会等ともよく協議をしながら、どう

いう形の運行ができるのか、もしくは大村市内

にどうやって泊まっていただくのか、そういう

部分も含めてよく協議を行っていきたいと思

っております。

【松本委員】 これは大変大きな起爆剤になる

と思いますので、ぜひ連携をしていただいて、

経済効果も、泊まっていただければありますし、

また、来た方がアクセスがなくて困ることがな

いように、進めていただきたいと思います。

次に、ＩＲについて質問いたします。

先ほど小林委員、川崎委員からもございまし

た。私もやはり気になることが、先ほど小林委

員からもありましたけれども、ＩＲ事業者がこ

れから選ばれるための不安要素というのをし

っかり対策をしていかなければいけないと思

っております。

基本構想案を読ませていただきました。基本

構想案、本当によくできているんですが、その

中でも、先ほどからありましたとおり、31ペー
ジからの部分、交通インフラについてでござい

ます。

調べますと、ハウステンボスが、大体年間 288
万人来場しているということで、300万人近い
方が、今現状としてハウステンボスで受け入れ

ていると。その中でＩＲの目標が、以前の資料

だと 740万人の受け入れ、つまり、2倍以上の
方を受け入れようとしている中で、結局ここの

部分で空港からのアクセスというのが、今の現

状では大変厳しいと。

私も、実際、大村からハウステンボスに行く

時に、やはり渋滞をして 1時間ぐらいかかった
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経過がございます。そういったものに対して、

交通網に関しては、道路や船を使う場合は港湾

ですよね。そうすると、いくら民間事業者が何

千億円かけたとしても、道路や港湾は民間業者

がつくれませんから、やはり行政として、ここ

に関しては、いつまでにこのように整備をしま

すと、業者に聞かれた時に対応するような準備

が必要だと思います。

逆に言えば、民間で投資して交通インフラを

してもらうことも、例えば船をつくっていただ

くとか、さまざまな提案が 36 ページに出てお
りますが、そういったＶＩＰ対応できるものも

民間にお願いすることも、同時にしていかなけ

ればいけないと思いますが、そちらに対しての

準備というものは、業者の方が納得いただける

ような説明はできるような準備はしていらっ

しゃるんでしょうか。

【小宮ＩＲ推進課長】 今、委員ご指摘がござ

いました交通インフラの問題は、私どももＩＲ

誘致を進めるに当たって重要な課題だと認識

をいたしております。

今現在、行政におきましては、国、県、市、

それぞれ行政の関係する機関が集まりまして、

長崎ＩＲ交通連絡調整会議を開催いたしてお

ります。国道でありますとか県道、市・町道そ

れぞれあります。また、港等の活用もございま

す。こうした関係者の会議を持ちまして、計画

的にどういうふうな整備が可能なのか、意見を

交換しながら対策を具体的に講じる検討を進

めております。

また、周辺地域の渋滞のご指摘もございまし

たけれども、やはり佐世保ハウステンボス周辺

の渋滞が生じないような、いろんなソフト対策、

例えば道路交通の案内板でありますとか標識、

そういったもののソフト対策も含めて、随時検

討をしてまいりたいと考えております。

【松本委員】 道路は時間がかかることではあ

りますけれども、しかし、もうそれに合わせて

国に要望もしていらっしゃると思いますけれ

ども、これは、もちろんＩＲもきっかけになり

ますし、先ほどの空港の 24 時間化もそうです
し、同時並行で、決まってからするんではなく

て、ＩＲもあるから、さらにプラス要素として

国に要望しやすくなるわけでありまして、そち

らをぜひ進めていただきたいと思いますし、ま

た、海のルートですね。こちらは直線で、海は

渋滞はありませんから。しかし、漁業権の問題

も出てきます。これも決まってから漁業者と話

していても時間がかかりますから、並行して、

こちらのほうも進めていただきたいと思いま

す。

それと、もう一つ心配なことは、8 月に片山
さつき元地方創生担当大臣がハウステンボス

を視察されました。そのときに記者会見も開か

れましたし、さまざまな意見交換もさせていた

だきました。もちろん、今は本県選出の北村大

臣でございますが、その中でおっしゃっていた

のが、42ページに書いてある、片山大臣がおっ
しゃるには、九州の代表というのはわかると。

すごく地方創生にかなっているんだけれども、

民間も議会も行政も一丸となってやっていま

すということを大臣に申しました時に、いやい

やと、北九州が手を挙げているじゃないかと、

この件はどうなっているのと。そこら辺は、九

州は一枚じゃないのというところで、合意はと

れているのかということを懸念されていらっ

しゃいました。

これに関しては、福岡なのか、北九州なのか、

どちらかわかりませんが、長崎県からしっかり

とした協力要請をしてもらわないと、ここで足
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並みが崩れれば、やはり競争が厳しくなると思

うのですが、そちらのご見解をお尋ねします。

【吉田企画振興部政策監】8月 9日に片山元地
方創生担当大臣が来られた時に、私は一緒に参

りまして、佐世保の現地でＩＲ関係の説明を行

いました際に、まさに今、松本委員ご指摘のと

おり、九州一体となって進めておりますと申し

上げましたところ、今のようなご指摘があった

ところでございます。

その後、実は政府、観光庁のほうが、各自治

体に調査を行った結果が伝わってきていると

ころでございます。先日、赤羽国土交通大臣の

ほうから、全国 8地域ということで、閣議後の
記者会見で表明をされたところでございまし

て、その中には北九州市は入っておりませんで

した。都道府県、政令市の中で大阪府・市を一

つと考えた場合に既に誘致を表明している大

阪、長崎、和歌山、横浜と、現在検討中の東京、

千葉、名古屋、北海道の計 8地域が発公表され
ておりますけれども、その中には北九州市は入

っていなかったため、確認をいたしましたとこ

ろ、適地がなく、未定ということで回答されて

いるようでございます。

ですから、九州一体となって進めております

という私どもの構図は、いまだ崩れておらず、

国の関係機関をはじめ、関係国会議員、それか

ら九州経済界も含めたところでしっかりとア

ピールを行っているところでございます。

【松本委員】 それを聞いて安心しました。た

だ、行政サイドと、また、民間の一部団体での

声が上がっているということもあります。しか

し、私たちがやはりすべきことは、長崎だけの

メリットではなくて、これはあくまでも九州全

体のメリットなんですと。だから、残り、沖縄

はちょっと離れていますけれども、福岡にとっ

ても必ずプラスがあるんですよということを、

やっぱり私たちが足を運んで理解と協力を、連

携していきましょうというふうに福岡県に対

してもしていくことが、北九州を抑える一つの

要因にもなってくると思いますので、そちらの

ほうも、会議だけではなく、担当のほうからも

各県回っていただいて、一緒にＩＲを盛り上げ

ていきましょうという取組をあわせてお願い

したいと思います。

それと、やはりこれから大事になってくるの

は、いかにメリットを発信していくことではな

いかと思っております。先ほど小林委員からも

ありましたとおり、雇用も 2 万人と言われて、
投資効果、経済効果も運営で 2,600億円、建設
で 3,700億円と言われていることが、県民の皆
さんに伝わることによって、県のためになるん

だと、売上の 15％が県に入って、県民に還元さ
れるんだということがまだ伝わってないとこ

ろがあるんですね。そちらもぜひ、合意をとる

ために発信していただきたいし、ＩＲの事業者

に対しても、やはり不安要素の払拭のアピール

をぜひしていただきたいというふうに思いま

す。

最後に、跡地について質問をいたします。

資料 1に、検討状況の説明をいただきました。
やはり一番大事になってくるのは、跡地に対し

て賑わい、おっしゃいましたね、広場の賑わい、

それとホールだと思うんですね。賑わいという

のは、人がいて賑わいがあるわけであって、ホ

ールだって、観に来る人がいなきゃいけないわ

けです。

じゃ、多くの人が来て集まるには、何が必要

かというと、交通アクセスなんですね。徒歩で

あそこに集まる人はほとんどいないわけであ

って、当然、車かバスを使うわけでございます。
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じゃ、交通アクセスが今の状態でどうなのかと

いったら、全くできてないわけですね。車も止

めるところも、今の中では少ないし、バスも遠

いし。で、よくあるのは、やっぱり駅前の再開

発が多いですよね。当然、駅があるから、そこ

に人が集まるから、そこの前に広場ができるわ

けです。しかし、何もないまちのど真ん中にど

んと広場があったところで、そこに本当に人が

集まるのかなというところで、先ほど川崎委員

からもありましたけれども、バスターミナルの

交通アクセスをどのように考えているのか、そ

れと、駐車場に対して何台ぐらいの駐車場を用

意するのか、ホールを利用される方が何人いれ

ば、必然的に駐車場は何台というのが逆算でき

ると思いますが、そちらのご見解をお尋ねいた

します。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 お話がございま

したように、交通結節機能という部分について

も、跡地活用については十分検討していかなけ

ればいけない課題だと考えているところでご

ざいます。

先ほど川崎委員からもございましたけれど

も、交通機能につきましては、現在、バスベイ

ということで考えているところでございます

けれども、そのバスベイ自体もどういった形で

機能を持たせるのかといったところについて

は、今後、より具体的な検討を進めていかなけ

ればならないと考えているところでございま

す。

また、交通機能のあり方自体をどう考えるか

といったところにつきましては、跡地だけでは

なく、市内のエリア全体としてどう考えるかと

いったような視点が非常に重要だと考えてい

るところでございます。こちらは所管は土木部

になりますけれども、交通結節機能のあり方に

ついての会議なども先般立ち上げられたと聞

いておりますので、そういったところの議論な

ども踏まえながら、今後、私どもも検討を進め

てまいりたいと考えております。

また、駐車場につきましては、整備する施設

の延べ床面積に応じまして台数が決まってく

るようなところもございます。今後具体の検討

を進めてまいりますので、必要な台数をどうい

った形で確保していくかというところについ

ても、長崎市のほうとも十分協議をして進めて

いきたいと考えているところでございます。

【松本委員】 やっぱりバスや電車で来られる

方々にとっては、例えばココウォークという商

業施設は、そこの中にバスターミナルがあるわ

けですよね。そうしたら、必然的に交通拠点に

なって、そこの部分で買い物をされるというと

ころで利便性は上がりますが、そこの部分で、

バスベイというだけで、本当にバスでどんどん

人が来るのかと。じゃ、1,000 人規模のホール
をつくったとして、そこの部分で本当に人が、

いろんな県外から、また県内から集まるのに十

分なのかという部分では、これから計画をつく

る機会ですから、そこの部分で、やはり民間の

方々にも意見を聞きながら進めていただきた

いと思います。

駐車場に関しても、7 ページに書いていると
おり、県と市の考え方が違いますよね。県は地

下、市は周辺にということで、また、ここもず

れています。ここの部分が、まずそろうことが

大事だと思いますが、やはり地下駐車場を考え

た場合、一般的には、平和公園とかもそうです

けれども、コストがかなり上がりますよね、地

下につくるわけですから。そういった意味では、

やはり平面のほうが現実的ではないかと思う

中で、一つ、今話が上がっている、民間デベロ
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ッパーによる県警本部跡地です。ここは民間が

開発するわけですから、そこの部分に立体駐車

場で、駐車場の収入も入る。その中で建物を複

合型にして、オフィスを入れる、マンションを

入れるなどしてビルにすることによって、すぐ

目の前に駐車場があれば、民間も駐車場代とか

家賃が入るわけですから、民間で運営ができる

と。そうしたら、公的資金を投入しなくても駐

車場をつくることも可能になります。

そういったのも含めて、やはり賑わいを創出

すると言いながら、結局どうやっていくかの手

段が十分にできていない中でつくることはや

っぱり不可能でございますので、例えば 1,000
人呼ぶなら 2,000台の駐車場、周辺にどれだけ
あるのか、そういったところも今後の計画の中

に入れていただいて進めていくことが必要に

なっていきますので、そちらは要望にかえさせ

ていただきます。

【下条委員】皆様、お疲れさまでございます。

私のほうからは、スポーツ振興についてお尋

ねをしたいと思っております。

6 月定例会の一般質問で、Ｖ・ファーレン長
崎スタジアムシティプロジェクトについて質

問をさせていただきました。

2023 年開業予定の三菱重工幸町工場跡地に
サッカースタジアムを中心とした大型商業施

設ができるということでございます。

9月 26日現在、Ｊ2リーグは非常に上位がせ
めぎ合っておりまして、現在勝ち点 50、11 位
という立ち位置につけております。Ｊ2 リーグ
は全部で 42試合ありまして、現在 33試合、約
80％が消化されて、残り 9試合、プレーオフ圏
内まで勝ち点差 5、自動昇格まで勝ち点差の 2
位まで 8という、非常に厳しいですけれども希
望がある、頑張れば手が届くような立ち位置に

なっております。

そこでお尋ねですけれど、私もＶ・ファーレ

ン長崎の新スタジアムを一般質問でさせてい

ただいた時に、テレビのメディア等に取り上げ

ていただいたりしまして、また、たくさんの市

民、県民の皆さんからいろんなお声をいただき

ました。非常に注目をしている事業かなという

ふうに思っております。

そこで、このＶ・ファーレン長崎を県として

応援する意識といいますか、どのように県とし

て捉えているのか、お尋ねいたします。

【野口スポーツ振興課長】 私どもは長崎県総

合計画、それから長崎スポーツビジョンにおい

ても、地域密着型クラブチームを活用した地域

活性化という項目を立てておりまして、それに

基づいてＶ・ファーレン長崎の支援に取り組ん

でいるところでございます。

Ｖ・ファーレン長崎自体は、県内全市町がホ

ームタウンということで、皆様ご存じとは思い

ますけれども、まさしく県民のスポーツチーム

というふうに考えております。

チームの活躍自体は、県民に夢と希望を与え

る、また、チームを応援することで県民の一体

感と郷土愛を醸成する効果があると考えてお

ります。また、平均して毎回 7,000～8,000 人
がスタジアムに集まる大型のイベントでござ

いまして、さらに、県外からの観戦客の来県な

どによる交流人口の拡大という経済効果も期

待しているところでございます。

【下条委員】 ありがとうございます。

それでは、具体的にどのような支援をお考え

なのか、お尋ねいたします。

【野口スポーツ振興課長】 現在、Ｖ・ファー

レン長崎への支援として取り組んでいること

でございますが、スタジアム施設使用料の減免
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を行っております。それとあと、市町とか、庁

内の関係課と連携して、県民応援フェアという

イベントを開催しております。また、県の広報

ツールを活用して、ホームゲーム、チームの情

報をＰＲするようなことと、それから、県庁の

ロビーでパブリックビューイングを数回実施

しておりまして、その他にも、経済界が後援会

組織を立ち上げておりますまので、そこと連携

した取組を実施しているところでございます。

【下条委員】 わかりました。このＶ・ファー

レン長崎のスタジアムシティプロジェクトは、

高田旭人社長が民間主導で地域の、今、野口課

長も言われましたが、交流人口であったり、地

方創生のプロジェクトを進めていくというよ

うな形でされていますが、県としても、今のよ

うな形で支援をしていくということですね。よ

くわかりました。

それでは、今の話の中で民間主導と、財政的

なものはほとんどＶ・ファーレンがされると思

いますけれども、県としては、財政的なご支援

ということを少しお考えでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】 これまでも財政的

な支援と、先ほどのスタジアムの施設使用料の

減免等も合わせまして、平成 21 年度にＪＦＬ
に昇格した時代から今年度予算まで含めて、ト

ータルで約 4億 3,603万 5,000円をこれまでに
支援しております。

今年度に関しましては、先ほど申し上げた競

技場使用料の減免が 1,704万 5,000円、それか
ら県民応援フェアの開催委託事業としまして

130万 5,000円を計上しているところでござい
ます。

【下条委員】わかりました。このような形で、

減税措置ですかね。（「使用料減免です」と呼

ぶ者あり）ありがとうございます。経済的な支

援をしているということですけれども、県とし

ましては、やはりこういった形で財政的に支援

をするわけですので、見込みといいますか、こ

の支援をしてどれぐらいの経済波及効果があ

るのか、教えていただきたいと思います。

【野口スポーツ振興課長】 経済波及効果でご

ざいますけれども、算定にこれまで苦労してお

ったのが、実際に宿泊がどれぐらい見込めるか

というところでございますけれども、私どもの

計算では、一応ビジター席の入場者数を宿泊客、

それ以外の方を日帰り客というふうな仮定を

しまして、県の経済波及効果分析ツールを使っ

て、一応算定はしております。

昨年度はＪ1 でございましたので、かなり入
場者数が多かったので、年間 20 万 2,664 人入
場されまして、経済波及効果が約 26 億円とい
うふうに一応算定しております。ただ、今の前

提での経済波及効果でございます。

【下条委員】 わかりました。26億円というこ
とですね。

すみません。人数をもう一度教えてください。

【野口スポーツ振興課長】20万 2,664人です。
【下条委員】 これが、昨年ですから、Ｊ1です
ね。私も、昨年のＪ1 は、ホームスタジアムに
は多く観戦に行かせてもらいましたけれども、

過去 6年、Ｊ2時代に比べてとてつもない、倍
以上の人数が、特にアウエーがたくさん来られ

たと思います。

ただいまＪ2 でありまして、その前のＪ2 の
時というので、経済波及効果というのはわかり

ますか。

【野口スポーツ振興課長】 昨年が、今申し上

げた約 26 億円でございまして、全く同じ算定
方法で、一昨年度、2017 年度の算出をしてお
ります。13億 8,900万円でございました。です



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２６日）

- 139 -

から、単純に言うと、Ｊ1 からＪ2 で約 1.7 倍
の経済波及効果があっておるということでご

ざいまして、先ほど言ったビジター客が約 4倍
に伸びておったというのがございます。

それと、新聞等でも報道されましたけれども、

スタジアムがある地元諫早市の昨年度の観光

客が、一昨年度に比べて 7％以上伸びていると
いうふうな実績もございました。

【下条委員】 わかりました。私も倍以上来て

いるのかなと思っていましたけれども、ビジタ

ーで約 4倍、たくさん来られている。やはりＪ
2 の時代よりもＪ1 のほうが、かなり経済波及
効果があるということが考えられると思いま

す。

応援をして、来期からまたＪ1 のほうに行っ
ていただきたいなと思っているんですけれど

も、現在計画されているスタジアムシティプロ

ジェクトに関して、スポーツ振興課としてかか

わり方といいますか、スタンスというものはど

のようにお考えでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】 スタジアムシティ

プロジェクトに関しましては、庁内で今連携会

議を、副知事筆頭で、各部長が委員として実施

しておりますけれども、このプロジェクトにお

いて、ジャパネットホールディングス側から要

望を聞いておりまして、私どもに関係すること

としましては、スタジアムが完成した後にスポ

ーツのイベント、コンテンツを誘致することに

協力いただけないかということがございます。

これに関しましては、現在、県、スポーツコ

ミッションという組織が私どもにはございま

すので、そこが中央競技団体とかスポーツ庁、

それと、関係する公的団体とのネットワークを

持っておりますので、そちらからできるだけ情

報をすばやく入手して、それをジャパネット側

にお伝えして、イベント誘致を一緒にやってい

くというようなことができないかということ

と、それから、県外に、東京とか大阪の事務所

も広報を非常に積極的にやっておりますので、

そこを活用しつつ、私ども自らでもございます

けれども、スタジアムへの情報を幅広く県外に

発信していくことで、スタジアムの利用促進に

つながるような取組をとりあえずできないか

と考えております。

ほかにも、またいろいろご要望が、これから

も生じるかもしれませんので、それについては

できるだけ前向きに、可能な範囲で対応してい

きたいと考えております。

【下条委員】 わかりました。ありがとうござ

います。

今、野口課長からもありましたけれども、や

はりお知らせといいますか、こういった形で

Ｖ・ファーレンも頑張っていると、それを県民

一体となって応援していくということが非常

に、サッカーというスポーツは、応援をされま

すと、本当にスタジアム自体が大きく変わって

くる、12番目の選手というふうに言われるぐら
い力があります。

県としましても、県のほうでは唯一のプロス

ポーツクラブになります。経済状態が、Ｊ2 時
代に悪い時代もありましたけれども、民間のジ

ャパネットに参入していただいて、このような

状況になっております。私も先週の京都戦を久

しぶりにスタジアムのほうで見させていただ

きましたけれども、昇格した年のような大きな

うねりといいますか、流れも感じました。ぜひ、

県としても、人口減少であったりとか、いろん

な暗いニュースがありますけれども、明るいニ

ュースで盛り上げていけるように、ともに頑張

ってまいりたいと思いますので、引き続き支援



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２６日）

- 140 -

をよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。

【中島(浩)委員長】ほかに質問はございません
か。

【深堀委員】 私は、まち・ひと・しごと創生

総合戦略に関して質問させてもらいたいと思

います。

冒頭、骨子案についての説明もいただきまし

た。その中で、第 2期総合戦略の方向性の中で、
「2040 年問題」についても戦略に盛り込んで
いくということが骨子案のほうにも記載され

てありました。また、こちらの縦長の詳しい資

料の中にも、2040 年問題について触れられて
おり、その中で、「このような状況を踏まえ、

県では、長崎県 2040年研究会を設置し、2040
年ごろまでに本県が直面するであろうさまざ

まな課題や、それに対する対策の方向性を議論

しているところである」という表現が入ってい

ます。

この研究会は、今年の 4 月に立ち上がって、
8月までに第 4回まで開催されていると聞いて
おりますが、その報告といいますか、方針とい

いますか、こういったものは 10 月中に回答が
あるというふうに聞き及んでいるんですが、そ

のあたり、今の状況、議論の取りまとめの状況

について、概略でいいので、まず説明ください。

【陣野政策企画課長】 委員のお話がございま

したように、高齢者の人口がピークを迎える

2040 年ごろの課題をいかに検討していくか。
全国では 2040 年が高齢者のピークでございま
すが、長崎県は 2025年が高齢者のピーク、2040
年ごろは 15歳から 64歳までの生産年齢人口が、
人口の約半分を下回るような形で、非常に危機

的な状況を迎えるということが予想されてお

りましたことから、これは国のほうでも、2040

年問題というのをさまざまな省庁で検討して

おりますが、そういう国の検討を待たずに、長

崎県独自でもそういった問題を早めに検討し

ておくべきではないかということで、今年の 4
月に長崎県 2040 年研究会を立ち上げさせてい
ただきました。県もそうですが、各民間の有識

者、さらには五島市長、波佐見町長という市町

のほうからもご参加いただきまして、一緒に共

同研究しようという形で立ち上げて議論して

きたところでございます。

これまで 4回ほど議論してまいりまして、委
員からお話がありましたように、その議論の中

身につきましては、10月を目途に一定の取りま
とめ、報告書を作成して、県にも報告いただき

ますし、その報告書につきましては、県もそう

ですが、市町並びに民間の皆様も共有して、そ

れぞれの立場において 2040 年問題をどう取り
扱っていくのかというところを研究したいと

いうことで、今作業を進めているところでござ

います。

【深堀委員】 状況はわかりました。先ほどの

質問の中で、議論の中身といいますか、もう 4
回されているので、もちろん部長もその委員の

中に入っていらっしゃいますよね。どういった

結論の概要といいますか、そのあたりを教えて

ください。

【陣野政策企画課長】 議論の中身としては、

大きく 4つの方向性につきまして議論していた
だいているところでございます。

1 つは、地域におけるインフラ、公共交通、
介護の確保という形、2 つ目が、先ほど申し上
げましたように、生産年齢人口が 2040 年ごろ
には人口の半分を下回るということが予想さ

れておりますので、生産年齢人口の減少に伴う

労働力不足をどう補っていくのかという点、3
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つ目が、一方で 2040 年ごろといいますと、新
技術、ＡＩ、ＩoＴ、ＩＣＴといったさまざま
な技術が進展する、そういったところの技術を

活用して産業の振興にどうつなげていくのか、

4 つ目は、人口減少に対応するために、行政と
してどういったサービスのあり方が適切なの

か、この 4つの方向について議論していただい
てきたところでございます。

1 つ目の地域インフラ、公共交通、介護につ
きましては、やはりインフラが高度経済成長期

にたくさんのインフラ、道路、橋梁とかを整備

しておりますが、そういったインフラが老朽化

するところに対してどう対応していくのかと

いうところにつきまして、やはり広域的な連携

を図るべきではないかという点、さらには、介

護の確保につきましても、人材をどう確保して

いくのか、さらに、人材が確保できないという

ことであれば、やはり先端技術を活用していく

ことも一つは重要ではないかという議論があ

っているところでございます。

生産年齢人口の減少につきましても、やはり

ＩＣＴの活用、未来技術の活用であったりとか、

働き方の改革による効率化を図るという点、さ

らに、人材育成につきましても、先を見据えた

さまざまな分野での専門人材の育成というの

も必要ではないか。特に、先ほど申し上げまし

た未来技術の活用に向けて、そういった専門人

材の育成、活用というのも必要ではないかとい

った方向性であったりとか、さらに、労働力不

足ということで、さまざまな皆様に活躍いただ

くということで、女性や高齢者の参加も必要で

はないかというところを検討いただいている

ところでございます。

また、先ほど申し上げました新技術の活用に

つきましても、これは全分野に共通することで

ございますので、繰り返しになりますけど、や

はりそういった新技術の活用を支える人材の

育成というのも必要ではないかという点、さら

に、産業のあり方とか、そういったところの議

論をしていただいたところでございます。

人口減少に対応した自治体のサービスのあ

り方というところは、やはり行政の役割が、人

口が減少すると、どうしても行政の体制も縮小

する形も検討されますので、改めて「公・共・

私」という形で、公的な行政のサービスの仕方、

また、共助という形で地域の皆様にご協力いた

だく形、さらには私的分野という形で、やはり

役割分担をしっかり改めて検討すべきではな

いかと、こういったところを方向性として議論

していただいたところでございます。

こういった話につきまして、4 回ほどご議論
いただきましたので、今、概略の方向性しか申

し上げませんでしたけれども、改めて議論の中

身につきましては、今後、研究会のほうでも座

長等と含めて協議いたしまして、先ほど申し上

げましたように、10月を目途に報告書を取りま
とめて、それぞれの関係分野の皆様にお示しし

たいと考えているところでございます。

【深堀委員】 今、概略の報告をいただいて、

非常に中身の濃い、本県の将来に大きな影響を

与えるような課題についての議論が行われて

いることがわかりました。

私は、そのメンバーの方が個人的につくられ

た報告を少し事前にいただいて中身を見て、今、

課長から報告があった内容とそごがないか確

認をしていたところなんですけれども、私は、

今、2040 年問題を研究会として議論して、10
月に取りまとめるわけですけれども、ぜひとも

これを、冒頭言いましたように、まち・ひと・

しごと創生総合戦略とか、次期総合計画にしっ
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かり反映してもらいたいと思うんですよ、非常

に貴重な議論を有識者の方々がされているの

で。

それを考えた時に、10月に研究会が報告をま
とめるということなんだけれども、実際に、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の骨子は、今既

に出されてあって、かつ、11月には素案を提出
してパブリックコメントまでもらうというこ

とになっていますよね。そのときに、今議論さ

れているものすごく重要な視点の議論の中身

が、本当にこれに反映されるのかとものすごく

心配になるわけですよ。そのあたり、どうです

か。

【陣野政策企画課長】 委員ご指摘のとおり、

2040 年問題の対策につきましては、次期総合
戦略に反映したいと思っております。

その中で、2040 年問題研究会につきまして
は、4 月から 4 回議論しておりますが、その 4
回の議論の都度、関係部局にも議論の中身につ

きましてはお知らせして、今、議論の方向性に

つきましては、各部局においてもしっかり認識

した上で対策を講じるという形になっており

ます。

また、7 月に開催されましたスクラムミーテ
ィングにおきましても、その時点での 2040 年
問題の研究会の中身につきましては、市町にも

お知らせして、途中の段階でございますけれど

も、方向性につきましては、一定共有を図って

きたところでございます。

繰り返しになりますけれども、4 回の研究会
のたびに、研究会の議論の方向性とか資料につ

きましては、各部局とも共有して、今回の総合

戦略の方針の中身についても反映していただ

いているということで認識しております。（「そ

の資料はないのか、我々は」と呼ぶ者あり）

【中島(浩)委員長】 休憩します。

― 午後 ２時３８分 休憩 ―

― 午後 ２時３９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
【深堀委員】 そうであれば、特に、先ほど報

告された内容というのは、あくまでも企画の話

だけではなくて、ものすごく多岐に、インフラ

のことに関してもそうだし、地方交付税のこと

にも触れられていたし、いろんな生産年齢人口

の各産業の人口の動向であったりとかという

ふうに、だから、そこのあたりがしっかり横串

が皆さんで共有されているということが確認

できれば、もちろんいいんですけれども、そう

いうことで確認されているということですね。

今も少しありましたけれども、これは議会に

も、当然、議論の進捗状況というのは、タイム

リーに報告してほしいなというふうに思って

いるんですが、そのあたりはいかがですか。

【陣野政策企画課長】 2040年問題研究会につ
きましては、私どもは県と市町、そして民間の

皆様との研究会ということで議論してきたと

ころでございます。

そうした中で、一定第 4回のところである程
度取りまとめたところで研究会の中でも議論

したんですが、さらに、もう少しこういった方

向が要るのではないかと、4 回目の研究会の中
でも、委員の皆様から議論がありましたので、

改めて最終の調整をしているところでござい

ます。

先ほどからお話がありますように、2040 年
問題というのは非常に重要な問題であると考

えておりますので、改めて報告書ができた段階

では、議員の皆様にも直ちに配付させていただ

きまして、今後の施策の検討、私どもも当然活
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かしていきますし、市町の皆様にも生活かして

いただきたいと思いますので、議会にもしっか

りご報告させていただきたいと思います。

【中島(浩)委員長】ここでしばらく休憩をとり
たいと思います。

再開を、10分後の 14時 50分といたします。

― 午後 ２時４１分 休憩 ―

― 午後 ２時５０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
【中村(泰)委員】 お疲れさまです。まずは、長
崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略に関して

の質問でございます。

令和 2年度から令和 7年度までの 6年間の戦
略を立てるということで書いていただいてお

りますが、少し数字の話になるんですけれども、

そもそも県が、「ひと」については、じゃ、ど

れだけ人口流出を具体的に防ぐとか、何年後、

長崎県民は何人いていただかないといけない

とか、どれだけの収入があるべきだとか、具体

的にそういった目標があるのかを、まずお伺い

いたします。

【陣野政策企画課長】 まず、現戦略の目標で

ございます。

現戦略の目標につきましては、まず、その前

提として人口ビジョンというのを策定いたし

まして、その中で今後の人口の推移を示してき

たところでございます。そういう中で、人口ビ

ジョンの中では 2030 年に合計特殊出生率を希
望出生率である…、ちょっとすみません。

【中島(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時５２分 休憩 ―

― 午後 ２時５２分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。

【陣野政策企画課長】 すみません。失礼いた

しました。

人口ビジョンの中では、自然減対策といたし

まして、2030 年に希望出生率を 2.08 にして、
2040 年までに社会移動の均衡を図った上で、
2060 年の人口を 100 万人にすると、抑えると
いうところの目標を掲げております。そういっ

た目標を達成するために、第 1期の戦略におき
ましては、さまざまな目標を立てておるところ

でございます。

第 1期の目標につきましては、「しごと」の
ところで申しますと転出超過数を 3割改善する
ということ、また、企業誘致等につきましては

5年間で約 4,000人の雇用を創出するといった
目標、「ひと」のところにつきましては先ほど

申し上げましたけれども、大卒の就職率を 55％、
高卒の就職率を 65％、移住者数につきましては
660人増やすといった目標で、さらには合計特
殊出生率は、第 1期の目標は 1.8まで上げると
いった目標を掲げて施策を展開したところで

ございます。

ただ、先ほどご説明したとおり、企業誘致等

の雇用の創出、移住者数については目標を上回

る成果を上げておりますけれども、県内就職率

のところは低迷している。合計特殊出生率も

1.8 を目指しておりましたけれども、一時期、
1.7 まで改善しておりますが、近年ちょっと下
がり気味であるといったところでございます。

第 1期の目標がこういったところでございま
すので、第 2期につきましては、どういった目
標にするのかというのは、今改めて、今後の施

策の検討の中で再度議論しながら、設定してい

きたいと考えております。

【中村(泰)委員】ご答弁ありがとうございます。
私の手元にも平成 30 年度改訂版がございまし
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て、確かに、一つひとつ基本目標に対してＫＰ

Ｉが設定をされているのは、私も認識をしてい

るところでございます。

先ほど人口ビジョンがあると、その人口ビジ

ョンに対して一つひとつのこの数字をキープ

できれば、人口ビジョンで設定している人口も

防げると、それは計算をされてそうなっている

という理解をしておりますが、間違いないでし

ょうか。

【陣野政策企画課長】 最終的な人口ビジョン

のところにつきましては、先ほど申し上げまし

たように、合計特殊出生率を 2030 年で 2.08、
社会移動のところを 2040 年で均衡を図るとい
うところをシミュレーションして、2060 年に
100万人を維持するといった形での設定をして
おります。その施策につながるような形で、総

合戦略においては各施策を展開しているとい

う立てつけになっております。

【中村(泰)委員】基本的には、考え方というか、
計画の中で、そこは一致をさせているという認

識でございます。

第 2期総合戦略を立てる時に、成果が得られ
ていない分野については、施策の充実・進化や

量的な確保といったところで、恐らくそういっ

たところをしっかり見て、じゃ、具体的にそれ

を守るにはどうしたらいいのかといったとこ

ろをしていただけるものだというふうに考え

ております。

また、一方で、第 1期でどうしてそれが守れ
なかったのかといったご報告も多分いただけ

るとは思うので、そこは、ぜひともよろしくお

願いをいたします。

先ほどは「ひと」に関する話で、ご回答であ

ったんですけれども、最初ちょっと申し上げた、

やっぱり我々としては、いかに長崎県民の皆様

の県民所得を上げていくのかといったところ

が非常に大きな課題でございます。下から数え

て、多分 5番目ぐらいの県民所得であろうとい
う私の認識でおるんですけれども、それをせめ

て全国平均に持っていくとかという大きな目

標をどんと立てた時に、第 1期の総合戦略にお
いても、産業においていろんなＫＰＩを示して

いただいてまして、恐らくこれが県民所得に連

動しているのかというのは非常に難しいとは

思うんですけれども、できれば、やはりそれぐ

らいのところ、本来、長崎県民の皆さんに平均

ではこれぐらいにしたいといったところから、

こういった経済的なところの数字が出てきた

ら、もっと、何というのか、県民の皆さんに対

しても説得力が増すとは思うんですが、いかが

でしょうか。

【陣野政策企画課長】 総合戦略につきまして

は、やはり大きな目的としては、人口減少にい

かに歯止めをかけるのかという視点のところ

で、先ほど申し上げました合計特殊出生率並び

に転出超過の改善といったところを指標とし

て掲げて施策を展開しています。基本的には、

それが中心になっております。

一方で、委員のお話にありました県民所得向

上につきましては、総合計画というのを、別途、

私どもは設けておりまして、これは総合戦略と

1 年ずれておりまして、平成 28 年から令和 2
年までの政策でございます。

こちらにつきましては、その総合計画の中で

県民所得向上対策という項目を掲げておりま

して、現在の平成 28 年から令和 2 年までの 5
年間の増加目標として 1,028億円という目標を
掲げて、今、県民所得向上対策も展開しており

ます。そういった意味では、委員からお話があ

りました所得対策という面では、そういった総
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合計画の中で目標を掲げて政策を推進してい

るということですので、先ほどありましたよう

に、人口減少対策については総合戦略でござい

ますけれども、そういった所得の面に関しては

総合計画のほうで、その辺は、私どもも県民の

皆さんにわかりやすいような説明はしていき

たいと考えております。

【中村(泰)委員】 総合計画はチャレンジ 2020
を多分言われていると思います。こちらという

ことであれば、まち・ひと・しごと創生総合戦

略の内容と、このチャレンジ 2020 の中身はそ
んなにずれてないと思いますので、そういう意

味では、多分、県民所得につながっているよう

な流れであろうと思っておりますので、そうい

ったところをもっともっと県民の皆さんに対

して、例えば県民所得を全国でも平均にするん

だといった目標をがっと県が出していただけ

れば、我々県民としてもすごく勇気をいただく

ようなものだと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

続いて新幹線の話で、以前、小林委員のほう

からも県民大会という話がございました。私も

その思いは一緒でございます。

そこで、経済界の皆様が中心になって県民大

会をという気運が醸成されて、県民大会に向か

って進んでいこうとしているということを伺

いました。今どういった流れでそれが実施され

るのか、そしてまた、県としてどういった方向

性、思いを持っておられるのかということをご

教示願います。

【坂野企画振興部次長】 以前、本委員会でも

議論になっておりました県民大会ということ

でございますけれども、先日、九州新幹線西九

州ルート整備推進協議会の会議が開かれまし

て、その際に、協議会のほうで、2022 年度ま

での開業に向けて、県民の気運醸成のために、

県民大会の開催を検討しているという旨の動

きがあったというふうに承知しております。

こちら協議会のほうでは、まだ具体的には、

今後検討というような格好になっていたかと

思いますので、今後、県としましても、この協

議会や経済界と連携をいたしまして、どういっ

た形で県民大会を開催できるかということに

ついては、連携して検討のほうを進めてまいり

たいと考えております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。経済
界の皆様もそういった思いでおられるといっ

たことが、今回よくわかりました。県民の皆様

と心を一つにして、全線フル規格に向けて頑張

るんだといったところで、ぜひとも成功させた

いと私も思っております。

続いて、跡地に関してでございます。

先ほどから発掘調査はやるものの、箱はつく

るんだといったところでちょっと話が出ては

いるんですけれども、今回、三菱総研にパート

ナーというか、ともに仕事をする、コンセプト

をつくっていただくところで三菱総研にお願

いをするということでございますが、地元の業

者ですね、地元の思いをどういうふうにして酌

み取っていくのかというところについて、ご回

答をいただけますでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 お話がございま

したように、今回、基本構想の策定支援業務委

託ということで、委託先として株式会社三菱総

合研究所のほうに決定したところでございま

す。

今回の委託に当たりましては、やはりこうい

った幅広いノウハウをお持ちの企業でござい

ますので、全国の豊富な事例の収集、また、そ

れに加えまして、そういった事例がどういった
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形で成功に導いているのかというような分析

ですとか、あと、それを県庁舎跡地に当てはめ

た場合にどういった形でやることが一番効果

的であるのか、そういったようなご助言といい

ますか、意見等を幅広くいただきながら一緒に

考えていきたいと、そういったところを期待し

ているところでございます。

お話にありました地域の企業との協力にお

きましても、今回いただいている技術提案の中

にも、業務の実施体制ということで、協力会社

ということで地元のコンサルですとか、シンク

タンクの参画も想定されておりますので、そう

いった地域の実情も加味した形で業務を進め

ていただけるものと考えているところでござ

います。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。私の
周りでも、跡地についてどういうふうになるの

かといったことをすごく心配している仲間、ま

た知人がおります。

今、広場とおもてなしの空間といったところ

で話が進んでおりますが、三菱総研がされると

いうことで、やはり長崎のことをどれだけわか

っておられるのかと、長崎にいるデザイン会社

の皆さんもすごく心配をしておりますので、積

極的に長崎の皆さんがどういう思いで、そして

また、できれば三菱総研が出されるプランにつ

いても多くの方の意見を聞いていただいて、む

しろ県民の皆さんがどのプランがいいのかと

いったような議論か何かできれば、一番いいか

なと思っております。

また、これからワークショップを重ねていか

れるといったところで、ぜひとも数多くこなし

ていただいて、多くの仲間の皆様をつくってい

ただくことが成功につながると思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【吉村委員】 1点、私も何か夢のある前向きな
質問をしたいなと思うんですが、年 4回の委員
会の中で、今進めております五島産業汽船の問

題を、改めてまた、質問をさせていただくとこ

ろでございます。

といいますのも、やはりなかなか事実関係が

明らかになってこないというところに釈然と

しないというか、そういうところがございまし

て、まずは、その事実関係が明らかにならない

というのはどこに理由があるかというと、破産

手続中であるというところが課題なのかなと

いうふうに、前回も、前々回も同じような答え

になるので考えるわけですが、その債権者の会

議とか、破産手続の進捗状況について、まず、

お尋ねをいたしたいと思います。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】まず、

破産手続の状況についてでございますけれど

も、前回の委員会でご報告をしました状況と変

わっておりませんで、現時点でも破産管財人に

おいては、旧会社の財産について換価処分、い

わゆる現金化をするための手続を行っている

ところでございます。

この手続につきましては、早ければ年内で終

わるかもしれないといったような一定のめど

もお伺いしておりますけれども、実際に物を売

るといったところの手続になってまいります

ので、買い手を見つけたり、また、金額の交渉

であったり、そういったところの手続等もござ

いますので、あくまでも目安という中で、年内

といったところのご説明を受けております。

また、債権者集会の実施状況につきましては、

昨日、第 3回の債権者集会が行われるというこ
とを、以前、破産管財人からお聞きしておりま

して、9 月 25 日になりますけれども、実施さ
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れたということでお伺いしております。

また、破産管財人からこの連絡を受けて、債

権者集会での配付資料等の開示について、また

改めて、破産管財人に対してお願いをしていき

たいと思っております。

【吉村委員】 なかなかその手続が進まないこ

とには、中身がわかってこないのかなと。

先般、新上五島町に行く機会がありまして、

そこの鯛ノ浦の船着き場に 2隻泊まっておりま
したよ。「ありかわ」と、もう一つは何だった

か、「たんぽぽ」ですか、五島産業汽船の所有

の船ですね。新しい五島産業汽船の出資者の一

人と一緒でしたが、「なかなか売れんとじゃも

んな」という話で、そういうのが売れないと、

その破産手続というのは終了しないのかなと

思うんです。

それと、以前に、熊本のドックにつないであ

る「ひまわり」がどうなっておるのかという質

問をしたと思います。そのときの答弁が、「ド

ック事業者の方の了解があれば確認に行ける

んで、そのようなことでやってみたい」という

答弁があるんですが、その後、この熊本の「ひ

まわり」は実際に見に行かれたかどうか、お尋

ねします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】まず、

1 点目の船舶の処分につきましては、破産管財
人にお伺いしたところ、売却を念頭に、まずは

手続を進めていきますけれども、最終的に売れ

ないということになれば別の処分も考えられ

るといったことでお伺いをしております。

それから、2 点目の「ひまわり」という船舶
については、現在、旧五島産業汽船からもう既

に売却ということになっておりまして、売却先

との間で、今、破産管財人が、この船舶につい

ての権利関係について協議を行うべき財産と

いったところを認識しておりますということ

でございましたので、まずは直接係留をされて

いるだろうと思われるドックに行く前に破産

管財人にご連絡をしまして、ご相談した結果、

破産管財人のほうから、まずは、現状について

公開できるものかどうかについては先方に確

認をした上で連絡をするといったところで、現

在、連絡を待っている状況でございます。

【吉村委員】 連絡を待っておるということで

あるんですが、それはいつごろ連絡があるんで

すかね。破産管財人ももうずっと、何回も聞く

けど、全然しゃきっとした答えが返ってこんわ

けですけれども、大体いつごろをめどに、その

辺がつまびらかになってくるのか想定ができ

ないかと思うんですが、いかがですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】実は、

先週も破産管財人のほうにご連絡をいたしま

して、督促をさせていただきましたけれども、

「もうしばらく待ってください」といったとこ

ろで連絡がきておりますので、今回の委員会が

終わりましたら、直ちに、また連絡を入れてみ

まして、状況の確認をしたいと思っております。

【吉村委員】 破産管財人に「破産手続の完了

を待たんとどうにもならんのですよ」と言われ

れば、それまでなんですけれども、この問題は、

私自身は県も責任があると思っているんです

よ。だから早く事実関係をはっきりして、それ

なりの決着をつけんといかんということでず

っとやりよるわけですね。性格的に、私はあま

りしつこいほうではないと思っておるんです

けれども、何回もやらないといかんわけですよ。

だって、この旧五島産業汽船の「ありかわ 8
号」、「びっぐあーす」、「びっぐあーす 2号」、
この 3 隻で約 27 億円の補助金を国からもらっ
ているわけですよ。そして、「びっぐあーす」
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と「びっぐあーす 2号」は全部中古船ですけど、
中古船を買って、新上五島町に売却をして、身

軽になっておるわけですよ。

「びっぐあーす」は、平成 22 年に新上五島
町に売る。それから、「びっぐあーす 2号」は、
平成 25 年に新上五島町に売却しているわけで
すよね。そして、平成 27 年に有川～佐世保航
路を開設したわけです。その前の平成26年は、
五島～有川は競合路線じゃなかったわけです

よ。そこで欠損補助金、これが九州商船に 3億
7,800万円いっているわけですよ、平成 26年は
ですね。その前は競合しておりました、美咲海

送と。それから、平成 27 年からは、今度は五
島産業汽船が入ってきたので、また競合路線に

なって、その欠損補助が入らないわけです。欠

損補助が入らない時は大体約 1億 9,000万円で
すよ、競合しない路線の分の欠損補助、差額が

約 1億 9,000万円。
この中身は、3億 7,800万円の時には、国が

4,690万円、県が 3億 3,100万円出しておるわ
けですよ、欠損補助をですね。競合路線、有川

～佐世保が競合している時は 1 億 8,000 万円、
この時に国が6,000万円、県が1億2,000万円、
何か計算がいろいろやぐらしいそうで、はっき

りした何分の幾ら、何分の幾らとはならないそ

うですけれども、県もこういう支出をしている

わけですね。そのうち 8割は特別交付税で見ら
れるというふうに聞いておりますけれども、そ

れでも 2割は県の一般財源を持ち出さないとい
かんわけですよね。

そういうことで、結局、県としては、競合す

ればその金は出さなくていいからいいんです

けれども、船会社としては運営が厳しくなる。

そこで、路線の維持が難しくなるということも、

表裏一体であるわけですよ。それで、五島産業

汽船は無理して、平成 27 年度に有川～佐世保
に入ってきて、そして 29 年に、もう倒産する
わけですから。この国の 27 億円の補助金も幾
らも払わんし、こういう欠損補助はもらってお

りませんけれども、そういう中でいろいろ迷惑

をかけて倒産をしておるというところを考え

ると、どうもそこまでに至る経緯をつまびらか

にしてもらわないと、我々県民としても納得が

いかないというところがあるので、そこの事実

関係を早く明らかにしなければならないと思

うわけです。

それで、もう一つ、先ほど熊本市内のドック

につないである「ひまわり」ということを話し

ましたが、この船舶を売買した時の上五島から

の資料が非常に複雑なので見づらいんですが、

「びっぐあーす」と「びっぐあーす 2号」を売
買した時の関係でお尋ねをしますが、こういう

ところの売却代金にかかる税というのはどう

なっているのかなというのが出てくるんです

けど、そこが税金の窓口じゃないのでわからな

いと思いますが、国税、県税あると思いますけ

れども、その辺を尋ねられたことはありますか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 船舶

の売買に伴う税のかかりぐあいについて、今回、

確認をしたということはございません。

【吉村委員】 そうだろうと思いますが、確認

してもらいたいと思うんですけどね。

もう一つ、この旧五島産業汽船は倒産をして、

国の補助金以外にも二十何億円か負債があっ

たわけですよね。そして、その中には福江港の

ターミナルの入居料 25 万円の未納とか、こう
いうのがあるわけですよ。

そうすると、恐らく大波止の岸壁の使用料と

か、係船料とか、そういうのも、これも県です

から、この福江港のターミナルビルも、これは
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県の持ち物で、五島市に指定管理をしておるだ

けの話ですから、県は関係あるわけです。その

辺の未納というのがどれぐらいあるのか、計算

されておりますか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 未払

金の詳細につきましては、実際は、これは港湾

とか漁港ということになりまして土木部の所

管になりますけれども、昨年 11 月末時点での
報告では、県の係船料として長崎港で 6 万
6,000円、9月と 10月分といったところで報告
を受けております。ほかにも指定管理者の使用

料であったり、権限委譲の係船料等がございま

すけれども、こちらのほうの金額については、

現在、正確なものは持っておりません。

【吉村委員】 なかなかですね、もう何回目で

すかね、我々が集中審査をやり出してですね。

その辺の資料は集めておいていただきたいと

思います。

当然、岸壁の使用料とか、それは、所管は土

木部ですから、「我々の所管じゃないです」と

言えばそれまででしょうけど、やっぱりこの問

題に関連して、そういう資料はそろえとってい

ただきたいと思うわけです。

続いて、それからずっと売却をされてきてお

るんですが、エンジン換装からこの問題は発生

しておるんですけれども、前回、中村(泰)委員
の方から、「これだけ故障をするエンジンなら

メーカーが保証するんじゃないか」と、「だか

らその辺はしっかり確認をしとってください」

というお願いがあっておるんですが、その後の

対応はどうでしょうか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】まず、

エンジンメーカーからの保証については 1年と
いうことでございましたけれども、確かに、頻

繁にエンジンの吹き抜けといった故障が起こ

っておりましたので、当時の記録としまして、

当該船舶についてのメンテナンスの記録とい

ったものについて、これまた破産管財人になる

んですけれども、破産管財人のほうに、そうい

った時の資料の提供について、今お願いをして

いるところでございます。

【吉村委員】 破産管財人のほうに逃げ込まれ

ると、なかなか突っ込みにくくなるんですけれ

ども、早くその破産管財人を外してもらうよう

にやらないと、質問が、なかなか結論が出てき

ませんね。

それまでの間というわけじゃないんですけ

れども、このエンジン換装について、ずっとエ

ンジンを載せかえられておるんですよね、この

3隻については。それで、「びっぐあーす」は、
古いエンジンはスクラップ処分をされたとい

う話で終わっております。

ただ、町の台帳を確認したところ、そこに金

額が計上されているので、それがスクラップ費

用としての金額か詳細に教えていただきたい

ということで、情報開示の手続で町にお願いし

ているというふうに答弁があっておりますが、

その後どうですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 情報

開示の手続を行いまして、開示をされた文書で

ございます。ただ、今回、開示をされた文書が、

既にこちらのほうでも確認をしていましたエ

ンジン台帳のみでございましたので、内容につ

いて、さらに関係する書類がないか、現在確認

をとっているところでございます。

【吉村委員】 なかなか現在進行形ばっかりで、

もうこれを聞いてから約 3カ月たっておるわけ
ですよ。だから、もう少し具体的な答えがぽん

と返ってくるようなことでやってもらわない

と、我々も、また同じことを 3 カ月後に、今、
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この常任委員会でやっておるから、ちょっと間

延びするというか、もう 3カ月待たないと次の
質問ができないということになるんで、その辺

はもう少しスピーディーにやっておいてもら

いたいと。

それは、相手があることとはわかりますけれ

ども、当初に言いましたが、これは県議会も、

県も、国も、私は責任があると思っておるんで

すよ、この事業自体が。あまりにもずさんな事

業ですから。それで、これは終わったといって、

もう国はこの制度を廃止したでしょう。だから、

そこもおかしいんですよ。

この旧五島産業汽船の会社の計画で言うな

ら、この「ありかわ 8号」は、あと 2年後にエ
ンジンを載せかえないといかんとです。これが

載せかえないでずっといきよったら、おかしな

話なんですよ、それまでしよったことが。5 年
に 1回ずっとどの船もエンジンを載せかえよっ
たわけですから。

だから、そういうところが、やっぱり国の制

度としても、これはおかしかった。そこは指摘

をせんといかんわけですよ。そのために、私た

ちはこういう事実をずっと積み重ねて結論を

導かないといかんと思って、こういう作業をし

ているわけですから、協力をよろしくお願いし

ます。

そういった意味で、特に「ありかわ 8号」に
ついてはエンジンを載せかえて 5年だったから、
新しいので保管をしていると、故障した時用の

代替エンジンで保管をしていると。

私がメーカーに行って聞いた時は、「そうい

うことはもうほぼありません」という答えだっ

たんですが、前回の委員会の答弁では、載せか

えた方が早いとかという話になっておるんで

すが、その辺のずれは、私たちもまだ確認して

おりませんからわからないんですけれども、少

なくともこの「ありかわ 8号」のは故障ばかり
して本当は使えないから交換したのに、それを

また整備して使おうなんていうところはなか

なか理解しがたいんです。

長崎市内の整備工場に置いてあるという話

をされた記憶があるんですけれども、写真もい

ただいておりますが、ここら辺の現況というこ

とについて、現地でこのエンジンを拝見させて

いただいて、その整備をされている方々にお話

を聞かせていただきたいと思うんですが、それ

について、我々がこの委員会で行ってお話を聞

かせていただけるものか、まず、当局が行って

聞かれた時の状況を、お知らせいただければと

思います。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 平成

28 年度の換装で取り外しましたこのエンジン
につきましては、今、委員からのご指摘もござ

いましたけれども、航路の安定化を図るために、

いざといった時に、またそのエンジンをといっ

たところで、予備エンジンという形で保管をし

ております。

県の方でも、このエンジンにつきましては、

現地確認ということで参っておりまして、一昨

年度、それから、今年は 9 月 13 日に現地を確
認しております。予備エンジンとしての保管状

況には変わりなく、保管をされている状況を確

認しております。

このエンジンにつきまして、私どもが現地に

お伺いする時にも、毎回どういった目的でお伺

いをしますという中でスケジュールの調整等

も行ってもらっておりますけれども、基本的に

は、所有者である新五島産業汽船、それから保

管の委託契約を受けていらっしゃる保管の事

業者、こちらのほうの了承があればお伺いでき
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るものと考えております。

【吉村委員】 持ち主、所有者の権利というの

も、それはあるでしょう。あるでしょうが、国

の補助金を全額、全額ですよ、費用負担してな

いんですから。そういうものについて所有者の

権限というのが、そこまでやらないといかんの

かなと思いますけれども、我々が見ることにつ

いて、新五島産業汽船が断るなんてことは恐ら

くないんだろうと思いますけれども、このエン

ジンを確認に行って、その状況について委員会

でお話を伺いたいと思うんですが、委員長、こ

れを予備日の時間を使って、今日の今日という

わけにはいかんでしょうから、予備日の時間を

使って調査をさせていただきたいと思うんで

すが、お諮りをいただけないでしょうか。

【中島(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時２５分 休憩 ―

― 午後 ３時２７分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
【吉村委員】 長崎市内の割合近いところにそ

の整備工場もあるようでございますので、そう

いうことで取り計らいをしていただければあ

りがたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

（「関連」と呼ぶ者あり）

【小林委員】 今、いろいろ宿題があるようで

ありますけれども、五島産業汽船について、ぜ

ひとも調べて正確なお答えをいただくように、

次回お願いしたいと思うことは、事実上倒産の

状況にある五島産業汽船、これが新会社に移行

するまでの間が約 1週間ぐらいの期間しかなか
ったと、こういうようなことが言われているわ

けであります。

去年の 10月 2日に倒産をして、わずか 1週
間ぐらいで新会社に、実はすべてが移行してい

ると。登記とかその他の手続は、その新会社を

設立するのに 1週間ぐらいでできるということ
については、誰も考えられない。これは大変な

ことであるけれども、ただ、事実を確認せんと

いかんから、あまり言われないんだけれども、

例えばこの 1週間の間で、調べてみた。この 1
週間の期間の中で連休が 3日間か 4日間、実は
あるわけです。事実上、登記ができる期間とい

うのは、あるいは手続ができる期間というのは、

わずか 3日か 4日ぐらいしかないわけです。
そういうような形の中で、県が今言われるよ

うに、二十数億の支援をしている旧会社、そし

て、この新会社は、旧会社が県の補助金、ある

いは国の補助金を持って購入した、または換装

したり、あるいはいろいろと修理したり、そう

いうところの船を使っている。こういうような

状況でありますから、これは、仮に計画倒産的

なものであったとするならば、これは大変なこ

とではないかと思うんだよ。

いいですか、企画監、よく調べていただきた

い。倒産した日から 1週間ぐらいで、実は新会
社が設立をされていると、こういう手品みたい

なやり方が果たしてできるのか。しかも、調べ

てみたら、3日ないし 4日は連続して連休、い
わゆる祭日になって、その手続をするところの

関係の事務所は、実はあいてないわけだよ。誰

が考えても、1 週間でも無理です。それが、仮
に 3～4 日で手続がなされたとするならば、こ
れはちょっと大きな問題ではないかと思うよ。

だから、これについても、私どもももう既に

調査をしておりますけれども、正式な一つの大

きな問題として、計画倒産の疑いが、実は話と

して出てきているわけよ。この辺のところにつ
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いても、吉村委員の宿題に対して、私のほうか

らもお願いをしておきたいと思います。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 今、

小林委員からご指摘がございました、新会社の

会社設立の経緯、これにつきましては調査をい

たしまして、後日報告をしたいと思います。

【小林委員】政策監、ＩＲの件でございます。

ＩＲの件については部長にお願いしたいん

ですが、もうとにかく今回の区域認定をいただ

かなければ、正直言って、次は難しいとあえて

言わざるを得ないような環境の中にあるんじ

ゃないかと。先ほども松本委員から、時の大臣

のほうから、北九州市だって手を挙げようとし

ているんじゃないかと。こんなような形の中で、

実際、そういう動きがあったことは事実であり

ます。

ただ、おっしゃるように、今、そういうこと

で表には出てきてないけれども、これがもし今

回とれなかったら、今回、区域認定ができなか

ったら、次の機会には、宮崎が手を挙げます、

どこが手を挙げます、福岡が手を挙げます、北

九州市が手を挙げますと。九州の代表選手に長

崎県が継続してなれないということは、想像に

難くないのではないかと思います。

今回が最初であって、事実上、最後だと。も

う今回の区域認定をとれなかったら、長崎は正

直言ってＩＲについては浮かばれないという

ことです。

しかも、一番大事なところが、先ほどからも

指摘しておりますように、いわゆる交通アクセ

スの整備のあり方、ここが問題になってきてい

るわけです。しかも、一番大事な空港の整備、

ＣＩＱをはじめとして、24時間化をはじめとし
て、いろいろと対策を練らなければいけない、

そういう区域認定を勝ち取るための整備が実

は横並びにあるわけです。

それで、これは当然、平田副知事を座長とし

て全県庁の中で取り組んでいただいていると

思うんです。私は率直に言って、先ほどからの

お互いの議論を聞いていても、頑張ります、や

ります、そういう前向きな発言はずっと続いて

いるけれども、じゃ、具体的にいつまでに、何

ができるのかと。ある程度、そういうアピール

を九州各地区、あるいは国に対してもどんどん

やっていかなければいけない、そんな状態にき

ているんじゃないかと思うんです。

ですから、国土交通省出身の平田副知事が座

長でありまして、いろいろ聞いてみますと、平

田副知事も一生懸命頑張っていただいている

そうでありますけれども、なかなか表に見えて

こないと、平田副知事は何ばしよっとやろうか

と。こういうような状況しかないところであり

ますが、名誉のために、現実には本当によくよ

く頑張っていただいているというようなこと

であります。

そこで、私は提案をしたいわけですが、今も

申し上げますように、ＩＲの獲得のために、区

域認定をいただくために、どんな交通アクセス

の整備をやるのか、これを具体的に県の姿勢と

して明らかにすべきではないか。もう言葉だけ

ではなくして、日時を入れて。

ちょっと確認しますけれども、区域認定はい

つごろ行われるのか、事業者の選定はいつごろ

行わなければならないのか、この確認をしてか

ら、その話を続けたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】 今、小林委員からスケ

ジュールの確認がございました。今、最速で想

定しております区域認定は、2021 年度には行
われるのではなかろうかという情報でござい

ます。
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したがいまして、事業者の選定をいつまでに

行うかということでございますけれども、想定

で恐縮でございますけれども、国から基本方針

が示された後、速やかに実施方針を策定いたし

まして、来年度早々にも公募・選定に取りかか

りたいと思います。おおむね時間を半年ほど想

定しておりますので、2020 年度、令和 2 年度
の中ごろには事業者を選定したいという想定

で今事務を進めております。

【小林委員】 これはとても大事なところです。

カジノの粗収益の 15％で貧乏県の長崎県が普
通の県になるんだと、そんな短絡的な話じゃな

いわけです。やっぱり長崎県は人を呼んで栄え

るまち、ここのところをしっかり考えて、何と

いっても人を呼んで、いわゆる交流人口を増や

すということは、昔から伝統的に、歴史がそれ

を物語っているではありませんか。

だから、単にカジノの利益だけを当てにして

長崎県が元気になるとかいうようなことじゃ

なくして、むしろ、今回のＩＲ、いわゆる統合

型リゾートについては、これを迎え入れるとい

う、ここは宿命的な長崎県の置かれた状況と、

こんなぐらいの格式高い考え方を持って、短絡

的なあぶく銭の中で長崎県が生きていくとい

うようなことでは絶対ないんだと。これだけは、

我々議会人も含め、県民の皆様方にも広くアピ

ールしていかなければいけないところだと思

います。

そこで、部長、あと 2年しかないと。1年後
には、あるいは来年早々の半ばごろまでには事

業者を決定しなければ間に合わないと、こうな

っているんです。そうすると、交通網の整備の

遅れが非常に取り沙汰されている。先ほども指

摘したように、長崎県と他の土地のアクセスが

大きく問題視されて、これは、要するに、一つ

の大きなネックになっている。今の状況の中で

は、いろいろ整備はできていても、認定される

かどうかということを考えていけば、可能性と

しては、なかなか薄いのではないか。真っ先に、

一番最初に取り組んだのは長崎県ではありま

せんか。事務的にも、吉田さんたちは苦労され

て、相当先に進んでおった。

ところが、失礼だけれども、国のほうである

程度緩やかになったものだから、他の都市の、

いわゆる事務的な作業が追いついてきたと。も

し仮に最初の予定どおりであったとするなら

ば、長崎県の整備はもう抜群で、一番最初に事

務的な整備が完璧だと、こういう視点で実は区

域認定を受けておったんじゃないかと、こうい

うことであります。大阪も横浜も、ずっと後の

後の後ですよ。ただ、大都市というだけのこと

で、これが決まろうとしているということ。

したがって、長崎県は、どうしても地方創生

という立場から、どんなことがあっても勝ち取

らんといかん。北海道が少し事務的に遅れてい

るような傾向も見えますので、そういう点から

考えていくと、3つの中の残る 1つは、どんな
ことをしても、これは長崎、九州代表の、まさ

に九州・長崎ＩＲがこれを勝ち取らないといか

ん。

そのためには、長崎県のそういう交通整備を

いつまでに、どうするというようなことの前向

きな姿勢を、国に対しても、あるいは九州全体

に対しても、県民の皆様方に対しても、もっと

もっと前向きにアピールしていかなくちゃい

かんと思う。具体的にいつまでに何をやると、

こういうＩＲの獲得に向かって明らかにすべ

きではないかと思いますが、その辺のところの

作業をぜひとも協議していただきたいことを

お願いしたいんですが、これは政策監でも部長
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でも結構でございますが、ぜひご答弁をお願い

します。

【吉田企画振興部政策監】 ただいま小林委員

のご指摘にありましたとおり、政府はインバウ

ンドの飛躍的な拡大を企図されておりますの

で、長崎県といたしましては、東アジアの中心

地にあるという長崎の地理的な優位性をしっ

かり政府にアピールしているところでござい

ます。

そのときに鍵となってまいりますのが、長崎

空港のありようでございます。長崎空港自体は、

実は、世界初の海上空港として整備されて、そ

の滑走路も 3,000メートルということで、福岡
空港の現状使われております 2,800メートルの
滑走路よりも長い、九州では一番の空港と言う

ことができると思います。

ですから、そことどういうふうに世界とを結

ぶか、そして、長崎空港とＩＲ区域をどういう

ふうに結ぶのかというのが、このＩＲ区域認定

を得られるかどうかの鍵となってまいるわけ

です。

その中で、長崎空港とＩＲ区域を結ぶ高速船

を使えば 30 分というのが、実は、今、手を挙
げている 4つの中でも最も早いうちの一つにな
りますので、これはアピールポイントになるわ

けでございますので、まずは海路でしっかりと

結ぶということで、今、土木部のほうと協議を

しながら、長崎空港側、そして、ハウステンボ

ス側の港湾「早岐港」と「大村港」の整備につ

いても具体的に検討しているところでござい

ます。

それからもう一つは、世界の空港とどういう

ふうに結んでいくかということは、空港そのも

のは、先ほど申し上げましたとおり、むしろ優

位性がございますので、例えば 24 時間化であ

りますとか、そういったソフト面も含めまして

しっかりと調整が必要ということで、今、各関

係機関等も含めながら調整をしているところ

でございます。

具体的に申し上げますと、長崎ＩＲ交通連絡

調整会議というものを持っておりまして、その

中で長崎空港事務所長、長崎港湾・空港整備事

務所長などを交えた中で、空港のハード面での

拡充、それから、ソフト面につきましては県の

部分もございますので、今後どうしていくべき

かというところを、まだタイムスケジュールを

示せるところまで至っておりませんが、調整を

始めているところでございますので、ご答弁申

し上げます。

【小林委員】 企画振興部長、今、政策監がい

ろいろ話をされました。今からの課題はどんな

ことであるかということはわかっていると思

うんです。それを、いつ、どういう形で解決し

ていくか。そして、ＩＲの区域認定を受けるた

めに、いつまでに、どうするかということを、

これは全庁的に考えて出していただかなけれ

ばいけないと、これを実は言っているところな

んです。

ですから、現場も、吉田さん、あるいは担当

課長とか、後ろにいらっしゃる関係者は大変だ

と思うんです。大変努力をされてここまできて

いただいているわけだけれども、その対策をき

ちんと出してもらわないと、正直言って勝負に

ならないと思います。

柿本部長がその辺のところを全庁的な立場

に立って、いつまでに、何ができるとかいうよ

うなことをペーパーで明らかにして、これをア

ピールして、何とか残る一つを勝ち取るという

方向に持っていっていただきたいと思います

が、部長からも一言お願いします。
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【柿本企画振興部長】 このＩＲの区域認定を

受けるということは、長崎県の将来を大きく変

えるきっかけになる非常に重要な課題だと思

っております。

そういう意味で、これから国の基本方針の案

も示されたということ、そして、その中で、ま

さに委員ご指摘のとおり、交通アクセスの確保

ということが、国の判断の中でも大きなウエイ

トを占めるということが明らかになったわけ

でございます。

そういったことで、先ほどＩＲ推進課長が申

し上げましたけれども、今年度末、もしくは来

年度に入って実施方針を定めていくというこ

とで、それがまたＩＲ事業者の公募にもつなが

っていくということですので、今から具体的に、

全庁挙げてアクセス確保のために、土木部を含

め、それから、海上交通という意味では、関係

する水産部等も含め、そういったところで具体

的に何をやるかということで、まずは公共セク

ター、私ども行政でやっていくこと、そして、

民間の交通事業者でやっていただかないとい

けないこと、そして、最終的にＩＲ事業者に求

めていくこと、これをしっかりと整理をして、

まずは今年度末、もしくは来年度早々に示す実

施方針の中で明らかにしていくということを

着実に進めていきたいと思います。

そしてその中で、考え方をきちんと示した上

で、行政もこれだけしっかり取り組んでいく姿

勢があるということをＩＲ事業者にも示し、そ

して、ＩＲ事業者からのよりよい提案をしっか

り確保できるように、そういった具体的メッセ

ージを出していくような形で取り組んでまい

りたいと考えております。

【小林委員】 政策監並びに部長から、極めて

信頼できるご答弁をいただきました。言葉で終

わらないような形の中で、今の言葉をぜひとも

実行して結果につなげるようにしていただき

たいと、重ねてお願いをしておきます。

新幹線・総合交通対策課長、今そうやって空

港の整備が極めて大事な部分を担っていると

いうこと、これはずっと以前からも、あなたは

おわかりでしょうし、また、部長だって、担当

の責任者としておわかりいただいていると思

います。

ただ、今、長崎空港というのは、離島空港を

持っているわけですね。4 つの離島空港の連携
をＮＡＢＩＣ（ナビック）がやっているとかと

いう状況の中で、なかなか難しい問題があって

いるわけだけれども、実は、いろんなマイナス

要因をつくってもらうわけにはいかない事情

にきていると思うんです。

例えばオリエンタルエアブリッジ、ここにＯ

ＲＣ本社、つまり会社があるわけです。この間、

ＯＲＣの飛行機の不祥事があって、大阪の担当

の管理局から大変な注意を受けたというよう

なことがありましたね。離島航空を担う大変な

状況の中において、大きな事故につながらない

とも限らない大変大きな問題が、実は、欠航さ

せないという意味において、大変無理なことを

やっておったということが、大きな課題になり

ました。本当ならば、これは議会のこの委員会

にも来て陳謝をし、そして、事実関係を明らか

にしていかなくちゃいかんところだけれども、

これは簡潔、明瞭に、どんな問題があったのか。

これはゆゆしきことなのか、そうでもないの

か、そして、具体的に社長か会長か知らないけ

れども、知事並びに県にきちんとおわびに来た

のかと、そういう反省の意を明らかにしている

のかどうか、その辺のところを明快に、簡潔に

お願いしたいと思います。
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【小川新幹線・総合交通対策課長】 ＯＲＣの

不適切整備にかかる問題でございますが、問題

の内容といいますのは、オイル漏れのところに、

キャップに当たる部分にふたをしておったと

いうことで、その状況で約 1週間飛行しておっ
たと。それと、交換した発電機というのは、本

来、一旦おろして、またきちんと点検をした上

で載せないといけないものを、点検をせずにそ

のまま載せておったというのが大きな 2点、問
題がございました。

これを受けまして、7月 5日に大阪航空局の
ほうから業務改善勧告を受けたところでござ

います。業務改善勧告当日に、社長のほうが知

事のほうにはおわびに参りまして、知事のほう

からは、やはり安全というのは第一だというこ

とで、そこについては非常に遺憾であると、今

後は安全第一ということで、そこを重々に肝に

銘じて今後の対応に当たってくれというよう

なことでの発言がなされているところでござ

います。

【小林委員】 課長、今聞いただけでもぞっと

するような話じゃないか。こういうような整備

で、大きな事故につながらないとも限らない。

これは、なんでわかったのか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 この件に

つきましては、ＯＲＣの会社内の整備部門のト

ップが、そういう状況を自ら確認して、その旨

を大阪航空局のほうに、ＯＲＣの会社を通じて

報告をしたと、自ら申告を大阪航空局のほうに

やったということでございます。

【小林委員】 しかし、そういう状況の中で飛

行機を飛ばして、欠航が続いておったというよ

うなことも含めて、会社の圧力に屈しきらなか

ったと、こんなようなことを言っているような

ことが報道されておったけれども、そういうこ

とは事実ですか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 現場の整

備の発言という部分では、やはり不具合等々で

欠航が続いておったという部分で、欠航を出さ

ない、欠航させないというプレッシャーはあっ

たというお話はお聞きしております。

また、先ほどの油漏れのところにキャップを

はめておったという部分でございますが、エン

ジンについては 2つあるという部分で、それで
すぐすぐ運航に問題がある危険性はないとい

うことで報告は受けておりますが、しかし、整

備の体制等々として、やはりここは重大な関心

を持って、私どもも当たる必要があると思って

おります。

【小林委員】 ＯＲＣというのは、地元にある

わけよ。総務委員会には松本委員と私と二人お

るわけで、もちろん、あと一人いらっしゃいま

す。少なくとも担当委員のところ、当時のあの

時点においては、やっぱりいろいろ聞かれるわ

けよ。そういうことで、たまたま何かの会合が

あった時に、どうもお騒がせしました程度の話

があったとしても、正式に我々にもそういう事

故の内容と今後の取り組みについて、きちんと

した決意のほどを承ることができないという

ことは、正直言ってとても残念なんです。

今、離島航空をどうやって維持するかという

ことを、我々の県政課題の大きな一つでありま

すから、そういう点から考えてみても、もう少

しお互い連携があってもいいはずではないか

と思います。

松本君のところにあいさつに来たか。そうか。

そういうようなことであるから、ぜひその辺

のところもきちんと指摘をして、今後とも一緒

になって離島航空も守るべきところは守らん

ばいかん、民営化にするところは民営化にして
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いかんばいかん、そういうような考え方で、ひ

とつお願いをしたいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにありませんか。
【浅田委員】 ＩＲに関しましては、先日、私

も特別委員会のほうで、仁川空港に一番近いパ

ラダイスシティというところに行ってまいり

まして、長崎のさまざまな課題と可能性を非常

に感じました。

先ほど海上空港を使ってというような話も

ありましたけれども、長崎らしさというものと、

やはり事前にリスクヘッジをするところがか

なり必要かなと思ったのが、依存症の方のとこ

ろが、韓国とかも後手後手になって、今すごく

やり出している感じがあって、誘致する前から

そういったところをしっかりやってほしいな

というのを非常に感じたところであります。

この質問に関しては、もう時間がないので、

特別委員会のほうで改めてさせていただきた

く存じますが、さまざまな影響は、小林委員を

はじめ多くの皆さんが言った要望に関して、し

っかり取り組んでいただければと思います。

そして、質問のほうは先ほど途中になってお

りました、しつこいようですが、県庁跡地につ

いて、また少々お願いをしたいと思います。

先ほど参事監から、学生に見せたという模型

を見せていただきました。参事監の器用さとい

うものを改めて感じて、それはすごいなという

ふうに思ったんですが、その模型というのが、

結局、旧県庁がどこに何を配置されていたかと

いう模型でございました。でも、実際学生さん

とか、大学の方が見たというのは、34メートル
のオペラハウスというか、ホールもあわせたも

のだったり、いろんなものがあったというふう

に聞いております。改めて、そういったものも、

委員会でなくても構いませんので、後ほどしっ

かりお見せいただくことは可能でしょうか。学

生さんと同じように説明をしていただきたい

と思っています。

【村上企画振興部参事監】 手製の模型で、大

変失礼いたしました。

先ほどご説明申し上げました、学生の皆さん

にご説明したものは、先ほどお見せした現況の

模型と、あと幾つか、実は配置の検討をするに

当たって、ホールですとか、あるいは交流・お

もてなしの空間ですとかのボリュームを置い

てみたというものが何通りかございます。その

中の一つをお見せしたのではなかったかとい

うふうに記憶をしております。また、別途機会

をいただきまして、ご説明に上がりたいと思い

ます。

【浅田委員】 先ほど県が言ったか、学生が言

ったかというところは、まあまあ委員会におい

てはさておきますけれども、やっぱり学生の皆

さんも、ましてや海外から来て、5 週間にわた
って、徹夜してやり遂げたというのは、県の方

たちが本気でこのホールをつくろうとしてい

るんだというような思いをどうも得ていたみ

たいです。それだけ真剣に県の方々も、今後の

跡地に関してのご説明をしたのかなと。やっぱ

りホールをそれだけつくりたいんだろうなと

いうふうに私は思ったものですから、これをし

つこく聞かせていただいております。

幾ら大学生といっても、大学院生の優秀な

方々を使って、本当にかなり、ユーチューブで

何度も見ましたけれども、いろんな要素が組み

込まれていて、完成度は非常に高いものです。

学生の研究課程でぱっと放置するんではなく

て、そういうふうな思いも、今後、三菱総研が

決まったにしても、そういうさまざまな人たち

の声をいただいたものは、いただいたものとし
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て、無駄にしない姿勢というか、人材育成の観

点も必要かと思うんですが、そのあたりはいか

がでしょうか。

【村上企画振興部参事監】 私も、実は 7月 12
日、長崎大学に行きまして、どういったものが

できたのか、初めて拝見いたしました。端的に

申し上げて、5 週間で仕上げられたということ
で、驚くべき完成度だったというふうに思って

おります。

ただ、今回、繰り返しになりますけれども、

県として提案をお願いしたものではないもの

でございますので、今後の検討でそれを取り入

れるというのは、逆に問題があるのかと思って

おります。

今回の題材の提供に当たりましても、担当教

官の方に大学の研究成果を勝手に引用しない

でくださいということは、逆に言われておりま

すので、そのあたりは、研究成果は研究成果と

いうことで取り扱いをしたいと思っておりま

す。

【浅田委員】 わかりました。さまざまな意見

があるみたいで、中には学生の方にとっても真

剣にやったものなので、取り入れていただくな

り、学生も加わったというような、これは、私

はホールではなくて広場のほうとかいろんな

考え方が、そこには組み込まれておりましたの

で、そういったものをある一定取り入れる必要

性というか、それは大学と、今後話していく必

要性はあるのではないかというふうに思って

います。

そして、もう一つ、どうしても跡地活用にな

ると、埋蔵文化財調査が終わって、その後に、

何年もたって、いざ建物を建てますと。建物を

建てるだけの感じが、どうもしてならないんで

すが、今現在も、あの一体が疲弊をしている、

いろんなことを、人の流れをつくらなければい

けない、出島との流れがあるというようなのを

考えた時に、ノープランで、そのまま建物を建

てるまでは何もないままお進みの予定でしょ

うか。

【村上企画振興部参事監】 これから基本構想

をまとめまして、その中でワークショップなん

かもやっていくと。その上で、全体の基本設計

に入っていくということなんですが、それと並

行いたしまして、先行して整備ができる部分に

ついては、もう整備を始めて、実際に使うとい

うことができないかと思っております。

具体的には、石垣の下の部分、江戸町公園か

ら第 2別館、第 1別館の跡、今はもう更地にな
っておりますけれども、このあたりを使って、

広場として使うような暫定的な利用ができな

いだろうかと。その中で、実際に広場の本整備

をした場合に、広場を活用していただくという

体験を事前にしていただいて、その中から、本

体の広場を使われる方、あるいは周辺の商店街

と連携をされる方々が出てくるのではないか

と、人材の発掘、育成みたいなことも、そうい

った先行整備の中で進めていければというふ

うに考えております。

【浅田委員】 県としては、広場のほうをメイ

ンで考えるというのをずっとおっしゃってい

たかと思います。そういう意味においては、前

倒しででき得ることというのは絶対的にあっ

て、ずっと塀で閉ざしたままということには決

してしないでいただきたいというふうに思っ

ておりますし、今でもでき得ることってあるの

ではないかと思います。

なぜかというのは、この間、学芸文化課の方

とお話をしても、調査の時にも見学会をしたり

とか、埋蔵文化財を見せたりとか、さまざまな
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ことをしていくと。常に、やっぱり使っていく、

開示していくというような姿勢をしっかりと

っていただきたいなと思っています。

そんな上で、昨日も観光の視点でご提案をさ

せていただいたんですけれども、委員会で原城

に行った時に、例えばあそこだったら、ここに

立てば、海側に向かっている方向が「岬の教会」

と言われておりますとか、ここにはセミナリヨ

がありましたとか、奉行所がありましたとか、

いろんなものが見せられると思うんですね。Ｖ

Ｒとかを使って想像させたりとか、人を回遊さ

せたりということが、今なおでき得ることを少

し考えていただきたいなと思っているんです

が、そのあたりはいかがでしょうか。

【村上企画振興部参事監】 前回のこの委員会

でお示しをいたしましたけれども、例えば出島

を今の景色と江戸時代の景色と、例えば絵図な

んかを使ってＶＲとして見比べるというよう

なことは、今でも可能かと思っております。

また、県庁舎の解体をした調査の記録なども

写真等撮っておりますので、そういったものも

含めて、これからどうあの場所の歴史を見せて

いくのかというところは、検討を深めていきた

いと考えております。

【浅田委員】 そこは時間をかけずに、これま

でもあそこをどうしていくのかというのは、今、

今、私は質問しているわけではなくて、長い、

もう何年もの時間をかけてこういった質問を

させていただいております。少しでも無駄にし

ていただきたくない。

前、県庁舎を壊す時にも、県庁舎が閉じた、

引っ越した、そこから、じゃ、少しでも広場を

使わせましょうという時の告知をするまでに

半年以上かかって、もっと早くその告知をして

いれば、夏休み段階に使えたかもしれないとか、

企画を打てたかもしれないというのがあった

んです。そういうことが、県は非常に遅いと思

います。なので、どういうところまでが進んで

いるのか、進捗状況とかも含めて、次回の委員

会でも、少しどこまで進んだかというのもお示

しいただきたいですし、先ほど部長に答弁をお

願いしましたけれども、専門家の方たちの名前

だったり、議論のあり方を開示していただきた

いということも、今はまだ、教育委員会とお話

ししてないと言っておりましたけれども、次の

委員会までには時間があります。そういったと

きに、「多少なりとも検討します」ということ

ではなくて、検討はずっと続けていたら、ずっ

と検討しているだけで、何も進んでいません。

そうじゃなくて、もっと形として見える、説明

できるような答弁をいただきたいと思ってお

りますが、いかがでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 午前中、私の答

弁も含めまして、今後、具体的な専門家の皆様

に委嘱手続などを行うものですから、そういっ

た検討をしてまいりますといったような、どう

いった対応ができるか検討してまいりますと

いったような趣旨の答弁をさせていただいた

ところでございます。

ただ、お話があっておりますように、どうい

った形で議論がなされたのかといったような

部分などを含めまして、開示していく方向とい

うのは、私どもも認識しながら進めていきたい

と考えているところでございます。

具体的なやり方等につきましては、今後、関

係の部署との調整などもございますけれども、

開示できるような形で検討してまいりたいと

考えているところでございます。

【浅田委員】 部長、11月の議会までに、少し
ぐらい答弁を前に進めそうな感じで検討をし
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ていただけますでしょうか。

【柿本企画振興部長】 この問題については、

もう 10 月から実際に埋蔵文化財の範囲確認調
査が始まっていくわけですので、それに合わせ

て、今、専門家の選定も含めて進めていかない

といけないことだと思っておりますので、その

中で 11 月の本委員会までに方向性が決まった
ことについては、しっかり委員会にも報告をさ

せていただきたいと考えております。

【浅田委員】 わかりました。ありがとうござ

います。前向きな答弁と受け止めさせていただ

きまして、しっかりと、もっと県民に示せるよ

うな形をとっていただければと思っておりま

す。

もう一点だけ、スポーツのことでお伺いをし

たいと思います。

今、ラグビーワールドカップ、非常に盛り上

がりを見せて、各国いろんな、世界中から人が

集まったりとかしております。そんな中で、来

年はオリンピック、パラリンピックが始まりま

す。閉会式は、被爆 8月 9日というふうにもな
っておりまして、長崎からももっともっと発信

すべきことというものがあろうかと思ってい

るんですけれども、今現段階で考えていること

などがあれば、お示しください。

【江口スポーツ振興課企画監】 来年オリンピ

ックということで、長崎県内においても、各国

から事前キャンプを誘致しております。具体的

には、ベトナム、ラオス、フィリピン、それか

らスペイン、ポルトガルといった国のチームが

参ります。

まずは、そういったチームと市民との交流、

そういったものが第一になるかと思っていま

す。そういった取組を国内に発信したり、また、

相手国にもぜひ伝えるような形をとってまい

りたいと考えております。

【浅田委員】 来年といっても、もう 1 年を切
ったわけですから、本当にかなりの勢いで動き

出していかなければいけないんじゃないかな

というふうに感じておりますし、確かに、来て

いただいた選手と子どもたちが触れ合うこと

で人材育成、いろんな形ででき得ることは、私

たちも期待すべきなんですけれども、前に川崎

委員も質問しました、8月 9日のあり方でした
り、もっと世界に長崎をお示しできるような形

があろうと思います。そういったところが、質

問されてからとか、いろんな動きの中で報告で

きるようなことがまだ何もないのか。

キャンプ地というのは、もう何年も前から、

いろんなところでキャンプができ得るように

ということで、ずっとご準備をしてきたと思う

んですけれども、それから 1歩、2歩進んでな
ければいけないと思うんですが、そのあたりは

どうでしょうか。

【江口スポーツ振興課企画監】 今、オリンピ

ックの組織委員会のほうから、例えば地域にお

いてパブリックビューイングをやらないかと

か、そういった照会とかがきております。随時

市町のほうにもお流しをして意向を聞いてい

るところなんですけれども、まだ、残念ながら、

市町のほうからは、そういった動きはあってお

りません。

県で考えておりますところは、市町単位でや

っていただくことはやっていただくとして、県

のほうでは、先ほど申し上げましたように、国

を受け入れることによって、相手国に長崎の存

在をぜひ知ってもらうための工夫をやってい

きたいと考えております。

【浅田委員】 今、まさしくおっしゃっていた

だきましたパブリックビューイング、私も質問
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させていただこうと思っていたんですが、今、

全国の首長連合というところが中心になられ

て、「応援村」というのをつくろうということ

で、例えば都道府県で言うと、三重県がやった

りとかして、応援村をつくることによって、そ

こで物産の販売だったり、いろんなことをやっ

て、地域自体をもっともっと盛り上げて、いろ

んな人に来てもらったりとか、相互性を持った

りというようなことが出ております。これは市

町村だけではなくて、県自体もそういう手を挙

げて動いてらっしゃるところがありますが、そ

ういったところはいかがでしょうか。

【江口スポーツ振興課企画監】 応援村につい

てでございますけれども、こちらは浅田委員か

らもお話があったとおり、自治体のほうが主催

者となりまして、各地域の公園とか駐車場とか、

そういった公共のスペースでモニターを設置

して、オリンピックを応援したり、それとあわ

せて、物産とか飲食とか体験とかができるブー

スをつくって、住民とか観光客へのおもてなし

を提供するという取組でございます。

来年夏に、全国 2,000カ所に設置するという
ことが目標と聞いております。こちらは 8月 27
日に第 1回の委員会が開催されて、今、ホーム
ページでガイドラインが示されておりますけ

れども、10月以降に実施要領が発表されて、申
請受け付けが開始されるというふうなスケジ

ュールになっております。

詳細は、今後、10月以降の実施要領で示され
るものと認識しておりますので、それ以降の動

きがあることを期待したいと思っております。

【浅田委員】 長崎県庁には大きなビジョンも

ありますし、この間も、商工会議所青年部の九

州大会のサッカー大会の時には、外を活用して

人を集めたりとか、いろんなイベントが今はな

されるようになりました。そういった意味にお

いては、県が中心になって、もっともっと盛り

上げたりとか、物産とかも売れたりするわけで

すし、よそとの連携を深めていただいて、そう

いうことを積極的にやっていただければなと

期待をしております。

先ほど野口課長からも、スポーツコミッショ

ンの話も出ておりました。2016 年に、私ども
は 20人、知事から委託を受けまして、半年間、
スポーツ人材育成講座というものを、私もその

一人として受けさせていただいて、さまざまな

スポーツだったりいろんな業種で頑張ってい

るメンバーがたくさんいると思います。そうい

う方たちは、今もラグビーワールドカップにか

かわっている人もいますし、県費をかけてやっ

た事業でしたし、知事自身がそうやって承認を

したというのがちゃんとありましたので、もっ

とそういう人材もしっかりと、こういうところ

で使っていかないと、やっぱりあの事業は終わ

ったねというふうになってしまいますので、そ

ういったところも、いま一度お考えいただけれ

ばと思います。

【小林委員】 地方創生の立場から、人口減少

に歯止めがかからないと、そういうようなこと

がずっと指摘がありました。そこの問題は、統

轄監を持って、こうしていろんな取組をやって

おりますけれども、正直に言って、人口減少と

いう実態につながらないということが、とても

残念に思っております。

特に、若者の県外流出というところについて、

一番気を使っていただいているし、また、その

対策を非常に骨太でやっていただいていると

思うんです。

ところが、とても大事なことが一つあります。

それは、今回の考え方の中で、女性の転出超過
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というような視点をどこまで考えていただい

ているかどうか。さっきも言うように、転出超

過については、若者が中心だと。そういうよう

なことで、そこのところが大きくクローズアッ

プされている。

しかしながら、女性が転出超過をしていると

いうところは、実は新たな、また、大変な問題

だと思うんです。つまり、女性が転出超過にな

ってまいりますと、人口の減少はもっともっと

加速されてしまうと、こういうところは誰もが

わかることだと思うんです。これはもう社会減

であろうが、自然減であろうが、両面において

女性の転出超過は、これは大変ゆゆしき問題だ

と思います。

こういう問題について、担当課長として、ど

のような形の中で今回の新しい対策の中に盛

り込んでいただいているかどうか、この辺のと

ころを、時間がありませんけれども、簡潔、明

瞭にお願いしたいと思います。

【陣野政策企画課長】 小林委員ご指摘のとお

り、近年、女性の転出超過が拡大する傾向とい

うことでございます。これは、本県に限らず他

県でも同様の傾向が見られております。他県で

も転出超過で、主に東京といった大都市部に若

い女性が転入しているという状況が見受けら

れます。

こうした要因につきまして、今後、総合戦略

の素案の策定に向けて、さらに検討していかな

ければならないですが、一つは、やはり大学等

の進学率が女性のほうが上がってきた。そうい

った形で大学に進学して、キャリアアップを求

めて都会に出ているという傾向もあるのでは

ないかというのが国の調査とか、他県のアンケ

ートでも見受けられるところでございます。

そうしましたことから、小林委員のお話がご

ざいましたように、女性に転出超過というのは、

一つの大きな課題であると認識いたしまして、

総合戦略の骨子案の中でも一つの視点として

位置づけまして、総合戦略の中では、女性の働

きやすい職場環境、これは職場環境もそうです

し、大卒等の女子が就職して、さらにキャリア

アップが図れるような、そういう人材登用の面

での職場環境、さまざまな環境整備も必要と思

っておりますし、子育てをしやすい環境という

のも一つのキーポイントではないかと思って

います。

そういった施策を盛り込んでおりまして、こ

れは一つの分野だけじゃなくて、さまざまな分

野で考えなければならないということで、今、

庁内においても、各分野において女性の転出超

過という問題を視点としまして対策を講じて

いこうと考えております。

また、こういったことにつきましては、女性

の視点に立った施策の構築というものが非常

に重要ではないかと考えておりますので、現在、

各部局において、改めて女性の転出超過という

ところをどう対応するのかという視点を持っ

て検討してもらっているところでございます。

【小林委員】 大体認識は同じでございますし、

問題点をしっかり認識、把握をされていると思

います。

これは長崎県だけじゃなくして、女性の転出

超過は九州、特に他県でも見られる状況です。

こういう視点に、これからまた、若者と同様に、

ひとつメスを入れて、この対策を練っていただ

きたいことを要望し、また時間がある時に議論

させてもらいたいと思いますので、お願いしま

す。

それから、県庁舎の跡地対策でありますが、

ずっと一貫して聞いていて、もう浅田委員の流
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れのごとく、大体それに引っ張られておるんじ

ゃないかというような感じがしまして、浅田さ

んはなかなか影響力を持っていますね、本当に。

そういう感じがいたしておるところでござい

ます。

そこで、私が思うことは、例えば県庁舎整備

基本構想の策定に向けて、賑わい創出の考え方

についてというところについて、補足説明まで

入れて、これに非常に気を使っていただいてい

るような感じがするわけです。

そこで、ここの賑わい創出の基本的な考え方

の中で、県として一番重きを持って考えている

ところは一体何なのかと。この辺のところを、

時間がありませんので簡潔に、こういうような

ことの中で、この賑わい創出の基本的な考え方

の中で、県が最も重点を置いている考え方だと、

こういうようなことを明快にひとつお答えい

ただきたいと思います。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 補足説明の中の

賑わい創出の基本的考え方の一つ目にござい

ます、この場所を県民、市民にふだんから憩い

の場ですとか、集いの場として利用してもらい、

日常的な賑わいが生み出されていくこと、これ

が最も重要な点だと考えているところでござ

います。

そうした日常的な賑わいがございますこと

で、そこに観光客の皆様も引き込まれ、さらな

る交流につながっていくと考えているところ

でございます。

これに加えまして、さまざまなイベントの開

催ですとか、歴史や観光情報などの情報発信、

または空港バスなどのバスベイの整備などに

よりまして、より多くの観光客を引き込み、交

流人口の拡大につなげてまいりたいと考えて

いるところでございます。

【小林委員】 よくわかりました。賑わいを創

出すると、こういうところについては、とても

大事なことだと思いますし、本当にずっと当局

のやり方を見ておりますと、あなた方は腫れ物

に触るような形の中でいろいろとやっている

と思うんだけれども、県庁舎が、旧県庁からこ

っちの県庁に移ってきて、跡地の対策について

は、本当にいろんな皆さん方の関心が高いわけ

です。あの人の意見、この人の意見、いろんな

意見がたくさんあるだろうと。

その中から、どういう決定をしていけばいい

のかと、この辺のところについては、大変な問

題であろうと思いますが、今、埋蔵の問題と、

跡地の埋蔵をどういうふうにやるかというこ

とと、それから、業者が決定されましたので、

そういう面で両面から、今、事を進めていると

いうことでありますが、ただ一つ、私が言いた

いことは、埋蔵のところについて、例えば、仮

に 3年でやったらどうかと、大村の稲富さんが
そんな話をしていると。じゃ、片や 1年でいい
ではないかと、こういうような形になってくる。

3年であろうが 1年であろうが、その期間の限
定というのは、本当はないわけですよ。

まず、今、事前調査をやって、そこからどう

いう方向に向かっていくかというようなこと

をやっていただいているわけでありますから、

そこから先の中身の中で、1年になるのか 2年
になるのか、こういうようなことにならなけれ

ばいかんと思うんだ。

そこで、私が言いたいのは、例えば 3年と言
えば、非常に旧県庁舎跡地に対しての思いをし

っかり持っているというような見方をされる

し、あるいは 1 年でいいじゃないかと言えば、
何か旧県庁の置かれている位置にあまり関心

を持ってないというような決められ方が、2 つ
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に分かれていると思うんです。

それで、私は、今日、あまり勉強してないか

ら申しわけなかったんだけれども、行政目的で

行う埋蔵文化財の調査についての標準という

ところで、文化庁が出しているところ、教育委

員会の学芸文化課が出しているところの中身、

結局、発掘調査は、遺跡の理解のために必要な

ものとはいえ、それによって結果的に遺跡自体

の解体、破壊をもたらすという一面があるとい

うこと、可能な限り現状のままで残しておくこ

とが求められると、こういうようなことの云々

がいろいろ指摘をされております。我々として

は、これを改めて読み直しながら、発掘調査の

あり方についての基本的な姿勢をしっかり求

めていかなくちゃいかんじゃないかと思うん

です。

要は、今の流れの中で、事前の調査の中にお

いて、本当にここの歴史的な遺構がしっかり残

されておるかどうか、こういうようなことにつ

いても、はっきりやっていただきたいと思って

おりますので、とにかく期間が長ければいいと

いうものでは決してないと。必要な期間だけを

かけてしっかりとした結論を出していけばい

いんじゃないかと、こういうように考えており

ますので、改めてこの点については申し上げて

おきたいと思います。

時間がありませんから、新幹線について、一

つ、二つ、質問したいと思います。

新幹線が、もう言うまでもないことでありま

すが、8月 5日に、あのような形で整備方式が
決定した。さあ、これからは四者協議の中でと

なっているわけだけれども、佐賀県の山口知事

のかたくなな姿勢の中で、これがうまくいかな

いと。四者協議も、今のままだったら、これは

もう暗礁に乗り上げてしまうんではないかと、

国土交通省も立場がないのではないかと、こん

なことさえ感じるような状況でありますが、何

せ長崎県の置かれている立場というのは、もう

12 月の末までに一つの方針を出していただか
なければいけない。これは、どうしても佐賀県

の協力をいただくことができなければ、来年の

予算の中にアセスメントの予算を盛り込むこ

とができないと、こういうせっぱ詰まった状況

の中にあって、これは先ほどのＩＲの中でも言

いましたけれども、やっぱり県庁として、これ

だけの大きな危機感を、本当に今持たなければ

いけない、こういう時期にきているわけだけれ

ども、この辺のところについて、本当にこの危

機感の中で、佐賀県にどういうふうな形の中で

ご協力をいただくことができるかと、長崎県独

自でどこまでのことができるかと、こういうよ

うなことでありますけれども、国の鉄道局長が

行っても断る、与党ＰＴの山本委員長が行って

も断る、もう誰が行っても断る、断るというよ

うな形の中で、そもそもフル規格を前提とした

話には参画できないとか、乗らないということ

になっているわけです。

何かフル規格は相当悪者かのような、そんな

イメージの中で言われているわけだけれども、

もうこれからは、整備方式はフルでという方針

が出たわけでありますから、そういう意味では、

もうフリーゲージもない、ミニ新幹線もない、

スーパー特急もない、残るのはフル規格だけで

あるというところ。しかも、長崎県の新幹線は、

国でその整備を決めた、いわゆる整備 5線の中
に入っている、まさにこういう国策の中にある、

西九州ルート長崎新幹線ではないかと。ここの

ところも、もっとアピールをしていかなければ

いかんところではないかと思うんです。

時間がありませんから、総合的に、これから



令和元年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２６日）

- 165 -

12月末の、佐賀の協力をいただくことができな
ければ、これはもう絶対に先に進まない。もう

長崎新幹線はどんどん、どんどん遅れていくと

いうような形になっていくわけでありますか

ら、そういう面から考えてみても、ここも正念

場ではないかと思っているわけでありますけ

れども、知事をはじめとして柿本企画振興部長

をはじめ、いろんな皆さん方がご苦労をいただ

いているところでございますけれども、もう勝

負はあと数カ月、本当に限られた日程でありま

す。そこのところをどういうような形の中で攻

めていくことができるだろうか、本当に四者協

議はこれから継続されるんだろうかと、そうい

うようなことを非常に心配しながら見ていま

すけれども、総合的に、企画振興部長なり、次

長なり、そこのところ、今後の見通しがどうい

う形の中で落とされるかどうか、その辺のとこ

ろはいかがでございますか。

【坂野企画振興部次長】8月 5日に与党のほう
で基本方針のほうが示されまして、それ以来、

佐賀県の知事のほうが、「フル規格を前提とし

た議論やスケジュールありきという議論には

応じるつもりはない」ということで、慎重な姿

勢を示しているというふうに承知しておりま

す。

今後は、国土交通省が主体的に協議を進める

とされております関係四者の協議の中で議論

していくというふうにされているところでご

ざいます。

また、先日、鉄道局長が佐賀県のほうにお見

えになった際の取材の対応の中でお話しされ

ておりますが、まずは、四者協議の前に二者の

間で会談を持ちたいというふうな意向を示さ

れていると承知をしております。

国土交通省としましては、そのような面談を

経まして四者協議の中で、今後議論のほうを進

めていきたいと考えておりまして、その議論の

中にも積極的に参加していきたいと思ってお

りますし、また、委員がおっしゃられましたよ

うに、12月に来年度の予算案が決定されるとい
うようなプロセスがあるということで、そのス

ケジュールを念頭に協議のほうを進めていた

だきたいということで要請していきたいと考

えております。

【小林委員】 ありがとうございました。

終わります。

【山下副委員長】 皆さん、お疲れさまでござ

います。最後に、手短に 2点だけ質問させてい
ただきたいと思います。

まず 1点目、過疎法であります。振り返って
みますと、平成 12 年に衣がえをした形で、当
時、ちょうど平成の大合併の時期と重なるわけ

でありますが、みなし過疎地域、一部過疎地域

が、要件にきちんと盛り込まれた形で自立促進

を促した法律として平成 12 年に成立している
わけであります。

その後、平成 22年、これは 10年の時限立法、
議員立法でありますから、平成 22 年に、ハー
ド事業に加えてソフト事業もできますという

部分で改正されてきたと承知しております。こ

のように、時代に合わせて改正、延長がなされ

てきた過疎法であります。

今回、令和 2年度末をもって切れるというこ
とであります。もちろん、この過疎法を現行の

まま堅持していただくことが長崎県にとって

も有意義なことだと私自身は考えておるわけ

であります。

ここでお尋ねであります。直近の国の動き、

または、例えば全国知事会等、どういうような

議論になっているのか、そのあたりをお知らせ
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いただければと思います。

【浦地域づくり推進課長】 過疎対策法に関す

る国等の検討状況についてのお尋ねでござい

ます。

国におきましては、専門家等を構成員とする

過疎問題懇話会を設置しておりまして、平成 29
年から新しい過疎対策のあり方について検討

を行っているところでございまして、本年 4月
に中間的整理というのが取りまとめられてお

ります。

その後、今年度に入りまして、引き続き検討

が進められておりますが、第 1回ということで
7月 2日に過疎対策の理念とか、あと、地域要
件についての議論が行われております。

また、7月 23日、8月 6日、その後と、今年
度 3 回開かれておりまして、年明けの 3 月 27
日が最後の第 8回目ということで、そのときに
提言の案という形で取りまとめを実施される

というふうにお聞きしております。

直近の議論の状況の要点だけ申し上げます

と、特に私ども注目をいたしている 7月 2日に
過疎対策の理念とか地域要件についての議論

が、この検討会の中で行われております。過疎

対策の理念につきましては、新たな理念を設け

る必要がないかとか、あるいは「過疎」という

名称について引き続き用いることが適当であ

るかとか、こういった点の議論がなされており

ます。

主な意見としましては、過疎対策につきまし

ては、都市と農村対策の地域の格差是正の趣旨

もあるが、むしろ、農山村地域が持っている、

都市にはない価値に国民全体の目を向かせる

ような方向性がよいのではないかとか、あと、

国民のライフスタイルが多様化する中で、過疎

地域のより一層の個性化を目指していく必要

があるのではないか、こういった意見がなされ

ています。

また、名称につきましては、これもさまざま

なご意見が出ているんですけれども、やはり

「過疎地域」という名称は認知度も高くて国民

的な理解が得られやすいのではないか、引き続

き使ってもいいのではないかというようなご

意見も出ているところでございます。

【山下副委員長】 ありがとうございました。

まさに心配しているところはそこでありまし

て、私もいろいろと情報を聞いてみたんですが、

まず、過疎という名称自体が時代にそぐわない

んじゃないかとか、あと、もっとミニマムなと

いうか、限界集落とか、そういった形で掘り下

げてやるべきじゃないかとか、いろんなご意見

が今出ているとお聞きしております。また、各

県で足並みがそろってないとか、そういうよう

な意見も聞いているところであります。

これは、まさに議員立法でありますので、今

後、国会で国会議員を中心にやっていただくこ

とになると思います。もちろん、国への要望等

も精力的にやっていただいていると思います

が、本県選出の国会議員の方に対しても、引き

続き強力にプッシュしていただいて、特に、み

なし過疎地域の雲仙市とか、一部過疎地域の旧

合併地域、こういうところはぜひ堅持していた

だくようにお願いをしたいんですけれども、前

川政策監、その辺の意気込みを一言お願いした

いと思います。

【前川企画振興部政策監】 この過疎対策につ

きましては、まさに、面積でいきますと本県の

7 割が過疎地域ということでございます。その
中には離島・半島を多く抱えておりまして、今

後、長崎県が人口減少対策を進めていく上でも、

過疎法によります財源措置というのは今後も
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不可欠であると考えております。副委員長がご

指摘のとおり、これは議員立法ということでご

ざいます。

実は、20年前に自立促進法を新法として制定
していただく時に、当時の地方課で、まさに担

当者として私は事務をさせていただいており

まして、20年ぶりに、また今の立場で新過疎法
に取り組むという立場になっております。当時、

20年前もかなり厳しい状況がございまして、そ
の中で国においても、「自立」というキーワー

ドを表に出すことで新過疎法を制定したとい

うような経緯がございます。

まさに、本県にとっては、なくてはならない

法律だと思っておりますので、そういった覚悟

を持って、今後しっかり取り組んでまいりたい

と考えております。

【山下副委員長】 ありがとうございます。

それでは、2つ目の質問に移ります。
具体的提案の、10ページにもありますけれど

も、「生活交通の確保・維持改善のため、支援

制度の拡充等を図る必要がある」と、こちらの

資料にもございますが、これに関連するんです

が、これは新聞報道にもありましたが、先月、

対馬市において自律走行バスの実証実験が行

われたというということで、記事にもなってお

りました。

この概要をお聞きしましたら、対馬市と明治

大学とＳＢドライブ、これはソフトバンクの子

会社になるんですかね、要するに､3者が実施主
体としてこれを行われたということでありま

す。たまたま同じバスが、このシンポジウムが

今日と明日、県庁の敷地内でということで、自

動運転バスの試乗会ということで、私も先ほど、

昼休みを利用して乗ってきました。まさに同じ

バスだったんですけど、小型の 9人乗りという

ことで、非常に狭い道路でも行けるということ

です。小型の 9人乗りなので、私の体型だと 3
人か 4人ぐらいしか乗れないのかなというとこ
ろもあるんですが、非常にすぐれたバスで、本

当に自動運転。もちろん、補助員として職員さ

んが一人乗っているんですが、緊急時の備えで

乗っていらっしゃるだけで、自動運転の実用化

がもう近いのかなと、非常に参考になったわけ

であります。

これについて経済産業省のホームページを

見てみますと、経産省も実証実験の取組につい

て積極的に、強力に進めているということもあ

ります。

これは何につながるのかなと。佐世保市でも

過疎地というんですか、要するに、高齢者の交

通弱者地域というんですか、そういうところが

ありまして、とにかく足がないと。市町がデマ

ンドタクシーとかコミュニティーバスの整備

を一生懸命して、何とかしようということでや

っていただいているんですが、幹線道路まで行

けば路線バスが走っているんですね。幹線道路

である国道まで行けないとか、県道まで行けな

いと。例えば、その 1キロ、2キロを、今日み
たいな自動運転バスを走らせれば、これは速度

は非常に遅いです。時速 5 キロから 10 キロぐ
らいで非常に低速で走るんですけれども、これ

が実用化されれば、まさに地域の問題について

解決していくんじゃないかと私は思います。

もちろん、これはいろんなハードルがあると

思います。安全性の確保とか、あと車両価格が

何千万円ということで、ちょっとはっきり言え

ないですけど、そういうことでありますので、

そういうところの部分が、いろんなハードルが

高いということであります。

こういう取組を、特に実証実験というのは、
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長崎みたいに離島とか過疎地、半島を抱えてい

る、もしくはアップダウンがあるところ、平地

で幾ら実証実験しても同じなので、長崎は、ま

さにこういうバスの実証実験のモデル県にな

れるのではないかというふうに私は思ってい

るんですが、県の考え方が何かございましたら、

お聞かせいただければと思います。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 自動車の

自動運転につきましては、2025 年をめどに市
場化、普及を目指して、内閣府、経済産業省、

国土交通省において取組を進めていると認識

しております。

県といたしましても、委員ご指摘のように、

過疎地域等の交通不便地域におけるコミュニ

ティー交通は、定住促進などの集落対策とか高

齢者の移動手段として大変重要であると考え

ておりますので、対馬市や全国の事例等につき

まして情報収集を広くいたしまして、県内の各

市町や事業者とも情報共有を図ってまいりた

いと考えております。

【山下副委員長】 ありがとうございます。最

後になりますけれども、民間の活力とか、大学

とも連携しながら、こういった技術を生かしな

がら、ぜひとも地域交通の対策に反映していた

だければなと思っております。

これは、まさに交通事故も減るでしょうし、

ＣＯ2 の削減にもなると思います。あと、高齢

者の免許返納の促進にもつながるんじゃない

かなと思っておりますので、大きな効果が期待

できると思いますので、ぜひとも皆さんと一緒

になって頑張っていきたいなと私も思ってお

ります。

以上で質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。

【中島(浩)委員長】 次に、意見書の審査を行い

ます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時４１分 休憩 ―

― 午後 ４時４２分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

今回、「自由民主党・県民会議並びに自由民

主党」会派から、「新たな過疎対策法の制定に

関する意見書（案）」提出の提案があっており

ます。

それでは、吉村委員より、意見書提出につい

ての提案、趣旨説明等をお願いします。

【吉村委員】 ただいま、お手元に配付しまし

た意見書案でございます。

ただいま、山下副委員長より質問もあったと

おりでございまして、私から説明することもも

うなくなったかと思いますが、多少解説をさせ

ていただいて、提出させていただきたいと思い

ます。

この過疎法ですか、皆様もうご承知のとおり

でございます。これのおかげで過疎地域という

のは大変助かっておるところでございまして、

これは特別措置法でございますので、時限立法

でございますので、その期限がございます。令

和 2年 3月 31日をもって期限がくるというこ
とでございますので、再度延長、または新法の

制定ということになるわけです。

中身としましては、これまでどおりというば

かりでなく、過疎地域の疲弊の度合いは、以前

より度を増しておりまして、厳しさを増してお

りますので、人口減少対策ということについて、

特に、通常のソフト枠とは別に枠をつけていた

だきたい。

また、過疎地域における拠点づくりというの

を長崎県も進めておりますが、その拠点づくり
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のための公共施設の合理的な整備ということ

についても、ハード部分で特別な枠をさらに加

えていただきたいというこの 2点もつけ加えさ
せていただきまして、提出をさせていただきた

いというところでございます。

皆様のご賛同を賜りますよう、よろしくお願

いいたします。

【中島(浩)委員長】 ただいま、「自由民主党・
県民会議並びに自由民主党」会派から説明があ

りました。

「新たな過疎対策法の制定に関する意見書」

について、ご意見等はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】ご意見等もないようですの
で、意見書の提出について採決を行います。

「自由民主党・県民会議並びに自由民主党」

会派提案の「新たな過疎対策法の制定に関する

意見書」を提出することに、ご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、「自由民主党・県民会議並びに自由

民主党」会派提案の「新たな過疎対策法の制定

に関する意見書」については、提出することに

決定されました。

なお、文案の作成等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願います。

企画振興部関係の審査結果について、整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時４５分 休憩 ―

― 午後 ４時４５分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画振興部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、危機管理監及び総務
部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時４６分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年９月２７日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時２６分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

危 機 管 理 監 荒木 秀 君

危機 管理課 長 近藤 和彦 君

消防 保安室 長 宮﨑 良一 君

総 務 部 長 平田 修三 君

総務 文書課 長
（ 参 事 監 ）

荒田 忠幸 君

県民センター長 鳥谷 寿彦 君

秘 書 課 長 伊達 良弘 君

広 報 課 長 田中紀久美 君

人 事 課 長 大安 哲也 君

新行政推進室長 大瀬良 潤 君

職員 厚生課 長 山下  明 君

財 政 課 長 早稲田智仁 君

財政 課企画 監 園田 貴子 君

管 財 課 長 松田 武文 君

管財 課企画 監 太田 昌徳 君

税 務 課 長 原  清二 君

情報 政策課 長 山崎 敏朗 君

総務事務センター長 松村 重喜 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中島(浩)委員長】 おはようございます。
委員会及び分科会を再開いたします。

これより、危機管理監及び総務部関係の審査

を行います。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

総務部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【平田総務部長】 おはようございます。

総務部関係の議案についてご説明をいたしま

す。

「予算決算委員会総務分科会議案説明資料」

及びその（追加1）のそれぞれ総務部をご覧い
ただきたいと思います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分、そして（追
加1）に記載をしております第116号議案「令和
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元年度長崎県一般会計補正予算（第3号）」の
うち関係部分であります。

はじめに、第103号議案「令和元年度長崎県
一般会計補正予算（第2号）」のうち関係部分
についてご説明をいたします。

歳入予算は、合計で6億2,967万1,000円の増
となっており、この内訳といたしましては、財

政調整基金繰入金3,697万1,000円の増、県債5
億9,270万円の増であります。
次に、令和2年度以降の債務負担を行うもの

についてご説明いたします。

総務行政県有施設等の管理業務に係る令和2
年度から4年度までに要する経費として、6億
5,211万円を増額いたしております。
続きまして、（追加1）の方でございます。
第116号議案「令和元年度長崎県一般会計補

正予算（第3号）」のうち、関係部分について
ご説明いたします。

歳入予算は、合計で3,223万7,000円の増とな
っており、全て財政調整基金繰入金であります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)分科会長】 ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 質疑がないようですので、
次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分及び第116号議
案のうち関係部分は、原案のとおりそれぞれ可

決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

議案を議題といたします。

総務部長より、総括説明をお願いいたします。

【平田総務部長】総務部関係の議案についてご

説明をいたします。

「総務委員会関係議案説明資料」及び（追加

1）、（追加2）のそれぞれ総務部をご覧いただ
きたいと思います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第105号議案「成年被後見人等の権利の制限に
係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例」のうち関係部分であります。

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に

係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律により、成年被後見人等を、資

格、職種、業務等から一律に排除する欠格条項

を設けている各制度について、制度ごとに必要

な能力の有無を判断する規定へ適正化されると

ともに、所要の手続規定の整備が行われ、地方

公務員法においても現行の欠格条項を単純削除

する改正等が行われたことから、本県の関係条

例について所要の改正を行おうとするものであ

ります。

次に、議案外の報告事項についてご説明をい
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たします。今回、ご報告いたしますのは、合わ

せて4点ございます。
まず、次期まち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定についてであります。

県においては、人口減少を克服し、地方創生

を推進するため、平成27年度に「長崎県まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、さまざ

まな施策を講じてきたところでありますが、本

年度が計画期間の最終年度となっていることか

ら、今議会において、次期総合戦略の骨子案を

お示しし、ご議論いただくこととしております。

このうち、総務部は、施策体系3「夢や希望
のあるまち、持続可能な地域を創る」において、

「ＩＣＴを活用した地域活性化と行政運営の効

率化」について積極的に推進し、地方創生のよ

り一層の推進に取り組んでまいります。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様や市町、関係団体、外部有

識者等で構成する懇話会などのご意見をお伺い

しながら、今年度中の策定を目指してまいりま

す。

次に、障害者雇用について。

障害者雇用については、今年度の障害者の採

用を拡大するとともに、障害のある方にとって

働きやすい職場としていくための環境整備を進

めているところであります。

知事部局における障害者雇用率については、

昨年は1.85％と法定雇用率2.5％を下回ってお
りましたが、本年6月1日時点では2.53％と法定
雇用率を上回っております。

今後とも、障害者雇用の推進に積極的に取り

組んでまいります。

続きまして、（追加1）の総務部でございま
す。

中期財政見通しについて。

今後の収支見通しを踏まえた計画的な財政運

営を行うため、令和2年度から6年度までの5年
間の中期財政見通しを策定し、去る9月9日に公
表いたしました。

この中期財政見通しは、令和元年度当初予算

を基礎として、「長崎県行財政改革推進プラン」

に掲げた取組を織り込むとともに、県税や地方

交付税など一定の仮定に基づき、試算を行った

ものであります。

今回策定いたしました「中期財政見通し」に

ついては、当初予算編成等を通し、一定の収支

改善が図られたことにより、昨年度の見通しと

比較して、財源調整のための基金残高は増加し

ているところでありますが、令和5年度以降は、
社会保障関係費の継続した伸びや公債費の増加

に伴い、収支不足が見込まれることから、厳し

い財政状況が続く見通しであります。

そのため、今後の財政運営においては、行財

政改革推進プランや財政構造改革のための総点

検に基づき、歳入・歳出両面からの収支改善に

取り組むとともに、成果を重視した施策の選択

と集中を図り、財源確保に努めてまいりたいと

考えております。

また、今後、増加が見込まれる社会保障関係

費等に適切な対応するため、国に対し、地方交

付税の総額確保や実効性のある税の偏在是正措

置など、政府施策要望を通して、地方税財源の

充実・確保を強く要請しているところでありま

す。

県としましては、このような取組を通して、

人口減少対策をはじめ、本県の将来を見据えた

施策への重点化を図りながら、持続可能な財政

運営を目指してまいりたいと考えております。

続きまして、（追加2）の総務部でございま
す。
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県職員による不正アクセス事案の発生につい

て。

先般、県民生活部の係長級職員が、不正アク

セス行為の禁止等に関する法律違反の容疑で書

類送検されるという事案が発生しました。

本事案は、当該職員が業務時間中に、複数の

職員ＩＤで不正に業務用ネットワークへログオ

ンを行っていたものです。

調査を行った結果、当該職員は平成27年6月
から平成31年2月までの期間に、最大97人の職
員になりすまして不正アクセスを行っていたこ

とが判明いたしました。

併せて、当該職員は、他所属の業務用データ

を個人のＵＳＢメモリへ記録し、その一部を閲

覧していたことについても、判明しました。

事案の発覚後は、被害拡大防止のため、直ち

に当該職員が職場で使用していたパソコンを回

収しました。加えて、再発防止のため、なりす

ましが困難なパスワードしか使用できないよう

システム設定を強化するとともに、職員に対し

て、情報セキュリティに関する集合研修を実施

しております。

県警からは、捜査の結果、外部への情報漏え

いは確認されていないとの報告を受けており、

また、本事案以外に不正アクセスがないことも

確認しております。

情報管理及びセキュリティ意識が徹底されて

いなかったことにより、県民の皆様に大変ご心

配をおかけしましたことに対し、深くお詫びを

申し上げますとともに、再発防止に向け、一層

の情報管理及び職員の情報管理に関する意識の

徹底を図ってまいります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 次に、危機管理監より、所
管事項説明をお願いいたします。

【荒木危機管理監】 おはようございます。

所管事項のご説明の前に、お手元に追加資料

としまして、「総務委員会関係議案説明資料（追

加2）」をお配りしております。追加資料の内
容につきましては、先般の台風17号に対する対
応状況を記載したものとなりますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、危機管理監関係の所管事項につい

てご説明いたします。

お手元に配付しております「総務委員会関係

議案説明資料」及び「総務委員会関係議案説明

資料（追加1）」と「（追加2）」の危機管理監
部分をお開きください。

今回、ご報告いたしますのは、県内における

自然災害および対応状況について、消防の広域

化について、米海軍佐世保基地隊員の不祥事に

ついての3件でございます。
説明資料（追加2）の危機管理管部分の1ペー
ジをご覧ください。

はじめに、県内における自然災害および対応

状況について、ご報告いたします。

7月中旬及び8月下旬に活発化した前線や台
風の影響により、7月20日に五島市ほか県内5市
町に大雨特別警報が発表され、また、8月28日
には佐世保市ほか県内北部6市町に大雨特別警
報が発表されるなど記録的な豪雨となりました。

さらに、今月21日から23日にかけても、台風
17号の影響により県内に暴風警報等が発表さ
れ、県内で最大約7万6,000戸が停電するなど、
ライフライン等に重大な影響を及ぼし、対馬市

での断水に対しましては、今月23日に県から陸
上自衛隊対馬警備隊に災害派遣要請を行い、給
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水支援をしていただいたところであります。

これらの災害により、幸いにも県内では人命

に関わる被害はありませんでしたが、県内では

住宅浸水やがけ崩れ、停電や断水などの被害が

多数発生いたしました。

この間、県としましては、災害警戒本部を設

置し対応に当たっておりましたが、大雨特別警

報の発表時や台風の接近に伴い、人員を大幅に

増員するなど最大級の体制をとり、災害対応に

当たりました。

ここからは説明資料（追加1）、危機管理監
部分の1ページ、及び説明資料、危機管理監部
分の1ページをご覧ください。

7月の災害に対しては、新上五島町に山本防
災担当大臣を団長とした政府調査団による現地

視察が行われ、また、8月末の災害に対しまし
ては福岡県、佐賀県、長崎県の3県合同で激甚
災害の早期指定と特別の財政措置等を要望した

ところであります。

近年、全国で大規模な地震や豪雨災害が発生

していることから、県としましては、災害に対

し迅速かつ適切に対応できるよう、今後とも各

市町及び消防や警察、自衛隊をはじめとした関

係機関と連携し、防災体制の強化に取り組んで

まいります。

続きまして、消防の広域化についてでござい

ますが、説明資料危機管理監部分の1ページを
ご覧ください。

平成22年に知事が策定した「長崎県市町消防
広域化推進計画」の再策定に向けて、去る7月9
日に、長崎県市町消防広域化推進協議会の第1
回委員会を開催いたしました。

委員会では、現計画の策定後の経過や消防力

の現状と取り巻く環境の変化などについて説明

した後、「県内一本化による広域化」について

意見交換を行いました。

各委員からは、「既に広域化が進んで、これ

以上の広域化は消防の質が落ちないか心配」、

「離島においては、国や県が示す広域化のメリ

ットに疑問がある」、「少子化が思った以上に

進んだことを考えると、広域化は検討しておく

べき」などの意見が述べられました。

また、段階的な広域化につきましては、今後、

各市町消防等の意見をお聞きした上で、必要に

応じて、同協議会の分科会などで、取り組み方

を協議していくことをお示しし、年度内の計画

案の策定に向けて、委員会や分科会などで協議

を進めてまいります。

最後に、米海軍佐世保基地隊員の不祥事につ

いてでございますが、説明資料（追加1）の危
機管理監部分の1ページをご覧ください。
去る8月24日、米海軍佐世保基地所属の海軍

兵が、福岡市内において、酒に酔って乗用車を

傷つけたとして、器物損壊の疑いで現行犯逮捕

される事案が発生し、さらに9月2日には、武雄
市内において追突事故を起こし、道路交通法違

反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕される

などの不祥事が連続して発生いたしました。

米海軍佐世保基地に対しては、5月の武器持
ち出し事件の際に、原因究明と再発防止、隊員

の再教育を要請したにもかかわらず、事件が続

いたことはまことに遺憾と言わざるを得ず、9
月4日に上田副知事が米海軍佐世保基地を訪れ、
基地司令官に対し、再発防止策を講じられるよ

う要請し、基地司令官からは、9月3日から夜間
の外出禁止及び飲酒禁止の措置を行っていると

の説明がありました。

今後とも、基地に対する地域住民の信頼関係、

ひいては日米の友好関係に悪影響が及ぶことが

ないよう、関係市と連携し、対応してまいりた
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いと考えております。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

【深堀委員】 第105号議案の分で確認です。今
回、法の改正に伴って欠格条項をなくすという

ことでありますけれども、これまで県の条例で

あった欠格条項において、過去の実績として、

被後見人となったことによって欠格条項に該当

した人はいらっしゃったのでしょうか。

【大安人事課長】過去におきまして、この欠格

条項ということで、その場合は、一旦職員にな

られた後にそういう状況になられた方というこ

とになってまいりますが、把握しているものと

いたしまして、2名の方が成年被後見人となっ
て失職ということはございます。

【深堀委員】 過去にそういう事例が2名ほどい
らっしゃったということです。

追加で聞きますけれども、今回の改正の内容

で、職員の退職手当に関する条例も、今回そう

いった欠格条項がなくなったことによって、こ

れまでは欠格条項で退職した人に関する退職金

の支給制限をしないということでの条例内容で

あったのを、今回、欠格条項をなくすことによ

って、そういったことが発生しないので、退職

金の支給制限処分の除外の分をなくすという条

例改正ですよね。

確認だけなんですけれども、過去に2名の
方々がいらっしゃったということですが、今回、

条例を改正することによって、そういう方々は

退職をせずに済むわけですよね。済むわけだけ

れども、その後、例えば業務に耐え得ずに、い

ろんな状況があった時に、この退職金の規定を

なくすことによって、そういった方々の不利益

になるようなことが今後考えられないのかどう

か、その点だけ確認をお願いします。

【大安人事課長】現行の退職手当の条例上でい

きますと、退職手当を支給しない取扱いから除

外しておりますので、逆に支給をされるという

ことになってまいります。過去にあった2名の
方についても退職手当については支給をされて

おります。

今回の条例改正に基づきまして、支給制限の

除外規定は、そもそも失職にならないというこ

とで削除するということでございますが、そう

いった方々が失職にならずとも、場合によって

勤務に耐え得ないという状況が発生した場合に

ついて、一方で地方公務員法の中に分限という

規定がございます。その中には分限の休職であ

ったり、分限の免職ということもございます。

そうした形の中で分限免職ということに該当し

て、結果的に退職に至るというケースにおきま

しても、退職手当自体は支給をされるというこ

とになってまいりますので、そういった意味に

おいて不利益になるということはございません。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

条例議案に対する質疑・討論が終了いたしま
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したので、採決を行います。

第105号議案のうち関係部分は、原案のとお
り可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、第105号議案のうち関係部分は、原

案のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【近藤危機管理課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出いた

しました危機管理監関係の本年6月から8月ま
での実績に関する資料についてご説明いたしま

す。

まず、県が箇所づけを行って実施する個別事

業に関し、市町並びに直接・間接の補助事業者

に対し内示を行った補助金については、該当ご

ざいません。

次に、1,000万円以上の契約案件につきまして
は、資料1ページから2ページに記載のとおり、
長崎県噴火災害発生監視施設撤去処分業務の1
件となっております。

決議・意見書に対する処理状況については、

該当ありません。

続きまして、資料3ページからになりますが、
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年6月から8月に県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものにつきましては、佐世保市、

五島市、島原市、大村市からの要望が計7件と
なっており、それに対する県の取扱いは、資料

3ページから16ページに記載のとおりでござい
ます。

最後に、資料の17ページからになりますが、

附属機関等会議結果報告について、本年6月か
ら8月に行った会議結果報告としましては、長
崎県防災会議の1件となっており、その内容に
つきましては、資料17ページから19ページに記
載のとおりでございます。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【荒田総務文書課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料についてご説明いた

します。

1ページをお開きください。
1,000万円以上の契約状況一覧でございます。
令和元年6月から8月までの実績は計8件であり、
1ページから2ページに各契約の内容を一覧で
お示ししております。

その内容といたしましては、左端の番号5の
職員が業務に使用するパソコン約2,300台とプ
リンター250台の調達を行う一般事務用パソコ
ン等の賃貸借及び保守契約が1件、2ページの番
号7の仮想化技術を用いてサーバを集約、稼働
させる機器の更新に伴う調達を行うサーバ仮想

化統合基盤の賃貸借及び運用保守契約が1件な
どとなっております。

また、3ページから10ページにつきましては、
入札結果一覧表を添付いたしております。

次に、11ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

6月から8月までに県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものは、長崎県町村会、諫早市、

島原市の計3件となっております。
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具体的な要望項目としては、資料の11ページ
から12ページにおいては、長崎県町村会から
「離島振興対策の充実について」、資料13ペー
ジの諫早市から「諫早駅周辺整備事業への協力

と支援について」、資料14ページの島原市から
「地域振興への財政支援措置について」であり

まして、それぞれに対する県の対応をお示しし

ております。

次に、15ページをご覧ください。
最後に、附属機関等会議結果報告でございま

すが、令和元年6月から8月までの実績は、長崎
県公益認定等審議会が1件、長崎県行政不服審
査会が3件、長崎県情報公開審査会が3件、長崎
県個人情報保護審査会が1件の計8件となって
おります。それぞれの会議の結果につきまして

は、16ページから23ページにお示しをしており
ます。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。

配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますのでご覧願います。

陳情書について、何かご質問はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

うことといたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。

【吉村委員】 危機管理監の提出資料3ページ、
佐世保市からの要望で、新返還6項目の早期実
現についての県の対応が載っているわけですが、

これは針尾の弾薬集積所の関係です。平成23年
にこれは始まっているわけですが、なかなか進

まない。この事業は、全体は数千億円という規

模の事業になってくるわけですが、佐世保市は

平成30年3月に、前畑弾薬庫跡地利用構想を具
体的につくり上げたわけで、これをどんどん実

現に向けて進めないといかんわけですが、現状

どうなっておりますか、お知らせをいただきた

いと思います。

【近藤危機管理課長】 新返還6項目の一番の肝
といいますか、今、一番重点を置いているとこ

ろの前畑弾薬庫の移転でございます。

現状としましては、委員ご指摘のとおり、平

成23年に日米合意がなされて、それに基づいて
移転を進めていくところでございますけれども、

今現在のところは前畑弾薬庫を移転する針尾島

の集積所の調査という形になっておりまして、

来年度の予算におきましても移転調査費で1億
9,500万円の政府の概算要求が行われていると
いうことで、それにつきましては工事用道路の

調査と基本設計という形になっております。

今後の計画としましては、調査設計から、実

施設計、アセス調査を行って、初めて着工とい

う形になりますので、まだ経過的には数年以上

かかるものとは思っております。佐世保市も跡

地利用計画の構想をつくっていただいておりま

すので、それは市と一緒になって国へしっかり

要望をして、実現に向けて一歩一歩進んでまい

りたいと考えているところでございます。

【吉村委員】一緒になって頑張っていくという

言葉はあるんです。いつも聞くわけですが、な
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かなか遅々として進まないという現状があるわ

けですよ。佐世保市の中でも、県の対応がもっ

とびしゃっとしておけば進むんじゃないかとい

う声もあるわけです。ですから、そういうため

にも、なお一層頑張っていただきたいと思うわ

けです。

これは、ずっと一連の関連した、佐世保港の

中のすみ分けとか、そういう流れがあるわけで

すよね。そういうところで整備していく中で崎

辺の利活用、そのためには前畑崎辺道路を整備

しないといかんということになるわけですね。

これも総額60億円程度の事業ということで約
2.9キロ、最初は米軍の敷地内を通るということ
でなかなか厳しいというところがあったんです

が、これも改善して、そこを通らないで事業の

進捗を図るということで今進んでいるわけです

けど、総額60億円以上の費用がかかる事業の中
で、予算がついているとはいえ、なかなかまだ、

この状態が続いていけばかなりの年限がかかる

と。

これは早急に完成させないと、その次につな

がっていかんわけですね。ですから、そのため

にも県としても佐世保市と一緒になってやると

いう答えになるんだろうと思いますけれども。

以前も質問をした折に、長崎県にも、危機管

理監の中にそのセクションがあるとはいえ、基

地対策課なりつくってやるべきじゃないかとい

う質問をしたことがあるんですが、その時の知

事の答弁に、いや、仕事が少ないですからと、

課をつくるほどの業務がないんだというふうな

答弁が返ってきたんですけれども、果たしてそ

うかなと。これを今見るだけでも、いっぱい課

題はあるわけですね。

この前の佐世保市の要望の中でも、県立コロ

ニー跡の整備のために、そこに行く道路の整備

をしないといかんと。その整備については基地

対策交付金の事業の活用ができるんじゃないか

と。その前に、弾薬庫の近くの道路を県でやっ

た時に、土木部長の答弁では、その基地対策交

付金を使ったことがあるんじゃないかと、調べ

てみますという答弁でした。それぐらいの感覚

であってもらっては困ると思うわけですよ。だ

から、使えるのはどんどん使っていかんといか

ん。有利な制度ですから。

そういう意味でも、危機管理監の中に基地対

策課なりともぴしっとつくって、人員を配置し

て、こういう遅々として進まない事業の進捗を

図っていくということをしないといかんのじゃ

なかろうかと思いますけど、それについてご見

解をお願いいたしたいと思います。

【近藤危機管理課長】委員ご指摘の、県として

も基地対策の組織をもっと整備をして、県とし

てやれることを一生懸命やるべきではないかと

いうご意見等につきましては、前からもお話は

聞いているところではございますけれども、で

は、一体県としてどんなやれることがあるのか

というと、なかなか今のところは市の事業なり、

おっしゃられました県道とかはありますけれど

も、土木部の方でそこはしっかりやれるという

こともありますので、どんな仕事があって、ど

んなことをすべきで、何がやれるのかというと

ころを、もう一度課としても整理をして、必要

なところで、また部局内で要望するなり、その

対応を図ってまいりたいと思っております。ま

ずは、そこの部分の研究をさせていただければ

と思っております。

【吉村委員】最後にしますが、なかなか今の答

弁を聞いていても、するとかしないとか、全然

わからんじゃないですか。この前の土木部に対

する要望でも、土木部の感覚がね。
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以前に赤崎の弾薬庫の横の県道をやった時に

使っているんですよ、その防衛予算をね。土木

部長はその時にいなかったからわからんかもし

れん、課長もおらんやったかもしれん。だけど、

聞かれたら、県も予算がなかなか厳しいという

中で、そういう有利な制度を使って国の予算を

取ってくるということは、目を光らせておかん

といかんわけですよね。それが、「多分そうじ

ゃなかでしょうか」とか、「調べてみます」と

か、「獲得に向けて検討します」とか、そのく

らいの答弁が返ってきたって、それは佐世保の

人は満足しないですよ。何をしているのかとい

う話になるわけです。

また、基地も県内には、自衛隊、米軍合わせ

て二十幾つかあるわけですよね。それだけある

県というのはそんなにないわけですから。おま

けに中村知事は渉外知事会の副会長でしょう。

神奈川県なんかは部まであるわけですよね。だ

から、そういう意味でも、せめて課ぐらいつく

ると。そして、こういう国の予算獲得に向けて

取り組んでいく、これも一つの重要な作業です

よ。予算を獲得できるんですから。そういう意

味でも、課の設置ということについて鋭意取り

組んでいただきたいと思うんですが、総務部長、

どうですか、その辺の考えは。

【平田総務部長】今のお話を伺っておりまして、

現状を打開していくためにどのような取組が必

要なのかということについて、まずは危機管理

監の方で十分に精査をしていただいて、必要な

業務と判断される部分、これはやった方がいい

ということであれば、それに応じた体制をとっ

ていくことも必要だろうと思っています。

その結果が、委員がおっしゃるように課を設

けることなのかどうかという結論までは、この

場で明言することはできませんけれども、そう

いう確認なり、精査は行っていきたいと考えて

おります。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、次に議案外所管
事務一般について、質問はございませんか。

【川崎委員】 おはようございます。

まず、行財政改革についてお尋ねいたします。

たびたび質問していることでございますが、本

土振興局の再編についてのお尋ねです。

今回の定例会の一般質問で、老朽化する県央

振興局の建替え候補地は、諫早市提示の諫早市

先行取得地が有力候補という知事答弁がござい

ました。

平成20年3月に、地方機関の再編計画で長崎、
県央、島原の3振興局を統合するという方針を
示しておられまして、当面の措置として今現在

があるわけですが、当面と言ってももう10年何
も動かず、今の状況があるわけです。

今回の答弁を踏まえて、迅速に行政改革を推

進していただきたい、そのように考えますが、

いかがでしょうか。

【大瀬良新行政推進室長】ただいま川崎委員か

ら、地方機関再編についての考えについてご質

問がございました。

先ほど川崎委員がおっしゃいましたとおり、

先般の一般質問の中で知事が答弁申し上げまし

たけれども、地方機関再編の基本方針の中にお

いて、県南地区の再編の課題でした庁舎の建設

場所につきましては、地理的な利便性、相当規

模の土地の確保等が必要であることを踏まえて、

諫早市から提示があっている市先行取得用地が

有力な候補地であるということで、同用地の活

用を念頭に検討を深めていくというご答弁を知

事から申し上げたところでございます。
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この10年間という話の中で、さらに知事の答
弁もありましたことで、今後さらに迅速に進め

ていく必要があるということでございます。

その上で、我々の考えとしましては、現時点

で建設場所を決定というところまでは至ってお

りませんけれども、今後、長崎振興局の大橋庁

舎や県央振興局の庁舎等、老朽化が進んでいる

状況も踏まえますと、できるだけ早く県南地区

の再編を実施する必要があると考えています。

それに当たりましては、住民サービス等も考

慮しながら、県議会、それから市町、その他関

係者等のご意見も聞きながら、できるだけ早く

検討を進めてまいりたいと考えております。

【川崎委員】住民サービスの低下ということに

ついては、確かに配慮すべきところがあろうか

と思いますが、基本方針を示し、10年間何も動
いていないという状況から、大きな決断があっ

たと思っておりますので、速やかに対応してい

ただきたいと思います。

県央のエリアで統合整備が進めば、おのずと

長崎と島原振興局は廃止になるだろうと考えま

す。人口減少がどんどん進んでいる中において、

特に長崎市が激しいわけでございまして、多様

かつ良質な雇用の場の確保、創出が求められて

いると思っております。

そういった中において、先ほどの県央振興局

という方針があって、そこにぜひ統合を速やか

に終えられて、長崎振興局を早期に再開発とい

いますか、跡地活用を、ぜひ雇用に資する活用

を進めていただきたいと切にお願いするもので

ございます。

特に、長崎大学と隣接をしていて、交通至便

であり、一定の面積もあるわけで、これまでに

なかった雇用を生んでいくということには非常

にすばらしい場所であると考えます。雇用拡大、

人口減少をストップする、若者を定着させる、

長崎県の一丁目一番地の施策であると、課題で

あると思います。ぜひ本気を出して進めていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。

【太田管財課企画監】ただいま川崎委員よりご

質問がありました、長崎振興局の大橋庁舎を今

後どうしていくのかということについてですが、

現時点では、再編の具体的な方向性がいまだ定

まっていない中で、現在、庁舎として使われて

いる大橋庁舎をどうしていくかというのは、現

時点ではまだ活用策を検討する段階ではないの

ではないかと考えているところでございます。

ただ、一方で、委員ご指摘のとおり、県有地

の有効活用を図る上では、施設の用途廃止が今

後、仮に決まった場合においてはスピード感を

もって、庁内関係部局や関係機関と協議をもっ

ていく必要があると考えておりますので、再編

の一定の方向性が見えた段階では、先ほど委員

がおっしゃったような雇用、あるいは地方創生

といった視点を併せ持ちながら、そういった議

論を速やかに行ってまいりたいと考えておりま

す。

【川崎委員】ぜひ加速度的に議論を進めてくだ

さい。本当に雇用を生んでください。そのため

に、部局横断していろんな知恵を出していただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

次に、ふるさと納税についてお尋ねをいたし

ます。返礼品のことでございます。

ふるさと納税については、さまざま報道され

ている中において、国においていろんな制限

等々設けられていると承知をいたしております。

現在、ふるさと納税の返礼品に求められてい

る法的制限は何でしょうか、確認をさせてくだ

さい。

【原税務課長】ふるさと納税返礼品の法的制限
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ですが、平成27年度頃から全国的に返礼品競争
が過熱したことから、平成28年から3度、総務
大臣通知が出されておりまして、それを経て本

年4月1日に地方税法の改正が行われ、6月1日か
ら施行されております。その中で、「ふるさと

納税の募集を適正に実施すること」と、「返礼

品は返礼割合を3割以下にすること」、もう一
点、「返礼品は地場産品とすること」の以上3
つの法的制限が示されております。

【川崎委員】 3つの規制があって、その中で3
割以下、そして地場産品というテーマがありま

した。

こういったものに抵触をしないにもかかわら

ず、長崎の大事な産業である水産業の中で生ま

れる真珠が除外をされている状況がありますが、

これはなぜでしょうか。

【原税務課長】委員ご質問の真珠は、先ほど申

しました大臣通知、平成29年4月1日に総務大臣
通知が出されておりまして、その中で「ふるさ

と納税の趣旨に反するような返礼品について」

というくだりがありまして、「資産性の高いも

の」に当たるという理由から、真珠については

見直すように要請がありまして、全国の自治体

が真珠を返礼品から除外してきております。

【川崎委員】資産性が高いというところで真珠

が除外されたと。資産性というところが、一体

何をもって資産性なのかということについては

非常にアバウトな話でありますね。

今現在、長崎県、そして市町において、直近

の1年ぐらいでいいんですが、返礼品として扱
われた真珠の件数、額がおわかりであれば、お

答えをお願いいたします。

【原税務課長】総務省の現況調査の中でそうい

った数字がございませんで、県としても個別に

は調査しておりませんけれども、長崎市の議会

の議事録の中で、平成29年度時点では真珠の取
扱いが一番多かったという記事がございます。

【川崎委員】なかなか数字がはっきりしないと

いうことでありますが、少なくとも長崎市にお

いては一番大きかったということでございまし

て、長崎の地場産品が全国から注目をされてい

るという証左だと思います。

水産部の方に伺ったんです。真珠は、長崎県

の水産業では91経営体の方が生産をされてい
ると。平成28年の生産量が7.15トン、生産額は
52億2,700万円、愛媛県に次いで第2位の生産を
誇ると教えていただきました。また、県内の海

面養殖生産額の17％を占めていると。クロマグ
ロ、ブリ類に続く主要な養殖種ということで、

特に対馬あたりは、離島の大事な産業として、

その地位を維持しているということでございま

した。

国においては、平成28年に真珠の振興に関す
る法律が制定をされて、翌29年6月には「真珠
産業及び真珠にかかる宝飾文化の振興に関する

基本方針」を策定しているわけです。

これを受けて県も、本年3月に「長崎県真珠
振興計画」を策定して、令和9年には、新規需
要ですからプラスですね、プラス24億円を目指
しているという計画も発表されております。

今年は被害が発生をしていて、大きく報じら

れたところもありましたが、生産者の皆様も一

生懸命、何とかこれを維持していこうと頑張っ

ておられるところでございます。

先ほど、資産性ということもありましたけれ

ども、どこからかダイヤを持ってきて加工して

お渡しをするというものでもなく、れっきとし

た県産の水産加工品と私は思うわけです。海外

からいろんなものを輸入してきて、加工して皆

様に返礼するということとは全く異なると考え
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ます。

ふるさと納税の返礼品から除外されたことか

ら、長崎県真珠養殖保存会会長さんとともに、

8月に総務省に行ってまいりました。長年手塩
にかけて市場に供給される真珠の生産工程をし

っかり一つひとつ紹介をして、そして総務大臣

政務官に真珠の振興に多大な支障を来している

と、この窮状を訴えて、返礼品復活への理解を

求めてまいりました。

国は、一定理解は示してくださいました。そ

ういったことを受けまして、ぜひ長崎県におい

ても国との協議を行って、真珠のふるさと納税

返礼品への復活をぜひ行っていただきたい、こ

のように思いますが、いかがでしょうか。

【原税務課長】委員ご指摘のとおり、真珠につ

きましては我々も重要な地場産品との認識を持

っております。6月1日に新しいルールがスター
トしておりますので、その中で真珠の取扱いが

可能かどうかを総務省の担当の方に照会をして

おります。

その結果、口頭でもらっているんですけれど

も、平成29年4月1日の総務大臣通知の資産性が
高いもの、あるいは価格が高額なものに該当し

ないこと、もう一点、令和元年6月1日施行の返
礼割合が3割以下であって地場産品基準に適合
していること、併せて、資産性と価格について

は総務省においては各自治体の実態までは確認

ができないので、その地域の実情と社会通念を

もって妥当性を判断し返礼品として取り扱って

構わないといった回答をいただいております。

併せて、その趣旨にかなったものであるように

取り扱ってほしいという付言もいただいており

ます。

【川崎委員】 そうすると、今のお話では、復活

は可能ということですよね。そして、趣旨に違

わないように、また額とか、そういったものの

妥当性はそれぞれの自治体が責任をもって判断

をして進めていく、そのようなことで理解をし

てよろしいでしょうか。

【原税務課長】そういったふうに取り扱ってい

ただければと思っております。

【川崎委員】ありがとうございました。業者の

皆様、関係する皆様、大変喜ばれると思います。

真珠に限らず、長崎の水産加工品はたくさん

あろうかと思います。例えばサンゴも同様かと

思います。サンゴなど、同じようなカテゴリー

に入っていると思います。同じような県の判断

で取り扱いを行っていただきたいと思いますが、

真珠以外の、サンゴをはじめとした水産加工品

について、取り扱いを復活していただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。

【原税務課長】委員がおっしゃるとおり、サン

ゴ、べっこうについても水産加工品というふう

に考えておりますので、同様に総務省に対して

照会を行っております。その結果、真珠と同等

の取扱いをしていいと回答をいただいておりま

す。

【川崎委員】 ありがとうございました。

水産県長崎ですよ。宝飾というように一括り

にされることは非常に歯がゆい思いがいたして

おりまして、ぜひ水産業を守る、そういった観

点から県も、返礼品という形ではありますが、

そういった判断で前に進めていただけるという

ことですので、産業を守っていただくよう、よ

ろしくお願いいたします。

次に、危機管理監にお尋ねをいたします。防

災士です。

私も2年前、県が主催をしたセミナーに参加
をさせていただいて、おかげさまで防災士の資

格を取得させていただきました。
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2年経過をして、あの時の知識が、今そのま
ま残っているかというと、実は正直自信がない

ところでありまして、そういった意味では、取

ったけれども、なかなか活用されないというこ

とは、恐らく全国いろんなところでそういった

課題があろうかと思っています。

そういったことをお尋ねする前提として、ま

ず、県内にこの資格を取得されている方が何名

ぐらいいらっしゃるか、お尋ねいたします。

【近藤危機管理課長】防災士は、特定非営利法

人の日本防災士機構が認定する資格でございま

す。今年の8月末時点で県内の有資格者は1,613
名でございます。

【川崎委員】 1,613名いらっしゃる。えらい数
の方がいらっしゃいますね。恐らく年齢層も、

私がお世話になった時のセミナーを見ると、か

なり年齢幅もあって、いろんな方が男女問わず

に取得をされていると思います。

今現在、この資格取得に向けて、例えば県と

して啓発や、また受講料の支援、そういったも

のがどのようになっていますか、お尋ねをいた

します。

【近藤危機管理課長】防災士というのは、地域

の防災リーダーという形で担っていただく方と

思っております。委員も講座を受講していただ

いたということですが、平成21年度から毎年、
防災推進員養成講座というものを県内各地2～
3カ所で開催をしております。講座は一般の方
が受講しやすい土日に開講しまして、受講料は

県費でということで無料にしております。講座

を全部受けた方が防災士の試験を受けることが

できるという形になっております。

なお、啓発につきましては、県のホームペー

ジや県からのお知らせの新聞、広報誌のほか、

各市町、消防、関係の機関を通じまして文書で

案内し、各市町においては市町の広報誌等で周

知を行っているところでございます。

【川崎委員】受講料は無料ということで、県も

力を入れておられることがわかりました。どん

どん資格取得者が増えていると思いますが、資

格を取得して、そしてその知識を活かして地域

の防災訓練や計画に参画をしていって、力を発

揮していただけるのが理想の形かなと思ってお

ります。

防災士を、防災訓練、防災計画の策定といっ

た分野でどう活用していこうとされているのか、

お尋ねをいたします。

【近藤危機管理課長】現在、日本防災士機構の

長崎県支部の方に、講座の講師だとか県の防災

会議の委員にもなっていただいて、いろいろと

その計画参画、そして訓練等のご助言等もいた

だいているところでございます。

1,613名の有資格者のうち、1,069名が県の講
座で防災士となられた方なんですが、こういっ

た方々をどうネットワークをつくって、そして

それぞれの地域で活躍していただけるか、地域

の核となっていただけるかというところが、確

かに委員ご指摘のこれからの課題だと考えてお

りますので、今後は、そういった方々のフォロ

ーアップみたいなもののセミナーなり研修とい

ったものを十分検討し推進してまいりたいと考

えているところでございます。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【松本委員】危機管理監の議案説明資料にあり

ますとおり、今年の8月28日に、県内では佐世
保市ほか県内北部6市町に大雨特別警報が発表
される記録的な豪雨となったということでござ

います。

大雨特別警報というのは、今年から内閣府の

方から出されております警戒レベルの5に相当
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するという報告を受けました。

警戒レベルは、1、2、3、4、5と5段階ありま
して、レベル3は「高齢者等は避難してくださ
い」。レベル4は「全員避難。速やかに避難先
へ避難しましょう」。警戒レベル5、大雨特別
警報は既に災害が発生している状況で「命を守

るための最善の行動をしましょう」と。確かに

5段階に分かれているから、いかに大雨特別警
報が危険な状態にあるかというのが認識できる

わけでございます。

実際8月28日に警報を発令して、「命を守る
行動をしてください」と言われた対象が、佐世

保市、平戸市、松浦市、波佐見町、小値賀町、

佐々町で、避難対象の世帯が14万2,236世帯、
対象人数が33万2,229人となっております。
命を守るための最善の行動を判断してくださ

いということで避難所が開設されて、実際に避

難した人はどれくらいの人数で、それが何％ぐ

らいに当たるのか、お尋ねいたします。

【近藤危機管理課長】 8月28日に出されました
大雨特別警報につきましては、委員がご指摘の

とおり7市町で出され、いずれにつきましても
避難勧告、避難指示、警戒レベル4の避難情報
の発令がなされたところでございます。その対

象人員が33万2,229名でございました。そのう
ち、実際に指定避難所に避難された方が416名、
率にしますと0.13％という形になっています。
【松本委員】命を守るために特別警報が出され

て、警戒レベル5であった。約33万人が対象に
なったけれども、実際に避難した人は416人、
1％にも満たない0.13％だったということなん
ですね。

これはいろいろ報道等、テレビでも出る中で、

私も地域の方から相談を受けたのは、「命を守

るための最善の行動をしてください」と気象庁

から言われても、自分でどう判断したらいいの

かと。特別警報を出された場合、避難する途中

で被災したらどうするんだと。家にいた時に、

裏が崩れて被災したらどうしたらいいんだと。

非常に判断に困るという相談を受けました。

この判断というのは、もちろん行政でも対策

本部をつくって、万全の対応を警察も消防もし

ていますけれども、基本的にはやはり自主防災、

その人が自分で判断をすべきことなのか。

0.13％だった避難状況に対してどういう認識
を持たれているか、お尋ねいたします。

【近藤危機管理課長】今回の特別警報に対する

避難につきましては、実際、特別警報が出され

た時間が朝5時50分と非常に早い時間でござい
ましたし、大雨特別警報が出された時は、大量

の雨が降っている状態で、その中で避難所へ避

難をするのは、確かに避難する方がリスクがあ

ると考えておりますので、今できる最善の行動

を、例えば頑丈な家であるとすれば2階に避難
をするとか、崖と反対側の部屋に避難をすると

か、もしくは近所に高い建物があれば、そこに

避難をするといったものを考えております。

今回の警戒レベルという国のガイドラインの

改定は、自らの命は自分で守るというような趣

旨で、自らの判断を促す数字でもって認識をし

ていただくと。これまでは「避難勧告」、「避

難指示」という言葉だったものを数字と結びつ

けて、レベル3なら高齢者は避難、レベル4なら
全員が避難という数字で覚えて避難スイッチを

入れていただくという趣旨で出されたものと認

識をしているところでございます。

県といたしましては、まず、住んでいる地域

は災害のリスクがどうなのかをハザードマップ

等で確認をしていただいて、その時々に応じて

自分で逃げる、もしくは自主防災組織の活躍な
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どで地域で避難をするというような取組を進め

ていきたいと考えているところでございます。

【松本委員】 申し上げたいのは、「命を守る行

動をしてください」というのは抽象的で、自分

がその場でどう行動したらいいのかというとこ

ろの判断ですよ。結局、避難情報が住民の避難

行動に結果的にはつながっていない状況。

おっしゃったとおり、逆に、豪雨の中で逃げ

る方が危ないということも確かに心理として働

くのは当然でございます。ですから、大事にな

ってくるのは、自主防災の観点から、その地域

において、こういう時はこういうふうにしまし

ょうということを各市町、そして町内で考えて、

例えば1人で住んでいるお年寄りの方とか山間
部の方々は、まずは優先的に消防団が見に行く

とか、そういうふうな防災計画というものを綿

密にしておくことによって備えができると思う

んですが、そういった対策をとっていただくよ

うな働きかけとかはしているんでしょうか。

【近藤危機管理課長】今回の特別警報も台風の

時もそうだったんですけれども、避難発令に際

しましては、地区の消防団にも号令をかけるよ

うな形で、地区をぜひ見回ってほしいとか、声

かけをしてほしいといった市町の取組はあって

いると聞いているところでございます。

ご指摘のように、避難行動要支援者と申しま

すか、高齢の方や障害を持たれている方が、い

かに安全に避難をしていただくかというところ

が、より重要になってまいりますので、市町と

連携し今回の反省点を踏まえて研究をしながら、

また地区のリスクを理解していただいて、避難

所に避難をすることの理解促進を十分働きかけ、

研究をしてまいりたいと考えております。

【松本委員】あくまでも県としては発令をして

体制を整えるけれども、やはり大事なことは地

域における自主防災だと思うんです。ですから、

前も質疑をしましたが、自主防災の組織率を上

げていただくように市町へも働きかけをしてい

ただきたいと思います。

実際、私の住んでいる町内では、自主防災の

一環として、町内の方が集まって逃げる訓練を

しました。実際に町内で地震が起きたと想定し

て、その時、自分たちはどこへ逃げればいいか

というのを、それぞれの班に分かれて避難をす

る訓練です。

いざとなった時に、ぱっと逃げられるかとい

うと、やっぱりそういった地域においての避難

訓練というもの、もちろん施設もそうですけれ

ども、そういった働きかけをぜひしていただき

たいと思います。

それともう一つ、今月の21日から23日にかけ
ての台風17号の影響で停電などの被害が多数
発生したということで、ＪＲ大村線も被害に遭

いました。

どうしても、その前に千葉県の状況を見てい

たものですから、うちも停電した時に覚悟をす

るというような、もうパニックになるような、

多分県内でも多数あったと思うんです。

県内の停電の状況と復旧の状況、どれくらい

で復旧したのか、お尋ねいたします。

【近藤危機管理課長】停電の状況でございます

が、先ほど危機管理監の説明の中にありました

ように最大で7万6,000戸が県内で停電をいた
しました。今回の台風につきましては、暴風に

より電線が切れたことで非常に大きな影響があ

ったと聞いております。九電の長崎支社以外の、

他県からもかなりの数の応援をいただいたとい

うことで、23日の夜の間には全部復旧をしたと
ころでございます。

【松本委員】 千葉県はかなり日数がかかった。
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あれは高圧線が倒れたという大きな事情でした

が、今回は7万6,000世帯停電したけれども、線
が切れたから、九電やさまざまな事業者が連携

して1日もかからずに復旧したということでご
ざいますが、やはりライフラインというのは非

常に重要で、電気がなければ生活も滞るわけで

す。

県としましても、長崎県災害警戒本部を設置

しているわけですが、電気、水道、ガスなどの

ライフラインに対しては民間がやっています。

行政として、そういった時の対応として、連携

はどのようにしていらっしゃるんでしょうか。

【近藤危機管理課長】 長崎県災害警戒本部を、

防災対策室に設置しております。当然ライフラ

インの状況は逐一情報をいただいておりまして、

状況の確認はしております。

ただ、一番ひどい暴風時に復旧はできません

ので、状況確認をしています。その場合に、万

一、その復旧に当たって業者独自の力では難し

い場合、自衛隊等の協力なり派遣が必要であれ

ば、県の方から自衛隊に、災害派遣という形で

要請することもできますので、自衛隊との協力

とか情報連携をとりながら、その辺の対応は逐

次図っていくという形になります。

【松本委員】やはりライフラインというのは人

の生活がかかっているところです。民間の業者

だけでは限界がある時があると思うんですよ。

そういった時に県が中心となって、自衛隊や、

さまざまなところに協力要請をして迅速に復旧

に努めるような態勢づくりは、普段からつくっ

ていらっしゃると思います。今回も復旧が早か

ったということで安心をしておりますが、いつ

災害が起こるかわからないということで。また、

ＪＲのところも復旧は早かったですけれども、

バスでピストン輸送するだけでもかなりの負担

をかけます。佐賀県の高速道路もそうでした。

そういった災害に迅速に対応できるような連

携をしっかり取り組んでいただくことを要望し

て質問を終わります。

【中島(浩)委員長】 ほかにありませんか。
【下条委員】 皆様、お疲れさまでございます。

私も松本委員同様、防災の点についてご質問

をしたいと思います。長崎県の防災体制につい

て、特に情報ネットワークのところについて、

少しご質問をしたいと思います。

近年、こういった大雨や台風が、非常に性質、

規模が変化しており、被害も深刻化しているよ

うな状況が、今回いただいた資料にも書いてあ

ります。

この中で、現在の災害対策本部などの長崎県

の防災の態勢で、特に情報のネットワークです。

関係のさまざまな部署の情報がネットワークで

結ばれていると思うんですけれども、現在のネ

ットワーク状況についてお尋ねいたします。

【近藤危機管理課長】災害対応の情報収集のネ

ットワークでございますが、各市町と、防災無

線のほかＬアラートという形で防災情報がつな

がっておりますので、被害の状況、そして避難

の状況なり避難所の状況は、市町からシステム

上で瞬時にこちらの方に連絡がきます。それは

住民への周知も必要ですので、報道機関と直接

つながるような形で各報道機関へ、それも瞬時

に流れるというようなＬアラートシステムの対

応はとっております。

それ以外の各関係機関、医療・福祉機関もそ

うですけれども、県の各部署で警戒本部もつく

っておりますので、その中で対応しております

し、もしそれが災害対策本部という形になれば、

その部局が災害対策本部の部屋の中に一堂に会

し連絡体制を取りながら、それぞれの部局で必
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要な対応をとっていただくような形になってお

ります。

なお、事前にはリエゾン等を派遣していただ

いて、情報共有を図っている機関もございます。

【下条委員】わかりました。災害対策本部の場

合はそのような形で、いわゆる一室に全て関係

の方たちがそろって情報を共有していくと。

その時に、医療班はもちろんおられるんです

よね。医療班について、ちょっと詳しく教えて

いただけないでしょうか。

【近藤危機管理課長】医療班は、災害対策本部

の中に医療の部屋、ブースといいますか、机を

配置しております。その中に県災害医療コーデ

ィネーターのチームが参画していただく形にな

っております。その中で一緒に情報を共有しな

がら対応を図っていくという形になります。

【下条委員】わかりました。災害対策本部の場

合は、そのような形で医療班もしっかり含まれ

ているということだと思います。

今回、長崎大学病院の高度救急センター、災

害医療支援室の山下和範准教授からご提案があ

りました。災害時、恐らくこの災害時と言われ

ているのは警戒レベルでのお話だと思います。

災害対策本部が立ち上がる前の段階ではないか

と思いますが、そういった状況において、情報

ネットワークの中に我々医療班もぜひ参加をさ

せていただきたいというご提案でありました。

災害時は、やはり大変混乱をしますので、そ

ういった状況の前に情報をいただきたい、ネッ

トワークに入れていただきたいという大変あり

がたいご提案をいただいたんですけれども、危

機管理監としては、そのご提案についてはいか

がでしょうか。

【近藤危機管理課長】大変ありがたいお言葉と

思っております。いざ大きな災害が発生すれば、

医療チームといいますか、実際はＤＭＡＴとし

てご活躍いただく形になろうかと思いますので、

災害対策本部をつくる前の段階の警戒本部の段

階で、準備なり何なりということもしていただ

く方が、いざという時の初動がうまくいくので

はなかろうかと思います。

災害警戒本部の中には福祉保健部として所管

課の福祉保健課が参画しているところでありま

す。福祉保健課を通じまして、医療政策課に情

報を共有しながら、医療政策課から災害医療の

コーディネーターの方に情報提供をするという

形で話を進めておりますので、そういった対応

をとってまいりたいと考えております。

【下条委員】わかりました。ありがとうござい

ます。それでは、ぜひ積極的にそういった体制

をとっていただいて、いわゆる大変な混乱に陥

る前に、情報の共有というところ、それから、

さらにその前に、何もない平時の時から、関係

各部署が意思疎通を図って、コミュニケーショ

ンを図って準備をしていただきたいと思います。

本当に災害が深刻化しておりますので、大きな

被害にならないように、日ごろからの関係部署

の連携強化についてご要望をいたしたいと思っ

ております。

もう一つ、今回、この委員会の資料でいただ

いたんですけれども、県職員の不正アクセス事

案の発生についてということがありました。こ

の件については、皆様からご報告を受けて、詳

しく状況を聞いている段階ですので、私ももう

少し深く掘り下げていきたいと思っているんで

すけれども、一点だけご質問したいと思います。

本日、報告していただいた中で、97名の職員
になりすましたということがありました。97名
というのはかなりの数じゃないかと思うんです

けれども、このあたりはどういう状況だったの
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かを少しお聞かせ願えないでしょうか。

【山崎情報政策課長】 97名は、本人以外のパ
スワードで入った職員の数でございます。

【下条委員】 ということは、その職員は、97
名分のＩＤを何かで入手したということですか。

【山崎情報政策課長】このＩＤはパソコンに入

る時のパスワードで、職員番号が職員ＩＤで、

一番最初の既定値の中に入っております。それ

を最初に本人が、自分のパスワードとして新た

なパスワードを設定する必要があるんですが、

それが設定されずに、その初期値のまま残って

いたということで、その職員ＩＤというもの自

体は、調べようと思えば、メールアドレスとか

の中に名前と職員番号が入っておりますので、

職員番号自体はわかると。それを具体的に入力

した場合に、パスワードを変えていれば入れま

せんが、変えていない場合は、それがパスワー

ドとして認識されて、なりすましてアクセスが

できるという形になっております。

【下条委員】わかりました。この件に関しては、

私も状況や全体像をもう少し詳しく調べたいと

思っております。97名分のＩＤを不正に取得で
きるような状況は、やはり改善をしていかない

といけないのかなと思いますので、これからも

情報を共有しながら進めてまいりたいと思って

おります。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【深堀委員】 私も、災害関係で、先ほど松本委

員から質疑があったことを質問させていただき

たいと思うんです。

先月8月末の豪雨での避難状況の話があって、
対象人員が33万2,219名に対して416名という
ことで、自主避難した人のパーセンテージが

0.13％ということでありました。
質疑の中で、もちろんいろんな状況の中で自

己判断もいろいろあってという答弁もあったわ

けですが、難しいとは思うんですけれども、今

回、避難指示、勧告等々出した発令の地区です

ね、例えば佐世保市でいけば早岐地区とか、も

しくは江迎とか、そういった地区を限定した発

令の仕方と、今度は平戸とか松浦とか波佐見と

か小値賀、佐々は全域という出し方をされてい

ます。発令の時間も、朝方の5時とか、深夜の1
時半とか、それは当然その時々の気象状況の中

で発令したものだと思うんですけれども、そう

いった出すタイミングです。事前にもう少し情

報を提供するとか、その出し方です。あと、避

難所の受け入れ態勢としてはどうだったのか。

そういった今回の事例を、ただ単に自己判断の

中でということではなくて、どういったことで

0.13％の人しか避難しなかったのかということ
を、各自治体とも連携をとりながら調査してみ

るべきだと思っているんですけれども、その点

はいかがでしょうか。

【近藤危機管理課長】委員ご指摘のとおり、今

回の8月の豪雨については人的被害は全くござ
いませんでしたので、何もなくてよかったとい

うわけにはいかないとは思っております。やは

り正直なところ、行政が、市町が呼びかけた避

難情報が、実際の住民の避難行動には結びつい

ていないのではなかろうかと考えておりますの

で、その検証は十分必要なのではなかろうかと

考えております。

そこで、先ほど深堀委員もご指摘をいただき

ました発令時間がどうだったのか、そして、発

令する地域が全域という形の出し方はどうだっ

たのかというところについても検証をする必要

があると思っております。

気象の状況というのは、やはり時間は待って

もらえませんので、気象台は、ある程度雨量計
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等の数値をもって、警報等を発令することにな

ると思います。ただし住民が、安全に避難をし

ていただくというのが一番でございます。しか

も、総務省は早め早めの躊躇ない避難行動を起

こすような避難勧告なりの指示を出してくれと

いう指導もあっておりますので、そういったと

ころを踏まえて、市町長の判断での発令になる

かとは思っております。

地区の限定につきましても、気象情報が市町

村単位という形でありますので、その中で地区

を分けるというのはなかなか難しいところはあ

るのかもしれませんけれども、やはり住民の方

がより意識をするという意味では、地区別に出

された方が、より深刻性があるのかなとは思い

ます。そういったところを含めて、十分市町と

協議をしまして、今後の改善につなげたいと考

えているところでございます。

【深堀委員】多分、どれが正解というのはなか

なかないんだろうと思うんですけれども、いろ

いろ意見交換をしながら、より住民の避難行動

につながるような発令の仕方を模索していって

いただきたいということを申し上げておきます。

それと少し関連するんですけれども、先般報

道で、被災者台帳システムというものについて

の報道があって、これはどういうものかという

と、1995年の阪神・淡路大震災後に広まったも
ので、市町村が住民基本台帳をもとに、住宅被

害の程度や義捐金の支払い状況などを入力して、

被災者に支援メニューをまとめて示すことがで

きて、漏れや二重支給が防げると。被災者も、

申請に必要な書類が減り負担が軽くなるという

ようなものであると。全国的に見て、その被災

者台帳システムを導入している自治体は3割ぐ
らいだということが大々的に報道されているん

です。長崎県は、6自治体と報道されています。

本県の各基礎自治体の話ではあるんですけれ

ども、これは消防庁の調査でまとまって報告さ

れている内容ですので、本県の状況を再度確認

したいと思います。

【近藤危機管理課長】 被災者台帳システムは、

報道にあった内容で、実際、災害時に建物の被

害状況や支援の利用状態を一元的に管理し、手

続の迅速化や支援漏れを防ぐための台帳システ

ムということでございます。

県内市町では、平成30年4月現在で、委員が
言われました6自治体、6市町は導入が済んでお
ります。これはシステム状態でございまして、

それ以外の、例えばエクセル等でのデータベー

スであれば、ほかに3市町が加えて一応整備と
いいますか、つくってはいるという状況ではご

ざいます。

【深堀委員】 その報道でいけば6自治体だった
んだけれども、そういうシステムではなくて、

エクセルなど独自のやり方で3市町が、この被
災者台帳システムに類似するようなものを使っ

ているということですね。わかりました。

報道では、各自治体のいろんな意見も載って

いるんです。やはりシステム導入には費用がか

かりますと、システムがあった方がいいんだけ

れども、導入するには費用がかかるという話も

あっております。専門家の大学教授の、「市町

村では、避難施設などハードの整備が優先され

て、システム導入は人員や予算面で負担が大き

い。都道府県が支えて国が後押しする仕組みが

理想だ」という発言も記事に載っていたんです。

もちろんこれは基礎自治体が行うべき話では

あるんですけれども、県として、被災者台帳シ

ステムに関して何か支援できるようなことはあ

りませんか。

【近藤危機管理課長】実際、被害があった場合
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には、大規模災害であればあるほど、こういっ

た台帳システムがあれば有用だという認識はし

ております。

ただ、現状、本県はそういった災害が幸いに

も起きていないということで、このシステムを

使う機会が今のところないのかなというところ

もありますけれども、実際、幾つかの市町が既

に導入をされていると。そういったところの状

況をまず確認をさせていただきたいと考えてお

ります。

県が何かこれでできるかどうかというところ

は、実際難しいところはあるのかなとは思いま

すが、やはり有用な、場合によってはここは非

常に大切なものだとは思いますので、情報提供

なり、県として何らかの、作成する時の費用面

の負担はなかなか難しいとは思うんですけれど

も、それ以外の、技術的な支援というものはで

きるかなと考えておりますので、まず、市町と

そこはよく協議してみたいと考えているところ

でございます。

【深堀委員】何ができるかというのはこの場で

はないんでしょうけれども、導入している自治

体、導入していない自治体、何らかの防災関係

の会議体の中で、入れるメリット、入れる費用

の問題、そういった情報交換をやっていただき

たいということを要望として申し上げておきた

いと思います。

次に、中期財政見通しの件でお尋ねをしたい

と思います。非常に厳しい本県の財政状況の中

で、今般公表された中期財政見通し、本当に頑

張っているなと、私はそういうふうに見ました。

それはやはり基金の問題です。昨年の分と比較

すると、49億円ほど基金残高が改善していると
いうところです。説明の中では、特例的な県債

を40億円発行している影響が一番大きくて、実

質的には10億円程度の改善となっていますと
いうことでした。

少しお話を聞いてみると、有利な特例的な県

債とは減収補てん債のことで後年75％が交付
税措置をされるものだとお聞きしました。その

減収補てん債の中身と、残りの10億円程度を実
質的には改善したということになっているわけ

で、その特徴点を少し教えてください。

【早稲田財政課長】中期財政見通しのお尋ねの

部分は、今回公表した財源調整のための基金の

見通しで49億円改善していまして、特例的な県
債40億円は減収補てん債で、内容につきまして
は地方交付税と非常に関連が深いものでありま

す。例えば国の方で地方交付税の算定をする際

に基準財政収入額ということで基準値というの

が全国的に示されてまいります。そこで、本県

の実際の県税などの収入額と国が示す基準値の

基準財政収入額の値で、本県の場合が基準値よ

り下回っていれば、それだけ普通交付税の交付

額が多くなるのですが、逆に国の基準値の方が

大きく、発射台を大きくされた場合に、交付税

の交付額が実態的に少なくなってくるので、そ

こについては国の調整ということで、乖離の部

分は減収補てん債で起債を100％隙間発行しま
して、75％交付税措置されるものです。したが
いまして、交付税の部分で基準財政収入額は

75％の算入ということになっていますので、そ
の乖離を減収補てん債で埋めるというのが1点
目でございます。

それから、あと約10億円の収支改善の部分は、
行財政改革推進プラン、財政構造改革のための

総点検に取り組んでおりまして、他の団体と比

べて水準が高い普通建設単独事業の見直しや

国庫補助事業財源の取り込み、それから補助金

などにおきまして単純に一般財源だけを支出し
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ているものについては一定の圧縮をさせていた

だいております。そのような取組の効果によっ

て、歳入・歳出両面からで約10億円の改善され
ております。これは後年度にも引き続いて行わ

れるということで現在取り組んでいるところで

ございます。

【深堀委員】 ありがとうございます。1点目の
減収補てん債、基準財政収入額との乖離の部分、

今回こういうのが出ていますけれども、これは

これまでもあったことなんですね。

【早稲田財政課長】 毎年の国の地方財政計画、

それから交付税の算定というところで数値は決

まってまいりますけれども、これまでにも、額

の大小はありますが、その年度に応じて発行し

たことはございます。

【深堀委員】 2つ目の10億円の特徴点について、
行財政改革推進プランの着実な履行というか、

その成果があらわれているということで、これ

は評価をするんですけれども、そこで、課長も

今少し、その中で投資的経費の単独事業の件を

触れられましたよね。

今、言っていることと逆行するかもしれませ

んが、中期財政見通しの中で投資的経費につい

て触れられている項があって、特定の大型事業

については見込額に基づき積み上げていますと。

公共事業、令和2年度については令和元年度当
初内示ベースと同額、令和3年度以降について
は、令和元年度のベースの通常分と同額として

試算していますと。

さっき言われた単独事業は、令和2年度以降
の伸び率、マイナス3％として試算ということ
なんですね。

これはちょっと気になって事前に確認しまし

たけど、この考え方は、これまでも単独事業に

ついてはマイナス3％できているんだというこ

とであったんですけれども、それは間違いない

ですか。

【早稲田財政課長】中期財政見通しにおきまし

ては、一定の試算ということで、今年度普通建

設単独事業マイナス3％と見込んでおりますけ
れども、数値を変えたら、前年度との比較がで

きなくなりますので、一定マイナス3％という
ことでシーリング率の設定みたいな形で、仮に

置かせていただいているところでございます。

【深堀委員】 実績としては、過去、やっぱりそ

ういう実績なんですか。今は中期財政見通しの

話をしているわけですけれども、実績としては、

前年度からずっと97％で推移をしているとい
うことなんですか。

【早稲田財政課長】中期財政見通しにおきまし

て、基金の取り崩しの財源不足というものが生

じております。

そのため、中期見通しの中では3％と仮で置
いておりますけれども、厳しい財政状況、それ

から県税収入、交付税の見込みなどを踏まえま

して、例えばマイナス10％のシーリング率とい
うものも設定させていただいているところでご

ざいます。

【深堀委員】厳しい財政状況の中で、そういっ

たことをやらなければいけないということは理

解をします。ただ、単独事業の額を減らすと。

単独事業というのは、小規模な維持補修とか、

そういった関係の予算ですよね。長崎県内にあ

るいろんな施設であったり、インフラであった

り、そういったものが毎年毎年減少してきてい

るということであれば、それはそのとおりだと

思うんだけれども、長崎県にあるインフラをど

んどん、どんどん長寿命化をしなければいけな

いような、大規模な橋りょうであったりとか、

50年以上の橋りょうがあと30年で43％になる
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とか、いろいろあるわけですよね。いかにして

今あるインフラを長寿命化するかというために

は、こういった単独事業の予算を削っていけば、

後でもっと大きな財政出動をしなければいけな

いことにつながるんじゃなかろうかと、私はち

ょっと懸念をするわけですよ。

厳しい財政状況だから単独事業を減らしてい

く考え方も一定あるのはわかるんだけど、長い

目で見た時に、この単独事業費を落としていく

ことがマイナスになるんじゃないか。だから、

これは当然土木部であったり、農林部であった

り、水産部であったり、多大なインフラを持っ

ている事業部の判断もあるとは思うんだけれど

も、そのあたりはそういう考え方を踏まえてど

ういうふうに協議をされているのか。

【早稲田財政課長】ご指摘のとおり、単独事業

の中で、例えば災害関連とか、災害の事前防止

の事業とか、もしくは維持補修といったものも

ございます。

近年、災害関連の事業は国の方でも重要視さ

れておりまして、例えば「防災・減災、国土強

靭化のため3か年対策」ということで、平成30
年度、令和元年度、それから令和2年度におき
ましては、国庫補助にプラスアルファで起債を

100％充てて、半分は交付税措置とする国土強
靭化の防災にかかる起債、併せて単独事業につ

きましても、緊急自然災害の防止債で、これも

充当率100％、交付税措置70％という非常に高
率の制度が設けられております。

全国的に単独事業に関して、厳しい財政状況

の団体がありますので、一方で気象状況などに

応じて災害関連の防災事業も重要視されている

という事項がございますので、本県におきまし

ても、例えば令和元年度の予算におきまして緊

急自然災害防止対策で約31億円という予算を

組ませていただきました。これは単独事業でご

ざいます。前年度比約2倍の単独事業というこ
とで確保させていただいています。

それから、国土強靭化対策事業につきまして

も、平成30年度の2月経済対策補正予算で、公
共事業、道路、河川等を含めまして148億円程
度確保するといったことで、こういった単独事

業の全く財源措置がないものだけになると、財

政状況を反映して厳しくなってくるので、財源

措置の有利な起債などをうまく活用しながら、

将来に向けて先んじてする必要があるものは、

先にこの3カ年で重点的に行うなど、財源対策
の工夫というものをしながら、公共施設の維持

というのを図っていく必要があると考えており

ます。

【小林委員】県民センター長、新しい県庁舎が

できまして、連日のように、たくさんの県民の

皆様方が県庁見学にお見えになっています。私

は、あえてこの場でお礼を申し上げたいと思う

けれども、私が関係する多くの方々が県庁舎を

見学に参りまして、本当によく案内をしていた

だき、いろいろと説明もとてもわかりやすく、

特にまた人が足りないぐらいでありますけれど

も、センター長自ら出ていって案内の先頭に立

たれているということで、非常に評価をいただ

いております。関係の皆様方にも大変ご苦労い

ただいていると思いますけれども、また、セン

ター長もさらに頑張っていただいて、県庁のイ

メージに関わる問題であろうと思いますので、

どうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、税務課長にお尋ねをします。

先ほど川崎委員から、ふるさと納税の返礼の

問題について触れられました。結論的に、真珠

とか、べっこうとかサンゴとか、まさに長崎県
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の特産品、これがなぜ返礼品から漏れておった

のかということについては、結論的には川崎委

員の考え方に同調し、その結論が出ましたこと

を実は非常に喜んでいるところの一人です。反

対をしているわけじゃありません。

ただ、何が理解できないかというと、ふるさ

と納税の返礼品にどういうものを入れるかとい

うことは、かなり議論があったのではなかろう

かと思うんです。その議論の経過の中で、まさ

にこの長崎県の誇る真珠とか、べっこうとかサ

ンゴとか、こういうものが漏れていたこと自体

がおかしいわけだけれども、しかし、それは相

当協議をされたんだろう、どれを残し、どれを

残念ながらというところで、また値段の面とい

ろいろ判断して。絶対に高価なものであっては

いかんとか、あるいはきらびやかなものであっ

てはいかんとか、いろいろそこの中に総務省の

通達がきていることもよく承知をいたしており

ます。

しかし、今日のこの議論の中で、あなたの方

で、これはオーケーと、入れますと、税務課長

一人が判断するぐらいの簡単な政策決定のそう

いう中身だったのか。もし、そういうことであ

るならば、ほかの部長でも課長でも、これをや

ってくれ、あれをやってくれと、みんな言って

いるんだよ。通常だったら、持ち帰りまして検

討いたしましてと、全く検討しないで終わって

しまっているんだけれども。今のように、この

委員会の席上で「じゃ、やります」と、こうい

う返事は、なかなか率直に言ってこないわけだ

よ。

政策決定のあり方について、今のような形で

税務課長が、新たに「それはおっしゃるとおり

です」と、こういう明快な判断をあなたがして

くれるように、県庁の組織内でやることができ

るならば非常にありがたいと。これはある意味

では予算が要らないものだから、検討しやすい

ことであろうからそういうふうになっているか

どうかわからんけれども、川崎委員があんまり

圧力をかけてワアワア言っているわけではなく

して。

ただ、喜びようがちょっと異常だったな。さ

っきは暗い言い方からスタートして、あなたが

やると言ったら、この喜びよう。西肥バスはそ

んなやり方でしてきているかわからんが。

そういうことであって、それをどうのこうの

言っているつもりはないけれども、政策の決定

のあり方が、ここでちゃっと言うて、じゃ、そ

れを参入させますとか、そう決定しますと、こ

ういう一つの判断は非常にありがたいと思うわ

けだよ。だから、ほかの人たちでもそういうこ

とができればと。

予算が伴わないことについてはできやすいん

じゃないかと思うんだけれども、もしできるも

のがあるならば、やっぱり今日みたいな明快な

答弁によって、できること、できないこと、い

ろいろありましょうけれども、できることがあ

るならば、やっぱりきちんと話をしてもらうと

いう形で今後も進めてもらえば非常にありがた

いと思いますので、これも要望として、（発言

する者あり）答弁ですか。吉村委員の言うとお

り、それについて見解を。

【原税務課長】委員ご指摘のとおり、言い切り

型で大変申しわけございませんでした。

真珠につきましては、当初、県の方も入って

おりまして、県内自治体の方も各自治体で真珠

を返礼品として取り扱っているところもござい

ましたけれども、総務大臣の通知をもちまして、

資産性が高い、高額、あるいは宝飾品というこ

とで随時、技術的助言という形で、総務大臣名
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とかで来まして、やむなく取りやめた経緯がご

ざいます。

今回、総務省に照会いたしましたところ、「新

ルールのもとで、各地域の実情に応じて判断し

ていただければ、真珠即だめという話じゃない

です」というような回答を受けたものですから、

先ほど、そういうふうにいたしますと申し上げ

たんですけれども、回答といたしましては、「そ

ういった方向で協議してまいりたいと思いま

す」というふうに訂正させていただきたいと思

いますので。

【小林委員】初めて聞いたというような形でや

っているわけだけど、君も正直だから、いろい

ろ中身を暴露するな。大体わかった。総務省で

そういう判断をするであろうということで、こ

こであなたは総務省の立場に立ってオーケーを

出したんだと、こういうふうに受け止めます。

私が言いたいことは、できることはできると

いう格好で、こういうわかりやすい格好ででき

るものは、今後ともぜひともやってもらいたい

というところが大事なところでありますから、

総務部長、そこを言いたいわけだよ。あなたは

太ったな、最近。そういうところでよろしくお

願いしたいと思います。

そこで、総務部長、あなたに質問したいんだ

よ。人事のあり方。大安課長が横におりますし。

財政課長が、この間から24時間化とか新幹線
をやっていたのに、あの顔から本当に財政課長

の顔になっている。あなたたちは本当にすごい

よな。担当をやっている時は担当の顔丸出しで、

代われば代わったですぐ変わる、そういうこと

も本当にあなた方の天才的なあれだけれども。

これは総務部長か人事課長にお尋ねしますが、

今、長崎県は、何だかんだ言っても、いろんな

問題が山積しているけれども、人口減少対策と

いうのはどんなことがあっても第一の大きな課

題だと思うんですよ。

そこで、今回、中村知事は、統轄監という人

口減少に特化した特別職を設けて、そのプロパ

ーである、東京から、総務省から人を連れてき

たわけだよ。それのやり方、そこの確保という

か、そういうことを非常に評価しているわけだ

よ。

そこで、補佐監ということで、それぞれ一番

働き手のそういう人たちをこうやってつけた。

だから、統轄監のもとにおいて、よく動き、よ

く内容のわかっている働き手の人たちを、また

それなりに信頼できる人たちをきちっとつけた

なと、そこまでは非常に評価をしておったわけ

です。ところが、驚いたことは、たったわずか

1年間でそういう補佐監をべらっと代えている。
この代えた理由は何か。

【大安人事課長】私の方から答弁させていただ

きますのは、個々の人事につきまして、理由と

いうのを申し上げるのはなかなか難しいところ

はございますけれども、実際、いろんな退職等々

ございます。そういった中での人事というのは

どうしても出てくる。その中で、やはり適材適

所ということの中できちんとやらせていただい

ているとご答弁させていただきたいと思います。

【平田総務部長】人事課長も申しましたように、

個々の人事についての発言はできませんけれど

も、当然年次が上がっていきます。昨年の統轄

監グループにおった人間につきましても、それ

ぞれ、また新たな立場で活躍してもらう必要が

ある職員もおるわけでございまして、その中の

異動もありというふうに認識をしているところ

でございます。

【小林委員】年次なんというのは最初からわか

っていることだよ。1年経って初めてわかった
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んじゃないんだろうや。

人口減少という命題を抱えて、一番みんなが

苦労している時に、統轄監を持ってきて、その

補佐監という、まさに何というか命名の仕方と

いうか、この役割の仕方を補佐監ということで、

実にすばらしい一つのシステムができたと。そ

して、今言うように、それなりの活動できる人

をきちんと置いていると。このやり方に率直に

言って、なかなかやるなと。ならば、そういう

結果をという形で思っていたわけだな。期待を

しておった。

ところが、今言うように1年でころっと代わ
っている。しかも、1人じゃなくて2人とも代え
ている、こういうやり方でね。

もうとにかく年次がどうだとか、その他もろ

もろの事情はわかっているわけよ。そういうよ

うなことで一番特化した人口減少対策をやって

いる統轄監のもとに、優秀な人間をそこにみん

な集めて、それなりのやり方を新たなシステム

をつくってやっている時に、年次がどうだとか、

適材適所だということであれば、これは適材じ

ゃなかったのか。ここの1年間で、あんまり大
したことがなくて代えたのか。

こういうところが、適材適所というのは当た

り前で、これは何もそこの統轄監のところだけ

じゃなくて、あなたたち全部そうたい。総務部

長とか財政課長に抜擢したのも、そういう適材

適所で、それなりのことで今みんなおるわけだ

よ。

そういうことをした時に、なんでそういう一

貫性がないのかと、1年ぐらいで何ができるの
かと。結果的に全然歯止めはかからんじゃない

か。そういう人事のあり方を、単なる年次がど

うだとか適材適所でということは、適材適所じ

ゃなかったんじゃないか。もう一度、これにつ

いて明快な答弁をしてくれ。

【平田総務部長】委員おっしゃるとおり、現実

としての最重要課題であります人口減少につい

て、具体的な成果としてはあらわれていないと

いうことは現実でございます。そのために必要

な人員体制のあり方をどうするのかということ

につきましては、人事の配置のあり方として、

県政の課題を進めていく上でも最も重視すべき

課題だというふうに認識をしております。

昨年の人事について、申しわけございません

が、私の口からこうだ、ああだと評価すること

は差し控えさせていただきますが、これからさ

らに私どもは、そういう成果を目指して仕事を

していかなければいけない、そのための体制を

考えていかなければいけないと考えています。

新たな体制でありますとか、人事のあり方に

つきましては、そういう観点から十分に考えさ

せていただきたいと考えております。

【小林委員】だから、人口減少の一つの結果は、

例えば就職率とか流出率とか、そういうところ

については目標はある程度やってくれているけ

れども、ただ、結果的に歯止めはかかってない

わけだよ。いわゆる流出超過の状態が継続され

ているわけだよ。

統轄監まで呼んで、我々は誰でもそうだけれ

ども、統轄監には相当な期待を寄せておったん

だよ。だから、もう最近は少しさざ波が出てき

ておるじゃないか。

私も今回、決算の総括質疑の中において、統

轄監はどういう対策をやってくれているのかと

か、期待に応えているのかとか、あえてそうい

うことで指摘をせざるを得ない、そういうよう

なことなんだけれども。

要するに、人口減少に特化をする統轄監のシ

ステムをつくって、そこに配置した補佐監をた
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った1年で代えるということは、年次がどうだ
とか、適材適所だとか。みんな適材適所だよ。

そこの場所において、その部署において、絶対

にこれは避けて通ることはできないような人は

ちゃんとおってもらわんと困るということで、

ある程度のこともいろいろと考えながらやって

いるじゃないか。単なる鉛筆転がしでやってい

るんじゃないじゃないか。統轄監から嫌がられ

たのか、この2人は。
そういう点から考えてみて、私どもは何だか

んだ言っても、やっぱり結果だよ。あるいは結

果につながるであろうというプロセスなんだよ。

だから、この人事のあり方について、これを

年次とか適材適所でそうせざるを得なかったと、

これが正しい判断だったとあえて言えるかどう

か、もう一度聞く。

【平田総務部長】私どもは、それぞれの職責に

おいて最大限の力を発揮するように努力をして、

県民の皆様に成果を還元していくように努める

ということが求められている職責でございます。

そこに配置された職員は、全身全霊を賭して、

その職責を果たしていくということが責務とし

て求められております。

今回、委員が言われましたように、昨年と今

年と、その体制が変わっているということは事

実でございますけれども、仮に人が代わってい

たにしても、同じ目標の中で責任を果たしてい

くということで、それぞれ職員が精いっぱい職

責を果たしていくと、努力をしていくという姿

勢には変わりはないわけでございます。

ただ、今、委員もおっしゃいましたように、

現実として、一部では成果が出ているけれども、

人口減少そのものの解決にはつながっていない

ということは現実であるわけですから、そうい

う実態を踏まえて、組織のあり方、人事配置の

あり方ということについては、しっかりと考え

ていく必要があると考えている次第でございま

す。

【小林委員】もうそれくらいの答弁しかできな

いということであれば、これは知事がやったの

か。副知事がやったのか。

大体、通常においても最低で2年、3年という
ぐらいな形で、例えば年次制だったらば普通こ

うやっているじゃないか。もちろん1年で交代
するということもあるけれども、そういうシス

テムはわからんわけじゃないけれども、何度も

言うように人口減少という長崎県の命題を抱え

て、それに特化した取組をして、そういう配置

をしたところに、わずか1年ぐらいで、まだ結
果も出さない状況の中において、あえて代えざ

るを得ないということについては一体何なのか

と。

我々にとっては、私にとっては、ほかの議員

はどう見ているか、それはわからんけれども、

私から見た時に、なんでこんな人事をやるんだ

ろうかと。そんなことをやるぐらいだったら、

そういう統轄監とか、そのもとに補佐監みたい

なものをつくらんならいいじゃないかと。通常

のやり方をやっていけば、何ということはない

じゃないかと、こんな話になるんだけれども、

そんな状況ではない人口減少、今の長崎県の最

大の命題なんだよ。そのためにみんな一生懸命

やっているじゃないか。

だから、私は、今回のこういう人事のやり方

について、我々が何も見てないぐらいで我々を

なめるなよ、あんまり。人事課長、なめるなよ、

そういうところは。ちゃんと我々は見ているわ

けだよ。結果を出してもらわんと困るんだよ。

だから、人事も鉛筆転がしでは困るんだよ。適

材適所と言うならば、本当に適材適所にきちん
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と配置して、それだけの結果につながるような

人事をやるべしじゃないか。

そういう点から考えてみても、私は今回のこ

とに非常に憤りと、わからない、こんなやり方

をして人口減少対策なんかできるもんかと、一

体人事は何を考えているのかと、こういうこと

をあえて強く強調し、抗議をしておきたい。こ

れについて、今後の人事のあるべき姿について

しっかり考えていただく一助になることができ

れば大変ありがたいと思いますから、よろしく

お願いします。

最後にちょっと一言だけ。もう時間がないか

らあれでございますが、危機管理課の近藤課長

にお尋ねというか、これもお礼かたがた申し上

げたい。

今、本県は有人離島をたくさん抱えて、救急

搬送をいろんな形の中で、離島の島内において

高度な医療技術、あるいは医療ができないと判

断した時に、海上自衛隊の応援を受けて救急搬

送をこれまでずっとやってきて、その回数はな

んと5,000回を超え、今、5,040回ぐらいになっ
ているんではないかということです。

実は、自衛隊の幹部の方たちから、率直に言

って、そういう個人的なことを言ってはいかん

けれども、危機管理監並びに危機管理課の皆さ

ん方の取組を非常にありがたいと、評価をされ

ておりましたので、これもひとつお礼を申し上

げながら、一つお尋ねをしたいわけです。

今まで、緊急搬送に対しては3機の救難機を
もってやっておりましたね。ところが、おわか

りのとおり、この間も委員長の采配で我々は海

上自衛隊を訪ねて、この問題についてもお話を

しましたので、お互いここの委員はわかってい

ると思うんだけれども、今まで3機でやってい
たのが、1機老朽化の中において、この4月から

2機体制になったわけだよ。3機でやっていたも
のが2機体制になったと。こういう形の中で、
これからのことはこれからですけれども、今の

2機体制の中において、ちょっと問題が起こっ
たとか、あるいは3機の時はうまくやれたけれ
ども、2機の中でこんな問題が出てきたとか、
そういうことは現時点でありませんか。

【近藤危機管理課長】離島からの急患搬送体制

でございますけれども、確かに委員ご指摘のと

おり、1機除籍になりまして、ＵＨ－60Ｊとい
う救難機で対応しておりますが、それが今、2
機体制になっております。

しかし、それ以外のＳＨという哨戒機でも急

患搬送は可能でございますので、今、聞いてお

りますところ、特に、離島からの急患搬送に支

障が出るようなことはあっていないということ

でございます。

【小林委員】そうすると、我々が中央省庁に対

する要望をする中に、救難機のＵＨ－60Ｊの追
加をひとつやってもらいたいと、こういうお願

いを繰り返しやっていただいていると。こうい

うところに評価が集まっているし、あなたたち

の姿勢が非常に丁寧だと。こういうことで、県

庁として威張ったような態度もしてないし、し

っかり本当に一緒になってやっていただいてい

ると、こういうところに非常に評価のそんなこ

との話があったんだけれども。

その要望というものについて、いわゆる中期

防衛計画というのがあると思うんだ。こういう

ことで結論はどうでしたか、今の時点で。

【近藤危機管理課長】中央省庁に、防衛省に対

して、ＵＨ－60Ｊの後継機、代替機を要望して
いるところでございますけれども、今、防衛省

の回答としましては、委員もご指摘のとおり、

次期中期防衛計画、防衛大綱の中に新たに海上
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自衛隊に救難機を配備というものは全く計画が

ないということでございますので、ＵＨ－60Ｊ
の後継機の配備は、今のところは全く考えてい

ないという回答でございました。

【小林委員】それは地元の国会議員をはじめと

して頑張ってもらわんばいかんわけですよ。

ただ、一番問題にしているのは、あと2年ぐ
らいしたら、その2機の救難機も実は老朽化し
て、これも除籍になってしまうと。今、3機あ
ったのが1機なくなって、残る2機があと2年後
には、これももう除籍でなくなってしまうわけ

だよ。そういう状況でしょう。

それでもって、この次期の防衛大綱の中にお

いて、全く新しいものは、残念ながらできない

と、こういう一つの方針が固まっているわけで

すよ。

だとすればどうするかということについても、

この間、自衛隊の方で話をしたわけだけれども。

そうすると、これはもう海上自衛隊のみならず、

陸上自衛隊の目達原とか、あるいは芦屋とか、

福岡県あたりから協力して、全体の総合型でひ

とつやりますよと、こうなっているけれども、

総合型でやらざるを得ないということについて

は、どういう形の中で、例えば発進するまで、

今まで大村だったら1時間で発進ができていた
と、そこから現地まで行って時間的に短縮だっ

たけれども、これが目達原や芦屋から救難発進

する。救急搬送のお願いをして、そこから飛ん

だ時に現地に行くまで、今とどのくらい違うと

考えているんですか。

【近藤危機管理課長】距離の問題、そして隊員

が出発する調整の問題もございます。まず、夜

間である場合につきましては、今の22航空群に
お願いをしましたところ、こちらが要請をして

からヘリが出動するまで約1時間以内で出動が

可能という形で運用しております。これが航空

自衛隊にお願いをすると、約2時間かかるので
はなかろうかというふうに聞いております。飛

行航路の決定や、ルート、職員参集等の調整が

必要だと、ここは今後、協議なり訓練を通じて、

運用時間をできるだけ少なくしていくというよ

うな検討の場は必要かと考えております。

あと距離でございますが、佐賀県、そして北

九州近辺にある芦屋との距離で申しますれば、

やはり15分から30分ぐらいの距離の差が出て
こようかと思います。壱岐・対馬につきまして

は、直接行けば近くなるのかもしれませんけれ

ども、医療体制として、今、大村の医療センタ

ーを拠点にしているものですから、そうしたと

ころとの連携を含めますと、やはり距離等も遠

うございますので、そこも含めて大きな運用の

課題があろうかと考えているところでございま

す。

【小林委員】また後でゆっくりお話をさせても

らわないといかんと思いますが、ちょっと申し

上げておきますけれども、例えば福岡県の芦屋

とか、あるいは佐賀県の目達原とかから行った

時にどこからドクターを乗せるのか。これはか

らで飛ぶわけにはいかんのだから、ドクターを

乗せていかなくちゃいかん。そうでしょう。だ

から、芦屋にも1人というか、福岡県との協力
体制の中で、芦屋の空港から救急搬送をお願い

した時には、確実に誰かドクターが来ていただ

くと。あるいは、佐賀県の目達原からとなった

時には、佐賀県の目達原の方から確実に誰か、

今のように医療センターからすぐ駆けつけてい

ただくような同じ体制ができるのかどうか。ど

こから乗せるのかと。

しかも、病院同士のカルテとか、例えば医療

センターと五島の各地区の病院は全部体制がで
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きていますよ。全部すぐぱっとカルテ等々の必

要な資料を送ることができるんです。

そういうところを考えていけば、2年後、全
部そうやって除籍して、哨戒機が飛ぶような状

態ではいかんともしがたいと思うんです。これ

はひとつ重大な問題として､これまでの5,040回
の実績を、これからは、こうやって救難機が後

で追加することができなかったと、そういう防

衛の大綱の中にそれが盛り込まれなかったと、

したがって、その結果こんなことになったと。

助かる命がそれによって、もし仮に助かること

ができないようなことになった時に、これまで

の輝かしい実績はどういう形になっていくのか

と、そんなことがありますので、もう少し時間

をかけて、また次の機会でも、同時に委員会等々

じゃなくして相談をさせていただいて、あるべ

き姿についてのこういうことをまた議論したい

と思いますから、委員長、よろしくお願いしま

す。

【中島(浩)委員長】 午前中の審査はこれにてと
どめ、しばらく休憩いたします。

午後の再開を1時30分といたします。

― 午後 零時 ９分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 それでは、委員会を再開い
たします。

質問のある方は、どうぞ。

【浅田委員】 それでは、防災のことについて、

お伺いをできればと思っております。

私も、東日本大震災のころから何度も被災地

に足を運ばせていただいたり、防災士の資格を

5年ほど前に取らせていただいて、いろんな活
動を日々しているんですけれども、最終的に頼

るべきところは自治体というような状況で。

先ほど深堀委員からご質問がありました台帳

の問題なども、災害があったところは、全国的

にもどんどんシステムを導入しているというよ

うな状況で、それがなければというような状態

だと思うんです。なので、全国的に3割程度。
しかしながら、ここは各基礎自体だけに任せ

るのではなくて県自体が。我々も条例をつくっ

ておりますし、県自体がどこまで本当に守るの

かという覚悟をもって、それを市町村が捉えて。

予算を県が持ってでもそれをリードしていく

という覚悟がなければ、なかなかに進まないよ

うな気がしているんですけれども、そのあたり

をどのようにお考えでしょうか。

【近藤危機管理課長】被災者支援台帳システム

の件でございますが、確かに委員ご指摘のとお

り、その実態がないとなかなかシステムが入ら

ないと。やっぱり費用が一番ネックになるかと

は思いますが、あとはそれを処理するマンパワ

ーの不足が大きいと考えております。

まずはマンパワーのところで、どんなことが

必要なのかというようなところを県の方で十分

精査をしまして、導入している市町と協議をし

て、どうやってそれを入れたのかと情報共有の

助言というような形で、まず協議をしながら、

このシステムの導入に向けて働きかけ等を行っ

てまいりたいと考えています。

【浅田委員】この問題に関しては備えるしかな

くて、岩手に何度も足を運んでいた時に、これ

だけ想像できなかったことがあったり、熊本で

もそうですし、長崎においても水害とかがあっ

ているわけですので、もっともっとそういうと

ころをご協議いただきたいと。

そして、千葉県でも若干問題になっていたん

ですが、発電機が、ちゃんとあるにも関わらず

貸し出されていなかった、半数ぐらいは倉庫に

眠ったままだったというような状況がありまし
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た。

長崎県は、保有の在庫の量だったり、どうい

うシステムをとられているかを教えていただけ

ますか。

【近藤危機管理課長】すみません、発電機の個

数、配備状況というのが今、手元にないわけで

すけれども、各備蓄は、食料品、飲料水、それ

以外のいろんな生活物資等も含めて、県内本土、

離島地区で保管をしております。

そこをうまく、必要な場合に的確に迅速に配

送できるような形の協力体制はとっております

ので、その中で精いっぱいやらせていただきた

いと考えています。

【浅田委員】もちろん精いっぱいやっていただ

きたい案件ではあるんですけれども、発電機を

何個保有しているというのは県ではわからない

と、全部各自治体になるんですか。

千葉県の場合は、4百数十台持っていたけれ
ども、200台しか活用できていなくて倉庫に眠
っていたという状況。

県では持たず、各市町がそれぞれ持っている

と、ほかの備蓄のものと同じ状況でしょうか。

【近藤危機管理課長】 大変申し訳ありません。

県全体の防災部局で、私が全て中身を承知すべ

きところであるのかもしれませんけど、実際、

備蓄の案件につきましては福祉保健部で管轄を

しておりますので、今、私の手元にその数字は

持ち合わせておりません。

なお、市町における、それぞれの非常用発電

なりのものにつきましては、市町でもある程度

は確保されるべきものかというふうには思って

いるところです。後で、そこの確認はしたいと

思っております。

【浅田委員】もちろん福祉保健部が所管かもし

れませんが、県の中での危機管理体制をしっか

りやるというのはそちらの部署だと思います。

県民にとっては、福祉保健部だろうが、県だろ

うが、市だろうが、そういう部分ではなくて、

そういう災害の時にいかに備えられていて、そ

れが迅速に自分たちの手元に届くかということ

で、県です、市です、福祉ですというところで

はなくて。

そこの体制がどうなのかなと、聞けば聞くほ

ど不安になってしまうんです。もちろん部署、

部署でそういうのは必要だと思うんですけれど

も、最低限こういうことは。

想定できると思うんです。千葉のことがあっ

たばかりで、あの課題があった、だったらこう

いうことが議会の中でも問題視されている、課

題になっているというところは、そもそもの危

機管理という言葉と同様、そこは備えていただ

ければというふうに感じております。

さっき、備蓄のお話がありましたけれども、

九州の中では学校の防災機能が非常に低いと、

これもまた新聞で問題視されていました。今回

も全部が全部避難所に行ったわけではないにし

ても、高齢者の方が避難所に行って、あそこで

は整えられていたけど、ここでは整えられてい

なかったとか、いろんな備蓄のあり方も問題だ

と思うんですけど、その辺の統轄も全く、こち

らに聞いてもわからない、学校との連携もここ

ではないということですか。

【近藤危機管理課長】学校に避難所が開設され

て、そこに大勢の方が被災されて避難をしたと

いう形においては、避難所を開設するのは市町

の管轄になりますので、市町の方でそこに対応

する備蓄は出していただく。そこに不足する分

があれば、県がその分をすばやく手配をすると

いうような流れとなっております。

いずれにしましても、災害対応というのは危

機管理ばかりではございませんで、県庁全体で

対応いたしますので、部署部署がそこの責任を
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もってやるというふうに理解をしているところ

でございますので、いざ、そういう物資関係で

したら福祉保健部が責任もってやるというふう

に理解をしております。

【浅田委員】 わかりました。では、これは別の

機会にでもお伺いをしたいと思いますが、長崎

県は、東日本大震災みたいな大きな災害が近年

あまりなかったので、備えるというところが若

干どうなのかなと、ここ何年も同じような形で

質問をさせていただいていました。

皆さんだけではなくて、横軸の学校関係だっ

たり、子どもたちにどうやって備えさせるか、

小さいころからのボランティア教育しかり、サ

バイバル教育しかり、いろんな形で人材育成を

していくことが必要だと思いますので、そのあ

たりの連携体制というものをとっていただきた

いと思いますし、そういうふうなシステムとか

目に見えるような形で、もっともっと便利にな

ればなと。

ああいうポータブルを、いろんなところに行

かないと探せなくて。災害の時に、いろんなと

ころに行って、いろんなことをリサーチしなが

らというのは非常に厳しいなと、この間も思っ

た次第で、やっぱり県民、市民がいかに使いや

すくしていくかというようなことも全体的に統

括していただければというふうに思います。

そういう意味におきましては、この間、総務

部長にも私、一般質問の中で、テクノロジーの

導入というところで、防災しかり、医療、福祉、

いろんなところでの一元化をしていただいて、

そういったトップをきちっと設けるべきではな

いかというようなご質問をさせていただきまし

た。

あの際には、情報のトップとしては上田副知

事がいらっしゃるということだったんですけれ

ども、一般質問をさせていただいた時にも、い

ろんな形でのスピード感というものを考えると、

副知事のどちらかが何かの部署に充てられてい

るということではなくて、ここの部分はもっと

もっと専門的な方を、よそに委託しているとか

ではなくて、庁内に一定常駐した上で統率して

いただく必要性があるのではないかと考えてい

るんですが、いかがでしょうか。

【平田総務部長】特に、ＩＣＴ等の技術を活用

した管理、戦略づくりを進めていくというよう

なことにおいて、連携して推進をしていく、あ

そこがここがではなくて一体として進めていく

ためにどういう体制が適しているかということ

について考える時に、現状の進め方がこれで最

適だというふうには思っていないというのは事

実でございます。

そのあり方を検討していく中で、民間のそう

いう知識を持っている方をどのようにかして活

用していくということも検討の中に入ってくる

というふうには考えております。ただ、その組

織の立て方とか体制のつくり方とか、そのあた

りにつきましては、引き続きこれから検討して

いきたいと考えているところです。

【浅田委員】県の職員さんは、本当に私は優秀

だと思います。異動になってすぐに、どこに行

ってもそこの分野のことをすぐに熟知し、それ

を我々に伝えてくださるという意味においては、

本当にすごいなと常々感じるんですけれども、

しかしながら、情報政策の中においては、もっ

とプロフェッショナルな方がいるんじゃないか

と。

今も情報政策課の方に聞くと、そういった専

門の方はいないと、一般の自分たち職員が、今

どういったところが進んでいるのか、どういう

やり方が今、自治体や世の中で取り入れられて

いるのかを調べていって、調べた後にもっと深

堀りする場合には誰か専門家に聞くというよう
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な形で、そこから年に何回かある会議でとかと

やっているとなかなか。

この世の中とか企業とか、いろんな世界が、

本当にデジタル・トランスミッション・フォー

メーションがものすごく、これだけ進んでいる

にもかかわらず、そこについていけていないよ

うな状況で、高齢者が増えて人口減少している

我が長崎県だからこそ、そこを迅速にやるべき

であって。

よその自治体が、確かに大きいところではあ

りますが、東京都だったり神奈川県だったりが

専門部署を、今日も小林委員から統轄監の話が

出ていましたけれども、そこに特化した人材を

置く。そうしないと、もう世の中に遅れていく

んだということがあると思います。

その中で西の端にいる我々としては、どの九

州各県に負けることなく、私は、そこはしっか

りとこれから協議の中にのせていただきたいと

思っていますし、課題としてはあるんだという

ことを部長自身もご理解いただいていると思い

ますので、一歩二歩進めて、よそがやるという

だけではなく、長崎だからこそやるんだという

気概をここはもっていただきたいと、この間か

ら一般質問でも思いながら質問をさせていただ

いているんですけれども、いま一度、いかがで

しょうか。

【平田総務部長】とりわけスピードを求められ

る時代になっております。併せて、県の組織と

して各分野を動かしていくということも必要で

あります。

そのために体制をどうするのか、そして、そ

れをリードしていく、けん引していく、知識と

して注入していく、そういう形で人材をどのよ

うな形でか活用していくことについては、積極

的に検討していきたいというふうに考えており

ます。

【浅田委員】ありがとうございます。先日から

私は、そのＣＤＯにすごくこだわって質問をし

ているわけですけれども、今こそ長崎は、その

構築を急いでやっていただいて、スマートシテ

ィ化もしていきたい、いろんなものをけん引し

ていきたいということがあろうかと思いますの

で、そういったプロをぜひとも登用していただ

ければと思っています。

もう1点だけ質問させていただきますが、人
材登用ということで、この間、テレワークにつ

いても質問をさせていただいておりました。こ

の間は、障害者に対してというか、割と障害者

に特化した形で質問をさせていただいたんです

けれども、今の実情というものをまず教えてい

ただけますか。

【大安人事課長】 テレワークにつきましては、

仕事と家庭の両立支援を実現するための勤務形

態の一つといたしまして、現在、中学校就学前

の子どもの育児、または介護を行っている職員

に対しまして、本年2月から、制度の運用を開
始したところでございます。

利用実績といたしまして、この間、11名の職
員が、このテレワークを利用して業務、テレワ

ークの勤務という形をとられております。内容

的には、週1日は、それぞれの職場に出ていた
だく、それ以外の日については、そこの状況に

応じまして日を設定してテレワークを行ってい

るというふうなところでございます。

【浅田委員】この間、一般質問のやり取りの中

でお話を伺っていくと、モビリティワークとい

うのはみんな、常日頃いろんなところでやって

いますと。でも、テレワークに関しては、くく

りをつくっているわけですよね、中学生以下の

お子さんがいる方と。

実際は11名しか活用していないと。これだけ
職員がいる中で、もっとそこの間口を広げると
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働きやすさが、介護とか小さいお子さんがいな

くても、いろんな形でやれるのではないかと思

うんですが、そこを広げることは難しいんです

か。

【大安人事課長】間口の拡大ということでござ

いますが、現在は、先ほど申しましたような形

での運用を行っているわけでございます。

利用の拡大という観点で申し上げますと、今、

対象となっている方々に関して、もっと職員が

積極的に活用できるような形で、例えば環境づ

くりとか、そういったところに取り組む必要も

あろうかと思っております。

それから、先ほど障害者の話もございました

けれども、対象拡大というふうな観点につきま

しては、現在のテレワークの実態とか、国、他

県の状況も踏まえながら、そういったところに

ついての検討は進めていきたいと思っておりま

す。

【浅田委員】本庁に限らず、福岡県とか国も推

奨しておりますサテライトオフィスの考え方で

テレワークを導入したり、障害者の方をそこで

というようないろんな働き方があるかと思うん

です。女性だけに限ることではないんですけれ

ども、働き方の選択肢を増やしていくと、また

いろんな人材とか、若い人たちは、もっとこれ

に特化して、いろんなことがやれる人たちも多

くいるかと思いますので、ここは一歩も二歩も

進んでいただいていいのではないかなと思いま

す。

庁内での障害者の方のテレワークも一切ない

ということですか。

【大安人事課長】現状では、障害者の方のテレ

ワークはございません。

【浅田委員】それがどうしてなのか、枠組みを

決め過ぎているというところがあると思うんで

すけど。

実態として県庁の職員さん、働いている方に

対して、テレワークというものをどう思ってい

るかとか、導入されたらそれで働きたいかとか、

そういうことを調べたことは過去にあるんでし

ょうか。

【大安人事課長】今回のテレワーク実施に当た

りましては、この間、試行等も行いながら進め

てきたところでございます。

今実施をしている職員の実施後のアンケート

では、資料作成とかデータ収集、分析というと

ころで作業に集中ができたという意見がある一

方で、なかなか職場のコミュニケーションをと

るのが難しいこともあったと、急な対応の場合

に状況把握が難しいと、そういうふうな意見も

あったんですが、直接業務に支障が生じるよう

なものではございませんでした。

そういうふうな状況の把握はやりながら、今

後引き続きやっていきながら、もう少しそうい

った実態をつぶさに見ていきながら、他方の対

応については考えていきたいというふうに思っ

ております。

【浅田委員】テレワークをやられている方の声

ではなくて、庁内全体の方の。そういう枠組み

がなければ、そういう働き方をしてみたいとか、

いろんな方がいらっしゃると思うんです。さっ

き、ちょっと言葉が足りなかったと思うんです

けど、若い世代は私たち以上に当たり前にそう

いうことをやってきているので、実際、いろん

な大手の企業でもそういったことを導入したり

という部分もありますので、と思っているんで

すが、室長がお答えいただけるんですか。何か

ご意見があるんだったら言っていただければ。

【大瀬良新行政推進室長】働き方改革の観点で

ＩＴ機器の活用についてどう感じているかと、

そういう観点で、テレワークに限らずというこ

とで私の方でお答えをさせていただきたいと思
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います。

この間、私ども新行政推進室、人事課を含め

てでございますが、関係課等々で働き方改革を

進めてまいりました。こういった中において、

今の時代、浅田委員もおっしゃったようにＩＴ

機器等も進んでおります。

そこで我々も、この間、アンケート等も実施

してまいりました。今年の夏の期間にもアンケ

ートを実施したところで、テレワークと限定し

ての話ではないんですけれども、我々が進めて

いるＩＴ機器を活用した働き方改革というのを

職員がどう感じているか、それについて進んで

いるかどうかという観点で質問をさせていただ

きました。その観点での回答になりますけれど

も、今年の結果としましては、まだあまり進ん

でいないと大体30％ぐらいの方しか進んでい
ると答えていない。もっと進めるべきというこ

とだろうと思いますけれども、まだ取組として

進んでいないんじゃないかということでござい

ます。

それを含めまして、ＩＴ機器に限らず、働き

方改革というのは業務の見直しその他、活用の

仕方と、いろいろあるかと思いますので、種々

いろんなことでＩＴ機器も活用しながら、どう

いったことが可能になっていくのか、検討を進

めてまいりたいというふうに考えております。

【浅田委員】いろんな形で県庁が進むと、企業

とかをけん引できるということもありますし、

障害者の雇用をテレワークでやると、ほかの企

業に見せること、示せることが多々あると思い

ますし。

コミュニケーションの難しさというのももち

ろん理解はできるところですけど、一方では、

テレビ会議を導入することによって、長崎県は

5,000万円浮かすことかできていますよね。もっ
とそういうところを増やすことが行革にもつな

がって。テレビ会議を入れることによって年間

5,000万円減らせるというのは、すごいことだな
と。実際、去年ですか、5,000万円減らしたとい
う実態がありましたので、そういうこともでき

ればいいのかなと思います。

私たち議会の方でも、国においては、こうや

って一般質問とかのやりとりもテレビ会議をす

ることによって、お互い議員も、長崎は特に離

島・半島がありますので、わざわざ県庁に来な

くても、県の職員何人か、複数人での会議がで

きるようなことを取り入れているところもある

ということでしたので、そういったところも含

めて私も勉強していきたいと思っていますし、

働き方改革の一つとして、もっともっと積極的

にしていただければと思います。時間になりま

したので、終わります。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【中村(泰)委員】 先ほど、浅田委員からもござ
いましたが、政策、行革におけるテクノロジー

の導入についての質問となります。

私も、一般質問であったり、県の皆さんのご

答弁、また、制作資料でＩＣＴ、ＩｏＴという

単語をよく見ます。そういった単語を見ると同

時に、なぜか皆さんの言葉が魔法のような言葉

で、それがあれば何でも解決できるかのように

使われていることに、すごく懸念を持っており

ます。要は、そのＩＣＴ、ＩｏＴをもって具体

的にどういったことをやっていくのかというこ

とが極めて重要であろうと思います。

9月25日に、長崎県市町村行政振興協議会が
中心となって、長崎県の市町の皆様を集めて、

具体的に言えば、要はＩＣＴ、ＩｏＴを使って

どういった業務改善ができるのかといった議論

がなされています。

私も、そこに参加をされた大手の企業さんと

話をさせていただきました。大手の企業さんか
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ら伺ったところでは、すごく長崎県はその意識

が高いと。ＩＣＴ、ＩｏＴを使って何とか自分

たちの仕事を楽にして、その余力を政策につな

げるんだと、そういった方がすごく多いといっ

た話を聞きました。

そして、多くの市町の行政の皆さんが、わら

にもすがる思いで、どうしたらいいのかといっ

たことを尋ねてきてくれたということで、そう

いった思いを大手の企業さんが言われたと。も

ちろんその企業さんも、自分たちも何とかした

いんだといったことで、私も思いを共有した次

第でございます。

要は、市町の皆様が、とにかく業務効率を改

善させたいと。先ほど、浅田委員のところでも

ございましたが、ＲＰＡですね、ロボティクス・

プロセス・オートメーション、これが今、すご

くもてはやされています。

私も、行政の仕事全てではないですけれども、

決まった仕事が必ずあると思いますし、まさに

そういったところから、ぜひとも行政の皆さん

が中心になってまずは進めていただくと。そう

いったことを進めることで、多分、政策の部分

においても積極的な活用ができるんだろうと考

えております。

まずは県の行革における、例えばＲＰＡであ

ったり、そういったところの取組、そして、県

が中心となって長崎県の市町の皆さんも含めた

上で、県としてどういうふうに業務改善を図る

のか、特にテクノロジーを用いてどうやってや

っていくのかということについてお尋ねをいた

します。

【山崎情報政策課長】 ＲＰＡにつきましては、

昨年度末に実証実験ということで、この時には、

導入した際の効果や課題を見極めるというよう

なことをやらせていただきました。

今年度に入りまして、昨年度の実証実験で認

識したいろんな問題、具体的にいえば庁内シス

テムの環境にうまくＲＰＡが適合するのか。細

かいいろんな長崎県独自のシステムとか持って

いるものですから、そことの整合性といったも

のを確認いたしまして、今現在は、ＲＰＡの調

達に向けた入札の手続を準備中という段階でご

ざいます。

市町村の分については、基本的に市町村課が

主になるかと思いますけれども、情報政策課で

も市町村の情報担当課長会議というものがござ

いまして、そこの中でＲＰＡの県の取組状況と

か各市町の状況とかの情報共有もやらせていた

だいているところでございます。

【大瀬良新行政推進室長】先ほど、情報政策課

長から市町村との関係ということで答弁させて

いただいたところで、市町村課の関係でお話が

出ましたので、私の所管ではございませんが、

補足をしたいところがございますので答弁をさ

せていただきます。

市町村の中においても業務改善していかない

といけないという状況はもともとあったわけで

ございますが、総務省の方で2040年問題という
のを大きく取り上げまして、行政のあり方につ

いて、研究会の中でも報告があっております。

そういった中におきまして、今後、ＩＣＴの活

用を積極的に進めないといけないんだろうとい

うご提言が研究会からあっておりました。

さらに、今現在、第32次の地方制度調査会で、
国のレベルでございますけれども、その中でも

今後の将来的な行政のあり方ということも検討

されている途中でございますが、先ほどのご提

言があったような話のところも踏まえまして、

ＩＣＴの積極的な活用をやっていかなければ、

行政体としてなかなか難しいだろうというご議

論がされています。

そういった中におきまして、これは市町村課
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の所管でございますけれども、今年度6月定例
会におきまして補正予算、総務省の予算を獲得

いたしまして議会に上げさせていただいていま

す。その予算を使いまして市町村課で、人口減

少社会に適応した行政サービスの提供のあり方

研究会というものを8月から立ち上げておりま
す。私も、市町村を含めて今後の行政のあり方

を検討する研究会のメンバーになっております

ので、私の知っている範囲でご説明いたします。

その研究会の中におきまして、調査をしてい

く項目が3つございます。
1つ目は、市町含めて専門技術職員が不足し

てきているのではないか、採用が難しくなって

きているんじゃないかというお話もあっており

ますので、そういった者の不足の状況であると

か、地域偏在状況等の調査研究をやっていくと

いうことがございます。

2つ目の項目で、今ご議論になっていますが、
ＡＩとかＩｏＴ、ＲＰＡ等の共同導入に向けた

可能性検討調査、それから研究をやっていこう

というふうになっています。

もう一つ、今後の行政運営に支障を来たすと

考えられるような人口減少社会の中の課題等を

把握しながら、どういった形でやっていったが

いいのかという検討をやっていくという大きな

項目がございます。

そういったことの研究会が8月に立ち上がっ
たばかりでございます。答弁が長くなって申し

訳ございません。

今現在、市町の方で、ＲＰＡ等について必要

となるような業務はどういうものだろうとかと

いうアンケート調査をかけている状況でござい

ますので、いろんなところでそういったところ

のアンケートをしながら、市町も一緒になって、

どういったことが可能になっていくのかという

のも併せて研究をしているところでございます。

答弁が長くなり申し訳ございません。

【中村(泰)委員】 ご回答ありがとうございます。
もう既に8月から、そういった組織立てをして
取り組んでいただいているということ、非常に

ありがたく感じております。

先ほど私が申し上げた、市町村行政振興協議

会でプレゼンをした大手企業さんと話をして、

アドバイスしていただいたことが、2つキーワ
ードがあったんですけど、共通化とリーダーシ

ップだと言われました。

共通化というのは行政フロー、申請書類とか

であったらフォーマット、特にこの2つの共通
化が必須であると。つまり単一自治体、基礎自

治体でこれをやったとしても、お金ばかりかか

ってしまってなかなか効果が得られない。であ

れば、長崎県の市町で県庁を含めて同じような

仕事、そして同じような書類があれば、それを

まずは統一させると。それができさえすれば、

つまりＲＰＡも実現ができるといった説明です。

非常に納得感があるアドバイスをいただきまし

た。

民間でいえば、銀行はＲＰＡがすごく進んで

いるのは我々もわかっております。これは間違

いなく金融機関は、会社が違おうが、ある程度

そういったものが整えられているんだと思うん

です。だからこそＲＰＡが進んでいるというの

はすごく知られています。

行政の皆さんの仕事においても、同じような

ことがきっと言えると、私はそう信じています

ので、そういった目線でご回答をいただければ

ありがたいです。

【大瀬良新行政推進室長】 今、中村(泰)委員か
らご指摘がありましたとおり、ＲＰＡを進める

に当たって、先ほど情報政策課長が答弁した実

証実験に、私の立場でも関わらせていただいて

おります。その中で課題になってくるのがプロ
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セス、仕事の進め方というか業務の流し方、そ

れと様式等の統一化であったり。

例えばＯＣＲという読み込み機械があるんで

すけれども、そこで読み込ませるためにどうい

った様式がいいのか、そういった課題を整理す

るのがまずは一番重要だと、課題として上がっ

ております。

さらに、それが一つの団体の中だけではなく

て共同でやっていくということになると、そう

いった様式の統一化という作業が実は重要にな

ってまいります。

現実的な話としまして、今現在、市町でも基

本的に同じような業務をやっている中で、業務

の進め方とか様式が違うところがあります。今

後、先ほど申し上げた研究会の中でも、そうい

った課題というのは出てまいるかと思いますの

で、私は私の立場で、一人のメンバーではござ

いますけれども、市町村の皆さんとも意見交換

しながら、どういったことが可能か、そのため

にはどういった作業を手順として進めていく方

がいいのか、一気に全部というのは難しいので、

どういったところから進めた方がいいのか、そ

ういったことも含めまして意見交換等を私の立

場でもやらせていただきながら、今後、検討を

進めさせていただきたいと考えております。

【中村(泰)委員】 頼もしいリーダーシップ、あ
りがとうございます。

先ほど、発注について、そろそろそういった

ことを考えていく時だというお話がございまし

た。じゃあ、誰にお願いをするのかというとこ

ろは非常に重要でございまして、私が話をした

大手の企業さんは、自分たちが仕事を全て取れ

ばいいなんて思っていないと言われています。

というのは、結局、地場の長崎の、そういった

システムを構築できる、実装できる企業ととも

に仕事をしなければうまくいかないと言われて

います。

こういった分野で長崎のどういったところに

託せるのかというのは、なかなか難しいところ

があるんですけれども、ぜひともそういった地

場の企業さんの指導、教育も含めて、また、こ

れは確実に長崎の企業だけでできる話ではない

と思いますので、積極的に大手の企業とも情報

連携をとりながら進めていただいて、一番ベス

トの形をとっていただきたいと思います。

長崎は非常に課題が多いと言われています。

しかしながら、長崎で成功すれば、全国どこで

も成功できるんだというようなことも一方で言

えるわけで、課題先進県といいますか、長崎は

そういった立場でございます。

先ほど、総務省の話もございました。ぜひと

も長崎が、課題先進県ですけどモデル県になる

んだと、そういったアピールをしていただいて

積極的に、補助金であったり、そういったとこ

ろにおいてもアクションをとっていただきたい

と思っております。

もう一つ、また別の質問になります。財務に

関わる、財政に関わる質問でございます。

中期財政見通しの資料を頂戴しております。

先ほど深堀委員からもございましたが、非常に

厳しい財政収入の中、何とかうまくやっていた

だいていることに、本当に感謝を申し上げる次

第でございます。

実質的な公債費の長期シミュレーションとい

う資料をいただいています。つまり交付税措置

を除いた真水の負担という資料ですけれども、

これが令和2年度から、ぐぐぐっと数字が伸び
ています。恐らく、公共事業であるとか、そう

いったところの負担がボディーブローのように

これからきいてくるのかなと、それをまじまじ

と見せられたような気もしております。

そして、これから2040年問題、県としては
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2025年が一つピークであるというところをい
ただいております。

つまり、社会保障関係費も膨らんでいくとい

う説明が2ページにございまして、要は、歳出
の負担が、不安がこれからすごく膨らんでいく

んだろうなというのを、これを見ただけでもわ

かったところでございます。

具体的な対策としては、発行額の抑制に努め

るという非常に厳しい書き方をなさっています

が、このあたりについてご説明を頂戴できます

でしょうか。

【早稲田財政課長】中期財政見通しにおける実

質的な公債費の長期シミュレーションというこ

とで、実質的なという文言をつけておりますの

は、建設事業などを行う際に、起債の半分や

70％などといった交付税措置がありますので、
そういったところを加味したところで記載をさ

せていただいております。

今回の実質的な公債費のシミュレーションで、

一時的に、こちらに記載しておりますように令

和3年度、4年度は減少するわけでありますけれ
ども、過去の公共事業の部分が終了しまして、

そういったものが一段落して、また新たに県立

図書館や長崎警察署の整備といった大型事業の

整備などが始まってまいりますので、そういっ

たもの。それから公共事業につきましては、一

定水準を置いたところでの試算ということで考

えております。こういう前提に基づきますと、

令和5年度からの上昇が見込まれるわけです。
その対応としまして、財源措置が有利な起債

の発行というのが、いわゆる国土強靭化に係る

公共事業とか、県の単独ですと緊急自然災害の

防止事業など、交付税措置が50％から70％と高
い事業がございます。

したがいまして、公債費の抑制、事業費の抑

制というのは、もちろん重点化という形で進め

ることは重要なのですけれども、災害対策など

の急を要する、備えておかなければいけない事

業は、国の有利な制度を十分活用して事業費を

確保した上で、実質の真水負担、いわゆる実質

的な負担は小さく抑えるというところで財政運

営を常に行って、公債費のチェックというもの

を進めていければというふうに考えております。

【中村(泰)委員】 ご説明ありがとうございます。
何とか県の負担が少ないよう、正直、ちょっと

綱渡り状態であるというような感じもいたしま

した。我々といたしましては、歳出の抑制もそ

うなんですけど、歳入をどれだけ増やしていく

のかといったところに多分尽きるんだろうと思

いますので、県の皆様とともに、歳入がどうや

ったら増えるのかといったことを真剣に考えて

いきたいと思っております。

時間がぎりぎりなので、最後の質問をさせて

いただきます。

県立大学の資料を今回頂戴しておりますが、

県立大学で今、社会人基礎力を有する人材の育

成といったところで、起業インターンシップ、

海外ビジネス研修…、（発言する者あり）申し
訳ございません。質問を終わらせていただきま

す。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【山下副委員長】皆さん、お疲れさまでござい

ます。

私の方から、不正アクセス事案についてお尋

ねをさせていただきます。午前中、下条委員か

らもお話がありましたけど。

長崎県庁としては、常に高度なセキュリティ

システムの構築をされているというところで、

また、特にこういう公の機関でありますので、

海外、国内からサイバーテロ等の標的になりや

すいというところでも非常にご苦労されている
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というふうに感じておりますが、このたび、こ

ういうふうな残念な事案が起こってしまったと

いうことでございます。

新聞報道等で中身について聞かせていただい

ているんですが、今回の一番の原因がどこにあ

ったのか、パスワードの問題ということはちょ

っとお聞きしているんですけれども、それから、

今後どういうふうな再発防止に努めるのか、よ

り具体的にひとつご説明をいただきたいと思い

ます。

【山崎情報政策課長】午前中にも少しお話しさ

せていただきましたけれども、パソコンにログ

インする際に、パソコンにといいますか県庁の

ネットワークにログインする際のパスワードが

初期設定のままであって、いろんな試行を繰り

返すことによって、そこの中に入れてしまった

というのが一番大きな今回の課題でありました。

そこにつきましては基本的に、そのパスワー

ドがどういった内容で入っているかというのが、

県の現在のシステムの仕様の中では暗号化され

ておりまして、管理者側でもちょっとわからな

い、そういった状況だったので。

各職員に対しまして、当時は、定期的にパス

ワードを変更しなさいとか、こういった形でつ

くりなさいといった周知とか、セキュリティ・

セルフチェックとか、そういったもので周知を

図っていたところだったんですが、結果的にこ

ういったことになってしまいまして。

できれば、それはもう技術的に、もうこうし

かパスワードは入力できないというような形を

つくるべきだということで、今回、再発防止策

の中に書かせていただきましたけれども、入力

する際に、一定の県のセキュリティポリシーに

のっとった形でないと設定できない、そういっ

た形で、もう全職員にいっぺんにパスワードの

設定をしていただいたと、そういったことをさ

せていただきました。

【山下副委員長】今、ＡＩの技術もかなり進歩

していまして、例えば顔認証とか、そういうシ

ステムがかなり進んでいます。もちろん費用が

かかる話なので簡単にはというところもあると

思うんですが、例えばパスワードについてもダ

ブルでセキュリティをかけるとか、いろんな方

策を用いて再発防止に努めていただきたいと思

います。

もう一つ、私は、個人のＵＳＢメモリーにデ

ータを入れ込んで、それを持ち出せていたとい

うところが非常に気になっていました。

これは昔から言われているんですけれども、

家庭のパソコンに、インターネットをつないで

いる状態でＵＳＢを差し込むと、そのパソコン

が何かしらのウイルスに汚染されている場合に

全て情報が流れてしまうと、これはもう昔から

ある話なんです。

そのあたりを県として、どのように情報の流

出の防止に努められているのか。不正アクセス

した職員以外の、正規にアクセスした職員が外

にＵＳＢを持ち出せるのか、それとも何かしら

の防止策をしているのか、そのあたりをお尋ね

したいんです。

【山崎情報政策課長】ＵＳＢなどの外部記録媒

体につきましては、データの持ち出しは所属長

の許可を得ることとセキュリティポリシー上は

なっております。許可を得て、実際に自宅等で

仕事をする場合につきましては、インターネッ

トから外して作業をすると、そういったものは

決められております。

【山下副委員長】どういうルートで情報が漏れ

ていくかというのはわからないので、特に自宅

のパソコンにつなぐ際には慎重な対応が必要じ

ゃないかと思いますので、今後はそういう中身

についても職員の皆さんに徹底していただくよ
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うに、よろしくお願いしたいと思います。

実は、不正アクセスの発表というか記者会見

があった同じ日に、インターネットのサイト上

で私も発見したんですが、「長崎県庁は、セキ

ュリティ事象を監視し、インシデント発生時に

原因解析や影響範囲の調査を行うＣＳＩＲＴ、

コンピュータ・セキュリティ・インシデント・

レスポンスチームを構築した」という記事がイ

ンターネット上に載っていたんです。

これは我々、多分、事前に何も知らされてい

ないんじゃないかなと思うんですが、この中身

について今日、情報をお持ちでありましたら、

急で申し訳ないんですけど、中身についてお知

らせいただきたい。

できれば、そういうサイトに出る前に事前に

総務委員会委員に、もしくは議員の皆さんにも

お知らせをいただければと思うんですが、よろ

しくお願いします。

【山崎情報政策課長】副委員長がおっしゃった

のはＣＳＩＲＴ（シーサート）ということで、

コンピュータセキュリティのインシデントにレ

スポンスするチームということです。こういっ

たインシデントが起こった際に、めったに起こ

る頻度がございませんので、あらかじめ一定の

連携体制で、どんなことをこういった場合には

やるのかをきめ細かに決める、そういったこと

を専門に扱う組織でございます。

本当にタイミングが悪くて、私も困ってしま

ったんですけれども、これ自体は今年の4月か
ら実際に稼働をしておりまして、県庁内の関係

する部署が集まりまして、このチームをつくっ

ております。その上にセキュリティ委員会とい

うのがございまして、そこの中で具体的に動い

ているという内容でございます。

【山下副委員長】また後ほど、資料等を配って

いただければと思いますので、よろしくお願い

します。

私、冒頭に申し上げましたとおり、もう本当

にサイバーテロはどんどん技術が、いわゆるい

たちごっこみたいになっていますので、こちら

で防御しても、向こうがまた新しい技術でとい

うところがありますので、常に緊張感がある。

対策について、皆さんも大変だと思いますけれ

ども、ぜひ県民の情報を守るという観点で引き

続き頑張っていただきたいと思っておりますの

で、ぜひよろしくお願い申し上げまして質問を

終わります。ありがとうございました。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、危機管理監及び総務部関係の審査結果に

ついて整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１９分 休憩 ―

― 午後 ２時１９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、危機管理監及び総務部関

係の審査を終了いたします。

引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２０分 休憩 ―

― 午後 ２時２１分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容、結果につ

いて、10月2日水曜日の予算決算委員会におけ
る総務分科会長報告及び10月4日金曜日の本会
議における総務委員長報告の内容等について、

協議を行います。
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それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時２２分 休憩 ―

― 午後 ２時２４分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

総務分科会長報告及び総務委員長報告につい

ては、協議会における委員の皆様の意見を踏ま

え、報告させていただきます。

次に、予算決算委員会総務分科会の決算審査

の日程について、お手元に配付しております日

程案のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 異議がないようですので、

そのように決定させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２５分 休憩 ―

― 午後 ２時２５分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、なにかご意見

はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご意見等ないようですので、
正副委員長にご一任を願いたいと存じますが、よ

ろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】これをもちまして、総務委

員会及び予算決算委員会総務分科会を閉会いた

します。

皆さん、お疲れさまでした。

― 午後 ２時２６分 閉会 ―



総務委員会委員長　　中島　浩介

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る
ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例
の整理に関する条例（関係分）

原案可決

ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関
する条例

原案可決

長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

計　　3件（原案可決　3件）

番　　　号 

記
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　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和元年9月27日
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